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第１章 序 論

1 研究の背景と問題意識

工業高校での専門教育は，全国工業高等学校長協会や，各教育委員会管轄の工業科教員

で構成される研究会等で議論されてきた。その多くは実践研究であり，一部，工業教育の

あり方を検討しているものも存在しているが，研究の目的が工業高校の発展を目指すこと

に軸を置いたもので，工業教育の対象者として合理的で性善説を前提とした生徒を想定し，

産業界の実態についても十分に鑑みないものとなり，高校での工業教育を批判的に捉えた

ものはほとんど見られないのが現状である。寺田盛紀（2009） *1
は，「高校職業教育は・

・専門的労働者（力）養成におけるその役割が十分解明されてきたとは言えない」として

いる。工業高校は就職率が高いということは実態としてあるが，工業教育の成果が過大に

評価され過ぎているのではないかと疑念を抱かずにはいられないのである。

すべての高校を長期的に何らかの基礎専門に特化した高校に再編する
*2
といった主張は

極論であるにしても，専門高校，特に工業高校に進学することは，ニート，フリーター，

階層の固定化といった問題を改善する一つの手段である。しかし，中学生とその保護者の

多くが専門高校・工業高校を希望しておらず，それに伴う不本意入学，学力・学習意欲の

欠如，問題行動，高校就職市場・製造業の縮小と工業高校生の進路意識による就職率の低

下，工業高校の本来の姿が就職率の高さと整合性が取れず乖離しているという現実がある。

これらのことは，職業学科の実際として，既に，1976 年 5 月 21 日の理科教育及び産業教
育審議会の報告「高等学校における職業教育の改善」でも指摘されているところである。

本論文では，工業高校と産業社会との不整合を，戦後高校工業教育の史的展開から，工

業高校の初期の設置目的を確認し，在籍する生徒の現状，学校運営上の問題点を見い出し，

就職を目的とする公共職業訓練，及び，産業社会との関わりから整理することで，今後の

高等学校段階での工業教育のあり方に対しての結論を得ることを目的としている。

戦後，1947 年に学校教育法公布，1948 年に高等学校設置基準の制定により，新制高校
は発足した。新制高校設立の初期には，すべての高校を総合制高校にすることがアメリカ

第一次教育使節団の勧告にはじまり，1947 年に文部省局長通達「新制高等学校実施の手
引」により示された。総合制高校は，学区制，普通教育を主とする学科と専門教育を主と

する学科を併置，男女共学の高校三原則ということが前提であった。これはアメリカの総

合制高校をモデルにしたもので，職業教育の位置づけが普通教育と同等に重視されている

ものである。また，三原則の主旨は教育の民主化と機会均等にあった。

戦後直後の日本では，職業教育を行うための施設・設備や教員の不足に加え，大学進学
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を前提としていた旧制中学校から転換された高校や全国工業高等学校長協会などから不満

が噴き出し，次第に普通教科を主とする普通高校と職業系の教科を取り入れた職業高校と

に分化していった。職業高校の中には工業高校も含まれる。工業高校は，多くが戦前の実業

学校の流れを引き継ぐものであり，手に職を付け就職をしていくということが前提であった。

1950 年代の後半付近から，高校教育を産業・経済の発展に寄与する人材育成の場とし
ての政策が打ち出されるようになった。この頃は戦災で多くの学校設備が破壊され，とり

わけ工業高校や農業高校の設備が貧弱な状況にあった。税制改革により戦前から続いてい

た実業教育費の国庫負担制度が打ち切られ，職業高校の施設・設備は地方の責任で手配し

ていくことが迫られてきた。こうした事態に経済界も含め，職業系の高等学校長協会など

が国に働きかけることで，産業教育の財源措置のための産業教育振興法が成立し，産業教

育に対して財政的に法的な裏付けを得たのであった。

高度経済成長期にさしかかる中，戦後のベビーブーム世代の高校進学時期を控え，全国に

高校が増設され，産業界への人材供給の必要性から工業高校は急増していった。この頃は全

体の高校進学率が上昇していたが，特に工業高校への進学者が多かった。

1960 年の国民所得倍増計画などもあり，家庭にも経済的な余裕が生まれてきた。1974
年には高校進学率は 90 ％を超えるに至り，マクロ的に捉えるならば高校は全入常態であ
り，中学校卒業者の大部分が進学する国民的教育機関となったといえる。

高校進学率の増加とともに進学志向・普通化志向が高まり，中学校での成績による輪切

りでの進路指導で進学先の高校が振り分けられ，工業高校には学力が低く，学習意欲に欠

け，頻発的に問題行動を起こす生徒が集まり，中途退学する生徒も増加した。このことは，

工業高校に入学してくる生徒の質が大きく変わってきたことを意味する。

高校の教育課程は学習指導要領にもとづいて編成されるが，1970 年までの高等学校学
習指導要領では，「中堅技術工員」，「技術員」，「中堅の技術者」とあるように，産業界で

働く労働者の養成が大きな目的であったといえる。工業高校は，企業の生産現場に従事す

る技能労働者や技術者を供給する役割を果たしていたのである。しかし，1978 年以降に改
訂された学習指導要領では，目標とされる対象の記述はない。能力，適性，興味・関心，進

路など多様化した生徒に共通に学ばせるための目標として，「基礎的な技術」，「基礎的・基

本的な知識と技術」といった基礎基本に主眼を置いていることは特に注視すべきことである。

工業を中心とした第２次産業から情報化の時代へと移り変わり，輸出の割合が大きい製

造業は，円高の影響をはじめ，人件費の安いアジアを中心とした海外に生産拠点が移り，

産業の空洞化が生じている。1965 年度の第１次産業は 10.4 ％，第２次産業は 43.5 ％，第
３次産業は 46.1 ％であったのに対し，2009 年度の第１次産業は 1.6 ％，第２次産業は



*3 厚生労働省，2011，『平成 23年版・労働経済白書：産業の構成割合の推移』，日経印刷，p.291
ここでは，第１次産業は農林漁業，第２次産業は製造業・鉱業・建設業，第３次産業はそ

の他として算出している。

*4 2010年度，文部科学省学校基本調査による。
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27.0 ％，第３次産業は 71.4 ％ *3 と第３次産業が大きく伸びる一方で，工業分野である製

造業，鉱業，建設業の割合は全産業の３割に届いていない。

1970 年代後半より始まった製造業中心の第２次産業から第３次産業への転換，特にコ
モディティ商品は外国企業との価格競争にさらされやすく，製造業の海外移転が促進され

ることで雇用の減少に連動する。このようなポスト工業化の構造は，単に製品を製造する

ための技術・技能だけにとどまらず，情報の即時性に柔軟に対応した新しい発想による付

加価値の高い製品を生み出す能力を労働者に求めるようになる。

それに加え，生徒の多様化，就職希望者の減少なども相まり，産業社会からの要求で拡

大してきた工業高校であるが，必ずしも企業への就職が前提ではなく，生産現場での技能

労働者の養成ではなくなっている。それであるならば，工業高校はいったい何のために存

在するのか，普通高校よりもコストの高い工業高校は中学生の進学ニーズに合わせて減ら

すべきではないのかという主張にもつながってくる。一方で，工業高校は，就職に対して

は他の学科と比較しても依然として優位の位置を占めており，工業高校の有用性をとなえ

る声もある。今後，増えると見込まれる仕事は，「専門的な知識に基づいて教育・指導・

相談などを行う仕事」などであり、中小企業では「専門的な知識に基づいて情報処理を行

う仕事」，「調査研究や研究開発を行う仕事」などが増えると見込まれるとしている。

昨今の再編を伴う高校教育改革の過程で，小規模な工業高校は再編整備の対象となりや

すく，近隣の工業高校と統合されたり，普通化と統合して総合学科に，また，商業科など

他の専門学科と統合して産業高校に転換する高校が現れている。工業高校を含む工業科設

置高校は減少している。しかし，工業科の卒業後の進路では，約６割が就職しており，普

通高校と比較すると就職希望者が多く，職業別就職者の中で「生産工程・労務作業者」の

占める割合
*4
は 72.5 ％と，工業の専門に合致した職業に就いていることがうかがえる。

ただし，男女別に見ると，男子 74.4％，女子 47.0％となる。総合学科高校の男子では 58.0
％であり，工業高校の女子を上回る。工業高校は普通高校や総合学科高校と比較して，男

子生徒の割合が多い。工業高校の就職の優位性は性差による要因が多分に含まれるのでは

ないかと推測される。したがって，工業高校を増設しても女子の就職率向上には必ずしも

つながらないため，高校生全体の就職率向上には寄与せず，高校卒業者全体の就職率は大

きく変わらないといえる。また，工業高校においては就職者のうち「生産工程・労務作業

者」への就職者が多い現状から，旧来の技能的な能力を高めるための教育課程の編成が必

要になってくる。これが工業高校を含め，工業科が設置されている高校では，「ものづく



*5 石田正治，2003，「高等学校専門学科の教育内容からみた専門性の分析：Ｔ工業高等学校
機械科の使用教科書に即して」『職業と技術の教育学』16，名古屋大学大学院教育発達科
学研究科，pp.37-63

4

り」という言葉が頻繁に使用されている理由にほかならない。しかし，工業高校という特

定の産業分野に関連する学科では，産業構造の変化や求める人材の高度化により，専門教

育内容とのずれが広がり，学力的に底辺に位置づけられ，不本意入学の結実としての生徒

の学力・学習意欲の低下，就職希望者の減少という現象は，工業高校の存在意義の希薄化

にもつながることである。したがって，多様な生徒を受け入れ，生徒の進路を見いだす総

合学科高校において，工業系の実習を含む系統立てた多様な系列と科目を教育課程場に編

成することは大きな意義があるものといえる。

学校体系の一環としての工業高校では，技能実習的な内容を含んだ教科「工業」の教育

課程が編成されているが，同様に，学校外の施設で実施される「生産工程・労務作業者」

の職種で作業をしていく労働者を養成している公共職業訓練校・工業系の訓練科との比較

は関心が持たれてこなかった。しかし，公共職業訓練校との比較は，工業高校での技術・

技能的な専門教育の有効性を検証するための参考資料となり，今後の工業高校のあり方と

方向性に対して一定の示唆を導き出せることに有効に作用するものと考えられる。

このような関心に取り組む際に，本研究では，工業高校の歴史的な展開を確認した上で，

工業高校の現状と課題，高校教育改革の中での新しいタイプの工業高校の特性，技能生産

労働者養成機関としての公共職業訓練校との比較，企業の視点からみた工業高校の意義に

ついて，今後の工業高校のあり方の方向性を導いていく。

工業高校の方向性を明確にすることは，多様化した生徒のニーズとに応え，また，産業

界からの意向に近づけた人材の育成を行うことが可能となる。このことは，義務教育段階

である中学校に存在する異質な生徒集団に対する進路指導に寄与することにもつなげてい

けることになる。

2 先行研究のレビューと論文の構成

2.1 先行研究のレビュー

2.1.1 工業高校の専門性の分析についての研究

石田正治（2003） *5 は，学校と生徒が使用してきた教科書について，日本機械学会

の「機械工学便覧」の記述項目の工学の水準と対応させ，対応度を見たところ，1956
年から 1945 年までの学習指導要領まだは，「中堅技術者」や「中堅技術工員」の養
成という工業教育の目標に対して，かなり高い水準で維持してきたとしている。しか

し，1978 年以降の学習指導要領改訂以降の「基礎・基本」の重視路線は，それ以前
の水準を維持しているかどうか，仮説的に疑問が残るとしている。



*6 本田由紀，2007，「都立高校「垂直的多様化」の帰結」『都立高校生の生活・行動・意識
に関する調査報告書』，ベネッセ教育研究開発センター，pp.22-33

*7 坂野慎二，2010，「学校体系における中等教育段階の意義と機能」『教育学研究』77(2)，
日本教育学会
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2.1.2 工業高校多様化政策による教育効果につての研究

本田由紀（2008） *6
は，生徒の「学力」に応じて高校を垂直的に層化した「垂直的

多様化」の政策は，学力的に同質性の高い生徒が集まり，ピア・グループ効果が反映

されて高校生活の目的意識に差異をもたらすとしている。垂直的な機能分化は，各層

の高校に在学する生徒集団や学校の指導に偏りをもたらし，いずれの層の高校生にと

っても，ある種の歪んだ高校生活と将来を帰結するとしている。そのため，「垂直的

多様化」に代えて，学力によらない一定の専門的な領域や教育上のテーマを特色とし

た「水平的多様化」を提唱している。すなわち，一元的な相対尺度での選択でなく，

多元的絶対尺度の提唱をしている。つまり，その水平的多様化を特徴とした高校で，

学力にもとづかない選択がなされ，他者との比較による尺度ではなく，興味・関心が

あるか，好きか嫌いかという個人的な志向にもとづいた選択である。しかし，中学校

での進路指導が変わらないままでの水平的多様化政策を実施することで，義務教育段

階としての中学校と同様に，異質集団としての生徒が集まるのか，教育上のテーマを

特色とした特定の教育課程の特化は，同質性の高い生徒を集めることにはならないの

か，ということについての有効性や効果が明らかにされていない。また，職業を主と

する工業，農業，水産などの専門高校は，水平的多様化のために設立されたのではな

く，企業で活躍する中堅技術者のために設置されてきた歴史的な背景がある。そのた

め，普通科にはない産業教育のための特別な予算が組まれ，施設・設備や運営にあて

られている。教育経費についてのバランスについても評価が行われていない。

坂野慎二（2010） *7
も，高校の現状について，戦後，高校三原則にもとづく総合制

高校として異質集団である生徒を包摂し学校内で多様な選択を提供しようとする総合

制の理念から出発した新制高校であったが，普通科と職業型の分離，普通科の 1960
年代以降の適格者主義による選抜競争により進学重視型と就職型に分離し，等質集団

型に輪切りにされた生徒による高校が定着していったとしている。しかし，その上で，

1970年代以降の高校進学率が全入状態に近づいていた高校には機能分化が求められ，
多様な改革が提案が多様化路線の契機になったとしている。それは，「特色ある高校

づくり」として都道府県レベルで進展していき，こうした多様化路線は等質集団の生

徒を集める試みであり，横の多様化，本田がいう「水平的多様化」と位置づけている。

水平的多様化として資格取得を前提とした教育課程の編成，新しいタイプの工業高

校について，工業高校の現状を確認した上で，高校教育改革により創設された新しい



*8 寺田盛紀，2003，「日本における職業・技術教育職の展開と現状」『職業と技術の教育
学』16，名古屋大学技術・職業教育学研究室，pp.1-15

*9 伊藤一雄，2001，「工業教員養成の現状と課題：Ｘ県Ｙ工業高校の工業教員のキャリア調
査結果を通して」『職業と技術の教育学』14，名古屋大学技術・職業教育学研究室，pp.28-29

*10 高木稚佳，2008，「高校生の「勉強意欲」：進路多様校の普通科と専門学科を比較して」
『都立専門高校の生徒の学習と進路に関する調査』，ベネッセ教育研究開発センター，p.57
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タイプの工業高校を抽出し，特に入学してくる生徒の特質について従来型の工業高校

との違いを検証していく。

2.1.3 高校工業科教員の養成と課題についての研究

工業高校で専門教育を施していく際に，学校の施設・設備，生徒の特性は重要な要

素ではあるが，専門教科を指導していく教員も専門教科を指導するための専門的知識，

技術・技能，技術の進歩に応じた専門的知識，そして，普通教科の教員と同様に教員

としての生徒指導，学級経営，進路指導などの能力も求められていく。そのような専

門教科，ここでは工業科の教員の養成課程や，研修について現状を知り，課題を見い

だすことは重要である。

寺田盛紀（2003）*8
は，中等ないし中等後の職業・技術教育の中で，明瞭な教員養成制

度を有するのは，高校職業学科と職業能力開発施設であることを示した。その上で，高校

職業学科の教員養成で重要なのは，文部科学省により認定を受けた大学・学部の一種免許

状段階であり，その中で問題としているのは教職科目で，その多くが教育学一般で占めら

れていて，工業科教育法，商業科教育法，農業科教育法などの専門教科に即したものの割

合が少ないとしている。また，伊藤一雄（2001）*9
は，工業教員の研修として，内地留学

や民間事業所への派遣が有効に作用しているとしている。また，工業の教員免許について

は，「当分の間」紀要職科目の一部，ないし全てが通常の大学での専門科目で代替できる

ことが特例として残存していることを指摘している。このことは，伊藤一雄も指摘して

いる。寺田は教員採用試験の結果を示し，そこでは志願者が殺到し合格は困難で採用枠

はわずかであるとしているが，断片的な例示のみにとどまり，採用と欠員状況とについ

ては示されていない。採用後の教科指導に関わる専門研修については未解明である。

高木稚佳（2008） *10
は進路多様校の普通科と専門学科の生徒の勉強意欲を比較し，

教員のスキルの評価に対する評価が寄与していることを示している。専門知識と技術

・技能を持った教員は，生徒の勉強意欲を高め，技術の進歩に応じた人材育成にも寄

与できる可能性があることから，専門教科の研修は重要といえる。特に，参加が比較

的容易な教育センターなどの工業科教員の教科の専門性を高めるための研修が未解明

であることから，その実態について明らかにし，その有用性を検証していく。



*11 日座寛之・寺田盛紀，2010，「日本版デュアルシステムの導入と課題」『生涯学習・キャリア教
育研究』6，名古屋大学大学院教育発達科学研究科附属生涯・キャリア教育研究センター，pp.32-36

*12 荻野和俊・佐藤史人，2012，「高校工業教育における長期の就業体験(インターンシップ)
の可能性と限界：京都版デュアルシステムの経験にそくして」『和歌山大学教育学部紀要 .
・教育科学』62，pp.137-144

*13 企業見学（受け入れ打診，生徒班分け，引率，報告書指導），保護者説明会，マナー講座，
協力企業の一覧表の提示と希望調査，生徒との個別面談，就業体験受け入れの打診，協定

書調印（保護者説明会，生徒を引率して企業訪問），就業体験の事前指導・準備（日誌，

安全靴，名札の準備，交通費支給，企業への評価表送付），就業体験中の巡回・毎日の終

了受け付け，実習修了後の礼状，報告書作成指導，報告会準備などがあげられている。
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2.1.4 企業での現場実習による人材育成

日座寛之・寺田盛紀（2010） *11
は，専門高校での日本版デュアルシステムについ

て４つのタイプに分類し，専門高校の中の商業高校の２校を事例取り上げ，日本版デ

ュアルシステムのカリキュラム上の位置づけ，カリキュラムの内容，展開する上での

課題をあげている。両校に共通する課題としては「座学と実習の相互の関連性」であ

る。座学と実習とが機能的リンクされていないということが指摘されている。この論

文で取り上げられている事例が商業高校のみであること，また，課題としては「座学

と実習の相互の関連性」と「受け入れ先企業の確保」が指摘されているが，工業系専

門高校の人材育成については触れられていない。

荻野和俊・佐藤史人（2012） *12 は，京都市立伏見工業高校に昼間定時制としてデ

ュアルシステム「システム工学科キャリア実践コース」の事例について取り上げ，そ

こでの課題として，デュアルシステム担当教員が錯綜した煩雑な業務
*13
を授業の合間

を縫って行わなければならず，就業体験中の巡回指導などを行う時間の確保をするこ

とが著しく困難になっているとしている。また，就業体験を受け入れてくれる企業は

経済状況など様々な事情で，受け入れができなくなることもあり，毎年一定数の企業

を開拓する必要があり，授業をしながらの開拓活動は困難が多いとしている。しかし，

生徒の進路について進学する生徒への学習のフォローや，事故が起きた場合の対応に

ついては示されていない。

2.2 課題の設定

工業高校の専門性，高校の多元化による高校間格差の緩和，職業系の専門高校として

の人材養成という観点から先行研究をレビューしてきた。

工業高校の出発点は産業界で活躍する人材の育成であり，依然として製造業は生徒の

就職先として多くを占めているが，専門学校や大学などへの進学者の増加，工業以外の
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分野に進む者など卒業後の進路も多様となってきている。学力という一元的な尺度より

振り分けられ，その序列の下位に位置する工業高校に入学してきた生徒は，学力が低く，

学習意欲が欠如し，不本意入学者も多く，中途退学率も高いなど多くの問題を抱えた生

徒の存在も無視することはできず，専門教育以前の生活指導的な課題が顕在化している。

工業高校に入学してくる生徒の性差についても，男子生徒が約９割を占め，女子生徒

を圧倒している。工業という学科の特質から女子生徒は敬遠するということは容易に推

測でき，就職についても製造業や建設業など男性向けの求人が多いことから，工業高校

が，形式上，女子生徒に平等に開かれているが，専門的，職業的，社会的に公平に開か

れているとは言い難い側面を多分に持つといえる。

先行研究からは，高校での多様化した生徒像，不本意入学者への対応，企業で産業教

育としてのひ弱性などが確認できた。

これらの既存研究の知見からは，序列化し学校間格差の生じている高校教育に対し，

高校教育改革を進め，高校に価値観の多元化された異なる特徴を持たせることで，異質

性のある生徒を集め，序列化した高校格差が緩和され学校間格差が改善されるとしてい

るが，異質な生徒集団である中学校の現状から，高校を同質性集団から異質性集団に転

換しても格差を埋没させ，隠蔽させることにつながらないのか。それが専門的な内容で

あればあるほど生徒の選択肢を狭め，不本意修学となって中途退学を誘発させないのか

といったことが未解明である。本研究では水平的多様化の事例を高校教育改革での新し

いタイプの高校に求め，その現状の把握と評価により，水平的多様化が有効に機能を果

たしているのか検討していく。その前提として，工業高校の抱える問題を明確にしてい

くことが重要であると考える。

教員が深い専門的知識や技術・技能を持つならば，それだけ生徒のやる気を引き出せ

る可能性は高まる。職業に関する専門教科を指導していくには，技術の進歩に応じた知

識や技術を教科の中に織り混ぜながら指導していくことが教育効果を高め，生徒に興味

・関心を持たせることにつながる。そのためには，教員が技術の進歩に応じた専門性を

持つことは不可欠な条件であるが，内地留学や民間企業への研修は，旅費や服務上の問

題から，希望すれば誰でも参加できるという状況にはない。比較的参加しやすい教育委

員会管轄の教育センターなどが主催する専門教科の研修については触れられていない。

教員の専門教科の研修状況を把握するとともに，類似の共通した目的を有する公共職業

訓練校での専門教科と工業高校での専門教科の比較をとおして，工業高校での指導体制

を含めた評価を行っていく必要がある。

企業での人材育成，特に工業高校では製造業に就職していく生徒が多いことから，「も

のづくり」の視点で教科指導が行われることについては異論がないが，製造業ではものを

作るための技術・技能だけでなく，生産技術や品質管理に関する知識についても重視され

ており，これらのことが工業高校でのものづくり教育の中で見落とされてしまっている。

デュアルシステムを取り入れた工業高校でそのような意識を生徒に持たせ得ることが



*14 専門高校検討委員会，2002，『専門高校検討委員会報告書』，東京都教育委員会，p.14
*15 東京都立工業高等学校長協会，2004，『アドバンスト テクニカル ハイスクール構想：東

京都立工業高等学校長会の自立的，継続的改革構想』，東京都立工業高等学校長協会，pp.1-2
*16 都立高校改革検証・新たな提言委員会，2011，『都立高校改革 15 年の成果と課題：改革

推進計画の検証と新たな提言』，東京都公立高等学校長協会，p.10
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できるのか評価していくことも，職業意識を高め，産業現場への人材を送り出すために

は欠かせない条件であるが，工業高校と公共職業訓練校との比較をとおして評価してい

く。また，ドイツのデュアルシステムをモデルとした日本版デュアルシステムを本格的

に工業高校に導入することの有効性と，課題の抽出をしていく必要がある。

東京都教育委員会が 2012年 5月に公表した『専門高校検討委員会報告書』の中では，
専門高校再編の方向として，①将来のスペシャリスト育成型，②専門能力育成型，③職

業観育成型の３つのタイプの専門高校
*14
を打ち出している。これを受けて，東京都立工

業高等学校長会は 2004 年 3 月に「アドバンスト テクニカル ハイスクール構想」を打

ち出し，工業高校を，①スペシャリスト型（理工系大学に進学できる者を育成），②テ

クニカル型（高度技術者を育成），③マイスター型（職業観を育成）の３つの型にあて

はめることが提案された
*15
。これらは，複線型の発想を取り入れたものといえる。アド

バンスト テクニカル ハイスクール構想は，2008 年度に検証した結果，各工業高校が
それぞれに３つのタイプを併せ持つ活動を実践しているとして，新たな構想は中止され

るに至っている
*16
。

これらの問題と先行研究の知見を出発点として，本論の中で抽出された課題を総合的

に考察した結果，本論文では工業高校が産業界で活躍できる人材育成の場となっている

のか，多様化した生徒のニーズに対応できる場であるのかという視点から，今後の工業

高校の社会的機能と役割に対して工業高校にどのような方向性を持たせ，発展変化する

べきなのか明確に示すことを目的とする。

2.3 論文の構成

研究の目的，及び，先行研究のレビューにより位置づけられた課題を明らかにするた

めに，論文全体の構成を図 1.1のように第１章から第８章で構成している。
全体は大きく３つのブロックで構成されており，「戦後工業高校の変遷と高校教育改

革への展開」として第２章（工業高校設置と史的展開）と第５章（高校教育改革の中で

の工業教育）をあてており，シリーズ接続されている。「現在の工業高校が抱える課題の

明確化」については，第３章（公立工業高校が抱える問題）と第４章（工業科を有する私

立高校）をあてている。「産業界で活躍できる人材の育成の可能性」は第６章（工業高校

と職業訓練校との比較）と第７章（産業の視点から見る工業高校の意義）をあてている。
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戦後工業高校の変遷と

高校教育改革への展開

第１章 産業界で活躍できる

序 論 人材の育成の可能性

第２章

工業高校設置

と 史 的 展 開 第３章 第４章 第６章 第７章

公立工業高校 工業科を有す 工業高校と職業 産業の視点から見

第５章 が抱える問題 る 私 立 高 校 訓練校との比較 る工業高校の意義

高校教育改革の

中での工業教育

第８章

現在の工業高校が 結 論

抱える課題の明確化

図 1.1 論文全体の構成

本章である第１章では，工業高校での技術教育についての研究の背景と，そこで発生

した問題意識から，最初に本論文の構成と体系的な枠組みの提示を行う。その上で，工

業高校が高度成長期に産業界への人材供給のための役割を担ってきたということに着目

し，産業界での実務労働者の育成の場である公共職業訓練校との比較することで，工業

高校での技術・技能的な専門教育の有意性を考察し，今後の工業高校のあり方と方向性

に対して一定の示唆を導き出していく方針を示している。そして，最終的な結論として，

各章での分析により帰着したものに総合的な考察を加え，今後の工業高校のあり方と方

向性についての提示を行う。

第２章では，既存の資料とにもとづき，戦後の高校段階の教育，工業高校がどのよう

に発展・変化してきたのかを，主に文献調査による資料により歴史的・経済的な経過を

たどることで，工業高校が産業界での人材養成を根拠に細分化し拡大されてきた事実の

確認を行う。対象とする期間は，戦後の 1945 年から 1987 年の臨時教育審議会最終答
申まで，３つの時代区分に分け整理していく。戦後の新制高校の出発点である高校三原

則にもとづく総合制高校に始まり，工業高校と経済成長との関係を整理していくととも

に，臨時教育審議会を通して，第５章で取り上げる高校教育改革の中での工業教育につ
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なげていく。

第３章では，公立の工業高校における生徒の特徴，中途退学，資格取得の取り組みと

教育課程とともに，地域産業への人材供給について，工業高校での学科構成と実地域の

産業分野との整合性を検証していく。また，工業高校では実習は不可欠な構成要素であ

るが，産業教育予算と実験実習費の実態を明らかにし，それを直視することで，産業教

育の振興という工業高校の目的からどのように離れつつあるのか考察していく。

第４章では，私立高校での工業教育について触れる。私立高校では，少子化・大学へ

の進学意欲の高まりと，依然続く普通化志向，私学助成の削減により，工業教育の廃止

に踏み切る高校が出てきている。私立学校は，設立の主旨，大学付属，教育課程，部活

動など公立高校とは異なる独自の校風，教育方針，運営形態など多様性に飛んでいる。

中学校卒業者が減少する中，高校の序列化ができ格差が広がると，大学付属や一部の

上位校を除き，経営的に厳しくなる私立学校が増加している。生徒の確保を図るため，

理数コース，特進コースをはじめとする進学準備教育に傾斜させる私立学校が増加した。

学齢人口の減少や家庭の経済状況により，私立高校の生徒募集が難しくなってきており，

公立高校以上に特徴を出し，より魅力的で個性ある教育を推進していかなければならな

いが，工業科は私立学校の経営の健全化に貢献し，私立学校ならではの建学の精神に添

うことができるのか，工業科を廃した私立高校へのインタビュー調査にもとづき，公立

高校では見えてこなかった経営という側面から，高校での工業教育について考察を行う。

第５章では，再編整備を伴う高校教育改革が全国で展開され，新しいタイプの高校が

多数設立されている中，工業高校でも教育制度や教育課程に特徴を持たせたもの，総合

学科に転換されるものなど，新しいタイプの高校へ転換が進んでいる。新しいタイプの

工業高校について検討した上で，これら新しいタイプの高校での現状と課題を，従来型

の工業高校と比較しながら具体的な事例をとおして考察していく。また，中高一貫教育

での工業教育の可能性についても考察を行う。

第６章では，職業教育という観点から，工業高校と公共職業訓練校との比較を行う。

工業高校との比較であるため，専門教育の訓練課程を取り扱う場合には工業系のものを

対象として取り扱い，工業高校に近い新規学卒者の入校が多い普通課程の職業訓練を比

較対象として用いるものとする。ここでは，設置目的，専門教育の時間，工業高校と職

業訓練校との融合，工業高校の卒業生と職業訓練校の修了生の評価，教え手である高校

教員と職業訓練指導員の養成と研修，教員と指導員との待遇の現状を明らかにし，工業

高校生と職業訓練校の訓練生の社会的評価の指標などを調査することで，工業高校の工

業専門の教育機関としての有効性を検証する。

第７章では，産業への貢献，人材養成という観点で工業高校を捉え，企業の視点で工

業高校の教育内容についての課題を抽出し評価を行う。考察にあたり，企業内職業訓練，

デュアルシステム，「ものづくり」と生産技術・品質管理の教育課程を取り上げる。企

業内訓練としては大手自動車メーカーでの事例を取り上げ，工業高校との違いを明らか
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にしていく。また，日本版デュアルシステムについて事例を取り上げ，課題の抽出と有

効性を検討する。加えて，工業高校と工業系の職業訓練校は共に「ものづくり」という

キーワードで結びつけることができる。「ものづくり」と同時に，生産技術，品質管理

は工業系の製造業では重要である。設置されている学科・コースについて，教育課程・

訓練課程が地域産業に根ざしたものであるのか，教育課程編成にあたっての留意事項を

踏まえながら考察していく。

終章・第８章では，これまでの各章での分析，考察の上に，今後の高等学校段階での

工業教育のあり方と方向性について論じ，残された課題を明らかにしていく。

3 統一名称としての「工業高校」

工業に関する専門学科は工業科といわれている。工業科を単独で設置する高校の名称で

最も多い形式は「○○工業高等学校」であるが，「○○工科高等学校」，「○○科学技術高

等学校」，「○○工芸高等学校」，「○○総合技術高等学校」など，学校名に「工業」の文

字を用いない高校も存在する。また，工業科単独校であっても，私立高校や，普通科・商

業科・農業科・水産科など他学科と併設されている高校では，学校名に「工業」や「工科」

などの名称は用いられていない。

本論文では，「○○工業高等学校」の名称用いていない高校や，工業科以外の他学科併

置や私立の高校については，工業科の部分については工業高校として取り扱うものとする。



*1 General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers：連合国軍最高司令
官総司令部。実態としては，アメリカ占領軍である。

*2 Civil Information and Education Section：民間情報教育局
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第２章 工業高校の設置と史的展開

1 本章で取り上げる時代区分

工業高校の方向性を考察していく上で，戦後の高校教育がどのような歴史的背景を持ち

変化・発展してきたのかを知ることから始める必要があると考える。そこで，本章では年

代史的構成から，工業高校が経済成長とともに発展し，その後，生徒の多様化により高校

教育改革が始まる前までの変遷をたどることで，工業教育の発展の歴史を確認し，第５章

で論じる高校教育改革の中での工業教育へとつなげる役割を果たす。

歴史的年代区分については，経済と教育施策を同期させるために 1945 年の戦後の混乱
期から 1953 年の戦後復興期までの区分，高度経済成長を含む経済発展期である 1954 年
から 1972 年までの区分，第１次オイルショックが始まる 1973 年から臨時教育審議会第
４次答申が出される 1987 年までを経済安定期とした区分の３つの区分に分け，教育政策
と経済政策の展開から，工業高校の変遷を分析していく。

2 戦後混乱期から復興期にかけて

2.1 新制高校の発足と総合制高校

日本は 1945 年 8 月 14 日にポツダム宣言を受け入れ，翌日の 8 月 15 日に日本国民は
ラジオから流れる玉音放送により敗戦したことを知った。日本は敗戦によって連合国の

支配下に置かれることとなった。これにより，学徒動員の解除，疎開児童の復帰，教科

書の国家主義・軍国主義的な箇所の黒塗り，軍国主義的教師の追放など，戦前の軍国主

義教育体制から民主的な教育制度へと改変が行われていった。

ＧＨＱ *1 は日本の教育を管理するため，1945 年 10 月 2 日に司令部内に，教育政策や
文化・芸術政策，宗教など幅広く日本の教育政策や改革を行うためのＣＩＥ

*2
を設置し

た。ＧＨＱは日本の教育改革の基本方針を策定するため，1946 年 1 月 4 日，アメリカ
教育使節団の派遣を要請した。また，ＧＨＱは同年 1 月 9 日に，アメリカ教育使節団
に協力するための日本の組織として日本側教育家委員会の設置を文部省に提案し，同年

2 月 7 日に 29 人の委員からなる教育家委員会が発足した。教育家委員会は，事前にア
メリカ教育使節団の到着前に，教育勅語に関する意見，教権確立問題に関する意見，学

校体系に関する意見，教員協会や教育者連盟に関する意見，教育方法問題に関する意見，

国語国字問題に関する意見からなる「米国教育使節団に協力すべき日本側教育委員会の

報告」を作成し，文部大臣とアメリカ教育使節団に提出をした。



*3 Report of the United States Education Mission to Japan : Submitted to the Supreme
Commander for the Allied Powers

*4 杉浦隆，2013，「占領期外国語教育政策の審議過程について：教育刷新委員会第 11 特別
委員会会議録を中心に」『大阪樟蔭女子大学研究紀要』3，p.104
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1946 年 3 月 5 日に第１次アメリカ教育使節団が来日した。アメリカ教育使節団は約
１カ月の間，調査活動をし，日本側教育者委員などとの会合を重ねた後，3 月 30 日に
日本の教育改革についての報告書 *3 をＧＨＱに提出した。ＧＨＱは，4 月 7 日にこの報
告書を発表するとともに，これに覚え書きを付けて報告書の趣旨を全面的に承認した。

これは，ＣＩＥによる教育改革政策指導上の指針としての役割を果たし，戦後における

日本の教育改革の方策を樹立していくための重要な指針となったのである。

報告書は戦後日本の教育改革の基本方向を明示したもので，序論に次いで，第１章：

日本教育の目的と内容（The Aims and Content of Japanese Education），第２章：国語
改革（Language Reform），第３章：初等及び中等段階の教育行政（Administration of
Education at the Primary and Secondary Levels），第４章：教授法と教師養成教育
（Teaching and the Education of Teachers），第５章：成人教育（Adult Education），第
６章：高等教育（Higher Education）の全６章から構成されており，全体として日本の
過去の教育における問題点を指摘しつつ，これに代わるべき民主的な教育の理念，方法，

制度などを提言している。特に，第３章では教育の基本原理が述べられている。新しい

学校制度として，６・３・３制，義務教育，男女共学などがあった。この中で新制高校

を上級中等学校（upper secondary school）と表現している。上級中等学校でも授業料を
徴収せず，希望するすべての者を入学されるべきとして，教育の機会均等を実現するた

めの義務教育の確立と，複線型教育制度から単線型教育制度への転換あった。また，学区

制，総合制，男女共学制を理念としつつも，教育の機会均等が保証されるならば，過渡期

においては，この理念にもとづかない形態の学校も認める現実的な提言も含まれていた。

1946 年 8 月 10 日公布の勅令「教育刷新委員会管制」の公布により，日本側教育家委
員会を継承した教育刷新委員会が内閣に設置された。教育刷新委員会は，教育に関する

重要事項の調査や審議を行い，その結果を内閣総理大臣に報告をすること，内閣総理大

臣の諮問した教育に関する重要事項に対して答申を行う機関である。しかし，内閣総理

大臣の諮問に答申することよりも，自ら教育に関する重要事項の調査審議を行うことを

主眼とした権限を持って，その結果を総理大臣に報告する *4 という存在であった。教育

刷新委員会では，学校教育，社会教育，国語改革，教育行財政などの教育に関する重要

問題のほとんどすべてを取り扱い，審議を行い，内閣総理大臣に対し教育基本法や学制

等に関する建議を行った。

1947 年 3 月 31 日に学校教育法が制定され，６・３・３・４の学校制度が確立し，新



*5 大脇康弘，2002，「アメリカ総合制高校の構造的特質に関する事例的研究：地域格差を中
心に」『大阪教育大学紀要 IV：教育科学』50(2)，大阪教育大学，pp.237-251

*6 筧田知義，1992，「富山県における高等学校の政策・制度について（その１）」『富山県立
大学紀要』2，富山県立大学，pp.10-12

*7 菱村幸彦，1995，『教育行政から見た戦後高校教育史』，学事出版，p.27
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制高校が制度化された。1948 年 2 月 9 日の閣議決定で，「新制高等学校は昭和二十三年
度から実施する」とされ，一年間の準備期間を経て，新制高校は 1948 年 4 月に発足し
た。教育刷新委員会の建議には，教員の資格として旧制の高等専門学校教員の資格を有

する者を原則とし，旧制専門学校や旧制高校の水準を取り入れた４年制あるいは５年制

の高校も設けることができるという構想を含んでいた。1947 年 3 月に公布された学校
教育法の中では「高等学校の修業年限は，三年とする。但し，特別の技能教育を施す場

合及び第四十四条第一項の課程を置く場合は，その修業年限は，三年を超えるものとす

ることができる」とあるように，教育刷新委員会の意図するものとは異なり，３年制を

基本とする単線型の後期中等機関として制度化され，実態としては旧制中学校，高等女

学校，実業学校を母体として新制高校が成立したのであった。

文部省は，1947 年 2 月 17 日に「新学校制度実施準備に関する件」，1947 年 4 月 7 日
に「新制高等学校教科課程に関する件」，1947 年 12 月 27 日に「新制高等学校実施の手
引き」，1948 年 2 月 10 日に「新制高等学校実施に関する件」の通達を出し，新制高校
を設置していくための手立てを示した。1948 年 2 月 9 日の学制改革実施に関する件の
閣議決定で，新制高校の措置について，「新制高等学校の設置認可に際しては，旧制中

等学校の現在の施設状況を基礎として制定した暫定設置基準に依り，現に存する旧制中

等学校がおおむね無理なくこれに転換し得るよう措置を講ずる」とされた。

新制高校は，中等教育を受ける機会を広く国民に解放するという機会均等の主旨から，

小学区制・男女共学制・普通教育を主とする学科と専門教育を主とする学科を併置した

三原則によるとされた。小学区制は教育の機会均等を図ることを目的に通学区域を定め，

その区域に住居する生徒は，通学区域内にある高校に入学するというものである。通学

の便を図ることで経済的負担を減らせ，特定校への一極集も緩和できるとされた。男女

共学制は，性別による学業機会の差別をなくすためのものである。本論文では，これを

高校三原則にもとづく「総合制高校」と称することにする。総合制高校は，アメリカの

総合制高校をモデルとしてＧＨＱにより示されたものである。総合制高校は理想的で特

別な高校ということではなく，アメリカではごく一般的な高校なのである *5。

富山県，愛知県，滋賀県など，占領軍軍政部の勧告や強力な指導により総合制が押し

進められた地域もある
*6
が，総合制高校となったのは全国の高校総数の 42 ％，小学区

制を採用したのは都道府県の 50 ％，男女共学制をとったのは高校総数の 62 ％ *7 であっ



*8 松森武嗣，2008，『長崎の後期中等教育の変容』，三恵社，p.6
*9 国立教育研究所，1974，『日本近大教育百年史(10)・産業教育(2)』，教育研究振興会，p.306
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た。北海道を除く東日本地区では高校三原則の実施は徹底されず伝統的な有名校を頂点

とする秩序が温存されたのに対し，静岡以西の西日本地区では再編が強力に推進された
*8
。

高校三原則による総合制高校化により，単独の職業高校の減少をもたらすことになっ

た。旧制中学校や実業学校などから新制高校に再編される中で，1949年 9月の時点で，
266 校あった工業学校は新生工業高校の転換により 209 校となり，さらに，総合制の実
施で単独工業高校は 134 校となった *9。総合制の実施により，旧制工業学校は新制の工

業高校となったことで半減した換算になる。旧制中学校や工業学校の同窓会からの反対

や伝統を重んじる意見が強く出され，職業教育関係者や産業界からも強い反対の意見が

表明された。また，戦争による校舎や施設・設備の破壊などから，すべての高校を総合

制高校として整備し，職業課程の施設・設備の設置や，教職員を配置するだけの財政的

な余裕はなかった。総合制高校の実態は，ほとんどが他学科併置であり，普通科と職業

科を統合した単一の形態ではなかった。総合制高校の多くは，普通教育と職業教育とが

融合せずに，一つの学校に異なる課程が併存されている段階で止まっていたのである。

学区制についても，伝統校へ入学するために，他学区への脱法入学などが見られた。

これらのことから，総合制高校の設置は各都道府県や地域で大きな格差が生じているこ

とからも，総合制高校化が円滑に移行されなかったことが推定される。

1949 年 4 月 30 日に文部省より出された「新制高等学校教科課程の解説」の中では，
新制高校の教育課程が，個々の青年が，個性的に，社会的・公民的に，職業的に最大の

発展を遂げることを目的とすべきものであり，その目標として，社会的公民的資質を向

上させ，職業的能力を発展させ，個人として素質の許す限り発展させるという３つを主

要目標としてまとめている。新制高校入学者は，約７割は卒業後直ちに就職し，約３割

は上級の教育機関に進学するが，上級学校へ進学する生徒は職業に就くまでに，さらに，

高等の教育を受けるというだけのことであるから，職業教育にも関心を持たせなければ

ならないとし，普通教育と職業教育の２つの体系を一本化し，女生徒に対する職業教育，

地域産業の実情や生徒の職業的ニーズを主体とした教科課程の編成を求めている。

高校三原則にもとづく総合制高校は，普通教育と職業教育の統合と同時に，小学区制

も念頭に置かれている。比較的狭い地域社会という枠の中で職業と密着した教育指導を

していく場合，職業教育，特に工業教育は限定されたものとなり，必然的に，質的にも，

量的にも縮小されることになる。

1949 年に政府の審議機関や名称を「審議会」に統一することが定められ，教育刷新
委員会は 1949 年 6 月 1 日の教育刷新審議会令の公布とともに教育刷新審議会と改称さ
れた。1949 年 6 月 11 日に教育刷新審議会となり，その最初の建議である「職業教育振



17

興方策について」の冒頭で，「新教育制度の実施により一般教育の点においては画期的

刷新が行われ，進歩改善の跡を見るが，職業教育に関しては，大いに見劣りせられるも

のがあり，職業教育軽視の風潮すら生じつつある甚だ遺憾とするところである」，「新

制高校に於いては普通科教育に偏して，職業教育は衰微の傾向を示している」として，

職業教育振興のための積極的方策として，「新制高校の画一化を避け，職業教育に重点

を置く単独校を多数設置すること」を要望している。

1949 年 11 月 28 日の職業教育及び職業指導審議会の「高等学校総合問題に関する決
議」の冒頭で，「新制高等学校の総合は新教育の上に及ぼす影響甚だ大なるものがある

から，これが実施に当っては当該地域社会における学校数の多少，青少年進学の状況及

び産業経済の状況等をよく検討考慮し慎重な計画に基いて行わなければならない。しか

るに昨年来府県によっては十分にこれらの検討攻究をなすことなく，全面的画一的に，

しかも早急にこれを実施したため高等学校教育の混乱を来たし，特に職業教育に著しい

打撃を与えるに至った地方の少なくないこと誠に遺憾に堪えないところである」として

いる。そして，「高等学校の相当多数ある都市はもとより，生徒の通学に支障を来さな

い範囲に多数の高等学校がある場合はそれぞれの種類の単独学校を設けることを可とす

る」ということを要求している。1950 年での工業の単独高校は 132 校，工業科のある
総合制高校は 118校となっている。

1950 年 3 月 31 日に職業教育及び職業指導審議会より「職業高等学校及び高等学校職業
課程の改善振興対策について」の意見具申が示された。そこでは，日本をできる限り速

やかに再建復興するためには，産業界の復興と輸出の振興による国家経済の自立体制を確

立することが最も喫緊の問題であるとし，産業界に次々と優秀な卒業生を供給しなければ

ならないとしている。その中で，工業高校については，生産を直接担当する中堅の技術工

員を養成するものであるとしている。教育内容については，「工業高等学校は将来中堅技

術工員たるべきものを対象として職業的に役に立つ人の教育に徹すること」とあるように，

生徒個人よりも，産業の復興による国の立て直しに重点が置かれたものになっている。

敗戦により壊滅的な状態になった産業から脱出する契機の一つとなったものに，1950
年 6 月 25 日に勃発した朝鮮戦争があった。朝鮮戦争による特需は関連する大企業に大
きな利益と資本の蓄積をもたらし，設備投資や外国からの技術の導入により生産能力が

増強され，世界市場に進出していくための基礎が築き上げられていったのである。

マッカーサーにかわってＧＨＱ最高司令官に就任したリッジウェイは，1951年 5月 1
日に占領下での諸法規の再審査する権限を日本政府に認め，それを受けて，当時の吉田

茂内閣総理大臣は 1951 年 5 月 4 日に占領下での戦後体制の再検討するための私的諮問
機関として「政令改正諮問委員会」を発足させた。

政令改正諮問委員会には財界人も名を連ねていた。1951 年 9 月４日から 8 日にかけ
て講和会議が開催され，9 月 8 日にサンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約の調
印が行われ，自主権が回復し独立国家となる前後においての委員会の設置は，日本支配



*10 世界教育史研究会，1981，『世界教育史大系３・日本教育史Ⅲ』，講談社，p.149
*11 同上，p.169
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階級自身の意志決定による権力行使の胎動を意味している *10。

政令改正諮問委員会は，1951 年 11 月 16 日に教育制度の改革に関する基本方針につ
いての「教育制度の改革に関する答申」を行った。この答申では，原則的には６・３・

３制の学制を維持しつつも，日本の実情に即しない画一的な教育制度を改め，実際社会

の要求に応じる弾力性を持った教育制度の確立と，普通教育偏重を改め，職業教育の尊

重強化と教育内容の充実合理化の実現を求めたのである。高校の学校体系の原則として，

「地方の実情に応じ，各校毎に，普通課程に重点を置くものと，職業課程に重点をおく

ものとに分ち，後者においては，専門的職業教育を行うものとする」としている。現存

学校の再編成としては，「総合高等学校はこれを分解し，普通課程又は職業課程学校の

何れかに重点をおいてその内容の充実強化を図ること」，「学区制は原則として廃止す

ること」としている。学校教育体系の例外として，「中学校と高等学校を併せた六年制

の農工商等の職業教育に重点をおく「高等学校」を認めること」としており，産業教育

を重視し，複線型の学制が打ち出されている。すなわち，学区制，総合制，男女共学制

という総合高校の制度を否定する内容であり，戦後の学校民主化の理念であった総合制

高校を縮小させ，大学進学者向けの普通課程と就職者向けの職業課程に分断する大きな

変革の流れをつくったのである。

1952 年 4 月 28 日の平和条約の発効でＧＨＱは解消し，日本が独立国家としての地位
を回復した頃から，日本の旧来の学校制度や，旧制中学，実業学校など戦前の学校との

特性の違い，産業界や職業教育関係者からの分離独立の要望などから，普通学科と職業

学科の分離独立傾向が強まり，総合制高校はしだいに姿を消していくことになった。総

合制高校の特徴のうち，学区制は小学区から大学区へと拡大され，あるいは学区制自体

を撤廃し，総合制は縮小していき，男女共学制のみが残り，普及定着していくことになる。

日本経営者団体連盟が 1952 年 10 月 16 日に発表した「新教育制度の再検討に関する要
望」では，戦後の教育改革は日本の実状を無視して，準備なしに急激に行われたために欠

陥を有し，多くの批判が起こり，経営者側も新教育制度の再検討を痛感するとして，「普

通教育を強調する余りこれと並び行われるべき職業乃至産業教育の面が著しく等閑に付さ

れこの点，新教育制度の欠陥と云うべく，これが是正こそ先ず考慮されなければならぬ重

要事である」
*11
として，一部中学校と実業高校を一体化し６年制の職業高校を採用するな

ど実業高校を充実させることで，産業界の要請に応えられる人材育成の要望を行った。

1952 年 6 月 6 日に中央教育審議会令の制定により，教育刷新審議会は廃止され，文
部省に中央教育審議会が設置された。中央教育審議会には産業界からの委員も加わり，

産業振興のための教育も重要視するようになっていった。



*12 「教育課程」ではなく，「教科課程」としているのは，教科指導について学年ごとの教科
の割り当てや内容，単位，時間を定めたものであるからである。教科課程が教育課程に

なったのは 1951年の学習指導要領一般編（試案）改訂版からである。
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このような経緯の過程の中で総合制高校は次々と縮小されていくこととなり，経済成

長のために，能力の再編成の要素を持たせるための単独の普通高校と職業高校とに分化

していき，当時の学校教育法で掲げられていた「高等普通教育及び専門教育を施す」と

いう高校の目的を事実上形骸化させてたのである。

2.2 教科基準の指標と学習指導要領

1947 年 3 月 20 日に最初の学習指導要領が「試案」という形で示された。これは，戦
後の混乱期の中で，新制学校体系への移行のために，急遽，作成されたものである。教

員が地域社会の実情や生徒の特性に応じて教員が研究していくための手引書としての存

在であり，教科指導に対する法的な拘束力を持っているものではなかった。表 2.1 は，
戦後初期の高等学校学習指導要領と工業に関する関連事項を整理し示したものである。

表 2.1 戦後初期の高等学校学習指導要領等

1947年 3月 20日 学習指導要領一般編・試案：発行

1947年 4月 7日 新制高等学校の教科課程に関する件：文部省通達

1947年 12月 27日 新制高等学校実施準備に関する件，新制高等学校実施の手引：文部省通達

1948年 1月 27日 高等学校設置基準：文部省令

1948年 2月 5日 昭和二十三年度における新制高等学校教科課程の運用について：文部省通達

1948年 3月 3日 高等学校設置基準及び教科課程について：文部省通達

1948年 3月 27日 新制高等学校の実施について：文部省通達

1948年 10月 11日 新制高等学校教科課程の改正について：文部省通達

1949年 1月 10日 高等学校教科課程中職業教科の改正について：高等学校教科課程委員会

1949年 4月 30日 新制高等学校教科課程の解説：文部省

1951年 7月 10日 学習指導要領一般編・試案・改訂版：発行

1951年 7月 30日 高等学校学習指導要領工業編・試案

学習指導要領が示され，1947 年 4 月 1 日には新制中学校が発足したのであるが，そ
の先に続く新制高校が旧制中学校，高等女学校，実業学校，専門学校，高等学校とどの

ような形で引き継いでいくのか明確ではなく，新制高校の性格や程度は確定されていな

かった。新制高校が発足したのは，その１年後の 1948 年 4 月 1 日からである。そのた
め，この学習指導要領では小学校と中学校の教科課程だけが示されている。高校の教科

や時間の割り当ては，後に文部省の通達により示されることになる。高校の教科課程
*12

は，1947 年 4 月 7 日に文部省学校教育局長より出された通達「新制高等学校の教科課
程に関する件」で初めて基準が示された。この通達は学習指導要領一般編（試案）の補



*13 菱村幸彦，1995，『教育行政から見た戦後高校教育史』，学事出版，p.18
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遺であるため，学習指導要領一般編・試案の一部と解釈することができる。この通達で

は，大学に進む生徒のための課程と，卒業後直ちに職業につく生徒のための課程を設ける

ことを理想としている。卒業後直ちに職業につく生徒のための課程，すなわち，実業を主

とする高校の教科課程は，ＣＩＡの指導の下，実業教育振興中央会で戦前の日本の実業学

校での考えを取り入れつつ，アメリカの職業高校を手本として検討され，作成されたもの

である。大都市のように高校が多く設置されて，進学できる高校の選択肢が多い地域では，

専門的な高校，職業高校の設置を否定していないが，高校の少ない地域では，いろいろな

課程を置く総合制の高校を設置することが大切であると述べられている。

新制高校は，旧制中学校や高等女学校，実業学校などを統一したものであるため，教

科課程は生徒の希望や多様な進路に対応することと，生徒の個性に応じた学習を可能に

するというための選択教科制と，そのための統一的な基準である単位制が採用された。

単位の計算方法は，１単位時間を 60 分として，１年間に 35 週間の授業を課した場
合を１単位としている。当時の高校では生徒が教室を移動する形式が多かった。たとえ

ば，1886 年創立の岐阜県立斐太高校では，新制高校発足の初期の頃，生徒は毎時間科
目ごとに決められた教室に移動する方式であった *13。そのような事情から，１単位時間

の 60分の中に教室の移動時間も含まれていたのである。
生徒は，学びたいと思う科目を履修し，十分に内容を習得した場合に，その科目で定

められた単位が修得できる。そして，単位の累積が一定数得られたとき進級や卒業がで

きることになっている。このように，「新制高等学校の教科課程に関する件」での単位

制の採用は，現在の教育課程の基礎となるべき共通必須教科，単位制，選択科目制の起

点に位置するものであるといえる。

1947 年 4 月 7 日の「新制高等学校の教科課程に関する件」では，高校には教育の内
容である教科課程として，図 2.1 のように，高等普通教育を主とするものと，実業を主
とするものの２つが示されている。高等普通教育を主とする教科課程は，さらに，大学

進学の準備課程と職業人の準備課程の教科課程が例示されている。

大学進学の準備課程

高等普通教育を主とする高校

職業人の準備課程

新制高校の教科課程

工 業 被 服

実 業 を 主 と す る 高 校 農 業 その他

水 産

図 2.1 1947年時点の新制高等学校の教科課程の構成
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これは，旧制中学校や実業学校などの旧学制に由来し，総合制高校の理念とは異なる

例示である。高等普通教育を主とする課程と，実業を主とする課程の生徒数の比率は６

対４になっており，普通課程の生徒数の大学進学者は３割であったが，普通教育・一般

教養の尊重が説かれていた。工業の教科課程は，実習が大きな教科となっており，戦前

の実業学校である工業学校の形態がそのまま移行したようなものであった。

実業を主とする高校の必須教科としては，国語，社会，体育があり，各教科の総時間

数と，各学年での時間数と単位数である。高等普通課程を主とする高校での必須教科は

６つあり，国語９単位，社会 10 単位，体育９単位，数学５単位，理科５単位の合計 38
単位を取得しなければならないが，実業を主とする高校の必須教科は，国語，社会，体

育の３科目で，国語９単位，社会５単位，体育９単位の合計 23 単位で，高等普通課程
を主とする高校よりも少なくすることで，生徒の希望や実態に応じた選択科目が多い教

科課程を編成できるようになっている。国語，社会，体育は，高等普通教育を主とする

教科課程，実業を主とする教科課程にかかわらず，国民共通の教養として必要な必須教

科として指定されている。卒業に必要な単位数は，３年間で 85単位以上である。

表 2.2 新制高等学校の教科課程に関する件で示されている必須科目と単位数

教 科 高等普通課程を主とする高校 実 業 を 主 と す る 高 校

国 語 9 9

社 会 10 5

体 育 9 9

数 学 5

理 科 5

小 計 38 23

実業を主とする教科課程では，教科として農業，工業，商業，水産，家庭が示されて

おり，教科にかかわらず１学年 350 時間 10 単位，２学年 535 時間 15 単位，３学年 535
時間 15単位の合計 1,400時間，40単位が示されている。
工業を教育内容とする学科として，機械科，造船科，電気科，電気通信科，工業化学

科，紡織科，色染科，土木科，建築科，採鉱科，冶金科，金属工業科，木材工芸科，金

属工芸科，窯業科の 15 学科が例示されている。工業を主たる教育内容とする学科ごと
の教科については，表 2.3，及び，表 2.4 のようになっている。また，これらの他にも
必要に応じて種々の学科を設けてもよいとしている。

教科課程の例と示されている工業系のすべての学科に対し，第３学年において４ヵ月

までの現場実習を行うことができるとしている。また，選択教科中にある普通教科は，

高等普通教育を主とする教科課程の教科の中から実業の教科を取り除いたものと同じで

あり，生徒の志望にもとづいて教科の選択が行われることを基本としている。
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表 2.3 実業を主とする高校のうち工業系の学科ごとの教科例①

学 科 機 械 科 造 船 科 電 気 科 電気通信科 工業化学科 紡 織 科 色 染 科 土 木 科

国 語 国 語 国 語 国 語 国 語 国 語 国 語 国 語

普通教科 社 会 社 会 社 会 社 会 社 会 社 会 社 会 社 会

体 育 体 育 体 育 体 育 体 育 体 育 体 育 体 育

実 習 実 習 実 習 実 習 実 習 実 習 実 習 実 習

機械工作 船舶工作 電磁事象 電磁事象 化 学 紡 績 染色及仕上 施 行

材 料 機械工作 電気機械 高周波回路 工業化学 機 織 染色材料 水 工

必須教科
製 図 船舶及艤装 発送配電 有線通信 化学機械 編 組 繊維及製品 構造設計

機械設計 船舶力学 電気応用 無線通信 機械及電気 製 糸 数 学 通 路

関係教科 原 動 機 船舶機関 機 械 電力設備 製 図 繊 維 物理及化学 機械及電気

電 気 電 気 数 学 機 械 数 学 染色及仕上 機械及電気 数 学

数 学 数 学 物理及化学 数 学 物 理 数 学 工業概説 物理及化学

物理及化学 物理及化学 工業概説 物理及化学 工業概説 物理及化学 工業概要

工業概説 工業概説 工場経営 工場経営 機械及化学

工場経済 工業概説 工業概説

応用力学 船舶材料 電気事業及法規 通信事業及法規 工場経営 工場経営 応用科学 計画設計

各種機械 工場経営 △電気機器製作 △通信機器製作 工業化学特講 普通教科 工場経営 土木特講

家 庭 船舶法規 △発送配電施設 △通信機器運用 家 庭 家 庭 家 庭 家 庭

選 択 教 科 普通教科 家 庭 △電気通信 電気機器 普通教科 自由研究 普通教科 普通教科

自由研究 普通教科 家 庭 家 庭 自由研究 自由研究 自由研究

自由研究 普通教科 普通教科

自由研究 自由研究

1947年の「新制高等学校の教科課程に関する件」より作成。
△印の教科については，いずれか一つを必修とする。

表 2.4 実業を主とする高校のうち工業系の学科ごとの教科例②

学 科 建 築 科 採 鉱 科 冶 金 科 金属工業科 木材工芸科 金属工芸科 窯 業 科

国 語 国 語 国 語 国 語 国 語 国 語 国 語

普通教科 社 会 社 会 社 会 社 会 社 会 社 会 社 会

体 育 体 育 体 育 体 育 体 育 体 育 体 育

実 習 実 習 実 習 実 習 実 習 実 習 実 習

建 築 材 料 鉱 物 地 質 製 錬 金 属 加 工 木 材 工 作 金 属 工 作 窯 業 原 料

建 築 構 造 鉱 山 測 量 加 工 冶 金 材 料 木 工 材 料 材 料 窯 業 概 説

構 造 力 学 採 鉱 選 鉱 炉 及 燃 料 木 工 設 計 意 匠 燃料及窯炉

必須教科 建 築 計 画 選 鉱 採 鉱 機械及電気 工 芸 史 工 芸 史 自在画及図案

関係教科
建 築 設 備 火薬及実習 機械及電気 製 図 機械及電気 機械及電気 物理及化学

建 築 様 式 鉱 業 法 規 数 学 数 学 数 学 数 学 数 学

建 築 施 工 機械及電気 物理及化学 物理及化学 物理及化学 物理及化学 機械及電気

建 築 法 規 数 学 工 業 概 説 工 場 経 営 工 場 経 営 工 場 経 営 工 場 経 営

数 学 物理及数学 工 業 概 説 工 業 概 説 工 業 概 説 工 業 概 説

物理及化学 工 業 概 説

工 業 概 説

建 築 特 講 鉱 山 管 理 冶 金 特 講 鉱物及金属製錬 美 学 美 学 △ 陶 磁 器

土 木 石 油 採 鉱 工 場 経 営 金 属 工 業 森 林 利 用 冶 金 △セメント

機械及電気 冶 金 鉱 山 管 理 家 庭 木 工 化 学 家 庭 △硝子及琺瑯

選 択 教 科
家 庭 土 木 家 庭 普 通 教 科 家 庭 普 通 教 科 △ 耐 火 物

普 通 教 科 家 庭 普 通 教 科 自 由 研 究 普 通 教 科 自 由 研 究 △陶磁器彩色法

自 由 研 究 普 通 教 科 自 由 研 究 自 由 研 究 家 庭

自 由 研 究 普 通 教 科

自 由 研 究

表 2.3下の注記に同じ。
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1947年 12月 27日の文部省の通達「新制高等学校実施準備に関する件」の別冊の「新
制高等学校実施の手引」の中では，学科の種類として，普通教育を主とするものとして

普通科，専門教育を主とするものとして農業に関する学科，工業に関する学科，商業に

関する学科，その他いろいろの学科があるとしている。これら学科からみた学校の種類

として，大都市など多数の新制高校が近距離で設置されことになり学校の選択肢が多い

ため，普通科，工業に関する学科，商業に関する学科の単独校，あるいは，様々な学科

を置く総合的な学校でもよいが，設置される学校数が少ない地方では選択肢が限られる

ため，様々な学科を置く総合的な学校となることが望ましいとしている。地方の経済状

況や，設備，教員組織からも早急に総合的な学校を設置することは困難でも，将来，こ

の線に沿うよう努力を求めている。

1948 年１月 27 日に，「高等学校設置基準」が公布された。第５条で普通教育を主と
する学科と専門教育を主とする学科とに分けいる。第６条に示されている専門教育を主

とする学科の中に工業に関する学科がある。表 2.5 は，第６条で示されている専門教育
を主とする学科の種類と小学科であり，基本的な小学科は決められていた。

表 2.5 高等学校設置基準（1948年 1月 27日）で示された専門教育を主とする学科の種類

農業に関する学科
農業科，林業科，蚕業科，園芸科，畜産科，農業土木科，農業製造科，造園科，

女子農業科

工業に関する学科
機械科，造船科，電気科，電気通信科，工業化学科，紡織科，色染科，土木科，

建築科，採鉱科，や金科，金属工業科，木材工芸科，金属工芸科，窯業科

商業に関する学科 商業科

水産に関する学科 漁業科，水産製造科，水産増殖科

家庭に関する学科 被服科，食物科

1948 年 2 月 9 日の閣議で新制高校は 1948 年度から実施することが正式に決定され，
1948年 2月 10日の「新制高等学校実施に関する件」により都道府県知事宛に通達された。

1948 年 3 月 27 日の文部省の通達「新制高等学校の実施について」の中で，「新制高
等学校の中の何割を総合制にするかは，全国的に定められることではなく，地方におい

てその地域の青年の要求を広く満たすよう，個々の場合について計画をたててその実現

を図るべきであるが，工夫次第で新年度からその実現の可能な地方では，直ちにその計

画の実施にとりかかることが必要である」として総合制の実施を促しているのであるが，

戦後直後の混乱期で，旧制中学校，高等女学校，実業学校などから新制高校への切り替

えの過渡期でもあったため，多くの地域で総合制の実施が順調に進んだとはいえない状

況にあった。

工業高校の教育課程の事例として，1948 年当時の神奈川県立神奈川工業高校建設科
の教育課程を表 2.6 に示す。科名は建設科であるが，表 2.3 と表 2.4 中の科目と比較す



*14 神奈川県立神奈川工業高等学校百周年実行委員会，2012，『二渓の風に乗って』，神奈川県
立神奈川工業高校，p.97・(表-５)より作成。各学年の教科の数値は，一週平均時間数を示す。
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ると，これは建築科に相当と見なすことができる。文部省の通達どおり実施していたこ

とが確認される。

表 2.6 1948年当時の神奈川工業高校建設科の教育課程 *14

教 科 １年 ２年 ３年 教 科 １年 ２年 ３年

実 習 3 6 6 国 語 3 3 3
材 料 2 社 会 5 2 3
構 造 3 3 体 育 3 2 2
力 学 2 2 必 須 教 科 計 29 29 30
計 画 1 2 建 築 特 講

設 備 2 土 木

様 式 2 2 機械及電気 1 1
施 工 1 2 家 庭

法 規 普 通 教 科 3 3 3
数 学 4 3 3 自 由 研 究 2 2 2
物理及化学 4 4 4 合 計 35 35 35
工 業 概 説 1 総 計 105

1948年 10月 11日の文部省通達「新制高等学校教科課程の改正について」では，1947
年 4 月 7 日の「新制高等学校の教科課程に関する件」に示されている教科課程表の改
正が行われており，1949 年度より新制高校のすべてで実施される旨が記されている。
この通達に示されている教科課程は普通教育の教科課程であり，実業に関する教科の

部分については総時間数 1,645 時間と単位数が 47 単位であることが示されているだけ
であり，具体的な教科名と単位数は 1949 年 1 月 10 日に文部省から通達された「新制
高等学校教科課程中職業教科の改正について」で示されている。

「新制高等学校教科課程中職業教科の改正について」では，職業の各分野における具

体的な教科が示されており，図 2.2 のように職業教科は普通教科と比較して，非常に多
くの教科がある。特に，工業に関する教科の数は，他の職業教科と比較して突出して多

くなっている。また，1947 年 4 月 7 日の「新制高等学校の教科課程に関する件」で示
されている工業を主たる教育内容とする高校の教科名について，一部，不統一なものが

あったが，学科に限らず教科名を示すことで教科名の統一が図られている。

工業の教科名としては，機械実習，電気実習，化学実習，紡織実習，木工実習，製図，

電磁事象，応用力学，工業化学，材料，鉱物地質，採鉱，選鉱，冶金，炉燃料，計画，

設計，図案，土木施工，建築施工，構造，木材工作，金属工作，機械工作，船舶工作，

紡績，染色，機織，窯業，印刷，船舶艤装，化学機器，電気機器，通信機器，電力，電

必

須

教

科

必
須
教
科

選

択

教

科

関

連

教

科

普
通
教
科
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気通信，原動機，各種機械，機械一般，電気一般，工場経営，鉱山管理，工芸史，工業

関係法規となっている。

このように，教科課程は文部省からの通達を重ねることで少しずつ改善がなされ，

1949年 4月 30日に「新制高等学校教科課程の解説」が発行された。

図 2.2 「新制高等学校教科課程中職業教科の改正について」での各職業教科の教科数

ＧＨＱの招請により 1950 年 8 月 27 日に来日した５人の第２次アメリカ教育使節団は
１カ月ほど滞在し，第１次アメリカ使節団の報告書の勧告事項の進行と成果を研究し，そ

の結果を同年 9 月 22 日に報告書としてまとめＧＨＱに提出した。ＧＨＱにより同年 9
月 30 日に発表された報告書の中では，職業教育上の重要な問題として，日本は民主化
を保証し，自給産業国を建設する熟練した技術者を必要としているので，一般教育とと

もに，諸学校・諸大学の職業教育計画は大いに強化される必要があると勧告している。

1951 年 7 月 1 日の学習指導要領一般編（試案）改訂版は，1949 年 11 月 28 日の職業
教育及び職業指導審議会の「高等学校総合問題に関する決議」，道審議会による 1950
年 3 月 31 日の「職業高等学校及び高等学校職業課程の改善振興対策について（意見具
申）」，文部省からの通達，1948 年から 1949 年に文部省の行った学習指導要領使用状況
調査などをもとに改訂が行われたものである。この学習指導要領一般編（試案）改訂版

から，学習指導要領の改訂には教育課程審議会が関わることになった。

この学習指導要領一般編（試案）改訂版の大きな特徴は，生徒の個人的・社会的・経

済職業的観点から目標が定められており，その目標を実現させるために，従来用いられ

てきた「教科課程」ではなく，教科と教科以外の生徒会，クラブ活動，ホーム -ルーム
等の特別教育活動などを含めた「教育課程」という語が用いられるようになったことで

ある。教育課程は，学校における全般的な指導計画を立てる基礎となりうるものといえ

る。また，従来の教科課程では教科のみであり教科の階層構造が曖昧であったが，科目

の概念が取り入れられたことによって，教科の範囲と性格を明確にさせている。
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教師はこの学習指導要領一般編（試案）改訂版を手がかりとして，児童生徒の興味・

能力，地域性など必要に応じて，創造工夫して指導にあたるとしており，教師に指導の

具体的な手がかりを示唆するための手引書という位置づけであり，法的な拘束力は持っ

ていなかった。

生徒の履修する科目の課程を計算する方法として単位制を採用している。履修した科

目の成果が満足できる場合に，その科目に定められた単位が与えられる。

教育課程中の教科・科目については表 2.7 のようになっている。ここで，必須科目は
「青年に共通に必要とされる最低限度の教養を確保するため」として，普通課程，職教

課程の如何に関わらず共通必須科目となっており，修得単位数も同じく取得しなければ

ならない。必修科目は国語 (甲 )を９単位，一般社会を５単位，保健体育を９単位，教科
「社会科」の科目から一般社会を除いた日本史，世界史，人文地理，時事問題の中から

１科目選択し５単位，教科「数学」の科目から１科目選択し５単位，教科「理科」の科

目から１科目選択し５単位とし，必須単位の合計 38単位である。

表 2.7 1951年の学習指導要領一般編（試案）改訂版での普通課程の単位数

教 科 科 目 総時間数 １年 ２年 ３年 備 考 教 科 科 目 総時間数 １年 ２年 ３年

国語(甲) 9 3 3 3 必修科目 音 楽 2～ 6 2 2 2

国 語 国語(乙) 2～ 6 2 2 2
芸 能

図 画 2～ 6 2 2 2

漢 文 2～ 6 2 2 2 書 道 2～ 6 2 2 2

一般社会 5 5 必修科目 工 作 2～ 6 2 2 2

日本史 5 5 日本史，世界史，人文 一般家庭 7～ 14 7 7

社 会 世界史 5 5 地理，時事問題の中か 家 族 2 2

人文地理 5 5 ら一科目を必ず選択
家 庭

保 育 2～ 4 2 2

時事問題 5 5 （必修） 家庭経理 2～ 4 4

一般数学 5 5 一般数学，解析(1)， 食 物 5～ 10 5 5

数 学
解析(1) 5 5 幾何，解析(2)の中か 被 服 5～ 10 5 5 5

幾 何 5 5 ら一科目を必ず選択 外 国 語 5～ 10 5 5 5

解析(2) 5 5 （必修）

物 理 5 5
物理，化学，生物，地

理 科
化 学 5 5

学の中から一科目を必
生 物 5 5

ず選択（必修）
地 学 5 5

保健体育 保健体育 9～ 11 3 3 3
必須科目，このうち保

健２単位を必ず含める

この学習指導要領の中で，普通課程と職業課程について，「高校には，普通教育を主
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とする普通課程と職業教育を主とする職業課程とがある」と明確に課程の区別をしてい

る。また，職業課程について，「職業課程とは農業・工業・商業・水産・家庭技芸など

をいっそう広く深く専門的に学習し，卒業後，それを自己の職業として選択しようとす

る生徒によって選ばれる課程である」の述べられており，職業課程は就職を前提とした

完成教育の課程であるといえる。

高校を卒業するためには，必修科目 38 単位に選択科目 47 単位以上を加え，３年間
で教科・科目を 85 単位以上履修修得しなければならない。卒業までに必要な単位数で
ある 85 単位は，1947 年の「新制高校の教科課程に関する件」の中で普通高校を主とす
る教育課程の中で例示されているものと同様である。1951 年の学習指導要領一般編・
試案・改訂版の中では，卒業するためには普通課程と職業課程の違いにかかわらず，85
単位以上の単位修得を明確に求めている。学校は多くの選択科目を設けて生徒の必要に

応ずるよう努めなければならないとしている。また，表 2.7 中に定められた単位数を越
えて学習しても，超えた部分については単位は与えられないことになっている。

職業課程は，普通課程の必履修科目の 38 単位に加え，専門教科の科目を必須科目と
して課すことができる。また，職業課程の教科の科目を 30 単位以上修得しなければな
らず，これが職業課程修了の基準となっている。卒業単位を 85 単位としたときの普通
課程と職業課程の単位数を比較してみると，図 2.3 のとおり，職業課程の方が選択の余
地が少ないことがわかる。教科・科目の単位数は，最大 111 単位まで課すことができ
るため，職業科目の単位数を増やし専門性を深めることや，普通科目を増加させること

で普通課程並みに広い一般教養を充実させる教育課程をつくることはできるが，学校の

指導体制の状況で不可能な場合もあり，生徒の負担が過大となることも十分にあり得る

ため，現実的な対応ではない。結果的に，職業課程は選択科目が少ないこととなり，教

科課程を普通課程や他の職業課程と共存させることが難しくなることを意味している。

普通課程
普通教科必須科目 選択科目

38単位 47単位

職業課程
普通教科必須科目 職業教科科目 選択科目

38単位 30単位（必須） 17単位

図 2.3 卒業単位を 85単位とした場合の普通課程と職業課程の単位数の比較

職業課程の各学科の科目数を図 2.2 の「新制高等学校教科課程中職業教科の改正につ
いて」での各職業教科の教科数と比較すると，図 2.4 のように，農業が１科目増加し，
工業が１科目減っているが，ここでも工業の教科が最も多い単位数となっている。
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図 2.4 1951年の学習指導要領一般編（試案）改訂版での職業課程の各学科の科目数

職業課程の教科の中で最も単位数が大きい科目は，工業の教科の中に置かれた「機械

実習」，「電気実習」，「化学実習」，「紡績実習」，「木工実習」の４科目であり，すべて

実習科目で，実習に重点が置かれていることがわかる。また，単位数は 10 単位から 37
単位となっており，修得単位の幅が広く，単位の最大値は職業課程の修了基準を超えて

いる。教科「工業」の科目は他の職業課程の教科と比較しても多く，併修して履修して

いくとなると，卒業の最低要件である 85 単位を大きく超えることも十分にある。さら
に，重化学工業を中心とした高度成長期にあり，産業界からの人材供給の要請もあり，

工業系の職業課程に力を入れることが重要視され，これに伴い実習の時間が不足する等

の場合には 85 単位の他に課すことができ，さらに，実習を週 38 単位時間を超えて課
すことができるとしている。一方で，特別教育活動の時間の確保や，生徒の加重負担と

ならないように，必須科目を除く教科「社会」，「数学」，「理科」の科目の単位数につ

いても必要に応じて減じることができることや，現場作業が学習指導要領に規定してい

る実習の一部と認められる場合は，実習にあてられた単位の７割までは現場作業に振り

向けることが認められるとして配慮を行っている。

教科や特別教育活動の指導に，週あたり 30 単位時間から 38 単位時間を年 35 週以上
あてなければならないとしている。ここで，１単位時間は 50 分としている。また，学
校の運営上，もしくは，生徒の実情に応じて授業時間を変更し，その結果，授業時間に

不足が生じる場合には，適当な時期にこれを補わねばならないとしている。

高校における工業高校の一般目標として，「高等学校における工業教育は，将来，日

本の工業の建設発展の基幹である中堅技術工員となるべきものに必要な，技能・知識・

態度を養成するもの」とあり，企業現場での中堅技術工員の養成を目的としていること

がわかる。産業社会で必要とされる中堅技術工員を養成することが前提にあるため，産

業社会が求める技能・知識を持った人材の需要などから課程と内容を定める必要性が指
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摘されている。

この学習指導要領工業編・試案では，工業一般の目標と，その目標を設定するための

原則，教育内容の選択配列，職業分析，及び，当時の日本の経済にとって最も基本的で

あると思われる代表的な 14 の課程の指導計画例が示されている。代表的な 14 の課程
とは，機械工作課程，自動車課程，電力課程，電気通信課程，建築課程，土木課程，木

材工芸課程，金属工芸課程，化学分析過程，色染課程，紡織課程，造船課程，窯業課程，

採鉱課程である。同じ課程であっても，学校の規模，施設・設備，教員の配置，生徒の

特性，地域産業，それらを考慮した職業分析などによって，どの科目を置くか，それぞ

れの学校で分析を進めて選択されるものであって，一律ではない。

1951 年 7 月 30 日に発行された高等学校学習指導要領工業編・試案は，学習内容を決
めて，それを要素作業に分解し指導を行うと同時に，関連知識も合わせて教えていくと

いうアメリカの職業分析の手法を取り入れたもので，工業の最も基本的とされる機械工

作，自動車，電力，電気通信，建築，土木，木材工芸，金属工芸，化学分析，色染，紡

繊，造船，窯業，採鉱の 14種類の課程について例示されている。

2.3 産業振興と工業教育の発展

戦前の実業教育を担ってきた実業学校，青年学校，国民学校高等科の大部分は，新制

高校へと移行された。新制高校は総合制がおしすすめられた結果，工業や農業などの職

業課程の高校は大幅に減少し，産業教育の施設・設備は，戦災により荒廃により，総合

制高校も設備が不十分で，高校での職業教育の実施は厳しい条件の下に置かれていた。

ハイパーインフレーションなどによる経済危機の立て直しのために，1949 年 4 月 15
日にアメリカのドッジ公使によるインフレ抑制のための均衡予算実施の強調，いわゆる

ドッジ・ラインや，同年 9 月 15 日のシャウブ勧告による税制改革の実施により，1894
年から始まり，1914 年 3 月 20 日制定の「実業教育国庫補助法」は 1950 年度から廃止
されることになった。これにより，産業教育はさらに厳しい立場に立たされることにな

るため，全国工業高等学校長協会などの職業高校の校長会やＰＴＡ，産業教育関係者な

どが法律制定による職業教育の振興を目指して，1950 年 12 月 27 日に「職業教育法制
定推進委員会」を結成して，法制化推進のための全国的な運動が展開された。その結果，

1951年 3月 31日の国会に議員立法として産業教育法案が提出され，衆議院で可決され，
参議院へ送られた。その後，いくつか修正が加えられて，法律の題名も「産業教育振興

法」と改められ，再び衆議院に送られ，同年 6 月 6 日に可決成立し，1951 年 6 月 11 日
に産業教育振興法が公布された。これと同時に旧法の実業教育費国庫補助法は廃止され

た。附則において，公立学校に対する補助や，私立学校に対する財政的援助に関する規

定は 1952 年 4 月 1 日から施行する旨が記されている。産業教育振興法の成立から産業
教育に対する予算的な措置により，工業高校や農業高校など職業高校の拡充・整備が進

み，農業，工業，商業，水産の各職業系課程を総合制高校からの独立校化への転換を加
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速させることになった。

産業教育振興法により，狭い地域の枠内に位置づけられていた職業教育から，都道府

県単位の広域な産業教育での中堅技術者の養成へと転換が図られ，国家戦略にもとづく

経済成長のための産業計画の中に織り込まれることとなった。教育の機会均等よりも，

産業界の発展や国家の経済成長に重きを置いたものであるといえる。

1951 年 6 月 11 日に制定された産業教育振興法では，産業教育施設に対する財政的な援
助だけでなく，文部省内に中央産業教育審議会を設置し，この法律により国の財政的援助

を受ける都道府県に地方産業教育審議会の設置することを義務づけている。中央産業教育

審議会は 1951年 6月 30日に中央産業教育審議会令の公布により，同年 10月に発足した。

3 経済発展期の工業教育

3.1 工業教育の拡大

国民所得倍増計画以前の閣議決定された長期経済計画は，経済自立５カ年計画と新長

期経済計画である。表 2.8 に国民所得倍増計画以前の閣議決定された国の経済計画を示
してある。1956 年度の経済白書の「もはや戦後ではない」といった言葉に象徴される
ように，経済発展期の国の政策は，復興から自立への転換，そして成長へと大きく変化

した時代である。

表 2.8 :国民所得倍増計画以前の閣議決定された国の経済計画
閣 議 決 定 計 画 名 計 画 期 間

1955年 12月 23日 経済自立５カ年計画 ５年 （1956年から 1960年）

1957年 12月 7日 新長期経済計画 ５年 （1958年から 1962年）

1960年 12月 27日 国民所得倍増計画 10年 （1961年から 1970年）

1955 年 12 月 23 日，経済自立５カ年計画は長期経済計画として閣議決定されたもの
で，政府が公式に採用した戦後最初の経済計画である。特需や外国の援助に依存せず，

安定経済を基調として，安定経済を基調として経済の自立と完全雇用の達成を図ること

を目標としたもので，経済成長に至るための内容ではなかった。しかし，その後，日本

経済が拡大していき，技術革新による工業を中心とした産業に対する人材の需要は急速

に拡大していった。

財界からも国の教育政策に対して，様々な要望が出されている。たとえば，日本経営

者団体連盟が 1956 年 11 月 8 日に出した「新時代の要請に対応する技術教育に関する
意見」では，中堅技術者の補助としての初級技術者や，現場作業の指導にあたる第一線

監督者の養成は，技能者出身の適任者だけでなく，工業高校の卒業者を職場で養成して

いるが，工業高校卒業者の数は定時制を含めても年間約５万人に過ぎず産業の需要を充

足し得ない状況にあるとして，工業高校の拡充を要望している。具体的には，①初級技



*15 文部省，1992，『学制百二十年史』，ぎょうせい，p.200
*16 国立教育研究所，1974，『日本近大教育百年史(10)・産業教育(2)』，教育研究振興会，p.356
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術者や現場作業の指導に当る第一線の監督者の養成のために工業高校の拡充，②工業高

校の教育内容は知識と技能だけでなく産業人としての人格教育・躾教育にも力点を置

く，③効率的な初等技術教育を行うために中学校と結びつけて６年制一貫教育を行うな

どがあげられている。1957年 12月 26日に発表した「科学技術教育振興に関する意見」
では，単線型を改めて複線型とし，中学校と高校では生徒各人の進路･特性･能力に応じ

た普通課程と職業課程に分けた効率的・能率的な教育の実施し，中学校と高校を連結し

た６年制の職業教育の早期実現を図ることを要望している。また，1954 年 12 月 23 日
に出した「当面の教育制度改善に関する要望」では，教育制度が現下の日本の実情に合

っていないと強く批判し，一部中学校と実業高校とを一体とした６年制の職業高校の設

置を求めるなど，中等教育の段階で，普通科と実業科とを分離し，産業界の要求に見合

った人材育成のため，複線型の学校制度の導入を要請している。

中央教育審議会により 1957 年 11 月 11 日に出された「科学技術教育の振興方策につ
いての答申」の中で，「高等学校工業課程卒業程度の技術者の数は，大学卒業・短期大

学卒業程度の技術者の必要数に応じて多数必要であり、また、将来著しく不足するもの

と予想される」，「高等学校工業課程卒業程度の技術者は，将来特に著しく不足するも

のとみられている」ため，特に，工業課程の増設のために工業課程の増設を行い，国に

対して，その施設・設備のために大幅に財政的処置を講ずることを提起している。また，

中央産業教育審議会が 1957 年 10 月 22 日に文部大臣に行った建議「中堅産業人の養成
について」の中でも，「特に高等学校出身者にその源資を求める中堅産業人の資質の向

上およびその量的充実は，今や重要な課題となっている」として，中堅産業人を計画的

に養成するために，国は地方公共団体などが普通課程の転換，あるいは，課程の新設を

行うことを指導奨励し，大幅な財政的援助をすることを求めている。

これらにもとづき中堅職業人養成の観点から拡充され，特に，機械，電気，工業化学，

建築，土木等の学科の新･増設が国の財政的援助を伴って積極的に進められ *15，1958 年
度から 1959 年度にかけて，工業高校の機械系，電気系，工業化学系の学科を中心に約
１万人 *16もの生徒が増加した。

経済自立５カ年計画で策定した経済成長率を大幅に上回り，計画の目標の多くが達成

されたが，経済の急激な拡大は国際収支の不均衡をもたらすことが懸念された。これら

の事情から，経済自立５カ年計画の完了を待たず，経済の安定的成長のための新たな指

針として新長期経済計画が策定され，1957 年 12 月 17 日に閣議決定された。計画の内
容として，計画の目標，経済成長率，最終年度の経済規模とその構造，資本蓄積の推進

と財政の役割，輸出の伸長と国際収支の改善，産業構造の高度化，エネルギー供給の確



*17 佐藤香，2001，「政策科学としての教育社会学：矢野眞和『教育社会学の設計』を中心と
して」『ねざす』28，神奈川県高等学校教育会館教育研究所，p.105

*18 国立教育研究所，1974，『日本近大教育百年史(10)・産業教育(2)』，教育研究振興会，p.358，
表 52 より作成。全日制課程，定時制課程，公立高校，私立高校をすべて加算したものである。

32

保，中小企業の育成強化，食糧構成の変化と農水産業の発展，輸送力の増強，資源の開

発確保と国土保全，科学技術の振興，雇用の増大と就業構造の近代化，生活水準の向上

と民生の安定が取り上げられている。新長期経済計画では初めて技術革新と生産の拡大

に対応する科学技術者の計画的養成が示されている。その後の経済状況は，設備投資の

増加，アメリカ向けの輸出も著しく伸び，個人消費の伸長も堅調に推移した。

1957 年 10 月 4 日にソビエト連邦が打ち上げた世界初の人工衛星スプートニク１号の
成功によるスプートニク・ショックにより，理工系人材の重要性も認識されるようにな

った。これらが，高校の増設・高等専門学校の新設，大学における理工系の定員増とい

う形で，直接，政策的課題として論じられ実現されたのが，この時期であった
*17
。

1960 年 11 月 1 日に経済審議会が「国民所得倍増計画による長期教育拡充計画」を総
理大臣に答申した。この答申の中で，1970 年において工業高校卒業程度の技術者が 44
万人不足すると推計している。文部省は，これに対応して，工業高校の入学定員を 1960
年から 1965年までに約 85,000人の増員をする計画を策定した。

1960 年 12 月 27 日に閣議決定された国民所得倍増計画は，新長期経済計画に代える
もので，雇用の増大による完全雇用の達成を図り，国民の生活水準を大幅に引き上げる

ことを目的とするものである。政府公共部門の計画として，人的能力の向上と科学技術

の振興が盛り込まれている。

図 2.5 高校工業科の定員増員計画
*18



*19 小沢有作・阿部俊美・石川晶子・服部和子，1971，「戦後教育政策思想への一考察：「日
経連タイムス」教育関係「主張」の分析（Ⅱ日本近代史と教育）」『人文学報・教育学』7，
東京都立大学，p.197

*20 谷敷正光，1981，「日本の「高度経済成長」と職業教育(4)」『駒沢大学経済学論集』12(4)，
駒澤大学経済学会，p.87

*21 津田昌宏，2005，「1960 年代の教育改革に関する一考察：能力主義教育の実像」『教育行
政論叢』9，京都大学教育行政学研究室，p.82

*22 田中昭徳，1964，「わが国の長期経済計画における教育計画：労働力の質的向上の手段と
しての教育」『商学討究』15(1)，小樽商科大学，p.99
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1950 年代末から高校全入運動は全国に急速に拡大して，1962 年 4 月 24 日には高校
全員入学問題全国協議会が結成された。このような高校全入運動に際し，文部省は 1962
年 4 月発行の『高等学校生徒急増対策と「高校全入運動」の可否』の中で，「全員入学
の主張では，現在の中学校を延長した総合制の高校を構想しているが，各学校に普・農

・工・商等すべての施設設備を整備するような構想は，財政的にみても非能率で現実の

政策となりえない」と否定的であった。

小沢有作ら（1971） *19
は，「これらの「意見」書に共通してみられる点は，技術革新

に対応する技術者・技能者を義務教育から高校・大学にわたって，系統的・計画的に養

成せよということであった」と述べている。谷敷正光（1981） *20
は，「はっきりと「能

力主義」を中心とした教育制度の再編成を提起している」としている。津田昌宏（2005）*21

は，1950 年代に日本経営者団体連盟などの財界から出された主な要求として，「社会人
としての普通教育の過度の強調への批判と，職業・産業教育の強化」，「わが国企業の

経営の実態，特にその大部分を占める中小企業の要請にも十分に応え得る学校制度の確

立」，「勤労尊重の気風育成，社会生活上必要とする訓練あるいは躾などの道徳教育の

強調」の３点に集約している。

1962 年 11 月 5 日に文部省から出された教育白書『日本の成長と教育：教育の展開と
経済の発達』では，経済審議会人的能力部会報告の「人的能力開発計画」の教育投資の

観点を理論的にいっそう精緻化したもので，明治以降における日本経済の発達に対する

教育の貢献度を実証的に検証したもの *22である。

経済審議会・人的能力部会は，1963 年 1 月 14 日に答申「経済発展における人的能力
開発の課題と対策」を出した。この答申の視点は，技術革新時代での経済発展との関連

における労働力としての人的能力の開発に置かれ，最も優れた労働力を能率的に養成す

ることを前提としたものであった。この中では，科学技術の進歩，産業構造の高度化は，

労働力の質的向上を強く要請するとして，技術革新，産業の高度化，経済構造の変化に

対応できる人材として，ダイナミックな技術革新時代において，自主技術を生み出す科
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学技術者，新技術を取り入れ新市場を開拓していくイノベーターとしての経営者，複雑

化する労使関係を円滑に処理していくべき労使の指導層など，高度の能力を持った人間，

すなわち，ハイタレントの養成を主張している。ハイタレント養成の原則として，ハイ

タレントは国民全体の中から発見し開発されなければならないとし，ハイタレントの発

見はなるべく早く行われるべきで，初等教育から高等教育まで系統立てて考えなくなは

ならないとしている。その根本にあるものは「能力主義の徹底」であった。また，能力

は多様なものであるから，教育システムも多様でなければならないとした。

この経済審議会の答申を教育政策に反映させ，教育制度を多様化させるために，文部

大臣は中央教育審議会に対し，1963年 6月 24日に「後期中等教育の拡充整備について」
の諮問を行い，同審議会はそれを受け，1966 年 10 月 31 日に答申を行った。この中で
は，生徒の適性能力が多様であるとともに，専門的な技術教育を要求されながら，他方

では熟練度を身につけさせる技能教育が要求されるなど，卒業者に対する社会の要請も

多様であると指摘している。「期待される人間像」を示した上で，高校教育の改善として，

生徒の適性・能力・進路に対応するとともに，職種の専門的分化と新しい分野の人材需

要とに即応するように改善し，教育内容の多様化を求めている。この間，日本は 1964年 4
月 28 日に OECD に加盟し，同年 10 月 1 日に東海道新幹線の開業，同年 10 月 10 日に
東京オリンピックが開催されるなど，国民全体が産業経済の発展を実感しうる状況にあった。

中央教育審議会の答申を具体化するために，文部大臣はこの答申の直前の 1966年 10月 11
日に，理科教育及び産業教育審議会に対して「高等学校における職業教育の多様化について」

諮問を行った。同審議会は，1967 年 8月 11 日，同年 10月 3 日，1968 年 11月 29日の３
度にわたり答申が行われた。1967 年 8 月 11 日の答申では，職業教育に関する新しい種類の
学科と教育内容について審議を進めてきた結果を取りまとめたもので，工業に関する多様化

のための学科として，「金属加工科」，「電気工作科」，「衛生工学科」が提示された。1967年 8
月 11 日の答申では「建築施工科」が提示された。社会の要請，地域の実情，生徒の実態に
応じた新しい学科の新設は今後も検討を続け，既存の学科の教育課程を改善することや，学

科内に類型を設けるなど，各学校の実情に即して適切な教育課程の編成を行うことを求めて

いる。また，同審議会は 1969 年 12 月 3 日に文部大臣に対する建議「高等学校における情
報処理教育の推進について」の中では，情報処理技術の進展に対応した人材の育成をするた

めの教育環境の施設・設備の整備や新しい科目の提案，教員養成の充実を求めている。

これらのことから，教育が経済発展をしていくために産業界に労働力の確保や人材供

給の重要な手段として位置づけられ，それに合わせるように教育の構造が形成されてき

たといえる。それは，後期中等教育の内容の多様化を要求し，高校の教育課程の細分化

が進み，工業高校では多様な学科が多数設置されることになった。

3.2 高度成長期の学習指導要領

表 2.9 は，高度成長期における工業に関係する高等学校学習指導要領を表したもので
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ある。1960 年以降から学校教育法にもとづく告示となったため，従来の「教師の手引
書」としての位置づけであった学習指導要領が法的拘束力を持つことになり，教育課程

の基準として位置づけられるとともに，実施時期も明記されることになった。

表 2.9 高度成長期の工業に関係する高等学校学習指導要領

1955年 12月 5日 高等学校学習指導要領一般編・改訂版：発行（1956年度から学年進行で実施）

1956年 2月 2日 高等学校学習指導要領工業科編・改訂版：発行）

1960年 10月 15日 高等学校学習指導要領の告示：（1963年度から学年進行で実施）

1970年 10月 15日 高等学校学習指導要領の告示：（1973年度から学年進行で実施）

1951 年までの学習指導要領は，科目選択制と単位制を特徴としていたが，生徒の安
易な科目選択，知識の偏り，系統的な指導計画の立案が難しいことなどから，文部大臣

は教育課程審議会に対して，1952 年 12 月 19 日に「教育課程の改善，特に高等学校の
教育課程について」の諮問を行った。同審議会はこれを受けて，1954 年 10 月 14 日に
「高等学校教育課程の改善に関する答申」（第一次答申），1955 年 2 月 1 日に「高等学
校教育課程の改善に関する第二次答申」，同年 6 月 27 日に「高等学校教育課程の改善
に関する第三次答申」を行った。第一次答申では，高校の教育課程の基本的事項に関す

る答申である。1951 年の学習指導要領一般編（試案）改訂版のように，生徒の希望や
進路に応じて自由に科目選択させるのではなく，学校が定めたコースを生徒に履修選択

させるとしており，コース制の導入を推し進めている。これら教育課程審議会の答申を

受けて，1955 年 12 月 5 日の高等学校学習指導要領一般編・改訂版と，教科別の別冊が
作成された。1951 年 7 月 10 日の学習指導要領にあった「試案」の文字もなくなった。
この学習指導要領は，学校の実態に合わせて大科目制から中科目制になり，学科ごと

に目標を定め，必要な科目が示されている。また，生徒の進路に着目した「普通課程」

と「職業に関する課程」の２つに大別されている。普通課程は，普通教科を中心として

教育課程が編成され，生徒の個性や進路と学校の実情に応じて教育課程の類型が設けら

れている。前学習指導要領では，「家庭」と「家庭技芸」の２教科があったが，「家庭」

の１教科に統合された。職業に関する課程に入学してくる生徒は，それぞれ個性に応じ，

将来の進路に関して一応の見通しを持っていることを前提としている。そのため，教育

課程の編成にあたっては，「職業人として必要な資質を高めるため，一般的な教養を与

えるとともに，専門的な技能に習熟させることに重点をおいて編成されなければならな

い」として，さらに細かく多くの課程に分化している。一般的な教養として，表 2.10
のように，普通課程や職業に関する課程に関わらず，すべての生徒に履修させる教科・

科目とその単位数の範囲が定められている。

卒業に必要な単位数は 85 単位以上である。このうち，普通課程，職業課程にかかわ
らず，すべての生徒に履修させなければならない履修科目の単位数は 39 単位である。
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また，職業課程の生徒に履修させる職業に関する教科の単位数は 30 単位以上である。

表 2.10 すべての生徒に履修させる教科・科目の単位数

教 科 科 目 単 位 数 教 科 科 目 単 位 数

国 語 国語（甲） 9～ 10 物 理 3～ 5

社 会 3～ 5
理 科

化 学
２科目選択

3～ 5

社 会
日 本 史 3～ 5 生 物 3～ 5

世 界 史 ２科目選択 3～ 5 地 学 3～ 5

人文地理 3～ 5
保健体育

体 育 7～ 9

数 学 数 学 Ⅰ 6～ 9 保 健 2

専門とする職業に関する教科を中心に，専門的な技能を習熟させるように重点を置い

て，教育課程が編成される。特に，同学習指導要領中の「教科，科目および単位数（指

導時間数）表」の中の教科「工業」については表 2.11 のように，機械に関する科目，
機械工作に関する科目，自動車に関する科目，造船に関する科目，電気に関する科目，

電力に関する科目，電気通信に関する科目，建築に関する科目，土木に関する科目，工業

化学に関する科目，窯業に関する科目，色染に関する科目，紡織に関する科目，採鉱に関

する科目，冶金に関する科目，金属工業に関する科目，木材工芸に関する科目，金属工芸

に関する科目，図案に関する科目，印刷に関する科目，塗装に関する科目と，専門性にも

とづいた類型を前提とした科目と単位数が提示されている。この学習指導要領で１単位は，

１単位時間を 50 分としたとき，年間指導時間数を 35 単位時間行う時間数のことを指す。
表 2.12 は，工業各コース・分野の最小の単位数の合計である。最小の単位数の構成

では職業科の生徒が履修しなければならない 30 単位を下回っている課程がある。工業
に関する各課程の単位数が下回った場合は，その工業に関する課程に属さないどの課程

でも取り得る科目を履修するか，あるいは，他の工業に関する課程の科目を履修して，

教科「工業」の科目の単位数を 30 単位以上履修する必要が生じる。教科・科目だけで
なく，特別教育活動も含めて週当り時間数は 38 単位時間以内とされており，職業に関
する各課程では，必要な場合に週当り 38 単位時間を超えて指導を行うことができると
されている。また，全日制の課程においては，週当り 34単位時間を標準としている｡
職業に関する課程の編成については，学校に設けられた課程ごとに，その専門とする

教科・科目に重点をおいて教育課程を編成し，教育課程の類型を設けることができる。

職業に関する教科の編成については学習指導要領の職業に関する各教科編に定めると

ころによるとされ，教科「工業」の科目編成については，1956 年 2 月 2 日発行の高等
学校学習指導要領工業科編改訂版にもとづく。

卒業に必要な単位数は 85 単位以上で，職業に関する課程のすべての生徒に履修させ
る職業に関する教科・科目の単位数は 30単位以上となっている。
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表 2.11 教科「工業」の各課程に置かれた科目および単位数

機 械 課 程
実習（10～ 25），製図（4～ 16），機械工作（4～ 25），機械設計（4～ 12），
機械材料（2～ 8），応用力学（2～ 8），原動機（2～ 10），各種機械（2～ 8）

機 械 工 作 実習（10～ 25），製図（4～ 16），機械工作（4～ 25），機械設計（4～ 12），
課 程 機械材料（2～ 8），応用力学（2～ 6），原動機（2～ 6），各種機械（2～ 6）
自 動 車 実習（8～ 25），製図（4～ 16），自動車設計（4～ 12），応用力学（2～ 8），機械工作（4～ 20），
課 程 自動車材料（2～ 6），自動車構造（2～ 8），自動車整備（2～ 12），自動車試験（2～ 8），原動機（2～ 6）

造 船 課 程
実習（5～ 20），製図（5～ 15），船舶構造（3～ 6），船舶艤装（2～ 5），船舶工作（2～ 15），
船舶力学（3～ 12），船舶設計（2～ 6），舶用機関（2～ 4），溶接（2～ 6），造船幾何（2～ 4）

電 気 課 程
実習（6 ～ 20），製図（4 ～ 10），電気理論（5 ～ 10），電気計測（2 ～ 4），電気材料（2 ～ 4），電気機器（4 ～ 9），発変電所
（2 ～ 5），送配電（2 ～ 5），電気通信（2 ～ 6），電気応用（2 ～ 5），電力設備（2 ～ 4），電機設計（2 ～ 4），通信機器（2 ～ 4）

電 力 課 程
実習（6～ 20），製図（4～ 10），電気理論（5～ 10），電気計測（2～ 4），電気材料（2～ 4），電気機器（4
～ 9），発変電所（2～ 5），送配伝（2～ 5），電気通信（2～ 6），電気応用（2～ 5），電気設計（2～ 4）

電 気 通 信 実習（6～ 20），製図（4～ 10），電気理論（4～ 10），電気通信理論（4～ 9），通信機器（4～ 9），
課 程 高周波測定（2～ 6），電力設備（2～ 6），高周波応用（2～ 6），通信機器設計（2～ 4），電気材料（2～ 4）

建 築 課 程
実習（4 ～ 20），製図（5 ～ 20），造形（2 ～ 4），建築材料（2 ～ 6），建築構造（2 ～ 6），構造計算（2 ～ 6），構造力学（3
～ 6），建築史（2 ～ 4），建築計画（2 ～ 8），建築設備（2 ～ 4），建築工法（2 ～ 6），測量（2 ～ 7），建築経営（2 ～ 6）

土 木 課 程
実習（4～ 20），製図（6～ 20），測量（3～ 6），土木施工（3～ 8），通路（3～ 8），水理（2～ 4），
水工（4～ 12），応用力学（2～ 8），鉄筋コンクリート（2～ 8），橋梁（2～ 8），土木材料（2～ 4）

工 業 化 学 実習（10 ～ 25），製図（2 ～ 6），無機製造化学（2 ～ 6），有機製造化学（2 ～ 6），工業物理化学（2 ～ 6），化学機器（2 ～ 6），
課 程 化学工業材料（2 ～ 4），分析化学（2 ～ 6），化学工業試験（2 ～ 6），電気化学（2 ～ 4），無機化学（2 ～ 4），有機化学（2 ～ 4）

窯 業 課 程
実習（10 ～ 25），製図（2 ～ 4），窯業原料（2 ～ 4），陶磁器（2 ～ 8），耐火物（2 ～ 6），ガラス・琺瑯（2 ～ 8），セメント
（2 ～ 6），特殊窯業製品（2 ～ 4），地質鉱物（2 ～ 6），窯炉・燃料（2 ～ 6），絵画（2 ～ 8），図案（2 ～ 6），工芸史（2 ～ 4）

色 染 課 程
実習（2～ 20），製図（2～ 4），繊維（2～ 6），染色（5～ 15），織物仕上（2～ 5），染
料（2～ 4），染色薬品（2～ 6），図案（2～ 6），分析化学（2～ 8）

紡 織 課 程
実習（8～ 20），製図（2～ 6），機織（6～ 14），紡績（4～ 8），編組（2～ 6），繊維（2
～ 6），機械工作（2～ 4），図案（2～ 6），機械設計（2～ 4）

採 鉱 課 程
実習（10～ 25），製図（2～ 5），採鉱（6～ 10），選鉱（2 ～ 8），地質鉱物（2～ 8），火薬（2 ～ 4），鉱山保安（2
～ 4），石油（2～ 4），鉱山機械（2～ 4），鉱床（2～ 4），工業分析（2～ 4），測量（2～ 8），土木施工（2～ 4）

冶 金 課 程
実習（10～ 25），製図（2～ 6），金属製錬（4～ 12），電気冶金（2～ 4），金属材料（2～ 6），加工冶金（2
～ 10），炉・燃料（2～ 4），金属組織（2～ 4），工業分析（2～ 4），選鉱（2～ 4），地質鉱物（2～ 4）

金 属 工 業 実習（10～ 25），製図（2～ 8），金属材料（4～ 10），金属加工（4～ 10），金属製錬（2～ 6），
課 程 金属組織（2～ 4），炉・燃料（2～ 4），工業分析（2～ 4）
木 材 工 芸 実習（10～ 25），製図（6～ 15），絵画（2～ 4），塗装（2～ 8），木材工作（2～ 10），
課 程 木工材料（2～ 4），工芸史（2～ 4），意匠計画（3～ 6），造型（2～ 4）
金 属 工 芸 実習（10～ 25），金属工作（2～ 8），金属材料（2～ 4），図案製図（4～ 10），
課 程 絵画（2～ 6），工芸史（2～ 4），工芸計画（2～ 4），造型（2～ 4），設計（2～ 4）

図 案 課 程
実習（10 ～ 25），製図（2 ～ 4），絵画（5 ～ 9），造型（2 ～ 4），図案学（4 ～ 6），美術・工芸史（2
～ 4），工芸工作（2～ 4），印刷写真（2～ 4），宜伝企画（2～ 4），服飾手芸（2～ 4）

印 刷 課 程
実習（4～ 25），製版印刷（4～ 6），写真製版（4～ 6），印刷機械（2～ 4），
印刷材料（2～ 4），写真化学（2～ 4），絵画（2～ 4），図案製図（4～ 8），

塗 装 課 程
実習（10～ 25），製図（2～ 6），塗装法（2～ 6），漆加飾法（2～ 6），塗料化学（2～ 6），
工芸史（2～ 4），図案（2～ 9），絵画（2～ 6），造型（2～ 6），

どの課程でも 工場経営（2 ～ 8），工業概説（2 ～ 4），工業関係法規（1 ～ 3），機械・電気（2 ～ 6），自動車一般（2 ～ 6），電気一般（2 ～ 6），機械一般（2 ～ 4），
取り得る科目 建築一般（2 ～ 4），土木一般（2 ～ 4），工業化学一般（2 ～ 8），染色一般（2 ～ 5），紡織一般（2 ～ 4），採鉱一般（2 ～ 4），冶金一般（2 ～ 4）
1956年の学習指導要領一般編（試案）改訂版により作成。



*23 高等学校学習指導要領の家庭科編（1956年 2月 1日発行：教育図書），農業科編（1956年 1
月 31 日発行：実教出版），工業科編（1956 年 2 月 1 日発行：実教出版），商業科編（1956
年 1月 31日発行：実教出版），水産科編（1956年 2月 1日発行：実教出版）により作成。
工業の科目については，実習，製図，法規など課程間で同じ名称の科目があるが，課程ご

とに内容が異なるため，ここでは一つの科目として積算している。家庭の教科については，

1951 年 7 月 10 日学習指導要領一般編・試案・改訂版では，家庭生活に重点を置く「家庭
科」と，職業生活のに重点を置いた家庭技芸科の二つに分かれていたが，1955 年 12 月 5
日の高等学校学習指導要領一般編・改訂版では，「家庭」という教科に統合されている。

38

この高等学校学習指導要領では，普通課程と職業に関する課程とに分けている。職業

に関する課程は「家庭に関する課程」，「農業に関する課程」，「工業に関する課程」，「商

業に関する課程」，「水産に関する課程」，「電波に関する課程」，「商船に関する課程」

が示されており，これらは必要に応じ，さらにいくつかの課程に細分化されている。職

業教育については，学科の目標を明確にし，これに重点を置いて教育課程が編成できる

ように大幅に増加され，図 2.6 のように，教科の中の関連分野ごとに分類された科目群
が示されている。特に，工業科は他の職業に関する教科と比較して，突出して多くの科

目や，科目群が例示されている。

表 2.12 工業に関する各課程における最小単位数

機 械 機械工作 自動車 造 船 電 気 電 力 電気通信 建 築 土 木 工業化学 窯 業

30 30 32 28 37 33 32 32 33 32 34
色 染 紡 織 採 鉱 冶 金 金属工業 木材工芸 金属工芸 図 案 印 刷 塗 装

27 30 38 32 28 31 30 33 30 26

図 2.6 1955年告示の高等学校学習指導要領での専門教科の科目数と課程数・科目群数*23



*24 神奈川県立神奈川工業高等学校百周年実行委員会，2012，『二渓の風に乗って』，神奈川
県立神奈川工業高校，p.99・(表-８)より作成。
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職業課程に入学してくる生徒は，将来の進路に関して一定の見通しを持っているため，

職業人としての資質を高めるため，専門的な技能に習熟させることに重点を置いた教育

課程を編成するために，前学習指導要領のような一括りにした大科目制を取りやめて，

工業科であれば，高等学校学習指導要領・工業編から，機械・機械工作に関する科目（9
科目），自動車に関する科目（10 科目），造船に関する科目（11 科目），電気に関する
科目（14 科目），電力に関する科目（12 科目），電気通信に関する科目（11 科目），建
築に関する科目（14 科目），土木に関する科目（12 科目），工業化学に関する科目（12
科目），窯業に関する科目（13 科目），色染に関する科目（9 科目），紡織に関する科目
（9 科目），採鉱に関する科目（14 科目），冶金に関する科目（11 科目），金属工業に関
する科目（8科目），木材工芸に関する科目（9科目），金属工芸に関する科目（9科目），
図案に関する科目（10科目），印刷に関する科目（8科目），塗装に関する科目（9科目）
のように中科目制となった。また，普通課程や他の職業課程の生徒向けの一般教養的な

科目や，工業課程での共通科目として取り得る科目としての「工場経営」，「自動車一

般」など 14科目が示されている。
表 2.13 の教育課程は，1956 年度改訂の学習指導要領にもとづく 1958 年当時の神奈

川工業高校電気科の教育課程表である。この中で，「機械一般」は，電気科の生徒に機

械工業に関する広い知識と技能を与え，機械技術の文化的・生産的価値を理解させ，工

業技術に対する認識を深めさせることを目標にしたもので，機械の概論的知識を与える

科目といえる。

表 2.13 1958年当時の神奈川工業高校電気科の教育課程 *24

教 科 科 目 1年 2年 3年 計 教 科 科 目 1年 2年 3年 計

国 語 国 語 甲 3 3 3 9 実 習 3 4 4 11
社 会 3 3 製 図 2 2 2 6

社 会 日 本 史 3 3 電 気 理 論 4 3 7
世 界 史 3 3 電 気 計 測 2 2 4

数 学
数 学 Ⅰ 6 6 電 気 機 器 2 3 5
応 用 数 学 2 3 5 工 業 発 変 電 所 2 2

理 科
物 理 3 2 5 送 配 電 2 2
化 学 3 3 電 気 応 用 2 3 5

保 健 体 育 3 2 2 7 電 気 通 信 2 2
体 育 保 健 1 1 2 機 械 一 般 2 2 4
外 国 語 英 語 3 3 3 9 電 気 材 料 2 2
普 通 教 科 小 計 24 16 15 55 職 業 教 科 小 計 11 19 20 50

特 別 教 育 活 動 1 1 1 3 総 計 36 36 36 108

職
業
教
科

普
通
教
科
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中央産業教育審議会が 1956 年 11 月 29 日に出した答申「高等学校における産業教育
のあり方（工業教育のあり方）について」では，1956 年の高等学校学習指導要領を是
認しつつ，時代に即応した新しい教育内容の導入を提案している。

1960 年 10 月 15 日告示の高等学校学習指導要領は，1956 年の高等学校学習指導要領
から４年という短期間で告示されているが，これは 1958 年 10 月 1 日告示の大幅に改
訂された小学校学習指導要領と中学校学習指導要領の教育課程との一貫性を持たせるこ

とをねらいとして改訂が行われたものである。

この学習指導要領の改訂にあたり，文部大臣は 1959 年 7 月に教育課程審議会に対し
高校の教育課程改善に関する諮問を行い，教育課程審議会はそれを受けて，1960 年 3
月 31 日に「高校教育課程改善について」の答申を出している。一般方針として，「地
域や学校の実態を考慮し，学校におかれた各課程および各学科の特色を生かした教育が

できるように配慮して，生徒の能力，適性，進路等に応じて適切な教育を行なうことが

できるように教育課程を編成する」としている。

この学習指導要領では，専門科目の基礎を堅め，内容についても技術革新に対応でき

るように，工業科目についても新しい科目が追加され充実したことに伴い，職業に関す

る科目について最低限の単位数を 30 単位から 35 単位に引き上げられた。これに呼応
した形で普通科目についても 39 単位から 44 単位までに引き揚げられている。卒業に
必要な単位は 85単位以上であり，1951年の高等学校学習指導要領と同じである。
この学習指導要領で用いられる単位について，前学習指導要領では一定の幅を持たせ

た制限を伴う単位であったのに対して，この学習指導要領では「標準単位」とすること

で，学校や生徒の実態に応じて，標準単位を超えた教育課程が編成できるように弾力性

を持たせられるようにしている。

また，普通科の全日制においては２学年以降に，生徒の能力，適性，進路等に応じて

それぞれ適切な教育をほどこすため類型を導入したことも，この学習指導要領の特徴で

もある。具体的には，就職に対応するＡ（甲）類型と進学に対応するＢ（乙）類型で，

教科「国語」の古典甲，古典乙Ⅰ，教科「社会」の世界史Ａ，世界史Ｂ，地理Ａ，地理

Ｂ，教科「数学」の数学ⅡＡ，数学ⅡＢ，教科「理科」の物理Ａ，物理Ｂ，化学Ａ，化

学Ｂ，教科「外国語」の英語Ａ，英語Ｂである。職業に関する学科については，専門科

目を充実させ，普通教育についても充実させている。

特に，職業を主とする学科においては，中堅産業人の育成を期するとともに，専門教

育の基礎を徹底するために，専門科目の内容を精選充実し，必修単位数の増加が行われ

た。その結果，普通科の規格教科の科目数は，国語４科目，社会７科目，数学５科目，

理科６科目，保健体育２科目，芸術８科目，外国語４科目に対して，専門教科の多様化

路線により細分化が著しく，図 2.7 のように，特に工業科目については 156 科目にもお
よび，他教科と比較して際立って多くの科目が設けられている。工業科での学科は，こ

れら工業科目の組み合わせで教育課程が編成されることになるため，細分化された多く



*25 家庭に関する教科については，普通教科と専門教科が統合された科目構成となってといる。
*26 高等学校学習指導要領（1960）・付録２
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の多様性に富んだ学科が数多く生み出されることになる。

図 2.7 1960年告示の高等学校学習指導要領での専門教科の科目数*25

高等学校教育課程改訂の基本方針
*26
で，「職業教育を主とする学科においては，中堅

産業人の育成を期するため，普通教育を改善充実するとともに専門教育の基礎を徹底す

るため，専門科目の内容を精選充実し，その必修単位を増加した」とあるように，職業

に関する教科・科目は 35 単位以上を定めており，さらに「事情の許す場合には，40 単
位以上とすることが望ましい」として大幅に引き上げている。また，履修から修得とい

う表現に変わっているところも特徴的であり，履修のみならず，単位の修得も明確に求

めているといえる。

表 2.14 は，この学習指導要領第２節第１款に記されている各教科・科目の履修につ
いて整理したものである。工業科は普通科と比較して，一般教養である普通教科・科目

の単位数が少なく，すべての生徒に修得させる科目についても，同じ科目種でありなが

ら普通科よりも難易度が低い科目を選択できるようになっている。また，単位数が少な

い，または，減じることが可能な科目もあり，明らかに卒業後に就職することを前提と

した教育課程を編成する科目構成になっている。工業科で普通科目，工業科目を充実さ

せようとすれば，多くの単位を履修･修得しなければならず，生徒の負担は過重となる。

後期中等教育の拡充について，生徒の適性・能力・進路に応ずるとともに，職種の専

門的分化と新しい分野の人材需要に即応しうるように，教育内容を多様化・細分化する

ことが求められたものである。職業学科についても，理科教育及び産業教育審議会の答

申で細分化した小学科が示されている。
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表 2.15 は，1964 年当時の神奈川県立神奈川工業高校電気科で実施されていた教育課
程の具体例である。高等学校学習指導要領に則って教育課程の編成がなされていること

が確認できる。

表 2.14 普通科と工業科の最小限修得しなければならない必須科目及び単位

教 科
すべての生徒に修得 普通科の生徒に履修させる科目 工業科の生徒に履修させる科目およびそ

させる科目 およびその単位数 の単位数

現代国語(7) 現代国語(7) 現代国語(7)
国 語 古典甲(2)

１科目
古典甲(2)

１科目
古典乙Ⅰ(5) 古典乙Ⅰ(5) 古典乙Ⅰ(5)
倫理社会(2) 倫理社会(2) 倫理社会(2)
政治経済(2) 政治経済(2) 政治経済(2)
日本史(3) 日本史(3) 日本史(2,3)

社 会 世界史Ａ(3) 世界史Ａ(3)
１科目

世界史Ａ(2,3)
１科目

１科目以上
２科目以上

世界史Ｂ(4) ２科目 世界史Ｂ(4) 世界史Ｂ(4)
５単位

地理Ａ(3) 地理Ａ(3)
１科目

地理Ａ(2,3)
１科目

地理Ｂ(4) 地理Ｂ(4) 地理Ｂ(4)
数学Ⅰ(5) 数学Ⅰ(5) 数学Ⅰ(5)

数 学
数学ⅡＡ(4)

１科目
数学ⅡＡ(4)

数学ⅡＢ(5) 数学ⅡＢ(5) １科目

応用数学(6)
物理Ａ(3) 物理Ａ(3)

１科目
物理Ａ(3)

１科目
物理Ｂ(5) 物理Ｂ(5) 物理Ｂ(5)

理 科
化学Ａ(3)

２科目
化学Ａ(3)

１科目
化学Ａ(3)

１科目
２科目以上

化学Ｂ(4) 化学Ｂ(4) 化学Ｂ(4) ６単位

生物(4) 生物(4) 生物(4)
地学(2) 地学(2) 地学(2)

保健体育
体育(男 9，女 7) 体育(男 9，女 7) 体育(7)
保健(2) 保健(2) 保健(2)
英語Ａ(9) 英語Ａ 英語Ａ

外 国 語
英語Ｂ(15)

１科目
英語Ｂ

１科目
１科目につき 英語Ｂ

１科目
１科目につき

ドイツ語(15) ドイツ語 ９単位 ドイツ語 ３単位

フランス語(15) フランス語 フランス語

音楽Ⅰ(2) 音楽Ⅰ(2)

芸 術
美術Ⅰ(2)

１科目
美術Ⅰ(2)

１科目
工芸Ⅰ(2) 工芸Ⅰ(2)
書道Ⅰ(2) 書道Ⅰ(2)

家 庭 家庭一般(女 4)
工 業 工業科目 35単位
最小単位数 男 50，女 48 男 68，女 70 82（普通教科 47，工業科目 35）

1960年の高等学校学習指導要領より作成。
( ) 内は，単位数を表す。
「すべての生徒に修得させる科目」の単位数は，標準単位数を示す。

最小単位数の計算は，特別の事情がある場合の単位の削減は行っていない。



*27 神奈川県立神奈川工業高等学校百周年実行委員会，2012，『二渓の風に乗って』，神奈川
県立神奈川工業高校，p.101・(表-９)より作成。
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表 2.15 1964年当時の神奈川工業高校電気科の教育課程 *27

教 科 科 目 1年 2年 3年 計 教 科 科 目 1年 2年 3年 計

国 語
現 代 国 語 2 2 3 7 実 習 3 4 4 11

古 典 甲 1 1 2 製 図 2 2 2 6

倫理・社会 2 2 電 気 理 論 4 2 1 7

社 会
政治・経済 2 2 電 気 計 測 2 2 4

世 界 史 Ａ 3 3 電 気 機 器 2 3 5

地 理 Ａ 2 2 工 業 発 送 配 電 4 4

数 学
数 学 Ⅰ 5 5 電 気 応 用 1 1 1 3

応 用 数 学 4 2 6 電 子 工 学 1 2 3

理 科
物 理 Ｂ 3 2 5 電 気 材 料 1 1

化 学 Ａ 3 3 自 動 制 御 2 2

保 健 体 育 3 2 2 7 機 械 一 般 2 1 3

体 育 保 健 1 1 2 職 業 教 科 小 計 12 15 22 49

芸 術 音 楽 Ⅰ 1 1 特 別 教 育 活 動 1 1 1 3

外 国 語 英 語 3 3 3 9

普 通 教 科 小 計 23 20 13 56 総 計 36 36 36 108

1966 年 10 月 31 日，中央教育審議会の答申「後期中等教育の拡充整備について」の
中で，高校教育の改善の一つとして，教育内容・方法の両面から再検討を加え，生徒の

適性，能力，進路に対応するとともに，職種の専門的分化と，新しい分野の人材需要と

に即応できるよう改善し，教育内容の多様化を図ることを求めている。

この答申にもとづき，文部大臣は 1966 年 10 月 11 日に理科教育及び産業教育審議会
に対して「高等学校における職業教育の多様化について」諮問を行った。同審議会の 1967
年 8 月 11 日の答申「高等学校における職業教育等の多様化について」（第一次答申），
では，高校進学率の上昇により生徒の適性や能力が多様になったことと，産業経済の発

展による職業に関する専門的な知識や技術の社会的な要請から，これに即応できるよう

に教育内容の改善をすることが必要になってきており，高校での職業教育の充実整備と

多様化が強く望まれるとして，森林土木科，金属加工科，電気工作科，衛生工学科，事

務科，経理科，営業科（販売科），貿易科，秘書科，調理科，和裁科，洋裁科，手芸科，

職
業
教
科

普
通
教
科
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商業家庭科の 14 科目の新しい種類の学科が示されている。それに引き続いて，1968 年
11月 29日の答申「高等学校における職業教育の多様化について」（第二次答申）では，
一次答申の学科に加えて，建築施工科，漁業経理科，服飾デザイン科が追加された。ま

た，既存の学科に対して類型を設けるなど，各校の実情に即して適切な教育課程の編成

を求めている。

文部大臣は 1968 年 4 月 12 日に教育課程審議会に対し「高等学校教育課程の改善に
ついて」諮問を行い，これを受けて，同審議会は 1969 年 9 月 30 日に「高等学校教育
課程の改善について」の答申が行われた。高等学校学習指導要領は，この答申の改善の

基本方針や具体的方針にもとづき「高等学校教育課程改善のための調査協力者会議」に

より改訂作業が進められ，1970 年 10 月 15 日に高等学校学習指導要領が告示された。
この高等学校学習指導要領では，普通科においても，すべての生徒に履修させなけれ

ばならない普通教科の各教科・科目の履修について，表 2.16 のように科目と単位数が
削減されることで弾力化が図られ，能力主義的な教育課程の編成が行えるようになって

いる。教育課程の編成に自由度が増し，教育課程の弾力化が図られ，生徒の能力･適性

に応じて教育課程が組まれていった。これにより，職業課程では小学科が細分化され，

多様化が進むこととなった。

また，必履修科目の内容と同一または類似の内容が専門教育に関する科目の内容に含

まれている場合には，必履修科目を履修した場合と同様の成果を期待することができる

場合，その専門科目を履修することによって，必履修科科目の内容の一部を省略できる

こと。また，同一または類似の内容が多い場合には，必履修科目と同様の成果を期待す

ることができる場合は，すべての生徒に履修させる科目の単位数の一部または全部の履

修に替えることができるとされた。

表 2.16 1965年と 1970年公示の高等学校学習指導要領の工業科必履修教科・科目の単位数
1965年高等学校学習指導要領 1970年高等学校学習指導要領

科目数 単 位 科目数 単 位

必履修科目 14 47 男 11，女 12 男 42，女 46

工業科目 153 35 164 35

卒業に必要な
85 85

単位数

専門教科では，実習の最低単位数が増加された。職業に関する教科を含む専門教科の

科目について最低限の単位数は 35 単位である。卒業に必要な単位は 85 単位以上であ
る。工業に関する科目は，前高等学校学習指導要領では 156 科目であったものが，164
科目に増加している。また，職業を主とする学科（農業，工業，商業，水産，家庭）の



*28 家庭に関する教科については，普通教科と専門教科が統合された科目構成となってといる。
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主なものの目標が示されており，工業に関するおもな学科の数は前高等学校学習指導要

領では 17 学科であったが，それが 21 学科と増加しており，専門分化による多様化が
一層進んでいる。

ただ，理科教育及び産業教育審議会の 1967 年 8 月 11 日の答申で示された工業系の
学科である金属加工科，電気工作科，衛生工学科，1968 年 11 月 29 日の答申で示され
た工業系の学科である建築施工科について，職業教育を主とする学科の中に例示されて

いないものも含まれている。

専門教育を主とする学科では，普通科や専門教育を主とする学科に限らず，すべての

生徒に履修させる教科・科目について，類似の内容で同様の成果が期待できる専門科目

の教科・科目であれば，すべての生徒に履修させる教科・科目の一部，または，全部を

代替することができる規定が設けられた。

工業の教育課程の編成は，実習と製図に関する科目を中核として指導計画を作成する

こと，そして，各科目とも弾力的に取り扱えることが示されている。したがって，非常

に多くの学科が生まれるのと同時に，同じ学科名でも教育内容が工業高校ごとに異なる

事態が生じ得ることが一層進んだといえる。

1970 年代の後半に入ると経済成長が鈍化し，技能労働者を大量に必要とする重化学
工業から，しだいに技術集約的な情報産業へと産業構造が転換していく。

図 2.8 1970年告示の高等学校学習指導要領での専門教科の科目数*28

表 2.17 は，1970 年告示の高等学校学習指導要領にもとづいた教育課程編成の例であ
る。表 2.15 と比較すると，職業教科（工業科）の単位数が縮減されていることが確認
できる。



*29 神奈川県立神奈川工業高等学校百周年実行委員会，2012，『二渓の風に乗って』，神奈川
県立神奈川工業高校，p.101・(表-10)より作成。
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表 2.17 1977年当時の神奈川工業高校電気科の教育課程 *29

教 科 科 目 1年 2年 3年 計 教 科 科 目 1年 2年 3年 計

国 語
現 代 国 語 2 2 3 7 芸 術 音 楽 Ⅰ 2 2

古 典 Ⅰ 甲 1 1 2 外 国 語 英 語 Ａ 3 3 2 8

倫理・社会 2 2 普 通 教 科 小 計 23 19 14 56

社 会
政治・経済 2 2 電 気 実 習 3 4 4 11

日 本 史 3 3 電 気 製 図 2 2 4

地 理 Ａ 3 3 工 業 電気工学Ⅰ 6 3 9

数 学
数 学 Ⅰ 6 6 電気工学Ⅱ 2 8 10

数 学 Ⅱ Ｂ 2 2 4 電気工学Ⅲ 2 4 6

物 理 Ⅰ 3 3 職 業 教 科 小 計 9 13 18 40

理 科 物 理 Ⅱ 2 2 特 別 教 育 活 動 1 1 1 3

化 学 Ⅰ 3 3

保 健 体 育 2 2 3 7

体 育 保 健 1 1 2 総 計 33 33 33 99

4 経済安定期での高校教育改革

4.1 都道府県教育長協議会高校問題プロジェクトチームの提言

高校進学率が 90 ％に迫ろうとする 1971 年 8 月 15 日のドルショック，1973 年 10 月
の第１次オイルショックなどに象徴されるように，日本は高度経済成長から低成長への

転換期を迎え，経済安定成長期に入った。

1970 年には高校進学率も 80 ％を超え，高校教育の大衆化と，生徒の多様化がさらに
進み，高度成長期の技術革新や産業界に供給される人材育成のための経済・産業のため

の多様化政策と，経済安定期の高校進学率の上昇に伴う多様な生徒に対する多様化政策

が混合して，より複雑な進展を見せるようになる中で，1971 年 6 月 11 日に中央教育審
議会により通称４６答申といわれ，第３の教育改革と位置づけられている「今後におけ

る学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」の答申が行われた。この

答申では，高校の教育内容について，生徒の能力・適性・希望など多様な分化に応じて，

適切な多様化を提案している。

1975 年 7 月 28 日に都道府県教育長協議会の設置した高校問題プロジェクトチーム

職
業
教
科

普
通
教
科

普

通

教

科



*30 文部省，1993，『学制百二十年史』，ぎょうせい，pp.331-332
*31 黒羽亮一，1997，『ジャーナリストからみた戦後高校教育史』，学事出版，p.101
*32 1984年 8月 8日公布。
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が，新しいタイプの高校の開発を提起したことに始まり，1977 年 7 月 8 日に「高校教
育の諸問題と改善の方向」という最終報告書では，コース制・学習集団の弾力的編成な

どにより，すぐにでも実現が容易であるものと，中長期的展望で実現をめざした中高一

貫による高校，普通科と職業科を一体の高校，単位制高校，集合型高校・全寮制高校な

どを取り上げている。また，同協議会が 1979年 6月 13日に出した研究結果報告書「国
民的教育機関としての高校教育」の中で，新しい形態の高校として，単位制高校，集合

型選択制高校，全寮制高校，職業高校への単位制専攻課程の設置，中高一貫６年制高校，

地域に開かれた高校などの構想が提案されている *30。

1978 年告示の学習指導要領が出された当時は，高校進学率が 90 ％を超えており，多
様な生徒か多数入学しており，多くの教育問題が噴出している時代である。当時の奥野

文部大臣の挨拶の中で，「国民的教育機関」という呼称が登場して，適格者主義の考え

方は大きく後退することになった
*31
。多様な能力や適性を持った生徒が高校に進学して

くるようになり，経済の急激な発展と科学技術や産業の進展に対応した教育内容にする

ために改善する必要が出てきた。

そのような中，都道府県教育長協議会の中に，1975 年に 37 都道府県の教育長からな
る高校問題プロジェクトチームが設けられた。設置の背景は，第二次ベビーブームの子

供が高校入学期に入るにあたり，収容するためには高校増設が不可欠であり，高校進学

率も 90 ％を超えて，多様な生徒に対応するために，高校増設にとどまらず，様々な改
革の提案がなされた。

経済界からの教育改革の要望と提案として，通商産業省・アドホックグループが 1980
年 5 月に「日本の教育についての一提言」を発表した。この中では，６・３・３制の
見直しと，中高一貫教育を提案している。また，1979 年 10 月に，経済同友会の教育問
題委員会が「多様化への挑戦」の中で，６・３・３・４制以外の教育体系の私立学校の

増設，中学・高校を一体化した公立高校の新設などが提言されている。

4.2 臨時教育審議会の答申に見る学校改革

臨時教育審議会は中曽根康弘内閣総理大臣直属の諮問機関として，1984 年 8 月 8 日
の臨時教育審議会設置法の公布により総理府に設置された。

臨時教育審議会設置法 *32・第２条から，臨時教育審議会は，内閣総理大臣の諮問に応

じ，教育やこれに関連する分野に係る諸施策に関し，広く，総合的に検討を加え，必要

な改革を図るための方策に関する基本的事項について調査審議し，内閣総理大臣に答申
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し，意見を述べることができるとしている。また，第３条により，内閣総理大臣は答申

や意見を受けたときは，これを尊重しなければならない。答申や意見は国会に報告する

としている。

審議は，第１部会（二十一世紀を展望した教育の在り方），第２部会（社会の教育諸

機能の活性化），第３部会（初等中等教育の改革），第４部会（高等教育の改革）の４

つの部会に分かれて議論が展開され，表 2.18 のように，1987 年 8 月 7 日を最終答申と
して，３年間に４つの答申が提出された。

1987 年の臨時教育審議会第４次答申では「個性重視の原則」を主眼に置き，高校教
育の多様化と個性化をより強力に推し進める方向に向かう旨の提言がなされた。1985
年 6 月 26 日の第１次答申で６年制中等学校と単位制高校について提言を行い，単位制
高校については 1988 年度から定時制課程・通信制課程で実現された。定時制課程・通
信制課程に入学してくる多くの事情を抱えた多様な生徒に対して，生徒の学習歴や家庭

環境，職を持つ生徒など，生徒個々の事情に応じて高校教育の継続が図れるよう，学年

を設けず，修得した科目の単位を累積加算して卒業認定を行うものであった。

臨時教育審議会の第４次最終答申から見えるものは，個性重視を布石とした全体とし

て教育の自由化，能力主義化の流れにある。

表 2.18 臨時教育審議会答申一覧

第１次答申 1985年 6月 26日
我が国の伝統文化，日本人としての自覚，

６年制中等学校，単位制高等学校，共通テスト

第２次答申 1986年 4月 23日
初任者研修制度の創設，現職研修の体系化，

適格性を欠く教師の排除

第３次答申 1987年 4月 1日 教科書検定制度の強化，大学教員の任期制

第４次答申
1987年 8月 7日 個性尊重，生涯学習，変化への対応

（最終答申）

4.3 経済安定期での学習指導要領

1973 年から 1987 年までの経済安定期においては，生徒の多様化とともに，高校教育
の多様化ともに，高校教育改革へつながる大きな流れの変化があった。

表 2.19は，この時期に改訂された高等学校学習指導要領である。

表 2.19 経済安定期における高等学校学習指導要領

1978年 8月 30日 高等学校学習指導要領の告示：（1982年度から学年進行で実施）

1989年 3月 15日 高等学校学習指導要領の告示：（1994年度から学年進行で実施）
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高校教育の多様化政策について大幅な軌道修正を行い，再検討するために，理科教育

及び産業教育審議会・産業教育分科会は 1973 年 3 月に「職業教育の改善に関する委員
会」を設置し，同委員会は約３年間にわたって審議が行われ，1976 年 5 月 21 日に「高
等学校における職業教育の改善について」の最終報告が行われた。

この報告では，高学歴志向に起因した職業学科への進学希望者の減少傾向，職業学科

から大学など高等教育機関への進学希望者の増加傾向，職業学科へ入学する生徒の能力

・適性，学習意欲の変化，進路意識の成熟の遅れを指摘している。高学歴化の現実に立

ち，実学的な教育を一層重視して，今まで以上に魅力的であるものとなるように改善充

実を積極的に推進する必要があるとしている。

そのための策として，職業学科における基礎教育の重視，職業学科における教育課程

の弾力化，職業学科における学科構成の改善，勤労に関わる体験学習の強化について取

り上げられている。

「職業学科における基礎教育の重視」については，

①生徒の実態に沿うよう，生徒が消化しやすいように教育内容に改める。

②産業界は，著しい技術の進歩により，狭い分野の専門的知識・技術より，幅広い

変化に対応し得る知識・技術・創造力・応用力を求めている。

③一生を通じての成長や発達の基礎づくり，将来おける職業上の学習の基礎となる

べきものに重点がおかれるべきである。

といった種々の観点からの要請があるとしている。

「職業学科における教育課程の弾力化」については，地域や生徒の実態に応じて，弾

力的に教育課程が編成できるように，必須の各教科・科目の総単位数の削減，専門教科

・科目の最低必要単位数の引き下げを求めている。

「職業学科における学科構成の改善」については，ほぼ同一の内容を持ちながら別個

の名称を付している学科の例が多く，高校段階の専門教育として，過度の専門分化は生

徒の進路意識の成熟が遅れていることや，急速な科学技術の進歩に対応し得る幅広い知

識，技術，創造力，応用力が要請されていることを考慮すれば是正されるべきで，これ

を統合する方向で再検討することが適当であるとして，国が教育課程の基準として示す

標準学科としては，総合的ないし基幹的なものにとどめるとして，推進されてきた多様

化路線の是正を求めている。

「勤労に関わる体験学習の強化」については，高校については，生徒の心身の発達段

階からみて，勤労観・職業観の形成，将来の展望に立った進路の選択の面から，勤労に

関わる体験的学習が，職業学科に限らず，学校の教育活動全体を通じて配慮されなけれ

ばならない事柄だとしている。

高校進学率も９割を超え，高校教育の普及に伴い生徒の能力・適性・進路が多様にな

り，また，小学校・中学校・高校の教育に一貫性をもたせるため，教育課程審議会は文

部大臣から 1973 年 11 月に「小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に



*33 寺田盛紀，2009，『日本の職業教育：比較と移行の視点に基づく職業教育学』，晃洋書房，p.7
*34 世界教育史研究会，1981，『世界教育史大系３・日本教育史Ⅲ』，講談社，p.209
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ついて」の諮問を受け，1976 年 12 月 18 日に答申が行われた。高校では，多様な実態
に弾力的に対応できるようにするとともに，学校がゆとりのある中で創意を生かした教

育活動を行う時間が確保できるように，週あたりの授業時数や卒業に必要な単位数の削

減などが適当としている。特に，職業教育を主とする学科にいては，理科教育及び産業

教育審議会が 1976 年 5 月 21 日に答申した「高等学校における職業教育の改善につい
て」を参考にして検討が行われ，学科について過度に専門分化することのないよう総合

的・基幹的なものにとどめること，各教科・科目は基礎的・基本的な内容を重視するこ

と，教育課程が弾力的に編成できるように必須の各教科・科目の総単位数と職業教育を

主とする学科の専門教科・科目の最低必須総単位数を引き下げることを求めている。

これら理科教育及び産業教育審議会・産業教育分科会の報告や教育課程審議会の答申

を踏まえ，1978 年 8 月 30 日に高等学校学習指導要領が告示された。この学習指導要領
の大きな特徴は，教育課程の大幅な弾力化にある。

ここで，1951 年から 1989 年までの高校学習指導要領（工業）の目標を概観すると，
表 2.20 により，1970 年の告示分までは中堅技術者の育成を重視していたということが
うかがえるが，1978 年告示の高等学校学習指導要領からは，基礎・基本的知識や技術
の教育に転換されている。寺田盛紀（2009） *33

は「そこでの職業教育はとうぜん自己

完結的性格のものではなく，後続の企業での補完訓練を前提とされたものである」と指

摘している。

建前としては「進路，適正，能力に応ずる教育」といういい方において多様化が促進

されていき *34，学力に対応した高校に振り分けられていくことになる。このように，高

校段階で選別されることによって，産業界が要求する各段階に応じたレベルの人材の養

成にこたえようとするものであるともいえる。

表 2.20 高校学習指導要領（工業）の目標

1951年
将来，日本の工業の建設発展の基幹である中堅技術工員となるべきもの

に必要な技能・知識・態度を養成

1956年 将来わが国工業界の進歩発展の実質的な推進力となる技術員の育成

1960年 工業の各分野における中堅の技術者に必要な知識と技術を習得

1970年 工業の各分野における中堅の技術者に必要な知識と技術を習得

1978年 工業の各分野にわたる基礎的な技術を実験・実習によって体験

1989年 工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得



*35 家庭に関する教科については，普通教科と専門教科が統合された科目構成となってといる。
*36 神奈川県立神奈川工業高等学校百周年実行委員会，2012，『二渓の風に乗って』，神奈川

県立神奈川工業高校，p.103・(表-11)より作成。
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この学習指導要領では，卒業までに履修・修得する単位数は 80 単位以上となってい
て，専門教育を主とする学科では，専門教育に関する各教科・科目について，すべての

生徒に履修させる単位数は 30 単位以上となっている。また，前学習指導要領と比較し
て，図 2.9 のように，科目数が大幅に削減され，ゆとりのある充実したが学校生活が送
れるように配慮された。

図 2.9 1978年告示の高等学校学習指導要領での専門教科の科目数*35

表 2.21 1982年当時の神奈川工業高校電気科の教育課程 *36

教 科 科 目 1年 2年 3年 計 教 科 科 目 1年 2年 3年 計

国 語
国 語 Ⅰ 4 4 芸 術 音 楽 Ⅰ 2 2
国 語 Ⅱ 3 2 5

外 国 語
英 語 Ⅰ 3 3

日 本 史 3 3 英 語 Ⅱ 3 2 5

社 会
地 理 3 3 普 通 教 科 小 計 24 19 13 156
倫 理 2 2 電 気 実 習 3 4 4 11
政治・経済 2 2 電 気 製 図 2 2 4
数 学 Ⅰ 5 5 工 業 電 気 基 礎 5 3 8

数 学 基 礎 解 析 3 3 電気技術Ⅰ 2 7 9
微分・積分 2 2 電気技術Ⅱ 2 6 8
理 科 Ⅰ 4 4 職 業 教 科 小 計 8 13 19 40

理 科 物 理 2 2 ホ ー ム ル ー ム 1 1 1 3
化 学 2 2

保 健 体 育 2 2 3 7
体 育 保 健 1 1 2 総 計 33 33 33 99

職

業

教

科

普

通

教

科

普

通

教

科



*37 家庭に関する教科については，普通教科と専門教科が統合された科目構成となってといる。
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理科教育及び産業教育審議会は，1981 年 1 月 27 日に文部大臣から「高等学校におけ
る今後の職業教育の在り方」についての諮問を受け，同審議会は 1982 年 12 月に 24 日
と 1984年 6月 25日に，それまでの審議のまとめとして２回の途中経過の公表を行い，
さらに審議をすすめ，1985 年 2 月 19 日に「高等学校における今後の職業教育の在り方
について」の答申を行った。この答申では，職業学科は，特定の職業分野にかかる専門

教育を効果的に実施するためのものである。しかし，産業経済の変化に伴う雇用の量・

質の影響，技術革新による知識・技術の量的拡大と高度化，生徒の学習意欲・能力・適

性・進路の多様な実態に対応するための基礎・基本の重視の必要性を説いている。

1987 年 12 月 24 日に教育課程審議会より「幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の
教育課程の基準の改善について」の答申が行われた。高校での各教科・科目の編成は，

生徒の能力，適性，進路等の多様化の実態と，各学校や地域の実情に応じて編成するこ

とを求めている。職業に関する各教科・科目については情報に関する科目と，新たに「課

題研究」を設けることが示されている。

1989 年 3 月 15 日の高等学校学習指導要領は，この教育課程審議会の答申を受けて文
部省が改訂作業を進め，告示がなされたものである。教育課程の編成について，一層弾

力化ができるようになっている。

職業教育の改善として，学習指導要領で示されている職業教育を主とする学科である

農業，工業，商業，水産，家庭，看護に関する学科のうち，農業，工業，商業，水産，

家庭について，新たな科目として「課題研究」が新設され，原則履修することが定めら

れた。特に，工業科については，工業基礎，実習，製図，工業数理，情報技術基礎，課

題研究の６科目が原則履修科目とされた。

図 2.10 1989年告示の高等学校学習指導要領での専門教科の科目数*37
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5 小括

戦後，ＧＨＱにより，軍国主義・国家主義的な要素の排除と，教育の民主化と機会均等

を実現をするために，単線型の学校制度となり，新制高校として総合制高校が創設された。

戦後最初の高等学校学習指導要領ともいえる 1947 年 4 月 7 日の文部省通達「新制高等
学校の教科課程に関する件」では，旧学制に類する高等普通教育と実業教育，大学進学の

準備課程と職業人の準備課程とに分かれた教科課程の編制が示されており，総合制高校の

理念と異なっており，普通教育と職業教育とを分離させる要素を持っていた。

戦後の施設・設備の荒廃，窮迫する国家財政，教員の大幅な不足，地域の実情を無視し

た占領軍による強力な総合制高校への転換指導があったが，完全な実施を図ることができ

なかった。

1951 年 6 月 11 日に公布された産業教育振興法により，産業教育に関する施設・設備を
充実させるための施策や財政的措置が図られることとなった。

平和条約の発効で独立国となった後は，占領時の教育政策に対する批判と戦前の懐古的

な複線型の教育への傾向を強め，経済発展が進む中での座業界からの要請，生徒・保護者

や全国工業高等学校長協会などからの要望，総合制高校は急激に縮小され，普通教育と職

業教育の分離へと向かわせた。

高度成長期においての高校教育政策の焦点は，産業界の労働力となる人材育成の要請を

受け入れる形で，階層的な技術・技能へ労働者を位置づけるためのハイタレントから現場

の技能労働者に対応すべき人材の育成のための多様化にあるとして学科の細分化が進ん

だ。高校進学率が上昇を続ける中，企業現場の働き手は中学校卒業者から高校卒業者へと

シフトしたため，産業界では工業高校の増設を求めた。これらは，産業界に従属する高校

教育政策ともいえるものである。

経済成長とともに家庭に経済的な余裕が生まれ，進学志向は高まっていった。それは，

高校進学率の上昇と普通科志向をもたらすことなった。戦後まもなくの第一次ベビーブー

ムにより生まれた子どもたちが高校進学の学齢期に迫り，全国で高校増設が行われ，工業

高校についても産業界の要請に合わせるように増設された。経済成長と産業教育の発展と

の間には深い関連があり，産業教育の拡大は，引き続き経済成長を持続・促進していくた

めの有効な手段として期待されていたものといえる。

高校進学率の上昇は，高校教育の大衆化をもたらし，高校の序列化が進行していった。

その結果，工業高校には学習・生活指導場の課題を抱えた多様な生徒が入学してくるよう

になった。1971 年 6 月 11 日の中央教育審議会の答申にも見られるとおり，多様な生徒の
現状に対応する多様な学校制度が提案されるなど，能力主義的な教育政策が進んでいくこ

とになる。

1971 年 6 月 11 日に中央教育審議会より出された，「今後における学校教育の総合的な
拡充整備のための基本的施策について」では，生徒の能力・適性・希望など多様な実態に

応じて，適切な多様化を提案している。また，1976 年 5 月 21 日の理科教育及び産業教育
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審議会の答申では，過度に細分化され，専門分化した学科の統合，基本的な内容の重視な

ど，教育内容が精選と授業時数の大幅な引き下げが行われ，多様化路線の修正が図られた。

都道府県教育長協議会高校問題プロジェクトチームは，多様化した生徒に対応するため

の形態の高校として，単位制高校，集合型選択制高校，全寮制高校，職業高校への単位制

専攻課程の設置，中高一貫６年制高校，地域に開かれた高校などを提案した。

これに呼応するように，1978年告示以降の高等学校学習指導要領からは，教科「工業」
の目標の中から「中堅の技術者」といった養成すべき具体的な人物像が消滅し，基礎・基

本的知識や技術の教育に転換されている。これは，戦後から高度経済成長期にかけて，日

本の産業や経済成長を支える人材として中堅技術者の育成を重視していたものから，高校

進学率の上昇とともに，多様化した生徒の能力や適性に合わせて教育課程の弾力化を進め

ていくための明確な転換を意味するものである。

その政策的課題は 1985 年に設置された臨時教育審議会へと引き継がれ議論されること
となり，1990 年代以降の高校再編を伴った高校教育改革へと発展していくことになる。



*1 文部科学省，学校基本調査より作成。高校進学率は，中学校卒業者及び中等教育学校前

期課程修了者のうち，高校，中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部の本科・別

科並びに高等専門学校に進学した者の占める比率。ただし，就職進学した者を含み，通

信制課程（本科）への進学者と過年度中学校卒業者等を除く。
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第３章 公立工業高校が抱える問題の現状

1 工業高校に入学してくる生徒の特徴

戦後間もなくの第一次ベビーブームにより生まれた子どもたちが，高校入学年齢に近づ

く 1950 年代後半から 1960 年代中頃にかけて，この収容対応策として高校の入学定員の
増加や高校が増設され，量的拡大が図られ大衆化していくことになる。工業高校について

も増設と高校進学率の急増により在籍する生徒が急増していた。最初に，経済政策と教育

政策の関係を考察した上で，高校進学率の上昇と能力主義との関係，高校間格差，職業高

校・工業高校の衰退と，それに伴う生徒指導上の問題を順に追って確認していく。

図 3.1 のように，高校進学率は新制高校が発足して間もない 1950 年には 42.5 ％であっ
たが，1947 年に始まる第一次ベビーブームによって出生した子どもたちが高校に入学し
てくる 1965 年には 70 ％を超えていてる。1974 年には 90.8 ％と 90 ％台に入り，2010 年
には通信制課程への進学者を含めると 98.0 ％となり，中学校卒業者のほとんどが高校へ
進学している状況となっており，準義務教育化しているといってよい状況になっている。

図 3.1 通信制進学者を除いた高校進学率と中学校就職率の推移
*1
〔％〕
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文部省は，1960 年 6 月 21 日に「高等学校生徒に対する指導体制の確立について」通達
した。1960 年 12 月 24 日には，中学校の生徒急増に対処するために「公立の中学校の校
舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法」が公布された。1961
年 1 月 10 日には，全国都道府県教育委員長協議会で，高校生急増対策などの要望事項が
決議された。1960 年から 1965 年にかけては，戦後の第一次ベビーブームによる大量の子
どもたちが高校進学学齢期に迫り，また，1962 年 4 月 24 日には「高校全員入学問題全国
協議会」も発足して高校全入運動が全国で展開され，生徒急増に伴う高校の増設が行われ

た。特に工業高校については，1955年 12月 23日，経済自立５カ年計画にもとづき，1958
年から 1954 年の２年間に，機械，電気，工業化学に関する学科の新増設が行われ，生徒
数が約１万人増加した。1960 年に経済審議会より出された「所得倍増計画にともなう長
期教育計画報告」で，国民所得倍増計画により工業高校卒業程度の技術者が 44 万人不足
するとされた。工業高校の増設については国家的な要請であったこと，新設するための経

費も，普通高校と比較すれば，施設・設備も整えなければならないため多くの財源が必要

になることから，1961 年度から国庫補助が行われることになった。急増する高校進学者
に対応するために，1961 年 11 月 6 日「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等
に関する法律」，いわゆる高校標準法が制定され，高校の整備に必要な財源に地方交付税

をあてることができるようになった。1962 年 1 月 26 日に高等学校生徒急増対策が閣議決
定され，文部省は高校生急増対策を決定し着手することになった。また，定時制課程や通

信制課程，私立高校の拡大で急増する高校進学者の吸収を図ったのである。

高校進学者急増の対応は地方財政が好転していたことから，その主な財源は都道府県で

まかなうことになった。文部省は，機械，電気，工業化学，建築，土木に関する学科を中

心とした工業高校の入学定員を約 8 万 5000 人増員させる計画を策定し，工業高校の拡充
のための予算措置が行われたのである。

各教育委員会でも，工業科の増員計画が打ち出されている。たとえば，北海道教育委員会

が 1961年 9月に発表した「高等学校生徒収容計画」の中では，「1960年の普通課程 66％，
職業課程 34％を，1965年には 60：40，1970年には 50：50となるように転換を行う」，「職
業課程の中でも工業科の充実に力を入れ，・・・」とあり，工業科重視の政策を掲げている。

このような政策に伴い，図 3.2 からも 1962 年から普通科，商業科，工業科に在籍する
生徒数は急激に増加していることが確認できる。特に，工業科については，増加の変曲点

である 1962年度とピーク時 1965年度の増加の割合が最も大きい。
このような生徒数の急増は，生徒の質的な低下をもたらす結果となり，学習指導と生徒

指導上の困難な状況に陥ることとなった。工業高校の増設と生徒の急増がなされた 1960
年代前半は，それまでの意欲の高い比較的少数の生徒を対象としていた工業高校が質的，

量的に転換された時期なのである。

1965 年度には，国の高校急増に対する予算的な措置は打ち切られることになる。各自
治体の高校の増設は国の補助金を前提として策定されたものであるため，国の高校新増設



*2 1948 年度から 1964 年度までは，文部省，1965，『産業教育八十年史』，大蔵省印刷局，
pp.604-605，1965 年度から 1972 年度までは，文部省，1974，『産業教育九十年史』，東洋
館出版，pp.660-661による。
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のための補助金が削減されれば，コストの大きい職業高校の増設に大きな影響を与えるこ

とになる。高校進学率の上昇と生徒の急増に対処するためには高校増設は必須の事項であ

るため，経費の安い普通高校の増設は職業高校以上に多く行われていくことになった。結

果として，生徒や保護者の普通科志向にもある程度応えたことにもなり，高校の進学率が

上昇し，序列化が進む中で，職業高校の地位は必然的に下落していくことになるのである。

図 3.2 工業科の生徒数の推移
*2

科学技術の進歩，技術の高度化は，人材の質的向上を要請することになる。1963 年 1
月 14 日の経済審議会が総理大臣に行った答申「経済発展における人的能力開発の課題と
対策」の中で高度経済成長を支える人材養成のための政策が示された。そこでは，技術革

新の進展と経済構造の変化を背景に，経営者側は必要な労働力を少数のエリート層である

ハイタレントと，現場で従事する多数の労働者集団との２つに分類し，学校教育を多様化

・複線化させ，それぞれに見合った教育を施すことで，効率的に企業の要求に合致した人

材の供給を行う能力主義の徹底を求めたのである。

公立の小学校，中学校とも選択肢のない小学区制の地域に根ざした学校であり，義務教

育の段階の選抜は行われないため，学力や家庭環境などが異なる多様な社会階層の児童・

生徒が混在している。高校については，この時代は中学区制から全学区制の通学形態であ



*3 依田有弘，2010，「東京都における高校職業教育の展開：1956 年から 1970 年まで」『千
葉大学教育学部・研究紀要』58，千葉大学教育学部，p.219，表 9（男子）より作成。

*4 佐々木享，1976，「職業高校の当面している問題」『技術教育研究』9，名古屋大学，p.47
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り，中学校のように地理的に進学できる学校の範囲が狭いエリアに限定されておらず，中

学生が進学できる高校は複数存在していた。また，職業高校については，学科ごとに分けれ

ば学校数も少ないこともあり，早い段階から全学区制を取っていた。高校には中学校時の成

績を含めた選抜による入学試験が実施され，高校が大衆化してくるに従い，学力による振り

分けが顕著となり，各高校には学力的に等質な生徒が集まり，高校には学校間格差が生じ階

層化し，工業高校などの職業高校には，小・中学校時代から学力の遅れが累積した学力の低

い生徒がふるい分けられ，集中して入学してくるという問題が顕在化してくるようになった。

図 3.3 は，東京都における 1957 年度から 1972 年度にかけての第１次募集の学科別通常
課程入学許可者入学学力検査の 100 点満点換算の平均点である。1960 年代中頃から，普
通科との点数の差が広がっていくことが確認できる。

図 3.3 東京都立高校の通常課程入学許可者（第１次募集）入学学力検査の平均点
*3

佐々木享（1976） *4
は，富山県のある工芸高校の生徒会の機関誌を取り上げ「約半数が

自分の意志で入学していない現状は，まったく憂えるべきです」と記述していることを紹

介している。そして，富山県の工業高校の話として「うちの学校でも，六割は，その学科

を希望してきたのではなく，成績が悪いから普通科をあきらめ工業科へでもいこうとで入

学してきている」，埼玉県の工業高校の教員は「うちの生徒大部分は普通高校には入れな

いので，やむをえず，この学校に入ったという連中で，したがって，工業の実習なんか，

まったくやるきがない」といったことを紹介している。そして，このような理由が，職業



*5 佐々木享，1996，「高校職業学科の教育学の課題」『技術教育研究』48，名古屋大学，p.4
*6 香川めい・相澤真一・児玉英靖，2012，「高校教育機会はどのように提供されたのか？：

地方自治体の事例の比較検討による類型化の試み」『応用社会学研究』54，立教大学，p.157
*7 佐藤史人，2003，「地方産業教育計画と産業教育審議会に関する研究」『教育学部紀要・

教育科学』53，和歌山大学教育学部，p.133
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科の生徒を非行に走らせる原因となっていると指摘している。また，佐々木享（1996） *5

は，「職業学科には，一般に学力の低い生徒が集中する傾向が強い。昔からそうだったわ

けではなく，さまざまな理由で偏差値差別が強化された 1960 年代以降に顕著になった」
と述べている。高度成長期では，家庭には経済的な余裕も生まれ，中学校の生徒は普通化

志向となっており，工業高校への進学者は高校が拡充されたにもかかわらず，進学ニーズ

が減少していった。普通科を希望していても学力の面で普通科に進学できなかった生徒が

工業高校などの職業高校に流れてくることになった。その結果，工業高校に入学してくる

生徒の質的低下をもたらし，学習指導や生徒指導上の問題が多発するようになったのであ

る。香川めいら（2012） *6
によると，各都道府県における高校教育の量的なバランスや階

層の基盤は，この時期に確定していったとしている。1976 年 5 月 21 日の理科教育及び産
業教育審議会の報告「高等学校における職業教育の改善について」の中では，大学進学率

の急速な上昇に伴って，職業学科への進学者希望者は次第に減少の傾向にあるため，生徒

の進路希望との間に余りに大きなギャップを生まないよう，高校での学科の適性配置を推

進する必要性を認めている。

このように，学校教育を経済政策・労働政策と結合させ，企業の急激な技術革新に対応

できる技能を持った安価な労働力を大量に効率的に養成するように機能させていくという

構造は，この時代に強められていき，高校進学率の上昇と能力主義的な教育政策の展開に

より，高校間の学力格差は拡大し，多くの生徒指導上の問題を発生させたといえる。

高校を普通科から職業科へ強力に転換させようとした事例として，富山県の七・三体制

がある。富山県の七・三体制とは，高校の職業科と普通科の入学定員の割合を７対３にす

るという構想である。その大きな目的は，地域産業で活躍する人材の育成にあった。

もともと，七・三体制は教育的な視点から始まったことではない。国土総合開発法（1950
年 5 月 26 日）は，国土の自然的条件を考慮して，経済，社会，文化等に関する施策の総
合的見地から，国土を総合的に利用し，開発し，保全し，産業立地の適正化を図り，社会

福祉の向上に資することを目的としたものである。各都道府県は，総合開発審議会を設置

し，そこで総合開発計画について調査・審議し，地方総合開発計画を樹立する。富山県の

産業教育に関する計画は，国土総合開発計画である「富山総合開発計画」の一部に組み込

まれた「総合教育計画」の中に位置づけられており，総合開発計画が産業の振興とそのた

めの人材育成を目的にしていることを強く反映する内容になっている *7 ため，教育計画が



*8 筧田知義，1992，「富山県における高等学校の政策・制度について（その１）」『富山県立
大学紀要』2，富山県立大学，p.1

*9 世界教育史研究会，1981，『世界教育史大系３・日本教育史Ⅲ』，講談社，p209
*10 大阪府学校教育審議会，1982，『大阪府における今後の中等教育のあり方について（答

申）』，大阪府教育委員会，p.4
*11 文部科学省・学校基本調査より作成。
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地域産業の振興と密接に結びつけられて立案されたところに特徴がある。

このように，富山県の七・三体制の原点は，1953 年の第１次富山県総合開発計画に始
まり *8，1961 年 3 月刊の「富山県教育計画」の中には「昭和 45 年度における普通科と職業
科との比を３対７に改善し，工業科を第１学年学級数を現在の２倍の 80 学級へと飛躍的増
大をはかる」

*9
と記され，これが実施に移されることで普通科高校が減少し，職業高校への

転換がなされていったのである。

当時の富山県では通学区が大学区制となっており，普通科へのニーズが高いも関わらず

普通科を減らしたために，中学校の進路指導の中では，半ば強引に職業学科をすすめざる

を得なかったため，生徒や保護者からの反発や批判が相次いだ。それを収拾させるために

1970 年 11 月に知事が見直しの見解を示したことで，七・三体制は解消されていくことと
なった。富山県の事例ではあるが，普通化志向の強さを認識することができる。

図 3.4 のように，1960 年代半ばから 1980 年代にかけて普通科に進学する生徒が増加して
いる。1982 年 6 月 29 日の大阪府学校教育審議会の答申「大阪府における今後の中等教育の
あり方について」の中でも，「中学校卒業者の普通化志向が強いことから，最近 10 年間に新
増設された 57校の府立高校は，すべて普通科のみを設置する高校として開校されてきた」*10

と記されており，普通科へ進学する生徒の増加を裏付けている。

図 3.4 学科別生徒数の推移
*11



*12 県立高等学校再編振興検討委員会，2013，『県立高等学校再編振興に関する報告』，高知
県教育委員会，p.34 より作成。調査時期は 2011 年 9 月，調査対象は，県内市町村立中学
校３年生 714人と保護者 631人・県立高校２年生 540人と保護者 465人。
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高知県教育委員会の県立高等学校再編振興委員会が 2013 年 2 月に出した「県立高等学
校再編振興に関する報告」の中に記されている再編に関するアンケートの中でも，「あな

たの行きたい高校の学科は何ですか」，「県立高校にどのような学科があるとよいと思い

ますか」という問いに対しての回答は，図 3.5のように，中学生，中学生保護者，高校生，
高校生保護者とも「進学，就職どちらにも対応できる普通科」が最も多いことからも，依

然として普通化志向は継続して続いており，専門学科に対するニーズは全体的に低い。

2000 年代に入っても継続して７割を超える生徒が普通科に在籍しており，普通科への進
学志向は定着しているといえる。

中学校では，ほとんどの生徒と保護者が，卒業後の進路として高校進学を前提としてお

り，中学校での進路指導においても高校進学は自明のことと考え進路指導を行う。

中学生の進路意識は，社会経験もなく未分化の状態にある。特に，目的意識や学習意欲

に欠け，学力も低い生徒が，自分の将来の進路や能力・個性を十分に認知し，それに合わ

せて主体的に高校を選択することを期待することはできない。そのような生徒は，進学で

きる高校の選択肢も限られ，本人の十分でない意識と保護者の意向を汲みつつも，教員の

進路指導方針を中心に進学先が決定されていくことになる。

図 3.5 高知県の中学生・高校生等が考える行きたい高校の学科，あったらよい高校の学科
*12
〔％〕



*13 1980 年 9 月から 10 月にかけて，東京，東北，北陸，九州の 17 校を抽出し，国立大学入学
者数によってＡからＤの４段階に分け，5,853 人の生徒を対象に行われた調査報告書である。

*14 1982 年 6 月から 7 月にかけて，１都２県にある 16 公立職業高校の工業科，商業科，園芸
・農業科の１年生から３年生 7,065人の生徒を対象に行われた調査報告書である。
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高校では学力検査だけでなく，中学校での学業成績を重視した入学者選抜により合格者

が確定するシステムのため，中学校での進路指導は合格できると確信が得られる高校を第

一義として，学業成績による輪切りにより進学先の振り分けが行われることになる。その

結果，生徒は学力別に振り分けられた高校に進学することになり，高校間に学力という一

元的な尺度により序列化し，学校間格差が生じ，それが固定化されていく。

学力的に下位に位置づけられた高校に集まるのは，多くの不本意入学者である。学力格

差は，生まれながらにして持っている能力差だけではなく，家庭の経済的格差，親の教育

に対する意識や養育態度などにより生じていることが指摘されている。学力的には同質の

生徒でも，社会的な背景が異なり，自己責任という風潮と相まって，自己肯定感を持ち得

ない生徒が多数在籍していくことになるのである。学力的に下位に位置づけられる工業高

校は，中学校の生徒や保護者の選択の範囲からはずれた存在である。そこに入学してくる

生徒は，学力・学習意欲とも十分ではなく，高校生活に不適応となることや，問題行動を

起こすなどして，中途退学してしまう生徒が多く見られる。

工業高校に進学を希望していた生徒の状況について，1980 年と 1982 年の調査として，
ベネッセ教育開発センターが提供している報告書がある。ベネッセ教育開発センター

（1981）「高校間格差：その実態と虚像」『モノグラフ・高校生』3*13
では，高校の学力ラ

ンクをＡからＤの４段階に分け，生徒の高校間格差に対する意識調査が行われた。この中

では「どのランクの高校でもぜひ入りたかった者がいる」という結果が示されている。ま

た，ベネッセ教育開発センター（1983）「職業高校に学ぶ高校生：過去，現在，未来の生
活と意識」『モノグラフ・高校生』8*14では，今の学校をはじから希望していた生徒は 39％，
他の学校を希望していた生徒は 48 ％，どこでもよいと思ったという生徒は 10 ％，本当
は高校に行きたくなかったという生徒は３％となっており，この調査結果からは約６割の

生徒が受動的な選択をしたといえる。この中で工業科をはじめから希望していた生徒は

47 ％と他の学科と比較して多く，約半数の生徒がはじめから希望していたことになる。
およそ半数の生徒が希望していたという事実は，少なくとも半数は不本意入学ではないと

いうことになるのであるが，図 3.6 のように早い段階から一貫して職業高校を希望してい
たわけではなく，学校段階，学年段階が進むにつれて，しだいに職業高校を希望していく

ように変化していくのである。これは，中学校３年生の段階には具体的な進路指導が始ま

り，それが活発化していく時期でもあり，高校卒業後の進路をも含めた中学校での進路指導

の影響を受けて，本音では気が進まないとしても，現実的な対応として合格の可能性の高い



*15 苅谷剛彦，1983，「高校入学までの生活」『モノグラフ・高校生』8，ベネッセ教育開発セ
ンター，pp.14-16

*16 同上，p.14（図Ⅱ-5），p.85（基礎集計表）より引用
*17 大阪府学校教育審議会，1989，『新しい時代に対応する府立学校の職業学科のあり方について

：特に，工業高等専門学校及び工業高等学校の学科について（答申）』，大阪府教育委員会，p.11
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高校に変えていく過程が指摘されている*15。

図 3.6 職業高校在校生の時期的に見た志望高校の変化
*16
〔％〕

このようなプロセスを経て職業高校を選択をしても，出願した時点で職業高校を希望し

ていると判断されてしまうし，自らも職業高校を希望して入学してきたと思い込んでいく

状況が生まれるのである。工業高校についても同様のことがいえ，主体的に工業高校を希

望したというよりは，むしろ，中学校での進路指導の中で，現実的な選択肢と，成績や高

校卒業後までの進路を突きつけられることにより，不本意ながら選択を余儀なくされ入学

してきた生徒が多いものと推測できる。大阪府学校教育審議会による 1989 年 7 月 25 日
の答申「新しい時代に対応する府立学校の職業学科のあり方について：特に，工業高等専

門学校及び工業高等学校の学科について」の中でも，工業高校の入学者に対して「必ずし

も目的意識を十分に持っているとはいえない生徒の数が増加する傾向にあるなど，生徒の

興味・関心，能力は一層多様になってきている」 *17 と指摘している。これは，普通高校の

定員枠が中学生や保護者の希望に添うだけ準備されていたとすれば不本意入学者は大幅に



*18 小塩隆士，2003，『教育を経済学で考える』，日本評論社，p.182
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減少すると考えられる。工業高校を含む職業学科の存在は，不本意入学者を出すことで保

たれていると言い換えることができるのである。

工業教育を自ら希望して入学してきた生徒もいるであろうが，全体的な学力が低いだけ

でなく，学習意欲に欠け，問題行動を起こす生徒が多く，こうような学習環境下に適応で

きずに中途退学してしまうケースもあり得る。専門学科には専門的な知識や技能・技術を

身につけたいとして入学してくる生徒も存在しているため，意欲のある生徒の学習の機会

を奪わないためにも，学習意欲の薄い不本意入学者や，問題行動を引き起こす生徒により，

授業が停滞したり，暴力行為等により安心して学校生活がおくれないような事態にならな

いように，学習環境を保証していく手立てを講じていくことが必要である。

戦後の新制高校は，普通教育と職業教育の統合された総合制高校を前提として始まった

ものであるが，普通科，専門学科の分化の要因となっている歴史的，政治的な背景にあっ

たものは，占領軍指令官の声明に応じて設置された政令改正諮問委員会の 1951年 11月 16
日の「教育制度の改革に関する答申」である。この答申の中では，①中学校からの普通コ

ースと職業コースの分離，②総合制高校の分解と職業科単独校の増設，③通学区制の廃止

④普通課程・職業課程問の格差の拡大，⑤６年制高校・高等専門学校の設立，⑧定時制高

校と企業訓練との提携 というものであった。

1950年代から産業界からの教育への要求は強まり，1960年 11月 1日の経済審議会「所
得倍増計画にともなう長期教育計画報告」，1962 年 10 月 27 日の経済審議会人的能力部会
の「人的能力政策の基本的方向について」の報告，1963 年 1 月 14 日には経済審議会が総
理大臣に答申した「経済発展における人的能力開発の課題と対策について」などでは，「教

育における能力主義の徹底」を打ち出し，経済発展の担い手である少数のハイタレント・

マンパワーの養成を推し進める一方で，企業の多様な労働力需要に応じた技能労働者育成

のために，高校教育の多様化・複線化政策を推進したのである。これは，進学率の向上に

よって国民的教育機関と化した高校教育を能力別に再編成することを意味し，入学段階か

ら将来の進路を限定させる機能を持たせるものといえる。

2 学力と中途退学率

学校では，生徒の能力に応じた教育が求められている。一斉授業形式では，最大公約数

的に，在籍する生徒の平均的な学力に合わせて授業が展開されることになる。教育には格

差拡大機能が備わっており
*18
，義務教育段階で生じた学力格差が高校の選抜制度によって

一気に成績による振り分けが行われ，生徒・保護者の普通化志向とも相まって，一般的な

工業高校には学力や学習意欲の高い生徒が集まりにくくなっている。そこでの教育の成果

は，本人に生来備わっている能力と家庭・社会的な環境，学校での教育の質，ピア・グル



*19 小塩隆士，2003，『教育を経済学で考える』，日本評論社，p.137
*20 河上亮一，2000，『教育改革国民会議で何が論じられたか』，草思社，pp.32-33
*21 同上，pp.14-15
*22 苅谷剛彦，2001，『階層化日本と教育危機：不平等再生産から意欲格差社会へ』，有信堂

高文社，pp.99-100
*23 東京都立北豊島工業高校校長（2010）
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ープ効果の３つの要因によって決定される *19。これが規範意識の欠如を連鎖させることに

なり，悪循環に陥る要因にもなる。

河上亮一（2000） *20 は，自身の勤めている中学校２年生 200 人の生徒のうち，５，６名
の生徒が学校の枠組みをまったく無視して行動するが，そういった生徒は他の生徒との差が

ほとんどないため，約２割の生徒がこれらの生徒と一緒に行動を起こすようになるとしてい

る。河上によると，高校に生徒を送り出す中学校では，ひ弱でわがままな“新しい子ども”

の存在がはっきりしてきた
*21
としている。河上亮一は，ひ弱さの生徒と，わがまま生徒を次

のように捉えている。

《ひ弱さ》

・生活の型をほとんど身につけていない。

・つらいこと，嫌なことに直面すると，精神的・肉体的にすぐにまいってしまう。

・非常に傷つきやすくなり，他人とうまく関係を結べない。

・全体として元気がなく，無気力で，だらしがない。

《わがまま》

・傷つけられたとき，相手が弱いとみると，激しく反撃し，暴力に限界がなくなった。

・欲望をあくまでも通そうとする。

・感情の起伏が激しく，不安定。

このような生徒の様態は，生まれながらにして持つ能力や性格というものもあるが，家

庭や友人関係など生徒の背後にある環境や経済的苦境など捉えきれない要員の存在の可能

性もあり，原因を教員の指導力の欠如や生徒自身の自己責任として片付けてしまうわけに

はいかないことはいうまでもない。

苅谷剛彦（2001） *22
は，進学した高校がどのようなタイプ・ランクであるかは，生徒

の父親の職業（出身階層）に大きく規定されていると指摘している。工業高校では，入学

時の学力の傾向から，このような生徒が入学してくる傾向が強いといえる。小林薫（2010）*23

は，「一部の工業高校を除けば，不本意入学者と基礎学力不足の生徒が大勢入学している



*24 小林薫，2010，「今後の技術教育と工業高等学校の在り方は？：中学校の技術・家庭科の
変遷を踏まえて」『工業教育資料』331，実教出版，p.8

*25 シム チュン キャット，2005，「高校教育における日本とシンガポールのメリトクラシー
：選抜度の低い学校に着目して」『教育社会学研究』76，日本教育社会学会，pp.178-180

*26 木村好美，2009，「規範意識は６年間でどう変化したのか：規範への同調性の高まりが意味する
もの」『現代の高校生は何を考えているか：意識調査の計量分析をとおして』，世界思想社，pp.20-22

*27 杉山雅宏，2011，「高等学校中途退学に関する文献研究：研究の動向と今後の課題」『東
北薬科大学一般教育関係論集』24，東北薬科大学，pp.1-36
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現実がある」 *24 と述べている。シム チュン キャット（2005） *25 は，2002 年に実施され
た調査で，学校外の学習時間について，下位校普通科では 65.0％，下位校専門学科で 71.0
％の生徒がまったく勉強しないとし，自宅で勉強するかどうかは父親の職業（出身階層）

が有意な効果を持つとしている。出身階層は学校にとってコントロール不能な要素である。

教員が創意工夫をこらして，生徒が興味・関心のわくような授業を展開しても，生徒の生

活基盤である家庭，経済状況や保護者の意識が変わらなければ，その効果は限定的なもの

とならざるを得ない。

木村好美（2009） *26 は，2001 年 9 月から 10 月にかけてと 2007 年 9 月から 10 月にか
けて高校生の意識調査を実施した。データは 2001 年に実施した福岡県の高校９校（公立
高校７校，私立高校２校：高校２年生），および，2007 年に実施した福岡県の高校（公立
高校７校，私立高校２校：高校２年生）と大阪府の高校（公立高校７校，私立高校２校）

である。進学校として「普通科Ａ」，その他の普通科高校を「普通科Ｂ」，専門学科高校

またはクラスを「職業科」と分類し，2001 年と 2007 年の福岡県の規範意識を比較したと
ころ，普通科Ａと普通科Ｂは規範意識が高まっているのに対し，職業科の規範意識につい

ては普通科Ａ，普通科Ｂのような大きな増加はなく，学校タイプによる差は拡大傾向にあ

るとしている。このように，職業科は普通科と比較して規範意識が乏しいため，それが問

題行動につながり，中途退学が多い原因の一つとなっているといえる。杉山雅宏（2011）*27

は，文部科学省（文部省）が本格的に調査を開始して以降，高校の退学発生の理由として

「学力不振」，「問題行動」は減少し，「学校生活・学業不適応」，「進路変更」が一貫して

上昇し，中途退学の理由の上位を占めてきたことを示している。2009年度の「学力不振」
の割合は 7.5％，「問題行動」は 5.5％，「学校生活・学業不適応」は 39.3％，「進路変更」
は 32.8 ％となっているが，文部科学省の調査は，学級担任の判断により退学理由を選択
肢の中から一つ選択したものが集計され，それが報告されたものであるため，真の退学理

由といいがたいものがあるとし，複数の要因が絡み合っていると指摘している。たとえば，

杉山雅宏は，1990 年代以降に発行された学術学会誌，大学紀要などから高校中途退学に
関するものを抜き出して，高校中途退学者の特性について分析を行い，「学校生活不適応」



*28 東京都教育委員会，平成 18 年度における児童・生徒の問題行動等の実態について
（2007），p.24 及び 同．平成 23年度（2012），p.23 より作成。

*29 東京都教育委員会，2012，平成 23 年度における児童・生徒の問題行動等の実態について，
p.23より作成。
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の中では，「中途退学者が在学時に高い衝動性と緊張感を持っていた」など，中途退学を

決意する時点で心理的に不安定な傾向にあること，「中途退学者の４割に基本的生活態度

上の問題が生じている」という先行研究の例をあげている。このことから，高校を中途退

学する生徒は，問題行動を伴う複合的な要因を合わせ持つ生徒が多いものといえる。

不本意入学者が多い状況ならば，在学半ばにしてドロップアウトしてしまう可能性も

高まることが予想されることであるため，中途退学からの検討を行った。

東京都教育の 2006 年度の公立全日制高校の学科別中退率は，図 3.7 のように，学科別
区分の中で専門学科の中途退学者数が最も多くなっている。また，表 3.1 のように，学年
別の中退状況は普通科と専門学科ともに学年が上がるにつれて退学率は下がる傾向がみら

れるが，専門学科は１学年の退学率が１割を超えていて，普通科と比較して１年次の退学

者が顕著に多いことが確認できる。早い段階で多くの生徒が退学していくということは，

学習内容と生徒の希望とが不整合を起こしている可能性を示唆する現象であるといえる。

図 3.7 東京都公立高校の学科別中退率の推移
*28

表 3.1 東京都立高校（学年制）の学年別中途退学者の状況（2011） *29

１学年 ２学年 ３学年

普通科 専門学科 普通科 専門学科 普通科 専門学科

生 徒 数 28,559 7,214 29,732 6,624 27,678 5,995
退 学 者 数 407 407 313 180 93 40
退 学 率 1.4 5.6 1.1 2.7 0.3 0.7



*30 各高校の 2012年度学校要覧より作成。
退学者の定義については明確に示されていない。

*31 北大高校中退調査チーム，2011，「高校中退の軌跡と構造（中間報告）：北海道都市部に
おける 32 ケースの分析」『公教育システム研究』10，北海道大学大学院教育学研究院教
育行政学研究グループ，pp.1-60

*32 小塩隆士，2003，『教育を経済学で考える』，日本評論社，p.191
*33 小塩隆士，2003，『教育を経済学で考える』，日本評論社，p.206
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表 3.2 は，東京都立の工業高校で，2011 年度の学校要覧中に退学率が記されていたも
のについての退学率を示している。図 3.7 のように，専門学科は普通科と比較して退学率
が高い傾向にあることが確認されるが，学年別にみると，１年次の退学率は専門学科全体

の退学率よりも高く，各学校とも学年が上がると退学率は急激に減少している。ただし，

減少の状況は，学校により分布に偏りが見られる。

表 3.2 2011年の学年ごとの退学率 *30

学 校 名 １学年 ２学年 ３学年

北豊島工業高校 26.6 4.2 1.7

蔵前工業高校 10.6 0.6 0.0

荒川工業高校 21.2 0.72 0.02

学力水準の指標である偏差値と照らし合わせてみると，表 3.3 から，偏差値の低い工業
高校ほど，より退学率の高い傾向のあることがわかる。北大高校中退調査チーム（2011）*31

は，学力下位校では，入学できる高校の選択肢が限定されることによる不本意入学，学校の教

育内容，家庭の経済的状況，家族関係などの複合的な要因により退学に至っているとしている。

このように，工業高校には，概して学力・学習意欲が低く，問題行動を起こす可能性

の高い生徒が入学してくる割合が高い傾向にあるため，同じ教室で一緒に教育を受けるグ

ループの特性が，生徒個々の教育の成果に影響を及ぼすピア・グループ効果は無視するこ

とはできない。ある工業高校を一つの大きなグループと捉えれば，その学校でのピア･グ

ループ効果はマイナスに作用する可能性が大きいといえる。メリトクラシーが浸透するほ

ど社会階層の固定化，所得格差の拡大が進み，教育需要が教育に熱心に取り組む層と，教

育に対して関心を持たない層の二極化が形成される
*32
。

教育の成果は，教員の質や経験，学級規模といった教育の質によって規定されるわけで

はなく，その学校に通う生徒の特性が大きく作用する。在籍する子どもの能力が高ければ，

教員は高度な内容の授業を行うことができ，生徒たちの間でも良好なピア・グループ効果

が発揮される *33 とするならば，一般的な工業高校でユニークで特徴的な取り組みを行うこ



*34 2007 年から 2008 年の東京都教育委員会「児童・生徒の問題行動の実態について」（公立
学校分）より作成。偏差値は，2012 年 4 月発行の首都圏高校受験案内 2013 年版，晶文
社に掲載されているものを元にしている。退学率は，退学者については年度途中で校長

の許可を受けて，または，退学した者をいい，他校への転学者や飛び入学により大学に

進学した者は含まない数値を用いて算出されたものである。練馬工業高校は学力検査が

実施されないため，偏差値は提示されていない。
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とで部分的な改善ができても，入学してくる生徒の質や属性が変わらない限り，負のピア･

グループ効果が相乗されて，学力を含む全体的な生徒の質の大きな底上げは難しく，教育の

成果は限定的なものとならざるを得ない。学力的に上位の高校と下位にある工業高校の生

徒との学力や教養，学校生活の質的格差はさらに広がっていく。

表 3.3 東京都立全日制工業高校の退学率％と学力レベル *34

学 校 名 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 偏差値

六郷工科高校 0.9 5.7 3.5 4.8 2.5 2.9 3.1 42
小石川工業高校 12.4 4.6 0.8 閉校

砧工業高校 6.0 0.0 閉校

総合工科高校 7.2(開校) 8.4 5.4 5.0 3.7 2.1 44
中野工業高校 10.7 13.7 14.6 9.7 12.6 9.5 10.3 39
杉並工業高校 8.1 6.9 4.4 7.6 9.0 6.6 5.4 40
練馬工業高校 16.8 15.0 7.0 6.1 7.0 4.2 3.4
工芸高校 0.5 3.2 1.3 3.8 0.9 0.6 0.9 57
王子工業高校 15.6 15.3 2.6 2.9 閉校

北豊島工業高校 13.4 14.2 16.2 14.1 11.6 10.9 9.9 38
蔵前工業高校 2.2 2.1 2.9 5.5 3.5 3.1 4.9 47
荒川工業高校 9.2 8.6 5.9 7.7 6.8 7.6 9.2 39
足立工業高校 6.3 5.5 9.5 6.7 5.0 7.0 5.3 41
向島工業高校 0.4 1.5 閉校

墨田工業高校 4.5 6.6 13.3 8.2 8.2 8.9 8.5 43
葛西工業高校 6.4 8.0 6.3 7.3 4.9 5.2 3.9 40
科学技術高校 1.0 2.4 0.5 1.6 1.5 0.5 0.8 53
八王子工業高校 2.3 0.0 閉校

町田工業高校 5.6 3.2 2.7 5.8 4.3 1.3 1.2 41
多摩工業高校 4.0 4.0 5.8 1.0 3.7 4.2 3.3 40
多摩科学技術高校 2.9(開校) 1.0 55
小金井工業高校 8.3 6.2 10.1 0.3 0.0 閉科

田無工業高校 7.1 4.9 3.6 10.0 2.9 6.5 6.6 40
府中工業高校 3.5 5.9 7.0 4.5 4.7 4.6 2.9 41



*35 苅谷剛彦，2001，『階層化日本と教育危機：不平等再生産から意欲格差社会へ』，有信堂
高文社，p.181-217
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苅谷剛彦（2001） *35 は，意欲や，意欲の源泉とされる興味・関心は，各人を取り巻く

生育環境やその変化によって影響を受けるものである。そして，社会階層が相対的に低い

グループの生徒は，将来のことを考えることをやめ，あくせく勉強しても仕方がないと思

うことで自信（自己有能感）が高められ，その自信は勉強からの離脱という実際の行動に

結びつくように影響を与えているとしている。また，1979 年と 1997 年の調査から，中位
と下位の社会階層に位置する生徒の学校外での学習時間の減少が大きく勉強をしなくなっ

ており，特に下位層で増加傾向の強いことを示している。それだけではなく，「授業がき

っかけとなって，もっと詳しいことを知りたくなる」と思う生徒は，中位と下位の社会階

層で顕著に現れていることも示されている。

このような階層格差は教員の努力だけでは解決することは困難である。階層格差によ

り不利な状況を抱えた生徒を受け入れ教育を展開していかなければならない工業高校で

は，教員個々の努力による授業改善程度のことでは，全体的に学力の向上や学習意欲に対

するモチベーションを高めていくことは容易なことではない。

3 電気主任技術者認定校での教育課程編成の自由度と生徒の多様性に対する影響

3.1 国家試験の視点と学校における活用

工業高校においては，ものづくりとならんで資格取得が生徒の学習意欲の向上と進路

指導の観点から重要視される傾向にある。たとえば，理科教育及び産業教育審議会の

1976 年 5 月 21 日の報告「高等学校における職業教育の改善について」の中で，「各種
資格を取得し，様々な技能・技術検定を受検することは，生徒に具体的な学習の目標を

与えると同時に，自己の到達した知識，技術の水準を確認することにより，学習意欲の

向上を促すものと考えられる」として，職業資格の取得を奨励している。また，同審議

会の 1985 年 2 月 19 日の答申「高等学校における今後の職業教育の在り方について」
では，職業資格取得への配慮として，「職業学科に在籍する生徒が，各種職業資格や技

能・技術検定を目指すことは，目的意識を持った意欲的な学習活動を促すことにもつな

がるので，これらに関連する各教科・科目をできるだけ開設するようにすることが望ま

しい」と指摘している。1989 年 3 月 15 日に告示された高等学校学習指導要領では，教
科「工業」の原則履修科目として「課題研究」を新たに設け，科目の内容の中に「職業

資格の取得」を取り入れることで，教育課程の中に位置づけられた時間内に資格取得に

ついての学習を集中して行うことができるようになった。

関東圏にある公立のＹ工業高校では，表 3.4 のように，生徒たちは非常に多くの資格



*36 Ｙ工業高校，2012，平成 24年度学校要覧，p.5
*37 Ｙ工業高校 2012 年度学校要覧，及び，工業教育推進グループが作成した 2012 年度生徒

資格取得状況表（2013年 3月 31日現在）より作成。
( )中の数値は，2012年 5月 1日時点の１年生から３年生までの在籍者数である。
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試験に臨んでいる。2012 年度のＹ工業高校の学校目標 *36 の中には「「確かな学力」の定

着と，専門技術・技能の向上，資格取得の促進を図る」，「専門科目の学習を通じて，

技術・技能を向上させ，資格取得を促進する」とあり，校内での授業時間の一部や，放

課後の資格講習指導，外部の技術教習所を活用しての講習会の受講させるなど，工業高

校にとって，資格取得が教育上の大きな目標の一つとなっていることがうかがえる。

表 3.4 Ｙ工業高校での資格取得状況 *37

資格種別 資 格 名
機械科（226人） 電気科（229人） 化学科（232人）
受検者数 合格者数 受検者数 合格者数 受検者数 合格者数

ボイラー技士２級 17 2 1 0
電気工事士・第１種 5 1
電気工事士・第２種 35 19
電気主任技術者・第３種 2 0
危険物取扱者・乙種１類 5 3 9 6 2 0

国家資格 危険物取扱者・乙種２類 3 2 10 5 1 0
危険物取扱者・乙種３類 5 1 20 10 3 0
危険物取扱者・乙種４類 111 5 92 7 63 8
危険物取扱者・乙種５類 4 1 17 7 1 0
危険物取扱者・乙種６類 3 2 14 5 1 0
危険物取扱者・丙種 3 0 6 4
基礎製図検定 9 5 2 2
情報技術検定・２級 2 1 15 4
情報技術検定・３級 7 3 26 16 10 4
計算技術検定・１級 2 1 3 0
計算技術検定・２級 13 0 11 2

検定資格 計算技術検定・３級 74 16 60 17 73 26
計算技術検定・４級 95 57 80 63 81 63
日本語ワープロ検定・２級 2 0 5 2
日本語ワープロ検定・準２級 6 5
日本語ワープロ検定・３級 10 7 1 1 21 19
日本語ワープロ検定・４級 4 2 1 1 57 55
ガス溶接技能講習 27 27 2 2

労働安全
クレーン特別教育 39 39 8 8 4 4

衛生法に
高所作業者運転技能講習 1 1

もとづく
玉掛け技能講習 8 8 1 1 1 1

講習
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 10 10
有機溶剤作業主任者技能講習 18 18
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 11 11



*38 谷田親彦・山地愛美，2012，「工業高校における資格取得の意義に関する基礎的研究」『学
校教育実践学研究』18，広島大学大学院教育学研究科付属教育実践総合センター，pp.121-122

*39 学校目標は、各工業高校から発行されている 2011年度学校要覧に掲載されている。

72

谷田親彦ら（2012） *38 は，工業高校における資格取得が，資格取得を目指した生徒

の自主的な学習への取り組みにつながり，学習への評価を資格取得の取り組みの意義と

位置づけた生徒は，学習の量に対する意識を変化させ，重要視するようになっていると

している。このように，資格取得が生徒の学習意欲の向上を喚起するだけでなく，進路

指導にも活用することができる。就職活動において資格取得は，高校での取り組みや，

企業での業務上の必要性の有無から有利に働く可能性もあるが，企業の採用担当者如何

により，明確に評価されるかどうかは定かではない。進学については，推薦入試やＡＯ

入試の場面でアピールすることができ，また，特定の資格や，多くの資格取得により得

られる全国工業高等学校長協会のジュニアマイスターの称号を合否の判断材料の一つと

する大学も存在することから，資格取得は工業教育にとって有効性は認められる。しか

し，資格取得のための学習が長期間に及ぶ場合や，上位の資格取得を目指し，内容が高

度化するにつれて，生徒の取り組みの姿勢や能力差が顕著に現れてくるようになり，能

力別・資格難易度別指導体制の確立，生徒全体の資格取得に対するモチベーションの維

持をどのように図っていくのかという課題が生じる。

また，資格取得のためのテキストや教材の購入，受検費用など，資格が高度化するほ

ど生徒の経済的な負担が増加するなどの課題も見えてくる。

ここでは資格取得の事例として，電気主任技術者認定校（以下，認定校と称す）であ

る関東圏にある４つの工業高校について取り上げるが，いずれの高校でも学科の特色と

して資格取得を掲げており，学校目標の中で資格取得が明記されている *39。これら各工

業高校では資格取得に対する目標を立てて，生徒の学習意欲を喚起させ，進路指導につ

なげていくというねらいがあり，学校での資格取得の奨励は教育的側面と進路指導の側

面を有しているといえる。また，資格取得により一定レベルの知識やスキルを持ってい

ることを示す指標となりうるため就職・進学を有利に進められ，卒業後でも社会的評価の

得られる国家資格を活用して生徒の学習意欲につなげていくという取り組みは有効な教育

手段となりうるものである。しかし，国家資格というものは，社会の機能を維持し得るた

めの必要に応じてつくられてきた公的な職業資格制度であり，学校教育の場における生徒

の学習意欲の喚起や就職・進学活動を有利に進めていくために創設されたものではない。

高校での入学時に目を向けると，高校では義務教育段階の中学校とは異なり，選抜に

よって入学者が選考された生徒が入学してくる。選抜は中学校から提出される調査書に

よって中学校段階での成績が高校に伝えられ，学力検査や面接などの結果とともに総合

的に評価して，成績の上位の者から順に合格者が決定されていくというプロセスを踏む。



*40 『首都圏高校受験案内 2011 年度版』（晶文社）によると，Ａ工業高校，Ｂ工業高校，Ｃ
工業高校，Ｄ工業高校の偏差値はそれぞれ 38，37，43，42 となっている。平均的に，学
力の低い生徒が入学してきているといえる。また，東京都教育委員会の「専門高校検討

委員会報告書」（2002）の中で中学校２年次に工業科の高校を希望しているのは 4.0 ％，
普通科を希望しているのは 61.1 ％であることが示されている。神奈川県産業教育審議会
の「神奈川県の専門高校に関するアンケート調査結果」（2009）でも，中学校３年次の５
月から６月にかけて実施した調査で，工業科を含む専門高校を希望しているのは 7.4 ％，
普通高校を希望しているのは 83.6 ％である。このことから，工業高校には希望して入学し
てくる生徒は少なく、学力による輪切りされた多様な生徒が多数入学してきているといえる。
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高校は入学者選抜が行われることで，必然的に成績による序列化がなされることになる。

そのため，中学校での進路指導においては，生徒の能力や適性，興味・関心，進路の希

望等に配慮しつつも，基本的には序列化された高校の学力レベルに合わせて，成績によ

る輪切り的な進路指導が行われている。中学生の多くは普通高校への進学を希望してお

り，専門高校の一つである工業高校に進学を希望している中学生は少数にとどまる
*40
。

工業高校を「職業を得るための完成教育」として位置づけ，電気主任技術者を目指し

て入学をしてくる生徒を前提とするのであれば，電気主任技術者の認定校とするための

特化させた教育課程が編成されていてもよいが，明確な目的意識を持たない多様な生徒

が入学してくる現状で電気主任技術者の認定校となることで柔軟性を欠く教育課程にし

てしまうことは，生徒の科目選択の幅を狭め，進路を限定的なものにしてしまうことに

もつながる。このことは，1998 年 7 月 23 日に理科教育及び産業教育審議会から答申さ
れた「今後の専門高校における教育の在り方等について」の中でも，「資格試験の中に

は，専門高校の生徒が受験するには，求める知識や技術・技能の程度が高すぎたり，受

験の要件として，高校において多数の科目を修得することを条件にしている例も見られ

る。特に後者の場合，完全学校週５日制の実施に向け教育内容の厳選が求められている

中で，専門高校における教育課程の編成が硬直化するなどの問題点が指摘されている」

として，文部科学省に対し，各学校の創意工夫による教育課程の編成が可能となるよう，

資格要件の弾力化や学校教育への種々の配慮について，関係する省庁や団体等に対し積

極的に働きかけることを求めている。

ここでは，高校における認定校制度が学校の教育課程の編成に硬直性をもたらし，生

徒の希望や能力，進路に応じた教育課程を提供することに大きな制約を与えているのか

考察していく。

3.2 先行研究から見る資格取得の教育課程に対する影響

資格取得が教育課程の編成についてどのような影響を与えているのか，また，そのメ



*41 長谷川雅康，2005，「高等学校工業科の実験・実習内容の変遷に関する一考察：機械科・電
気科の事例」『鹿児島大学教育学部研究紀要・教育科学編』56，鹿児島大学教育学部，pp.43-61

*42 電気事業法（2013年 6月 21日改正）第 43条第１項
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カニズムについて関心を寄せた試みは少ない。その中で，高校の教育課程と資格との関

係について，特に工業高校での教科指導の要とされている実験・実習内容の変遷につい

て長谷川雅康（2005） *41 の研究がある。長谷川は，1970 年，1978 年，1989 年改訂の
高等学校学習指導要領において，実験・実習テーマの内容の変遷を分析している。長谷

川は，研究の中で，高等学校学習指導要領の改訂によって機械科は相当の影響があった

が，電気科については電気主任技術者等の資格試験の要件との関係で，機械科の変化と

比較して大きくないとしている。これは，電気主任技術者などの国家資格が，実験・実

習の内容に少なからず影響を与えていることを示唆している。しかし，資格取得に対す

る指導が本来の教育課程や授業運営を圧迫し，教育課程の編成をどの程度制約をしてし

まっているのか，特に認定制度による資格取得の基準が設けられている場合の確実な授

業運営がなされているのかといったことについては言及されていない。

最初に，資格の公正性という見地から実際の授業時間に着目し，教育課程編成の自由

度を求める。そこから，資格取得のための教育課程が，生徒の実態に応じた学校の裁量

や生徒の科目選択にどの程度の影響を与えているのか検討を行う。その上で，教育課程

編成の自由度を「普通教科と専門教科どちらにでも自由に割り当てることが可能な科目

の単位数と教科全体の単位数との割合」と定義し，一般的な工業高校と認定校との教育

課程編成の自由度に対し比較を行う。教育課程編成の自由度を算定するにあたり，非実

習系の科目と実習系の科目の計算式を作成し，それぞれについて１年あたりの実際の授

業週数を推計値として算出する。

3.3 電気主任技術者国家資格と認定校

3.3.1 主任技術者制度の概要

電気事業法の定めるところにより，事業用電気工作物を設置する者は，事業用電気

工作物の工事，維持及び運用に関する保安の監督をさせるため，経済産業省令で定め

るところにより主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任し

なければならないとされている *42。この主任技術者制度は，自主保安制度の整備の観

点から，知識・技能を有するとして免状が交付された者に事業用電気工作物設置の工

事，維持及び運用に関する保安の監督をさせるため創設された必置の国家資格である。

主任技術者は自主保安の要として重要な業務を担うものであり，確かな専門的な知識

と技術，経験に裏付けされた適切な判断にもとづいて業務が遂行されなければ大事故に

つながり，莫大な損害が生じ，人命さえも失いかねない事態に陥る可能性も出てくる。



*43 電気事業法第 44条（2013年 6月 21日改正）
*44 電気事業法施行規則第 56条（2013年 6月 28日改正）
*45 2010年の経済産業省告示第 71号（認定基準）による。
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主任技術者の免状には，第一種電気主任技術者免状，第二種電気主任技術者免状，第

三種電気主任技術者免状，第一種ダム水路主任技術者免状，第二種ダム水路主任技術者

免状，第一種ボイラー・タービン主任技術者免状，第二種ボイラー・タービン主任技術

者免状がある*43が，本稿で取り上げるのは第三種電気主任技術者についてである。

第三種電気主任技術者が保安の監督をすることができる範囲は，経済産業省令であ

る電気事業法施行規則で，「電圧５万Ｖ未満の事業用電気工作物（出力 5,000KW 以上

の発電所を除く）の工事，維持及び運用」
*44
となっている。

3.3.2 電気主任技術者認定校

電気主任技術者の免状の交付を受けるには，財団法人電気技術者試験センターで実

施している電気主任技術者試験に合格する方法と，経済産業省による認定校で所定の

科目の単位を修得して卒業後，一定の実務経験の審査を経る方法の２つがある。

認定校とは，学校教育法で定める大学・大学院，短期大学，高等専門学校，高校，

またはこれらと同様以上の教育施設であって，経済産業大臣が認定した学校のことで

ある。認定校を卒業した後，資格取得に必要な年数以上の実務に携わった場合に，申

請により電気主任技術者免状の交付を受けることができるのである。

認定校となるには，入学資格・修業年限及び教育施設の内容，関係学科の科目区分

別授業内容及び履修単位，関係学科教員の資格及び人数，関係学科の実験設備などに

ついて，定められた基準を満たす必要がある。

高校の認定校を卒業し，実務経験を積むことにより取得できる電気主任技術者の免

状は第三種である実務経験の内容は。電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等

に関する省令（2010年 3月 31日改正）より，「電圧 500V以上の電気工作物の工事，
維持又は運用」，経験年数は「卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との

和が３年以上」となってる。

経済産業省より認定校として認定されるためには，電気主任技術者免状に係る学校

等の認定基準に関する告示 *45 により，表 3.5 のように電気主任技術者試験の科目に相
当する科目が開設されており，規定以上の単位数の修得が求められている。また，同告

示第２条において，単位数の計算方法が示されており，「高等学校学習指導要領（平成 11
年文部省告示第 58 号）第１章・第２款・第１項による」とされている。高等学校学習指
導要領では単位についての基準が示されており，「単位については，１単位時間を 50 分
とし，35 単位時間の授業を１単位として計算することを標準とする」と記されている。



*46 Ｘ県教育委員会より出された「県立高校改革推進計画 10 年間の成果と課題」(2010 年)の
中では「新しいタイプの高校」，また，「これからの県立高校のありかた・最終報告」(2011
年)の中では「新しいタイプの専門高校」という形で表現されている。
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表 3.5 高校の電気主任技術者認定校での関係学科の単位数

科 目 区 分
科目区分別

高 校 で の 科 目 名
科 目 の

基準単位数 単 位 数

①電気基礎 6単位以上

電気工学又は電子工学等の基礎
②電気基礎 4単位以上

に関するもの
６ 電子技術，または，電子回路 2単位以上

③生産システム技術 4単位以上
電子技術，または，電子回路 2単位以上

発電，変電，送電，配電及び電気
３

電力技術 3単位以上
材料並びに電気法規に関するもの （発電，変電，送電，配電，電気，材料，電気法規に関するもの）

①電気機器 2単位以上
電力技術

電気及び電子機器，自動制御，
電気機器，電子機器，自動制御，電気エネル 2単位以上

電気エネルギー利用並びに情報 ５
ギー利用，情報伝送，情報処理に関するもの

伝送及び処理に関するもの
情報技術基礎，または，電子情報技術 1単位以上

②電気機器 2単位以上
電子計測制御 2単位以上
情報技術基礎，または，電子情報技術 1単位以上

①電気実習，または，電子実習 10単位以上
②電気実習，または，電子実習 8単位以上

電気工学若しくは電子工学実験
工業技術基礎 3単位以上

又は電気工学若しくは電子工学 １０
③電気実習，または，電子実習 8単位以上

実験に関するもの
課題研究 2単位以上

④電気実習，または，電子実習 6単位以上
工業技術基礎 3単位以上
課題研究 2単位以上

電気及び電子機器設計又は電気
２

①電気製図 2単位以上
及び電子機器製図に関するもの ②電子製図 2単位以上
表中の各科目区分の①，②，③，④については，いずれかを選択する。

3.4 対象校の概要と認定校としての開設科目と単位数

ここで取り上げる認定校の工業高校は，関東地方Ｘ県にある公立のＡ工業高校，Ｂ工

業高校，Ｃ工業高校，Ｄ工業高校の４校である。

Ｂ工業高校とＤ工業高校は一般的な従来型の工業高校であるが，Ａ工業高校と C 工
業高校の２校は 2000 年以降にＸ県で行われた高校教育改革で再編・統合・新設によっ
て設立された「新しいタイプの高校」である *46。Ａ工業高校とＣ工業高校では，１年次

では設けられた系やコースに共通する基礎的な内容をすべての生徒が学び，２年次に自

分の希望や適性に応じて系やコースを選択し専門性を深めていく形式で，従来型の工業

高校のように入学した時点で決定されている機械科，電気科などの学科を変更できない



*47 大脇康弘・山口拓史，1987，「新しいタイプの高校の構成原理と課題」『大阪教育大学教
育研究所報』22，大阪教育大学教育研究所，p.71

*48 高等学校教育会館教育研究所，1999，『教務規定等に関するアンケート』，神奈川県高等
学校教職員組合，p.63
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システムとは異なり，生徒の希望や能力に応じた分野を選択できる特徴がある。柔軟性

を持ち勢多教育システムのため，専門性を高める認定校となるためには，認定校となる

ための系やコースを選択した場合，認定校としての開設科目が一般的な従来型の工業高

校よりも２，３年次に集中することになる。大脇ら（1987） *47 は，新しいタイプの高

校の構成原理を「教育の多様化・個性化」であると述べているが，多様な生徒に対応さ

せた新しいタイプの高校であるＡ工業高校と C 工業高校が認定校となることで，柔軟
性を欠いた教育課程を編成せざるを得ない状況となり，新しいタイプの高校としての特

徴を減退させるものといえる。

各工業高校とも，学年制・３学期制・１単位時間 50 分，専門教科として工業科単独
校である。定時制課程も併設されている学校があるが，ここでは一般的な事例に近づけ

るために全日制課程に限定して取り上げることとする。また，各高校では，教科「情報」

の科目２単位を工業科目の情報技術基礎２単位に代替している。総合的な学習の時間に

ついては，Ａ工業高校とＣ工業高校では１単位を総合的な学習の時間として実施し，残

りの２単位分を課題研究で代替させている。また，Ｂ工業高校，Ｄ工業高校は，総合的

な学習の時間の 105 単位時間を課題研究３単位で代替している。これらの代替処置は，
工業高校では一般的によく見られるものである。

3.5 実授業時間数の推計と年間授業週数

2011 年度に，各工業高校で実施された認定校として必要な専門科目を調査したもの
が表 3.6 である。各工業高校とも表 3.5 で規定されている科目の単位数を満たしている
ことがわかる。しかし，単位数的には満たされていたとしても，各科目の単位を実授業

時間に換算されたものが，高等学校学習指導要領で標準とされている「単位については，

１単位時間を 50分とし，35単位時間の授業を１単位として計算することを標準とする」
にもとづいて換算した授業時間数を満たしているということとは別である。

単位の認定を受けるには，履修が認定された上で定期試験の結果・レポート・作品等

の提出によって一定以上の成績を収める必要がある。単位認定の前提として履修の成立

が求められるのである。履修は授業への出席が問われるもので，その要件は学校により，

たとえば，「実授業時間数の３分の１以上」，「学習指導要領上の標準授業時間数の３分

の１以上」など認定基準が大きく異なる *48。いずれにしても，学校内規である教務規定

等で定められた授業時間数以上を出席すれば履修が認定されることになる。同様に，単



*49 各工業高校の 2011年度学校要覧に掲載されている教育課程表より作成。
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位修得についても学校運営や生徒の実態に応じて教務規定等で定められており，生徒の

意欲や努力に主眼を置いたもので，確実に専門知識や技術・技能を身につけさせるとい

う認定校の本来の単位履修の主旨とは根本的に異なるものである。

表 3.6 各工業高校での電気主任技術者認定校としての開設科目と単位数
*49

科 目 区 分
Ａ工業高校 Ｂ工業高校 Ｃ工業高校 Ｄ工業高校

開設科目 単位数 開設科目 単位数 開設科目 単位数 開設科目 単位数

電気工学又は電子工学等の
電気基礎 6 電気基礎 6 電気基礎 6 電気基礎 6

基礎に関するもの

発電，変電，送電，配電及び電気
電力技術 4 電力技術 3 電力技術 3 電力技術 3

材料並びに電気法規に関するもの

電気及び電子機器，自動制御， 電気機器 2 電気機器 2 電気機器 3 電気機器 4

電気エネルギー利用並びに情 電子計測制御 2 電子計測制御 2 電子計測制御 2 電力技術 2

報伝送及び処理に関するもの 情報技術基礎 2 情報技術基礎 2 情報技術基礎 2 情報技術基礎 2
電気工学若しくは電子工学

実 習 10 実 習 8 実 習 9 実 習 6

実験又は電気工学若しくは
工業技術基礎 3 工業技術基礎 3 工業技術基礎 3 工業技術基礎 3

電子工学実習に関するもの 課題研究 3
電気及び電子機器設計又は電気

製 図 2 製 図 2 製 図 2 製 図 2
及び電子機器製図に関するもの

ここで，実際の授業時間数と，学習指導要領上で標準とされている単位時間数から割

り出した授業時間数を比較検討する。

実授業時間数の算出にあたり，通常時の時間割，中間・期末試験などの定期試験時の

時間割，定期試験後の時間割，生徒会総会・文化祭・体育祭準備時など学校行事に伴う

特編時間割等，学校ごとに，その運用は複雑で多岐にわたっている。ここでは，一般的

な運営方法を仮定して，推計値を算出するための手順として，①から⑦条件の下で実授

業時間の推計値を求めることとした。

① 一般的に，入学時に生徒に提示された教育課程は卒業まで保証されており，また，

年度ごとの学校行事に大きな変化はないものと考えられるため，実際の授業時間

の算出にあたり，2011 年度の各学校の学校要覧に掲載されている年間行事予定表
を標準的な年間行事予定表と見立てて，学年ごとの校時間数を算出したものを合

計して卒業までの３年間の校時間を求め，これをもとに実際の授業時間の算出を

行うものとする。
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② 入学式，卒業式，始業式，終業式，遠足，修学旅行，社会見学，体育祭，球技大

会，文化祭，夏季・冬期・春期休業の休業期間など授業が行われない日は，授業

時間に参入しない。

③ １校時間は，学習指導要領上で標準とされている１単位時間と同様に 50分を用いる。
④ 中間試験，学期末試験，学年末試験などの定期試験は授業時間に含める。

⑤ 授業形態を，通常授業，短縮授業，定期試験の三通りとし，通常授業の日は６校

時間，短縮授業の日は４校時時間，定期試験の日は３校時間の授業があるものと

仮定する。

⑥ 授業形態は，学校要覧に掲載されている年間行事予定表から適時判断する。

⑦ 学年ごとに積算された授業形態ごとの校時間数を合計し，定義した計算式を用い

て，非実習系科目と実習系科目に対する１年あたりの実際の授業週数の算出を行う。

1999年告示の高等学校学習指導要領・第１章・第５款・第１項，及び，第２項では，
単位制を除く全日制課程では，週あたりの授業時間数は 30 単位時間を標準とするとし
ている。また，全日制の修業年限は，学校教育法（最終改正：2011 年 6 月 3 日）第 56
条により 3年と定められている。
①から⑦の条件にしたがって各工業高校の通常授業，短縮授業，定期試験について，

学年ごと校時間を算出したものが表 3.7である。

表 3.7 ３年間の授業時数と校時間

Ａ工業高校 Ｂ工業高校

通常授業 短縮授業 定期試験 合計 通常授業 短縮授業 定期試験 合 計

１学年 98 42 22 162 117 35 23 175
２学年 102 38 22 162 117 35 23 175
３学年 78 35 21 134 89 31 22 142
合 計 278 115 65 458 323 101 68 492
校時間 1,668 460 195 2,323 1,938 404 204 2,546

Ｃ工業高校 Ｄ工業高校

通常授業 短縮授業 定期試験 合 計 通常授業 短縮授業 定期試験 合 計

１学年 120 18 20 158 104 41 22 167
２学年 115 19 20 154 101 40 22 163
３学年 96 17 20 133 89 28 21 138
合 計 331 54 60 445 294 109 65 468
校時間 1,986 216 180 2,382 1,764 436 195 2,395



*50 ここでは，実習系科目を工業技術基礎，実習，課題研究，製図とする。
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このことから，１年あたりの実際の授業週数の平均値は，次の (A)式により求めるこ
とができる。

１年あたりの実際の授業週数 ＝
３年間の校時間

････････････････(A)
30単位時間×３年

実習系の科目である工業技術基礎，実習，課題研究，製図については実習レポートや

作品等によって評価がなされ，一般的に定期試験が行われない。したがって，非実習系の

科目と実習系の科目を分けて１年あたりの実際の授業時数を求める必要がある。

非実習系の１年あたりの実際の授業週数は次式となる。

非実習系科目の１年あたりの
＝

３年間の通常授業の校時数＋３年間の短縮授業の校時数＋３年間の定期試験の校時数
･ ･ ･ (B)

実際の授業週数験の校時数 30単位時間×３年

また，実習系科目は，一般的に定期試験がないため，１年あたりの実際の授業週数は，

次式となる。

実習系科目の１年あたりの
＝
３年間の通常授業の校時数＋３年間の短縮授業の校時数

･ ･ ･ (C)実際の授業週数験の校時数 30単位時間×３年

表 3.7 を(B)，(C)式に適用させ，各工業高校における非実習系，実習系それぞれの科
目の１年あたりの平均週数をまとめたものが表 3.8 である。これは推測値ではあるが，
年間行事予定表をもとに算出したものであるから，実際の学校での授業週数との違いは

大きくないものと考えられる。このことから，認定校として最低限必要な単位数は各工

業高校とも教育課程上では確保されているものの，学習指導要領で標準とされている時

間数に満たない運用がなされていると推測されるため，認定校としての基準を満たして

いない可能性が指摘できる。

表 3.8 １年あたりの授業週数*50

Ａ工業高校 Ｂ工業高校 Ｃ工業高校 Ｄ工業高校 平均値

非実習系科目 25.8 28.3 26.5 26.6 26.8

実 習 系 科 目 23.6 26.0 24.5 24.4 24.6

経済産業省の告示で定める専門科目の単位数は高等学校学習指導要領を前提としたも

のであるから，一般の工業高校においては生徒の実態や地域の状況を考慮した校長の裁



81

量により学習指導要領での標準的基準を満たさないことが許容されても，認定校として

は問題があると考えるのが妥当である。本稿で取り上げた４つの工業高校とも，補正を

行った単位設定の教育課程で実施されていない。そこで，規定の時間数を確保するため

に科目の単位数を増加させる補正を行った。

表 3.8 の平均値を用いて補正を行うと，その補正した科目の単位数は表 3.9 のように
なる。認定校として必要な科目の単位を補正した場合の最小の単位の合計値は 38単位，
最大の単位の合計値は 41単位になる。

表 3.9 高校認定校の補正した科目の単位数

科 目 区 分 高 校 で の 科 目 名
科 目 の 補 正 し た

単 位 数 科目の単位数

①電気基礎 6単位以上 8単位以上

電気工学又は電子工学等の基礎
②電気基礎 4単位以上 6単位以上

に関するもの
電子技術，または，電子回路 2単位以上 3単位以上

③生産システム技術 4単位以上 6単位以上

電子技術，または，電子回路 2単位以上 3単位以上

発電，変電，送電，配電及び電気 電力技術 3単位以上 4単位以上
材料並びに電気法規に関するもの （発電，変電，送電，配電，電気，材料，電気法規に関するもの）

①電気機器 2単位以上 3単位以上

電力技術

電気及び電子機器，自動制御，
電気機器，電子機器，自動制御，電気エネル 2単位以上 3単位以上

電気エネルギー利用並びに情報
ギー利用，情報伝送，情報処理に関するもの

伝送及び処理に関するもの
情報技術基礎，または，電子情報技術 1単位以上 2単位以上

②電気機器 2単位以上 3単位以上
電子計測制御 2単位以上 3単位以上

情報技術基礎，または，電子情報技術 1単位以上 2単位以上

①電気実習，または，電子実習 10単位以上 15単位以上

②電気実習，または，電子実習 8単位以上 12単位以上

電気工学若しくは電子工学実験
工業技術基礎 3単位以上 5単位以上

又は電気工学若しくは電子工学
③電気実習，または，電子実習 8単位以上 12単位以上

実験に関するもの
課題研究 2単位以上 3単位以上

④電気実習，または，電子実習 6単位以上 9単位以上
工業技術基礎 3単位以上 5単位以上

課題研究 2単位以上 3単位以上

電気及び電子機器設計又は電気 ①電気製図 2単位以上 3単位以上
及び電子機器製図に関するもの ②電子製図 2単位以上 3単位以上
補正した科目の単位数は，表 3.8 の平均値を用い，非実習系科目＝科目規定の単位数×(35 ÷ 26.8)，
実習系科目＝科目規定の単位数×(35÷ 24.6)として，小数点以下を切り上げたものである。



*51 教育課程委員会，2011，『教育課程に関する調査』，全国工業高等学校調教協会，p.9 より作成。
全国工業高等学校長協会が会員校に対して 2011 年 4 月に行った調査で，北海道 17 校，
東北 69 校，関東 94 校，北信越 44 校，東海 56 校，近畿 60 校，中国 53 校，四国 24 校，
九州 84 校の合計 501 校の集計結果である。調査対象は，全日制課程と定時制課程の併置
校は全日制課程のみで，定時制課程については定時制課程の独立校となっている。
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3.6 教育課程編成の自由度の定義と比較

教育課程編成の自由度を求めるにあたり，工業高校でよく見られる必履修科目である教科「情

報」２単位を工業科目「情報技術基礎」２単位で代替，総合的な学習の時間 105 単位時間を
工業科目「課題研究」３単位で代替することを前提とする。すべての生徒に履修させる普通

普通教科必履修科目の最低限の単位数は 31 単位であるが，教科「情報」の科目２単位を教科
「工業」の「情報技術基礎」２単位で代替させると，必履修科目の単位数は 29 単位となる。
高等学校学習指導要領（1999）では，単位制による課程を除く全日制の課程における週

当たりの授業時数は 30 単位時間が標準とされており，この中にはホームルーム１単位時間
と総合的な学習の時間１単位時間が含まれるが，総合的な学習の時間を工業科目「課題研

究」で代替すれば，週あたり 29 単位時間を教科指導にあてることができる。普通教科，及
び，専門教科合わせて３年間で 87 単位修得できることになる。各工業高校での卒業までに
必要な教科，及び，総合的な学習の時間の単位数は，2011 年度の教育課程表から，Ａ工業
高校では総合的な学習の時間１単位を含めて 87 単位，Ｂ工業高校では 87 単位，Ｃ工業高
校では総合的な学習の時間１単位を含めて 87単位，Ｄ工業高校では 87単位となっている。
各工業高校の 87 単位は卒業するために必要な単位数として求められているものであ

るが，2011 年度の全国的な状況は図 3.8 のとおりとなっている。したがって，Ａ工業
高校，Ｂ工業高校，Ｃ工業高校，Ｄ工業高校の単位数は，一般的な単位数と考えても問

題がない単位数といえる。

図 3.8 工業科の卒業に必要な修得単位（2011） *51



*52 中央教育審議会初等中等教育分科会産業教育専門部会第２回（2006 年 6 月 2 日）で配布
された「専門高校のカリキュラムの例」（資料３）の中にあるカリキュラムの一般的な例

の教育課程表（工業）より作成。

*53 学習指導要領は改訂を重ねるごとに卒業まで修得しなければならない単位数が削減されてき
たが、これに伴い専門教科の最低履修単位数も削減された。これは教育課程編成上の共通性

を高め、各学校の裁量を拡大するとともに、生徒の選択幅を拡大させるための措置である。
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卒業までに必要な普通教科，専門教科を合わせた単位数を 87 単位，そのうち普通教
科の必履修科目に 29 単位，認定校として必要な専門科目として最小値である 38 単位
を適用すると，これ以外に決められる単位数は普通教科と専門教科を合わせて 20 単位
となる。この 20 単位というのは，普通教科，専門教科のどちらにも割り当てることが
可能な単位数である。教育課程編成の自由度を「普通教科と専門教科の総単位数の中で，

普通教科及び専門教科のどちらにも割り当てることが可能な単位数の割合」と定義すると，

教育課程編成の自由度は 23.0 ％となる。しかし，普通教科の必履修科目を最低限の単位
数とする教育課程の編成の仕方は，多様な生徒やそのニーズ，進路に応じた教育という観

点からはずれてしまうものになってしまう。そこで，一般的な工業高校の教育課程の例
*52

を用いて，認定校として必要な専門科目を入れない場合と，入れた場合との比較を行う。

表 3.10 で，教科「情報」の情報Ａは教科「工業」の情報技術基礎の２単位で代替してい
る。これにより，情報技術基礎は実質的に必履修となる。総合的な学習の時間は，教科「工

業」の課題研究の３単位で代替している。課題研究はもともと原則履修ではあるが，３単位

分については実質的に必履修となる。また，便宜的に，教科「地理歴史」の必履修科目を世

界史Ａと地理Ａに，教科「外国語」の必履修科目をオーラルコミュニケーションⅠとする。

普通教科と専門教科の総単位数 87 単位のうち代替される科目を除く普通教科の必履
修科目の単位数は 37 単位である。工業高校には多様な生徒が多く入学してくるケース
が多いと考えられるため，柔軟性を持たせた教育課程が望ましいといえる。必履修科目

を最低限の単位数として教育課程を編成するのではなく，能力，進路，ニーズに応じた

教科指導を行うためにも，37 単位として取り扱うことは妥当なものであるといえるた
め，これを一般的な工業高校の必履修科目の単位数と仮定し，固定化して取り扱う。

専門教科の原則履修，及び，必履修相当科目の合計単位数は 8 単位である。ただし，
専門学科として成立するためには，教科「工業」の科目を 25単位以上にする必要がある。
表 3.10 より，普通教科と専門教科の総単位数が 87 単位，普通教科の必履修科目の単位

数を 37単位として固定し，教科「工業」の科目については動的に変化させるものとする。
教科「工業」の科目を専門学科として成立のための最小の 25 単位 *53 とすると，普通

教科，専門教科のどちらにも割り当てることが可能な残りの単位数は 25 単位となる。
このときの教育課程編成の自由度は 28.7％である。



*54 中央教育審議会初等中等教育分科会産業教育専門部会第２回（2006 年 6 月 2 日）で配布され
た「専門高校のカリキュラムの例」（資料３）の中にあるカリキュラムの一般的な例の教育課

程表（工業）より作成。△は便宜的に選択した必履修科目，□は実質的な必履修科目である。

84

同様に，認定校として必要な専門科目として最小値である 38 単位とすると，普通教
科，専門教科のどちらにも割り当てることが可能な残りの単位数は 12 単位となり，教
育課程編成の自由度は 13.8 ％となる。また，認定校として必要な専門科目として最大
値である 41 単位を適用すると，普通教科，専門教科のどちらにも割り当てることが可
能な残りの単位数は９単位となり，教育課程編成の自由度は 10.3％となる。
以上をまとめたものが表 3.11である。

表 3.10 教育課程の一般的な例（工業に関する学科：電子工学科）
*54

教 科 必履修 科 目 名 １年 ２年 ３年 合計 教 科 必履修 科 目 名 １年 ２年 ３年 合計

国 語
○ 国 語 総 合 4 4 家 庭 ○ 家 庭 総 合 2 2 4

現 代 文 2 2 4 情 報 情 報 Ａ 情報技術基礎で代替

地 理
○ 世 界 史 Ａ 2 2 普通科目単位合計 21 15 15 51

歴 史
日 本 史 Ａ 2 2 教科 原則履修 科 目 名 １年 ２年 ３年 合計

△ 地 理 Ａ 2 2 □ 工業技術基礎 3 3

公 民 ○ 現 代 社 会 2 2 □ 課 題 研 究 3 3

数 学
○ 数 学 Ⅰ 3 3 実 習 3 3 6

数 学 Ⅱ 2 2 4 製 図 3 3

理 科
○ 理 科 総 合 Ａ 2 2

工 業
□ 情報技術基礎 2 2

○ 物 理 Ⅰ 2 2 4 電 気 基 礎 3 3 6

保 健 ○ 体 育 2 2 3 7 電 子 回 路 3 3

体 育 ○ 保 健 1 1 2 電子計測制御 2 2

芸 術 ○ 音 楽 Ⅰ 2 2 通 信 技 術 2 2 4

外国語
△ ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 3 3 電子情報技術 4 4

英 語 Ⅰ 2 2 4 専門科目単位合計 8 14 14 36

表 3.11 教育課程編成の自由度の比較

普通教科・専門教科に関わらず 教育課程の

自由に設定できる科目の単位数 自由度［％］

一般的な工業に関する学科の教育課程 25 28.7

電気主任技術者認定校としての教育課程 9～ 12 10.3～ 13.8



*55 本田由紀，2009，『教育の職業的意義：若者、学校、社会をつなぐ』，筑摩書房，p.193
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学校が定めた卒業に必要な単位数に対する生徒個人が普通教科・専門教科どちらでも

選択できる科目の単位数を工業高校の教育課程の自由度と定義する。具体的には，普通

教科の必履修科目を 37 単位として，卒業に必要な単位数を 87 単位と定めた。高校の
認定校では，認定校となるために経済産業省の告示で定められた専門科目を学習指導要

領上の標準的な時間数で教育課程の中に組み入れると，普通教科・専門教科に関わらず

自由に設定できる科目の単位数は 9 ～ 12 単位で教育課程の自由度は 10.3 ～ 13.8 ％と
なり，一般的な工業高校の自由度 28.7 ％と比較して大きく制限されることから，教育
課程の編成に大きな制約をもたらすことが明らかになった。

認定校として，経済産業省が定める科目の単位数を適切な必履修科目の単位数を保ち

ながら学習指導要領の標準的な基準を満たそうとすると，認定校に必要な科目に圧迫さ

れ，教育課程の編成に大きな制約を受けることがわかった。

生徒の実態や進路に応じた科目設定，生徒の希望による科目選択についての余裕が少

ない。このような特定の専門教科に大きく偏った教育課程の編成は，生徒の学習内容の

多様化，個性化に対しても著しく制限を与えるものといえる。

また，関係学科区分科目別授業内容及び履修単位については教育課程上では適合して

いるものの，学習指導要領上標準とされている「単位については，１単位時間を 50 分
とし，35 単位時間の授業を１単位として計算する」について，Ａ工業高校，Ｂ工業高
校，Ｃ工業高校，Ｄ工業高校で授業時間数が確保されていない可能性が見いだされた。

このような学習指導要領上の教科指導の時間数と実際の高校での時間数との差は認定

校として規定の授業時間数が担保されていないことを示しており，認定校制度のある国

家資格試験の正当性に対して不整合を生じさせる。

工業高校では資格取得が生徒の学習意欲を向上させ，就職や進学活動を有利に進めて

いくとして推奨されることが多いが，どれも安全性に係わってくる資格であるため，少

なくとも基準で定められている事項については十分に配慮し，確保していかなければな

らないといえる。

このように，資格取得という特徴化により細分化された教育課程は特定の専門性を高

められる可能性がある。また，特定の専門性を高めることについて本田由紀（2009） *55

は，「特定の専門分野の学習を端緒・入り口・足場として，隣接する分野，より広い分

野に応用・発展・展開していく可能性を組み込んだ教育課程のデザインが必要である」

と述べ，戦後日本型循環モデルの崩壊のもとでの教育の職業的意義は，特定の専門分野

を切り口として，その後の発展や転換がへの道を開くとしている。これは，ある特定の

職業能力を身につけることで，転職して何らかの理由でその後に異分野の職を得ようと

した場合，隣接領域から異分野領域に転換できる可能性が高まるというという職業教育



*56 吉本圭一，1985，「高卒者の就職と職業生活：普通科就職校の問題とは」『雇用と職業』52，
雇用職業総合研究所，p.36

*57 これは，理科教育及び産業教育審議会の答申「今後の専門高校における教育の在り方等
について」（1998）の中でも，資格試験の中には多数の科目を修得することを条件にして
いる例も見られ，完全学校週 5日制の実施に向け教育内容の厳選が求められている中で，
専門高校における教育課程の編成が硬直化するなどの問題点が指摘されているとしている。
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の意義を説いている。しかし，もし，うまく転換できなければ，転換するだけの能力が

備わっておらず，あるいは積極的に転換しようとする性格を持ち合わせていなければ，

特定の職種にしか通用しない狭い領域での技能労働者に陥るリスクが生じることとな

り，階層の固定化に手を貸すことになる可能性があることを注意しなければならない。

また，学力的に下位層にあたる工業高校に入学してくるような生徒にとっては，高校

の選択の余地は少ない。工業高校は不本意入学の割合が高いため，専門性を高めること

で不本意入学感が助長され，学力や学習意欲のさらなる減退，問題行動など学校不適応

の増加の可能性が指摘でき，その結果，中途退学に至るドロップアウトをしてしまうな

らば，どのような職業教育が準備されていようとも意味をなさない。

吉本圭一（1985） *56 は，工業高校出身者より普通科就職校出身者の方が離職率が高

いが，企業規模ごとに学校タイプの違いで離職率を調べた結果，工業高校出身者と普通

科就職校出身者の職業生活の適応に一貫した傾向が見出せなかったとし，就職先が同じ

であれば，工業高校出身者と比較して普通科就職校出身者の方が職場定着率が低いとい

うことはないとして，普通科就職校では労働条件のよい企業に恵まれていないために全

体的な定着率が低くなっていることを明らかにしている。工業高校での専門教育が，必

ずしも定着率の向上に寄与しているわけではない。

したがって，資格取得の教育課程は一部の相性と意欲のある生徒には有効に働くこと

も考えられるが，不本意入学者が多く，多様な生徒にとっては，科目選択の機会が限定

されてしまうだけの結果に終わり *57，そこで興味・関心の持てない生徒にとっては不本

意就学となり，ドロップアウトにつながる可能性が高まるといえる。

4 工業高校の進路の変化

4.1 職業指導から進路指導への転換

工業高校では，高度成長時代に産業界で活躍する人材養成をしていくために増設が図

られてきたという経緯から，いかにして産業界の要請に応える人材の育成を進めていく

かという意識が働いていなければならないが，「従来，ものづくり現場の若手技術者を

輩出してきた工業高校の専門教育は，地域産業のニーズから乖離し，産業界の求める人



*58 キャリア教育等に係る有識者との懇談会・第１回キャリア教育等推進関係府省課長等会
議（2006）で配付された資料８「経済産業省のキャリア教育・職業教育への取組」，p.10

*59 堀有喜衣，2008，「「実績関係」と高校進路指導の多様化」『「日本的高卒就職システム」
の変容と模索』，労働政策研究・研修機構，p.57，図表 2-1を引用。
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材を育成できていない」 *58 という指摘がなされていることからも，教科の内容が産業界

のニーズに合わせて構築されているとはいえないものの，就職については工業高校と企

業との間には一人一社制や指定校制など，信頼関係と過去の実績にもとづく就職斡旋が

暗黙の了解の下に構築されており，工業高校が生徒を送り出すための中心的な機能の役

割を果たしてきた。

高校など学校による就職斡旋は，進路指導担当の教員が中心となり，公共職業安定所

と連携を取りながら行われている。工業高校での進路指導において，学校への求人枠を

超えた生徒からの希望があった場合には，主には成績，出席状況，部活動の実績など，

客観的な判断ができるデータによりメリトクラシー的な選考が行われている。これと併

せて一人一社制の厳守や指定校制にもとづく校内選考を行うことで，求人のあった企業

の意向に近い生徒を送り出している。特に，従来から卒業生を継続して受け入れている

企業に対しては，その実績関係が壊れないためにも，よりそういった意識が強く働くこ

とになる。しかし，このような学校と企業との慣行について，表 3.12のように，生徒，
高校，企業のそれぞれに対してメリットとデメリットが指摘されている。

表 3.12 生徒・学校・企業それぞれの立場における実績関係による就職斡旋
*59

メ リ ッ ト デメリット

生 徒
仕事をスムーズに得ることが 成績で校内選抜されるため，希望企業を受験できないことがある。

できる。 一人一社しか受験できない。

高 校
大勢の就職者を短期間に安定した 高校によって求人に偏りがあるので，就職名門校以外の高校

仕事に就かせることができる。 からの就職は不利になりがちである。

企 業 安定した労働力を確保できる。 独自の選考ができない。

特に，デメリットの中の生徒の自由な職業選択の機会を制限している，所属する学校

で求人の応募に格差が生じるなど批判から，これらの慣行の大幅な見直しを求める指摘

が，2001 年 2 月 1 日に出された文部科学省の「高校生の就職問題に関する検討会議」
の報告，の文部科学省と厚生労働省が共同で設置した「高等学校就職問題検討会議」よ

り 2002 年 3 月に出された「高卒者の職業生活の移行に関する研究」の最終報告で示さ
れている。しかし，社会経済情勢，産業構造，国際化などに伴う企業の経営環境などの

変化により，高卒求人数は減少し，学校での事前ふるい分けではなく，企業自身が選抜



*60 寺田盛紀，2009，『日本の職業教育：比較と移行の視点に基づく職業教育学』，昇洋書房
*61 2012 年 3 月 27 日付けで文部科学省・厚生労働省から各都道府県教育委員会，各都道府県

知事，関係機関・団体等に出された通知文書「平成 25 年 3 月新規中学校・高等学校卒業
者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について」。
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を行う傾向が指摘され，工業高校の就職斡旋機能としての役割は低下しつつある。また，

寺田盛紀（2009） *60
は，学校として毎年生徒を確実に就職させるためには，できるだ

け多くの企業に幅広く採用され，継続的に採用してくれる企業にできるだけ多く採用し

てもらいたいというのが正確で，実績企業の継続性より，学校と多数の企業との直接的

リクルート関係こそが日本的であり，実績関係の概念とメリトクラシー原理の役割につ

いては相当の修正を要すると指摘している。

2000 年以降，時期は地域によって異なるが，一人一社制のルールが緩和され，2002
年より開始された高卒就職支援システムにより，インターネットによる求人情報の公開

が行われている。

教育的配慮や公正性を堅持するために，新規高校卒業者の職業紹介について表 3.13
のようにルールが定められている。2012 年度のルールは，文部科学省初等中等教育局
長・厚生労働省職業安定局長連名で各都道府県教育委員会教育長・各都道府県知事，主

要経済関係団体代表，任用を担当する国の機関・独立行政法人・特殊法人の長宛てに通

知
*61
することで遵守を求めている。

表 3.13 2012年度の新規高卒者職業紹介年間スケジュール

求
職 7月 1日以降

人 求人票の提出 6月 20日以降
場 公共職業安定所に求人

申
見 応募前職場見学 申込みを行った日以降

込
学 で，学校から求人者に

及
求人票の返戻・公開 7月 1日以降 ・ 見学を依頼する。

び 学校へ求人の申し込み 7月 1日以降
推

推 薦 開 始
9月 5日以降

求
薦 （沖縄県 8月 30日以降）

人
7月 1日以降 及

活
公共職業安定所に求 び

動
学 校 訪 問 人申込みを行った日 選

選 考 開 始 9月 16日以降

期
（求人活動開始） 以降で，事前に学校 考

日
の了解を得ればいつ 期

でもできる。 日



89

企業が高校に求人を行うために学校訪問する場合は，6 月 20 日から高校に対する求
人票を人事権のある事業所を単位として管轄する公共職業安定所に提出し，求人の申し

込みを行う。この時点では，企業が独自に高校に働きかけ求人を行うのではなく，必ず

公共職業安定所を経由することになっている。

6 月 30 日まで提出された求人票は労働関係法令，選考期日，求人内容等の確認が行
われ，7 月 1 日に確認印が押印され企業に返戻される。7 月 1 日以降の求人の申し込み
については，原則として当日中に確認印が押された求人票が返戻される。

企業が高校を指定し求人を行うためには，7 月 1 日以降に公共職業安定所から返戻さ
れた確認印のある求人票の複写を高校に持参，または，郵送する。企業が学校を指定し

ない場合には，公共職業安定所が 7 月 1 日以降にインターネット上で求人を公開して
いく。企業は合理的な理由がない限りは，特定の高校を指定するのではなく，より多く

の高校生に応募する機会が得られるよう努力が求められている。

インターネット上で求人状況を閲覧するためには，労働局から与えられたパスワード

が必要となっており，生徒が直接アクセスできないことになっている。パスワードは高

校の進路担当教員が管理し，必要に応じてアクセスするということになる。高校側では

インターネット上に公開された求人票を見せてもよいが，通常は印刷し，ファイルされ，

生徒に閲覧させている。

生徒は求人票などの資料とともに保護者などの意見を踏まえた上で学級担任や進路担

当教員などに相談し，指導・援助を受け，職場見学を行うことができる。職場見学の目

的は，生徒が職場への理解を深めるとともに，勤務環境や，自らの希望や適性などによ

り就職試験を受験するかどうかの判断の機会を与え，不本意就業による早期の離職を避

けるために行われるものであり，企業は職場見学の際に，採用選考や，採用のための面

接などは行わないということになっている。

進路担当教員は，生徒や保護者の意向，求人を超える希望者があった場合の校内調整，

選考の手続きを経て，各都道府県高等学校就職問題検討会議で定めたルールに則り，校

内手続きを経て学校推薦を行う生徒を決定し，就職試験日程の調整を図ることになる。

学校推薦は 9 月 5 日以降，その際，全国高校統一書式の高校就職用履歴書と就職用
の調査書，学校からの連絡文書などが企業に送付される。生徒は 9 月 16 日以降に就職
試験を受験し，内定の可否についても 9月 16日以降とされている。
これらの取り決めにより，企業の学校指定校制度を弱め，より多くの生徒が求人情報

を共有できることで，学科間での情報の格差が縮小させることができ，応募機会の平等

性・透明性を高めることができる。普通高校や新設校など，就職実績に乏しく企業との

つながりが少ない高校にとっては利点がある制度である。しかし，こうした制度的な変

化は，企業と学校との信頼関係と実績関係を希薄化させることになり，今まで慣習的に

行われてきた就職斡旋制度を大きく変えるものといえる。

表 3.14 は，企業への応募様態が一人一社制であるのか，複数企業への応募が可能であ



*62 都道府県高等学校就職問題検討会議は 2002 年度より設置されており，都道府県教育委員
会と都道府県労働局が共同で開催・運営している。この会議は，公共職業安定所，都道

府県私立学校主管部局，雇用対策主管部局，学校代表，産業界側代表等の参加を求めて，

各都道府県の状況等を踏まえた新規高校卒業者の応募・推薦方法などについて検討･協議

をし，確認を行う役割を果たしている。

*63 厚生労働省の 2012 年 5 月 15 日の報道発表資料「平成 23 年度「高校・中学新卒者の求人
・求職・内定状況」取りまとめ」中の第３表「高校新卒者の都道府県別求人・求職・就

職内定状況（平成 24年 3月末現在）」より。
*64 堀有喜衣，2008，『「日本的高卒就職システム」の変容と模索』，労働政策研究・研修機構，p.1
*65 小杉礼子 他，1998，『新規高卒労働市場の変化と職業への移行の支援』，日本労働研究機構
*66 堀有喜衣，2008，『「日本的高卒就職システム」の変容と模索』，労働政策研究・研修機構，

p.134-135

90

るのかを示したものであるが，各都道府県高等学校就職問題検討会議*62の決定にもとづき，

応募・推薦の方法が定められている。各都道府県の応募・推薦の方法をどのようにするか

は地域ごとの前年度の求人倍率や就職率などを参考に，就職内定率，労働局，教育委員会，

高校，産業界等の意見を集約して決定される。鳥取県，秋田県，沖縄県は，当初から複数

応募・推薦可能となっているが，2011 年度の鳥取県の求人倍率は 0.94 倍，全国 47 都道
府県中 35 位，秋田県の求人倍率は 0.86 倍，全国 47都道府県中 38位，沖縄県の求人倍率
は 0.62 倍，全国 47 都道府県中 46 位*63

と低い倍率であることが，生徒の受験の機会を確

保するために当初から複数応募・推薦が可能とする一因になっているものと考えられる。

表 3.14 から，高校と企業との間の実績関係の特徴である一人一社制，推薦指定校制
が緩和されている実態がわかる。実績関係による高校生の就職は大きく変化してきてい

ることを裏付けるデータの一つといえる。

このように，日本で長期にわたり続いている一人一社制，推薦指定校制という高校生

に対する就職慣行があり，就職をしていく新規高校卒業者の職業への移行が，高校と企

業の実績関係で保たれてきた。

堀有喜衣（2008） *64 は，このような実績関係を「日本的高卒就職システム」と定義

している。小杉礼子ら（1998） *65
は，このような日本的高卒就職システムは，1990 年

代半ば以降，顕著に低下していると指摘している。堀有喜衣（2008） *66 は，求人状況

のよい地域における専門高校においては見出すことができるが，「日本的高卒就職シス

テム」を同様の形式で維持していくことは難しいとしている。また，2002 年より，各
都道府県でこうした就職慣行の見直しが議論され，進められてきた。一人一社制が緩和

は多くの自治体で，高校卒業者の求人数の減少や卒業後に進路未決者を減らすために，

就職解禁日から２週間か１月程度は一人一社制を堅持し，その後は複数の求人に応募・



*67 2013 年 3 月卒業者の都道府県高等学校就職問題検討会議における申し合わせ（2012 年 8
月）より作成。

*68 藤村博之 他，2004，『変わる企業社会とこれからの企業・個人・社会の課題：「雇用重
視」型社会に向けて』，労働政策研究・研修機構，p.3
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推薦できるとしている地域が多い。一定期間後には求人に対する複数の応募・推薦がで

きるということは，同時に複数の内定を獲得することができる一方で，企業は学校から

の信頼関係や過去の実績関係にもとづかない選抜が行われるようになることを意味し，

就職が内定するかどうかは，生徒の自己責任的要素が強まることを意味するといえる。

表 3.14 新規高校卒業者に対する都道府県ごとの企業への応募・推薦の方法
*67

応募・推薦の方法 都 道 府 県

当初から複数応募・推薦可
一人２社まで 鳥取

一人３社まで 秋田，沖縄

10月 1日以降一人２社
岩手，福島，茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，東京，

9月中まで一人１社制
神奈川，滋賀，和歌山，山口，愛媛，高知，鹿児島

10月 1日以降一人３社 宮城，山形

10月 1日以降は複数 福井，広島

10月 14日まで一人１社制 10月 15日以降複数 山梨，長崎

10月 15日まで一人１社制 10月 16日以降一人２社 長野，京都，徳島

11月 1日以降一人２社
北海道，青森，新潟，岐阜，三重，兵庫，奈良，

10月中まで一人１社制
島根，福岡，佐賀，熊本，大分，宮崎

11月 1日以降一人３社 富山，静岡

11月 1日以降複数 石川，岡山，香川

11月中まで一人１社制 12月 1日以降一人２社 愛知，大阪

4.2 就職状況

近年，国際化，情報化，少子高齢化等の進行に加え，産業・経済の構造的変化や非正

規雇用者の増加に伴う雇用の多様化・流動化等を背景として，将来への不透明さが増す

とともに，生徒の進路をめぐる状況は大きく変化している。

雇用形態が終身雇用や年功序列の賃金体系から派遣や非正規といった有期雇用へと移

行が進んでいる。従来は，終身雇用を前提として，若いときの給料は実際の生産性より

も低く設定され，中高年段階に達すると従業員はこの差に当たる金額相当の生産性を上

回る給料により得られるという「暗黙のルール」 *68 が機能し，雇用の安定化が図られて

いたが，この日本型雇用慣行システムは崩壊しつつある。これらに加えて，高校卒業者

の約８割が進学しているという実態から，企業の求人行動の変化は高校卒業者の労働需

要の縮小という形となって現れる。これらは産業の構造的変化にもとづくもので，キャ



*69 進路対策委員会，2012，『卒業者に関わる状況調査』，全国工業高等学校長協会，p.19より作成。
就職率は卒業者数に対する就職者の割合，進学率は卒業者数に対する進学者の割合を表す。
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リア教育，インターンシップなどの学校の努力だけで改善されるものではない。

図 3.9 は 1982 年度から 2011 年度までの全国の私立学校を含む全日制工業科の就職率
と進学率の推移である。就職率はバブル期の 1990 年代初頭から下降しはじめバブル崩
壊後から顕著となり，2002 年度に過去最低となるが，その後景気の持ち直しでやや回
復したものの，６割前後で推移している。それと連動する形で，進学率が変化している。

就職率が低下している背景として，進学率の上昇に伴う必然的な就職率が低下，高校

卒業者に対する求人の全体的な減少，求められる専門的知識や技術・技能の高度化があ

る。また，大学を含む高等教育機関卒業者の増加で，高校卒業者の職種であったものが

大学卒業者に転換され，企業が求める人材の質的変化，たとえば，企業の正社員から派

遣社員・契約社員など非正規雇用者への切り替えなど，構造的要因によるものである。

図 3.9 工業科卒業者の就職率の変化（全国平均）
*69
〔％〕

図 3.10 は，工業科卒業者（工業高校卒業者）の地区別の就職率・内定率・求人倍率
を表したものである。都道府県ごとの産業構造の違いや，労働力需要などにより，就職

率と求人倍率は地域ごとに差が見られるが，最終的な地域ごとの内定率に大きな差はな

い。工業高校では，求人倍率から，どの地域においても卒業者数以上の求人があること

がわかる。しかし，求人倍率が低い地域では，それだけ職種に対する選択の自由度も少

なくなり，労働条件も不利になっていくと考えられ，工業高校で学んだ専門知識や技術

・技能を生かせる職種も減ることにつながる。



*70 進路対策委員会，2012，『卒業者に関わる状況調査』，全国工業高等学校長協会，pp.16-17
より作成。

*71 文部科学省・2012年 3月高等学校卒業予定者の就職内定状況より作成。
10 月末は 2011 年 12 月 16 日，12 月末は 2012 年 2 月 17 日，3 月末は 2012 年 5 月 15 日
の報道発表資料を用いた。就職内定率は，就職希望者に対する就職内定者の割合。
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図 3.10 工業科卒業者の地区別の就職率・内定率・求人倍率（2011年度） *70

表 3.15 は，2012 年 3 月公立高校卒業生就職内定率を示しているが，工業高校は 10 月末
時点で既に 78.4 ％の生徒が内定を獲得しており，工業科は他学科と比べて最も早い段階で
多くの生徒が内定を得やすい学科といえる。

表 3.15 2012年 3月公立高校卒業生就職内定率〔％〕 *71

学 科
全 体 男 子 女 子

10月末 12月末 3月末 10月末 12月末 3月末 10月末 12月末 3月末

普 通 科 45.1 71.4 91.3 45.1 74.0 92.9 45.2 68.6 89.6

農 業 57.4 81.6 96.3 57.2 83.3 97.0 57.5 79.6 95.4

工 業 78.4 92.5 98.3 79.4 93.3 98.6 65.8 82.9 95.0

商 業 63.3 83.7 96.5 64.1 86.5 96.5 62.9 82.6 96.4

水 産 59.8 80.4 96.5 60.9 82.1 96.9 56.5 75.9 95.2

専門学科 家 庭 60.6 79.7 95.0 54.8 80.5 96.7 61.1 79.6 94.9

看 護 42.9 40.0 96.3 － 100.0 96.6 42.9 33.3 96.2

情 報 66.0 86.7 99.5 68.7 87.7 100.0 62.6 85.2 98.9

福 祉 75.1 91.0 98.4 66.4 84.4 97.8 76.6 92.1 98.6

その他 45.0 76.4 93.8 44.1 78.3 95.2 46.2 74.1 92.3

総 合 学 科 57.3 78.7 94.4 57.5 80.6 95.5 57.2 77.1 93.6



*72 筒井美紀， 2008，「企業による新規高卒者の位置づけはなぜ・どのように変動するの
か？」『「日本的高卒就職システム」の変容と模索』，労働政策研究・研修機構，p.129

*73 同上，p.125
*74 進路対策委員会，2010-2012，『卒業者に関わる状況調査』，全国工業高等学校長協会，p.16

より作成。
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高度成長期，経済界から産業現場で働く人材育成の場として工業高校の拡充が求めら

れ，工業高校は拡大されてきたことからも，工業高校の存在意義として最も重視すべき

は，地域の工業分野の産業にどの程度貢献しているか，需要に応じた人材を供給してい

るかということにある。

図 3.11 より，工業高校卒業者のうち就職者の８割から９割は工業分野に関連のある
民間企業に就職しており，工業高校の技術・技能分野の就職率は高いといえる。これは，

工業高校への求人が技術・技能分野に偏りがあることが大きな要因である。「製造や建

設など「汚れる」仕事には，普通科や商業科の生徒は興味関心が無いだろう」，「普通

科出身のほうが続かない」といった認識から工業高校を選好するという企業の存在が確

認されている *72。過去からの就職実績のある企業とのつながりもある。しかし，「労働

者に向けての社会化は，どれほど実践的・実務的な学習であったとしても，一定の効果

はあれ，入社後「本番」の労働の代替にはならない」
*73
という指摘なされ，学科不問と

なる傾向もあらわれていることから，工業高校から工業分野の産業への就職が維持され

続けていくかは不確定的である。

図 3.11 民間企業の技術・技能分野への就職率
*74
〔％〕



*75 進路対策委員会，2010-2012，『卒業者に関わる状況調査』，全国工業高等学校長協会，p.16
より作成。

*76 ここでいう「製造業」とは，経済産業省の工業統計調査に用いられている一般的に「工
業」と呼ばれているものを指し，主として新製品の製造加工を行う事業所，製造加工し

た新製品を主として卸売する事業所という二つの条件を備えているものをいう。

*77 ここでいう「従業者」とは，年末現在の個人事業主及び無給家族従業者，常用労働者を
いい，臨時雇用者を含まない。常用労働者とは「正社員、正職員等」、「パート・アルバ

イト等」及び「出向・派遣受入者」に分けられる。期間を決めず，または，１か月を超

える期間を決めて雇われている者や，日々または１か月以内の期間を限って雇われてい

た者のうち，その月とその前月にそれぞれ 18日以上雇われた者を対象としている。
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地域産業への貢献度については，図 3.12 から，九州地区のように工業高校の卒業者
の半数が九州地区外に流出しているケースもあり，必ずしも地域の産業に十分に貢献し

ているとはいえない地区も見られる。また，東北地区における工業高校の所在地区内の

就職率が 54.5 ％と低いのは，2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の影
響がないとはいえないが，東日本大震災が発生する前年度と比較する限りにおいては，

数値的に大きな違いを見ることはできない。

図 3.12 工業高校の所在地都道府県内の就職率
*75
〔％〕

表 3.16 は，各都道府県にある製造業 *76 のうち従業者 *77 の多い上位下位それぞれ５順

位ごとの従業者数と産業分野の構成比を示している。産業分類の中で工業高校で扱う可

能性のないものとして，食料品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業がある。高等学校学

習指導要領（1999）で定められている教科「工業」の科目の中には，これらに直接関



*78 経済産業省経済産業政策局調査統計部，2011，『我が国の工業：変化を続ける製造業』，経済
産業省，第Ⅰ部・第３章より作成。数値は，2008年の工業統計調査のデータを用いている。
機械器具製造業，情報：情報通信機械器具製造業，輸送：輸送用機械器具製造業を示す。

*79 工業科の学科系列は，2011 年度全国工業高等学校要覧（全国工業高等学校長協会）の分
類にもとづくものである。
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係する科目は存在しない。これらの産業分類に対応するのは，教科「農業」の食品製造

などの科目である。したがって，主に農業高校の就職先と考える方が適切である。

表 3.16 都道府県別製造業の従業者数と産業分野の構成比
*78

順 都 道 従業者数 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

位 府 県 〔人〕 産業 ％ 産業 ％ 産業 ％ 産業 ％ 産業 ％ 産業 ％ 産業 ％ 産業 ％

1 愛 知 887,240 輸送 33.2 生産 8.2 食料 7.7 金属 7.4 プラ 6.5 電気 5.3 鉄鋼 3.6 繊維 3.6
2 大 阪 561,145 金属 14.6 生産 9.9 食料 9.0 プラ 6.5 は用 6.4 印刷 6.4 化学 6.1 電気 5.6
3 静 岡 461,762 輸送 20.6 電気 10.7 食料 9.7 生産 7.2 金属 6.3 プラ 6.0 化学 5.3 紙パ 4.4
4 埼 玉 453,909 食料 13.9 輸送 10.5 金属 9.4 印刷 7.9 プラ 6.9 生産 6.3 電気 4.9 化学 4.8
5 神奈川 437,373 輸送 16.5 食料 11.5 生産 9.3 金属 7.8 は用 6.7 情報 6.3 電気 6.1 化学 5.9

43 徳 島 53,373 化学 16.5 食料 15.7 繊維 7.0 電子 6.6 電気 6.2 紙パ 5.5 金属 5.5 家具 5.4
44 島 根 45,860 食料 14.7 電子 12.6 鉄鋼 9.2 繊維 8.0 生産 6.8 輸送 6.2 窯業 4.7 電気 4.6
45 鳥 取 38,966 電子 19.8 食料 19.3 電気 10.8 繊維 9.0 金属 5.8 情報 5.2 紙パ 4.2 生産 4.1
46 高 知 28,382 食料 22.2 生産 9.6 紙パ 8.8 繊維 6.9 電子 6.2 窯業 6.0 木材 4.8 金属 4.4
47 沖 縄 27,541 食料 40.3 窯業 11.7 金属 9.6 飲料 8.1 印刷 7.4 繊維 4.5 化学 3.2 家具 2.7

表 3.17 は工業高校の学科区分ごとの３年次の学級数であるが，表 3.16 と対比させる
と，工業高校の学科構成が，必ずしも地域の産業構造に対応して編成されていないこと

がわかる。

表 3.17 工業高校の学科区分ごとの３年次の学級数
*79

道 府 県
機 械 系 情 報 系 化 学 系 電 気 系 窯 業 系 建 設 系 繊 維 系 デザイン系 その他の系

クラス ％ クラス ％ クラス ％ クラス ％ クラス ％ クラス ％ クラス ％ クラス ％ クラス ％

愛 知 44 41.1 7 6.5 6 5.6 26 24.3 3 2.8 13 12.1 1 0.9 7 6.5 0 0.0
大 阪 49 42.6 2 1.7 7 6.1 27 23.5 1 0.9 11 9.6 2 1.7 14 12.2 2 1.7
静 岡 19 33.3 6 10.5 3 5.3 2 22.8 0 0.0 11 19.3 0 0.0 1 1.8 4 7.0
埼 玉 32 41.6 12 15.6 5 6.5 16 20.8 0 0.0 10 13.0 0 0.0 2 2.6 0 0.0
神 奈 川 12 20.7 1 1.7 4 6.9 13 22.4 0 0.0 7 12.1 0 0.0 3 5.2 18 31.0
徳 島 8 33.3 3 12.5 1 4.2 5 20.8 0 0.0 4 16.7 0 0.0 1 4.2 2 8.3
島 根 6 40.0 1 6.7 0 0.0 5 33.3 0 0.0 3 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
鳥 取 5 35.7 1 7.1 0 0.0 5 35.7 0 0.0 2 14.3 0 0.0 0 0.0 1 7.1
高 知 8 38.1 3 14.3 1 4.8 3 14.3 0 0.0 3 14.3 0 0.0 1 4.8 2 9.5
沖 縄 14 32.6 4 9.3 0 0.0 12 27.9 0 0.0 7 16.3 0 0.0 6 14.0 0 0.0



*80 製造業の産業分類は，経済産業省の 2008 年度における工業統計調査による分類である。
工業高校の学科区分は，2013 年度・全国工業高等学校要覧（全国工業高等学校長協会），
第６表による。
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工業製品は，高度化・複合化に伴い，技術分野も単一のものではなく，複数分野の技

術の複合体となっている。産業分類のうち「その他」を除き，産業の細分類と高等学校

学習指導要領上の工業科目の内容，製品の性格や特性を検討し，製造業の産業分類と工

業高校の学科区分について最も近い関係にあると考えられるものを，図 3.13 のように
１対１に対応させて，製造業の産業分類と工業高校の学科区分との割合を比較したもの

が図 3.14から図 3.19である。

（製造業の産業分類）

食料品製造業 非工業高校系の製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

輸送用機械器具製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業 （工業高校の学科区分）

はん用機械器具製造業 機械系

生産用機械器具製造業 情報系

業務用機械器具製造業 化学系

化学工業 電気系

石油製品・石炭製品製造業 窯業系

プラスチック製品製造業 建設系

ゴム製品製造業 繊維系

パルプ・紙・紙加工品製造業 デザイン系

電子部品・デバイス・電子回路製造業 その他

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

窯業・土石製品製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

家具・装備品製造業

繊維工業

印刷・同関連業

その他の製造業

図 3.13 製造業の産業分類と工業高校の学科区分との対応
*80
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図 3.14 機械系の製造業と工業高校の学科区分 図 3.15 化学系の製造業と工業高校の学科区分

図 3.16 電気系の製造業と工業高校の学科区分 図 3.17 窯業系の製造業と工業高校の学科区分

図 3.18 繊維系の製造業と工業高校の学科区分 図 3.19 デザイン系の製造業と工業高校の学科区分



*81 北海道産業教育審議会，2011，「高等学校の産業教育の充実に関する調査（報告）」，北海
道教育委員会，p.55，図 8-1 による。2010 年 3 月新規高卒者を対象とした求人票を提出
した企業の中から抽出した 531社のうちの 271社の回答結果である。

*82 同報告書，p.55図 8-4（今後の採用予定と企業の「従業員数」）
*83 2010年度，秋田県産業教育審議会議事録，p8
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製造業の産業分類とその産業分類による製造業に対する工業高校ので人材養成比率に

整合性を持たない状況がいくつか見られる。産業別分布を考慮した学科や教育課程の重

点の置き方に必ずしも十分な検討が加えられていないといえる。

高校では，学科を変更することは容易に行うことができないことから，地域産業と学

科との間に乖離が生じ，必要な学科が新設されないなど，地域の産業構造の変化に応じ

る職業教育を進めていくことは難しいものといえる。

北海道産業教育審議会が 2011 年 12 月 12 日に出した報告「高等学校の産業教育の充
実に関する調査」の中の高校卒業生の採用ついての結果の分析で，職業学科・総合学科

卒業生に重点をおいて採用をするとした企業は 26.6 ％，普通科卒業生は 7.7 ％，どち
らともいえないは 62.0 ％，採用予定はないが 3.7 ％であり *81，約７割の企業が高校卒業

者を採用する際に，必ずしも専門性を重視していないといえる。その中で，企業の従業

員規模の違いで見た場合，従業員数 1 から 6 人の規模の企業では 26.7 ％，21 から 100
人では 27.1％，101から 300人では 25.4％，300人以上では 15.6％と，企業規模が 300
人を超えると，卒業学科を重視しない傾向が強くなることが示されている

*82
。

工業高校を卒業後に就職する場合，学んできた工業に関する学科とは関連のない職種

であったり，関連があっても半年から１年程度で習得できてしまう現場作業であるなら

ば，普通科や工業科以外の学科の卒業生であっても支障は発生せず，工業高校出身者に

絞って採用する根拠を失う。普通高校より多額の公的費用を投じても，職業を通じて社

会に還元されなければ，工業を学んだ意義が薄れてしまうことになる。

「離職に関してだが，経済団体から「せっかく求人を出させ採用してもらったけれど

も，すぐやめるではないか」という話をされる。離職率の１年目は確かに普通科出身が

多いかもしれないが，２～３年目だと普通科以外も増えていくというのは御存知の通り

である。」
*83
という発言もあることから，必ずしも工業高校出身の生徒の定着率が高い

とはいえない。

正確な定着率の全体像を知るには，追跡可能な卒業生だけでなく，追跡不可能な生徒

についての情報を得ていく必要があるといえる。

また，工業高校で学習した専門教科と適合した進路決定が必ずしもなされていない，

就職希望者が就職できないという状況にはないが，希望通りの企業に就職できるとは限



*84 加治佐哲也（代表），2005，「学校運営の改善に向けた教員等の研修の在り方に関する調
査研究報告書」，文部科学省，p.262
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らないことが指摘されている *84。

国際化，産業構造の変化，科学技術の進展，就業構造の変化など，生徒が卒業後に遭

遇する社会環境は変化を続けている。工業教育にとって，社会に有為な人材の育成のた

めに専門性を高めていくことは，変化していく産業社会の中で，学校で獲得した専門的

な知識や技術・技能がミスマッチを起こし，十分に生かせない可能性が出てくる。また，

工業高校レベルの学習内容や生徒の学力や学習意欲の実態から，工業高校生全体に対し

て高度な専門能力の育成することは困難といえる。

5 産業教育関係予算の推移

産業教育振興国庫補助制度は，1951 年 6 月 11 日に制定された産業教育振興法にもと
づいている。産業教育振興法は，第１章から第３章と附則とから構成されており，その

中心的な部分は第３章においての産業教育及び学校に対する財政的援助である。これは，

公立学校だけでなく，私立学校も援助の対象とされた。国庫負担金は公立学校に対する

もの，補助金は私立学校に対するもので，1952年度から実験・実習設備に対する補助，
1954年から施設費に対する補助が実施された。

1953 年 3 月 31 日，産業教育振興法施行令の改正により，高校での産業教育実験実習
の設備等に対する国の負担および補助の割合が定められる。1959 年 3 月 2 日，中央教
育審議会「育英奨学および援護に関する事業の振興方策についての答申」の中では，「高

等学校工業課程卒業程度の技術者は，将来特に著しく不足するものとみられているから，

新設または普通課程からの転換によって，職業課程特に工業課程の増設を図ること。こ

のためには，国はその施設・設備のために大幅に財政的処置を講ずること」としている。

しかし，高度成長期に入り，技術革新の急激な進展に，産業教育実験実習設備が十分

に対応できるものでなくなってきた。文部大臣は，中央産業教育審議会に対し，1961
年 2月 23日に「高等学校における産業教育実験実習施設・設備の基準の改善について」
の諮問を行った。中央産業教育審議会は，1963 年 10 月 19 日にその答申を行い，1960
年告示で 1963 年より学年進行で実施される高等学校学習指導要領に準拠して学習する
場合に必要な最低限の実験実習用施設・設備が示された。国は，この答申を受けて，1964
年 6 月 30 日に「産業教育振興法施行令」を改正して，高校での産業教育のための実験
実習施設・設備の基準の改定が行われた。

中央産業教育審議会では，幾多の建議や答申の中で，産業教育施設・設備の充実と実

験・実習費の確保を要請している。たとえば，中央産業教育審議会より 1957年 10月 22
日に出された建議「中堅産業人の要請について」の中で，実験・実習は産業教育の中核
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的な地位にあり，施設・設備の充実，実験実習費の確保を早急に解決されなければなら

ないとしている。同審議会より 1959 年 9 月 29 日に出された建議「高等学校における
産業教育の改善について」でも，農業，工業，商業，水産，家庭の共通に要請される事

項の中に，実験・実習のための施設・設備が産業教育振興法による国の助成により逐次

整備されつつあるが十分ではないため，急速に拡充するとともに，維持更新していくこ

とを要請している。また，施設・設備だけではなく実験実習費の確保についても一段の

努力が払われることを求めている。

中央教育審議会においても，1957 年 11 月 11 日に出した「科学技術教育の振興方策
についての答申」の中でも高校，中学校，小学校における科学技術教育について，「産

業教育振興法による国の財政的支援を強化し，設備の更新，産業の進展に応ずる特別設

備の充実に対しても助成すること」としている。また，中央産業教育審議会より 1963
年 10 月 19 日に出された答申「高等学校における産業教育実験実習施設・設備の基準
の改善について」の中では，施設・設備の基準は 1952 年度に作成されたもので，急速
な科学技術の進歩のために，施設・設備基準の品目や数量，規格などが時代遅れになっ

てきたことと，1960 年 10 月 15 日告示の高等学校学習指導要領が 1963 年度より学年進
行で実施され，この学習指導要領を円滑に実施するために，施設・設備基準の改訂の必

要性を説いている。改定案作成の対象となった工業に関する学科は，機械科，自動車科，

造船科，電気科，電子科，建築科，土木科，工業化学科，化学工学科，窯業科，色染化

学科，紡織科，採鉱科，や金科，金属工業科，木材工芸科，金属工芸科，デザイン科で

ある。工業高校の新設については国庫補助が 1961年度から行われている。
図 3.20 は，産業教育振興法にもとづく負担金及び補助金予算額総額，高等学校産業

教育設備整備費等補助金と高等学校産業教育施設整備費補助金の合計値の推移を表した

もので，補助金の多くが高校の設備・施設整備関係費で占められており，1961 年から
1964年まで急激な伸びを示している。

1961 年 11 月 6 日に，「公立高等学校の設置，適正配置及び教職員定数の標準等に関
する法律」が制定され，学校の設置，学校の適正な配置，規模，学級編制，教職員定数

の基準が示され，この基準にもとづいた財源が地方交付税が交付された。この法律の中

で示されている学級編成の標準として，公立高校の全日制，定時制における１学級の生

徒の数は 50 人を標準とされているが，農業，水産，工業に関する学科，その他の専門
教育を主とする学科の中で政令で定めるものについては，１学級 40 人としており，１
学級あたりの生徒数が少ないため，教員の目が行き届きやすいといえるが，学級編成の

みを考えた場合，農業，水産，工業の教員の数は，普通科と比較して 1.25 倍の教員を
必要とする。これと整合性を持たせるように，農業，水産，工業の学科における教諭，

助教諭，講師の数は，生徒数を 1.25 倍とした人数から算出した人数としており，さら
に，農業・水産に関する学科は当該学科に１を乗じた数の人数を，工業に関する学科は

学科の数に２を乗じた数の人数が合算される。また，実習助手の数も，農業・水産に関



*85 文部省，1974，『産業教育九十年史』，東洋館出版，pp.694-697，産業教育振興法に基づ
く負担金および補助金予算額（補正後予算）の表より作成。
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する学科は当該学科に２を乗じた数の人数を，工業に関する学科は学科の数に２を乗じ

た数に１を加えた数の人数が合算される。このことから，工業に関する学科は，最も多

くの教員や実習助手を必要とする人件費が高い学科となっていた。

図 3.20 産業教育振興法にもとづく負担金及び補助金予算額の推移
*85

この法律は，「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」と法

律の題名が改正され，2012 年 6 月 27 日改正の基準では，表 3.18 と表 3.19 のように各
専門学科に加算され，職業に関する専門学科においては普通科と比較して，教員等や実

習助手など多く配置され，その中でも工業に関する学科は最も多い教員が配置され，人

件費が最も高い学科となっている。

近年の地方自治体の財政状況の悪化で教育予算も切りつめられ，施設・設備の改善，

専任の教員だけでなく，臨時的採用の教員や非常勤教員の配置さえ抑制されてしまって

いる現状がある。工業高校は施設・設備の整備，維持管理，実習で使用する消耗品，教

員の配置等，普通高校と比較して多くの運営経費がかかる。そのため，自治体や私立学

校など学校の設置者に対して国がその整備に要する経費の一部を補助する産業教育振興

費国庫補助制度があるが，公立学校の設備整備費については，2005 年度より小泉政権
下の国庫補助負担金の廃止や縮減と同時に地方交付税制度の見直しを行う三位一体改革

により，国が使途を限定している国庫補助負担金を廃止・削減し，地方交付税交付金等



*86 学校経営委員会，2012，『工業高等学校の学校経営に関わる調査』，全国工業高等学校長協会
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という形で一般財源化が行われ，次いで，2006 年度より公立学校の施設整備費につい
ては交付先毎に交付金化が行われた。地方自治体は，従来，使途が限定されていた予算

を独自の施策に割り振ることが可能となったのである。これにより，従来から振り分け

られていた高校での産業教育に対する予算は，それぞれの自治体の財政状況や政策によ

り，他の経費に振り分けられてしまう可能性があり，都道府県ごとの格差が広がり，特

に，財政的に厳しい運営が迫られている自治体においては，工業高校をはじめとする産

業教育予算の対象であった職業学科の財源の縮小が現実化してくることが予想される。

表 3.18 全日制における農業・水産・工業，商業，家庭に関する学科の加算される教員等の数

学 科 の 区 分 算 定 の 方 法

農業に関する学科
当該学科数に１を乗じる。

生徒の収容定員の合計数が 201人以上については２を加える。

水産に関する学科 同上。

当該学科の数に２を乗じる。

工業に関する学科 生徒の収容定員の合計数が 200 人以下は１を加え，生徒の収容定員の合計数が 201 人から

920人までは２を加え，当該学科の生徒の収容定員の合計数が 921人以上は３を加える。

生徒の収容定員の合計数が 41 人から 200 人までは課程数に１を乗じた数，201 人か
商業に関する学科 ら 320人までは課程数に３を乗じた数，321人から 680人までは課程数に４を乗じた数，

681人から 1,160人までは課程数に５を乗じた数，1161人以上は課程数に６を乗じた数。

家庭に関する学科 同上。

表 3.19 農業・水産・工業，商業，家庭に関する学科の加算される実習助手の数

学 科 の 区 分 算 定 の 方 法

農業に関する学科
当該学科の数に２を乗じ，当該学科の生徒の収容定員の合計数が 681 人以上の課程
については当該乗じて得た数に１を加える。

水産に関する学科 同上。

当該学科の数に２を乗じて得た数に１を加える。

工業に関する学科 当該学科の生徒の収容定員の合計数が 681 人以上の課程にあつては，当該学科の数
に２を乗じて得た数に２を加える。

商業に関する学科 当該学科の生徒の収容定員の合計数が 561人以上の課程について１とする。

家庭に関する学科 同上。

産業教育振興法に基づいて立てられていた産業教育関連予算は，最盛期の 1992 年頃
には 150 億円から 160 億円あったが，2007 年度にはその１割程度に縮小されている。
全国工業高等学校長協会の調査

*86
によると，2011 年度の国からの産業設備予算は約 25



*87 金額が不明の場合や，確定できない数値も含まれるため，あくまでも傾向を見る程度の
ものとしている。

*88 2012年 1月中旬にＡ工業高校事務部門により提供された資料により作成。
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億 6,964万円，都道府県独自の単独予算の総額は 25億 6,758万円となっている *87。

技術の進展や高度化に対応するための最新の施設・設備の導入はおろか，実習材料の

購入も十分にできず，現行の施設・設備の老朽化もままならなくなっており，体系的に

工業教育も縮小せざるを得ず，工業高校でのキャッチフレーズである「ものづくり」教

育が形骸化されてしまうことが懸念される。

専門教育としての工業高校の充実度を検討するために，実験実習費の一例として，神

奈川県内にある公立Ａ工業高校の実験実習費を取り上げる。実験実習費は主に消耗品に

あてられる。表 3.20 は具体的に購入されている物品である。また，各科共通の消耗品
として，溶接で使用するアセチレンガス，共用のコンピュータ室で使用するプリンタ用

インク・トナーなどがある。ここでは，公立Ａ工業高校での事務部門から工業各科に提

示された 2011 年度の工業科実験実習費（公費）の資料から，生徒一人当たりの年間の
費用の算出を行う。

表 3.20 実験実習費で購入されている物品
*88

課 程 小学科 購 入 物 品

Ａ科
平鋼，記録ペン，アーク溶接棒，スチレンボード，アオニスブラシ，アセチレン調整

器，ユーゲル DX，保護メガネ，アーク溶接手袋，圧力測定器，TACチップ

全 Ｂ科
セメント，標準砂，米松，不易墨汁，グラフ用紙，白ウエス，替え刃式鋸，建築系雑誌，

日
ピンポール，ケント紙，異形鉄筋，平鋼，溶接棒，鉄鋼ドリル，グラフ用紙，スチール直尺

制
単一乾電池，KV 線，電気機械器具製造業工事雑誌，ケント紙，バイブラランプ，皿木

Ｃ科 ネジ，国家資格対策 DVD，糸鋸，CD-R，雲形定規，塩化第二鉄溶液，換気パイプ，小

型卓上ボール盤，シャシーリーマ

Ｄ科 ケント紙，色画用紙，写真用紙，高品位専用紙，CD-R

定 Ｅ科 製図用テープ，科電気機械器具製造業溶接棒，Eリング，ボンデ鋼板，方眼紙

時 Ｆ科 柱 KD材，ケント紙，建築系雑誌，ひのき棒，スチレンボード，基準点，シナランバー，消しゴム

制 Ｇ科 VVFケーブル，電気機械器具製造業工事テキスト，電解コンデンサ，ケント紙

全定各科共通 アセチレンガス，CAI消耗品

表 3.21 から表 3.23 は，2005 年度，2011 年度，2013 年度に教育委員会からＡ工業高
校へ公費として配当された実験実習費である。Ａ工業高校では，全日制・定時制にかか

わらず，配当された実験実習費を学科ごとに 5 月 1 日付けの生徒の人数で除したもの



*89 実験実習費については，2005年 5月下旬にＡ工業高校事務部門により配布された資料による。
生徒数は，Ａ工業高校 2005年度学校要覧に記載された 2005年 5月 1日現在の各科の人数。

*90 実験実習費については，2012年 1月中旬にＡ工業高校事務部門により配布された資料による。
生徒数は，Ａ工業高校 2011年度学校要覧に記載された 2011年 5月 1日現在の各科の人数。
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が割り当てられることになっている。

生徒一人あたりの実験実習費は，2005 年度は 3,021 円，2011 年度は 15934 円，2013
年度は 1368円となっている。
一年間をとおして行われる実習，製図，課題研究，情報通信機械器具製造業教育での

消耗品を生徒一人たり 1,368 円の実験実習費で賄うことは困難である。全日制の場合，
不足分は生徒から別途実験実習費として徴収することができ，PTA からの後援費から
の援助もある。しかし，定時制においては，生活保護世帯や母子家庭など経済的に困窮

している家庭が多い上，保護者・生徒とも教育に対する意識が低く，また，納入金に対

してルーズな保護者も多い。入学時以外で実験実習などの教材費を求めても支払っても

らえるという期待が持てないため，教育委員会から配当された実験実習費の範囲を超え

る分については，教員の自費による補填や，計測実習など実習材料などの材料消耗品の

ほとんどない実習でしのいでいるのが実情である。

自治体や教育委員会が財政難を理由に，このまま産業教育予算が縮減していくならば，

実験実習費を生徒・保護者の経済的な負担を増やすか，材料等，消耗品を多く必要とす

る「ものづくり」的な実習を縮減せざるを得なくなっていく。一方で，工業高校の学校

数を減らして財源を小数の工業高校に集中させることで，学力や学習意欲のない生徒の

受け皿になっている工業高校を，学習意欲のある生徒が集まる工業高校に転換できる機

会ともいえる。

表 3.21 Ａ工業高校で各科に配分された実験実習費（2005年度） *89

課 程 全日制課程 定時制課程 全定各科
合 計

学 科 Ｌ科 Ｍ科 Ｎ科 Ｏ科 Ｐ科 Ｑ科 Ｒ科 共 通

配分額［円］ 696,621 682,788 900,765 483,255 458,339 258,362 281,417 154,453 3,916,000

生徒数［人］ 233 224 345 115 202 81 96 － 1,296

表 3.22 Ａ工業高校で各科に配分された実験実習費（2011年度） *90

課 程 全日制課程 定時制課程 全定各科
合 計

学 科 Ｌ科 Ｍ科 Ｎ科 Ｏ科 Ｐ科 Ｑ科 Ｒ科 共 通

配分額［円］ 350,159 337,979 537,418 173,557 347,114 135,496 155,288 100,989 2,138,000

生徒数［人］ 231 222 355 114 228 89 102 － 1,341



*91 実験実習費については，2013 年 10 月初旬にＡ工業高校事務部門により配布された資料による。
生徒数は，Ａ工業高校 2011年度学校要覧に記載された 2013年 5月 1日現在の各科の人数。

*92 学校経営委員会，2012，『工業高等学校の学校経営に関わる調査』，全国工業高等学校長
協会，p.15より作成。
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表 3.23 Ａ工業高校で各科に配分された実験実習費（2013年度） *91

課 程 全日制課程 定時制課程 全定各科
合 計

学 科 Ｌ科 Ｍ科 Ｎ科 Ｏ科 Ｐ科 Ｑ科 Ｒ科 共 通

配分額［円］ 302,345 298,435 440,485 148,566 284,100 127,715 136,837 86,517 1,825,000

生徒数［人］ 232 228 338 115 218 98 105 － 1,334

6 工業科教員の欠員状況

2006 年の北海道夕張市の財政再建団体指定に象徴されるように，多くの自治体では財
政難に喘いでおり，財政再建が多くの自治体で共通した課題となっている。

三位一体改革によって地方歳出の抑制が進むと同時に地方交付税等の削減や国庫補助負

担金の税源移譲などが実現し，地方の裁量で自由に執行できる予算が増加したが，これに

より地方の財政が健全化されたわけではないため，地方自治体は歳入の確保と同時に歳出

の削減を続けていかなければならない状況である。特に，人件費の抑制は，自治体にとっ

て歳出削減の大きな要となっている。

表 3.24 2012年度の工業科新規採用教員の選考状況（全国平均） *92

大学新卒 90 74 34 0 20 14 0 0 0 0 0 23 255

応募数 大学既卒 472 434 197 0 57 61 0 6 0 1 0 179 1,407

合 計 562 508 231 0 77 75 0 6 0 1 0 202 1,662

採用者数 105 69 26 0 9 11 0 1 0 1 0 28 250

採用率［％］ 18.7 13.6 11.3 － 11.7 14.7 － 16.7 － 100 － 13.9 15.0

図 3.21 より，欠員理由として持つとも多いのは「人事行政の計画的方策」ということ
から，自治体の人件費抑制政策が影響しているものと考えられる。
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*93 学校経営委員会，2012，『工業高等学校の学校経営に関わる調査』，全国工業高等学校長教会，
p.13，表 1-2 より作成。全国工業高等学校長教会会員校 612 校のうちの 431 校の回答結果。
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このまま人員抑制政策が継続して続けられるならば，教員の負担は増し，多忙化が一層

進行し，若い教員への技術・技能や教科指導の伝授にも支障が生じることになる。

図 3.21 教諭・実習助手の欠員事由
*93

7 小括

高度成長期には国民所得倍増計画も加わり，家庭の経済状況にも余裕が生まれ，進学へ

の関心の高まりとともに，高校への進学率が急激に上昇していった。

戦後間もなく第一次ベビーブームにより出生した子どもたちが 1964 年前後に高校進学
年齢に到達しピークを迎えることとなるため，高校の増設が図られたが，特に工業高校に

ついては，経済自立５カ年計画にもとづき機械，電気，工業化学に関する学科の新増設が

なされ，1961 年度から国庫補助も行われることとなった。工業高校の増設は国の要請で
あるとともに，産業界からの意向も大きな影響を与えてきたのであった。

進学率の向上とともに高校は大衆化し，普通科志向が強まる中で，経費の安い普通高校

も工業高校以上に増設が図られ，生徒保護者の普通化志向に応えたことにもなるが，学校

間格差が顕著になってくることで工業高校の地位は低下し，工業高校には学力が低く，学

習意欲が欠如し，生活指導上の問題のある生徒が多く入学してくることとなった。中途退

学率についても，学力水準に呼応して高くなっている。このような学習環境にある工業高

校では，ピア・グループ効果により悪循環から脱却することは難しいといえる。また，学

力や学習意欲，学校外での学習時間は，社会階層が下位にあるほど少なくなっており，こ

のような階層格差は教員の努力だけでは解決することは困難である。

工業高校では資格取得が学校目標の一つとして奨励されている。資格取得指導の中で，

特に電気主任技術者国家資格を組み入れた教科指導では，資格取得を前提とした細分化さ
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れた専門性の高い教育課程を組むことが要求され，教育課程編成の自由度を奪い，生徒の

科目選択についても制約を加えることが明らかとなった。資格取得を組み入れた細分化さ

れた教育課程は，専門性を高められる可能性がある反面，関心が持てなかったり，ついて

こられなければ不本意就学の原因となり，ドロップアウトをしてしまうリスクが生じる。

また，資格取得のための公の認定基準が，教育課程や授業時間について高等学校学習指

導要領上の基準の厳密な実施を求めているとすれば，学校の運営上，基準を満たさなくな

ることがあり，国家資格の取得に対する公正性・公平性は担保することができなくなる。

高校卒業で就職する場合，多くが学校斡旋による就職を希望し，学級担任や進路指導教

員の指導の下，職場見学や就職試験など，就職活動を進めていくことになる。

従来は，工業高校と企業との間には一人一社制や指定校制など，過去の実績にもとづく

信頼関係による就職斡旋が，学校と企業との間の暗黙の了解の下に構築されており，工業

高校が生徒を送り出すための中心的な役割を果たしてきた。しかし，2000 年以降，一人
一社制のルールが緩和され，2002 年より開始された高卒就職支援システムにより，イン
ターネットによる求人情報の公開が行われるようになった。これらの取り決めにより，企

業の学校指定校制度は弱まることで学校や学科の違いによる情報獲得の格差が縮小し，多

くの生徒が求人情報を共有できるようになり，応募機会の平等性・透明性を高めることが

できる反面，従来の就職斡旋制度を大きく変えるものであり，企業との信頼関係と実績に

もとづいた就職斡旋に強みを持っていた工業高校の特徴が崩れていくことになる。

工業高校は，地域産業の需要に応じた人材供給という役割も求められている。そのため

には，地域産業と工業高校で設置される小学科との間に整合性が取れていなければならな

い。しかし，地域産業に十分に貢献していない地域もある。また，工業高校の学科構成が，

必ずしも地域の産業構造に対応して編成されていないことが明らかとなった。地域産業へ

の就職者が，高校で学んできた工業に関する学科とは関連のない職種であったり，関連が

あっても半年から１年程度で習得できてしまうレベルの現場作業であるならば，普通科や

工業科以外の学科の卒業生であっても十分に対応することができるため，企業は工業高校

出身者に限定して採用する必要性はなく，工業高校は就職が有利であるとする根拠を失う。

実験・実習を維持していくための産業教育予算は 1960 年頃から急激に上昇したが，
2005 年度より小泉政権下の三位一体改革により地方交付税交付金という形で一般財源化
が行われ，各自治体の裁量で予算配分が行うことができるようになり，以後，産業教育予

算は減少し続けている。実験・実習は工業教育の中核的な地位を占めており，財政難を理

由に産業教育予算が縮減していくならば，生徒・保護者の負担を増やし実験実習費を賄うか，

材料等，消耗品を多く必要とする「ものづくり」的な実習を縮減せざるを得なくなっていく。

多くの自治体では財政難に喘いでおり，財政再建のための人件費の抑制は，自治体にと

って歳出削減の大きな要となっている。工業科の教員の欠員状況で最も多い理由は「人事

行政の計画的方策」で，自治体の人件費抑制政策の影響が考えられる。このまま欠員状況

が続けば，教員の多忙化はさらに進行し，教科指導にも悪影響を及ぼすことになる。



*1 学校数を公立と私立の合計と仮定したときの私立高校の割合で，学校基本調査より作成。
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第４章 工業科を有する私立高校

1 私立高校を巡る環境の変化

1.1 私立学校の性格と特色

戦後直後の私立学校は，戦災やインフレーションなどにより，その存続をも維持する

ことができないような貶めるほど困難な状態に置かれていた。私立学校を運営する主体

である学校法人の制度は，1946 年 12 月 27 日の教育刷新委員会・第１回建議の中で，
私立学校の基礎を確実にするには，学校経営主体の健全な発達を助成し，これに公共的

民主的性格を付与するため，これを民間法人とは別個の特別法人とすることが望ましと

して，学校法人の制定を提案したことに始まる。学校法人の制度は，1949 年 12 月 15
日に公布された私立学校法により具体化された。

戦後，新制高校が発足した当初，高校は，学区制・男女共学制・普通教育を主とする

学科と専門教育を主とする学科を併置する高校三原則による高校が基本型とされたが，

私立高校については対象外とされており，旧制中学校や高等女学校から新制高校への転

換であったため，そのまま旧制中学校からの伝統を引き継いでいる学校が多かった。ま

た，公立高校の場合は学区制が敷かれたが，私立学校は新制高校当初から学区の制約が

ない通学区域による募集が行われていた。図 4.1 のように，私立高校では，1950 年代
後半から 1960 年代中頃まで，ベビーブームによって生まれた子どもたちを生徒数は吸
収する役目を担いうために生徒数を著しく増加させ，学校数も拡大させていった。

1963 年には高校入学者選抜制度の改正が行われ，能力主義的選抜と学校の序列化に
より，私立高校の多くは落ちこぼれた生徒の受け皿として，日本での後期中等教育を担

う大きな役割を果たしてきたといえる。

図 4.1 学校数と在籍者数の私立高校の割合
*1
〔％〕



*2 東京都生活文化局私学部私学振興課，2012，『東京都の私学行政：平成 24（2012）年』，
東京都，p.3

*3 1989年公示の高等学校学習指導要領・第１章・第５款・３の(1)
*4 1989 年公示の高等学校学習指導要領・第１章・第６款・６の(5)，1999 年公示の高等学校

学習指導要領・第１章・第６款・５の(5)
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学校数の増加より生徒数の増加の割合が大きいが，これは私立高校が大規模化してい

るということを示している。私立高校は生徒の確保しなれればならないという経営的な

側面から都市部に偏在していたが，2012 年度においても，大都市圏，特に東京都では
私立高校が生徒を引き受けている割合が高くなっており，大都市圏に多く偏在している

実態は継続している。

私立学校は「建学の精神」にもとづいた個性豊かで自主性を尊重した教育により，公

立学校にはない特色を持っている。私立学校は学校法人によって設置されるのであるが，

教育基本法第６条では，国立，公立，私立を問わず公の性質を有するとされており，私

立学校法においても私立学校の自主性と公共性が求められており，国公立学校と同様に

学校教育法が適用されている。また，独自性を保証するために，私立学校法の規定によ

り，管理・運営については，理事会，評議会等が行うとされ，基本的に行政の介入によ

らず自主的に管理運営される。この自主的な運営が私立学校での建学の精神にもとづく

運営を可能にし，私立学校設立の趣旨，存在意義の原理となっている。この建学の精神

に則り，公共性や学校としての各種法律や所轄庁である自治体の条例等の範囲内ではあ

るが，特色ある教育が展開されているところに公立学校との大きな違いがあるといえる。

たとえば，東京都内の私立高校の特徴
*2
として，一貫教育，男女別教育，宗教教育があ

る。2011 年度の段階で，東京都内で高校を設置している学校法人の中で中学校を併設
している学校法人は約８割を占めており，併設中学校と高校を合わせた６年間一貫教育

を行っているところが多い。男女別教育については，2011 年度における比率として，
男女共学校は 45.9 ％，男女別教育は 54.1 ％と半数以上の私立高校が男女別教育を展開
している。しかし，少子化に伴う生徒数の減少は，私学経営の基盤を授業料収入に置く

私立学校にとって建学の精神をも揺るがす問題であり，男女別教育から男女共学校に転

換する私立高校が増えつつある。

このように，私立高校は公立にない特徴的な教育を行っているのであるが，臨時教育

審議会以後の単位制高校，総合学科高校，中高一貫教育，職業を主とする学科において，

産業科など複数の学科にまたがる学科の設置 *3，習熟度別学級編成 *4 など学習指導要領

の弾力化による運用，学校ごとに地域や学校の特色や生徒の実態に応じて内容を定める

総合的な学習の時間の導入，高校教育改革から派生した学校の統合・再編成と新しいタ

イプの高校の設立，東京都教育委員会の進学重点校の指定などかに見られるような教育



*5 岩本宗治，2004，「サウディアラビアから帰国して：工業教育における国際貢献と高校・
大学連携のすすめ」『工業教育資料』293，実教出版，p.6

*6 原田三代治，2006，「私学ならではの工業教育：「一点突破」型の専門教育の追求」『工業
教育資料』308，実教出版，p.21
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委員会による特色ある学校づくりの事業の推進と展開により，公立高校にも独自性と特

徴化が進行しており，私立学校の独自性との競合が顕著になってきている。

2010 年 3 月 31 日に「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金
の支給に関する法律」が制定され，2010 年 4 月 1 日より施行されたことで，公立高校
の授業料無償化と私立高校への高等学校等就学支援金制度が開始されたのであるが，保

護者の所得に応じ修学支援金の加算に差が生じ，この法律の附則に「政府は，この法律

の施行後三年を経過した場合において，この法律の施行の状況を勘案し，この法律の規

定について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に応じて所要の見直しを

行うものとする」とあり，政権交代や社会経済状況の変化により，規定が大きく変更さ

れる可能性を示唆していることから，私立高校に対する負担感は解消されていない。

このような公立高校の特色化の強化，少子化，社会経済情勢，経済的に困窮している

家庭の増加などに伴い，私立高校の経営上の問題からくる建学の精神のぶれも合わさり，

著名大学への進学実績を獲得するための特進コースの設置などにより，私立高校ならで

はの特徴の優位性が揺らいでいる。

特に，私立高校での工業教育について，大阪電気通信大学教授・附属高校学校長であ

った岩本宗治は，｢私立学校には，少子化に伴う学校経営の厳しさがあり，本式の工業

学科を運営するには，あまりにも負担が大きく，世の不景気から生徒は授業料の安い公

立高校を選ぶ傾向が強いので，公立学校ではできないような教育を展開する必要がある｣

ため，私立学校は経費の削減と，より一層の特徴化のために，「大阪の工業科を持つ私

立高校は，普通科や総合学科にどんどん転換し，今年，工業学科で募集する高校は，わ

ずか３校にまで減少している」
*5
と述べている。また，おかやま山陽高校校長であった

原田三代治は，「大学進学熱の中で，生徒・保護者ともに普通化志向はいっそう強まっ

ている。定員確保が至上命題となる私学にとって，工業科はリスクが高い」，「設備の

更新などにも費用がかかり，学校経営上からも有利とはいえない」 *6としている。

このように，私立学校では建学の精神を軸として教育が展開されているものの，工業

科の設置・運営は大きな負担となっているといえる。

私立学校では，生徒が集まらなければ学校経営は成立しない。少子化の影響も大きく，

生徒募集のために，中学生や保護者からニーズが高い進学志向に対応した進学校化に転

換していこうとする傾向が強まり，私立学校を大きく特徴付けていた建学の精神が霞ん

でしまい，教育内容は進学重視に画一化しつつある。



*7 全国工業高等学校長協会編，2012，『全国工業高等学校要覧』59，全国工業高等学校長協会，p.198
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1.2 私立高校における工業系学科の概観

2012 年度の工業科設置校のうち，公立高校の工業科単独校は 269 校（本校）で，こ
のうち全日制のみは 183 校，定時制のみは 10 校，全日制と定時制の併設校は 76 校と
なっている。また，私立高校の工業科単独校は 7 校で，このうち全日制のみは 6 校，
全日制と定時制の併設校は 1 校となっており，私立高校では工業科の単独校は少なく，
普通科や他の専門学科との併設校が多くを占めている。全国工業高等学校長協会会員校

数に着目すると，2012 年度 5 月 1 日の段階では 612 校，そのうち国公立の高校は 513
校，私立高校は 96 校となっている。私立高校の全国工業高等学校長協会会員校の課程
は全日制と通信制で，定時制は存在しない

*7
。私立高校の設立の歴史や戦前の学校形態，

普通科志向からくる生徒確保が困難性，施設・設備の設置や維持管理の経費など，私立

高校の単独の工業科が設置が少ないのは必然的な現象といえる。

2012 年度における全国の私立高校の数は本校の全日制単独校と，全日制と定時制の
併置校の合計が 1,312 校であるので，全日制の課程がある私立高校全体の 7.32 ％が全国
工業高等学校長協会の会員校ということになる。また，全国工業高等学校長協会の会員校

は，学校再編により工業科から総合学科へ転換された高校，工業科ではない専門学科の高

校など一部含まれるため，必ずしも工業高校，または，工業科を有する高校とは限らない。

表 4.1 は 2012 年度の全国工業高等学校長協会の全国地区別の私立高校数の分布状況
を示している。４大工業地帯といわれる京浜工業地帯，中京工業地帯，阪神工業地帯，

北九州工業地帯における私立高校の会員校の中で，京浜工業地帯に属する東京都に会員

校の私立高校 10 校あり，最も多い学校数となっている。ただし，私立学校数も多いた
め，会員率は会員校の全国平均に届いていない。次いで多いのは福岡県の９校，愛知県

の８校となっている。一方で，四大工業地帯に属している神奈川県では２校，大阪府で

は３校，兵庫県では１校と少ない。私立高校の会員校がまったく存在していない府県が

秋田県，茨城県，群馬県，千葉県，山梨県，新潟県，三重県，滋賀県，京都府，奈良県，

和歌山県，鳥取県，島根県，徳島県，香川県，高知県，沖縄県と 17 府県も存在し，地
域による偏在がみられる。私立高校での工業科が少ないのは，主に経営的側面からだと

考えられる。中学生，保護者とも普通化志向が強く，大学進学の実績が生徒募集の要と

なってくる。全会員校の中の私立高校の占める割合は 19.1％である。
表 4.2 は東京都内私立高校全日制生徒の退学率を表しているが，専門学科の退学率は

普通科と比べて高く，生徒が支払う授業料収入が大きな柱である私立高校にとって，退

学は深刻な問題であると同時に，生徒募集にも大きな影響が出てくる可能性がある。

私立高校と公立高校における全国工業高等学校長協会会員校の生徒数の状況は表 4.3
のようになっている。私立学校の生徒の割合は定時制も含めた全体の 12.8 ％である。



*8 全国工業高等学校長協会編，2012，『全国工業高等学校要覧』59，全国工業高等学校長協
会，p.15 より作成。表中の全体数は，学校基本調査での各都道府県の本校の全日制単独校
と，全日制と定時制の併設校の合計である。

*9 東京都生活文化局私学部私学振興課，2012，『東京都の私学行政：平成 24（2012）年』，
東京都，（2006年度～ 2010年度までのデータ）
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また，公立高校全日制と私立高校全日制との男女比は，公立高校では 86.0 ％が男子生
徒，私立高校では 97.3 ％が男子生徒で占められており，どちらも男子生徒の割合が高
いことが特徴としてあげられるが，特に私立高校では男子生徒の割合が高くなっている。

表 4.1 地区別の全国工業高等学校長協会会員校の私立高校数（2012） *8

地 区 都道府県 全体数 会員校 会員率％ 地 区 都道府県 全体数 会員校 会員率％ 地 区 都道府県 全体数 会員校 会員率％

北海道 北海道 21 2 9.52 新 潟 12 0 0.00 鳥 取 5 0 0.00
青 森 13 5 38.4 長 野 16 1 6.25 島 根 4 0 0.00
岩 手 13 1 7.69 北信越 富 山 8 1 12.5 中 国 岡 山 18 5 21.8

東 北
宮 城 16 1 6.25 石 川 10 1 10.0 広 島 15 5 33.3
秋 田 10 0 0.00 福 井 8 1 12.5 山 口 19 6 31.6
山 形 11 3 27.3 静 岡 16 1 6.25 徳 島 4 0 0.00
福 島 16 4 25.0

東 海
愛 知 28 8 28.6

四 国
香 川 7 0 0.00

茨 城 13 0 0.00 岐 阜 11 1 9.09 愛 媛 11 3 27.3
栃 木 15 3 20.0 三 重 10 0 0.00 高 知 6 0 0.00
群 馬 12 0 0.00 滋 賀 9 0 0.00 福 岡 24 9 37.5

関 東
埼 玉 19 2 10.5 京 都 6 0 0.00 佐 賀 7 1 14.3
千 葉 8 0 0.00

近 畿
大 阪 29 3 10.3 長 崎 8 2 25.0

東 京 35 10 28.6 兵 庫 21 1 4.76
九 州

熊 本 15 4 26.7
神奈川 13 2 15.4 奈 良 4 0 0.00 大 分 13 1 7.69
山 梨 6 0 0.00 和歌山 7 0 0.00 宮 崎 11 5 45.5

鹿児島 20 6 30.0
沖 縄 9 0 0.00

全体数は，国公立高校と私立高校の合計。会員数は私立高校のみ。

表4.2 東京都内私立高校全日制生徒の退学率
*9

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
普通科 専門学科 普通科 専門学科 普通科 専門学科 普通科 専門学科 普通科 専門学科

生徒数 55,086 4,106 55,126 4,080 54,727 4,008 55,258 3,756 56,997 3,756
１学年 退学者数 1,133 189 1,109 207 926 170 811 114 869 145

退学率 2.1 4.6 2.0 5.1 1.7 4.2 1.5 3.0 1.5 3.9
生徒数 52,822 4,058 53,331 3,916 52,747 4,125 53,788 3,658 54,105 3,585

２学年 退学者数 776 105 761 115 675 124 543 74 608 87
退学率 1.5 2.6 1.4 2.9 1.3 3.0 1.0 2.0 1.1 2.4
生徒数 54,085 4,045 51,496 3,920 51,422 4,058 52,165 3,766 52,966 3,489

３学年 退学者数 235 21 215 31 191 29 145 18 163 18
退学率 0.4 0.5 0.4 0.8 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3 0.5



*10 全国工業高等学校長協会編，2012，『全国工業高等学校要覧』59，全国工業高等学校長協
会，p.198・第１表より作成。

*11 同上，p.216・第８表より作成。
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表 4.3 全国工業高等学校長協会会員校の生徒数
*10

公立高校 私立高校

全日制 定時制 全日制 定時制

男 女 合 計 男 女 合 計 男 女 合計 男 女 合 計

202,297 33,000 235,297 14,518 2,600 17,118 34,825 2,335 37,160 － － －

図 4.2 と図 4.3 は，私立高校と国公立高校全日制の学科ごとの生徒数を示したものであ
る。私立高校，国公立高校とも機械系の学科が最も多くなっている。次いで多いのが電気

系の学科であるが，私立高校の場合は機械系の学科の４割程度しかない。

国公立学校では，機械系，電気系，建設系の３学科が多く設置されているのに対し，私

立高校では機械系と電気系が多いのであるが，情報系やその他（工業技術，インテリア，

土木，鉄道，航空，大学進学コース等），総合学科，入学時に学科を定めないくくり募集

など，国公立と比較して多くなっている。

これは，求人の多い機械系と，特徴を出しやすい情報系などの学科，総合学科が，学校

経営上の観点から生徒募集に有効に作用するものと考えられる。

図 4.2 私立高校（全日制）の学科系列ごとの学校数と生徒数の割合
*11
〔％〕



*12 全国工業高等学校長協会編，2012，『全国工業高等学校要覧』59，全国工業高等学校長協
会，p.216・第８表より作成。
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図 4.3 国公立高校（全日制）の学科系列ごとの学校数と生徒数の割合
*12
〔％〕

1.3 私立学校の量的拡大と私学助成

私立学校は個人の寄付財産を基調として自主的な運営を成されることが私立としての

独自性を維持していく上でも本筋といえるが，戦後の新制高校発足時の特に都市部では，

戦災による校舎の焼失や施設設備の損傷，預金封鎖，急速なインフレによる財産価値の

大幅な目減りは，安定した学校運営や教育水準の確保にさえ困難を生じさせた。このよ

うな状況の中で，国により 1946 年に私立学校建物戦災復旧貸付金制度が開始され，戦
後最初となる私立学校に対する公的金融措置が実施された。1948 年 1 月 27 日に高等学
校設置基準が施行され，基準に応じた人員の確保や施設・設備の拡充を迫られるなど，

私立学校は経営的危機は続いていた。私立学校への助成は憲法 89 条との関係から議論
があったが，1949 年 12 月 15 日に制定された私立学校法では，私立学校の公共性を高
め，私立学校に対する国や地方公共団体からの助成について法的可能性を明確にした。

私立学校法の成立によって助成を受けながら，私立学校独自の建学の精神のもとに学校

経営を行うことが可能となった。

1952 年 3 月 27 日に「私立学校振興会法」が公布され，政府の全額出資による私立学
校振興会が発足し，私立学校の経営のために必要な資金の貸し付けや，私立学校が教育

の振興のために行う事業の助成，私立学校の教職員の研修や福利厚生のための貸付や助

成が行われることとなった。また，1952 年 6 月 30 日に公布された「国有財産特別措置
法」により，私立学校に対して，旧軍用施設を有利な形で譲渡，または，使用することが

許可されるなど，私立学校の施設・設備を充実させる対策が行われた。このように，戦後，



*13 文部省／文部科学省の学校基本調査より作成。
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困窮する私立学校へ国からの支援体制が整えられ，経営基盤が安定していったのである。

図 4.4 のように，高度成長期における家庭の経済状況の改善と国民の進学への意識の
高まりによる高校進学率の上昇と同時に，戦後まもなくの第一次ベビーブームにより出

生した子どもが高校進学年齢となる 1960 年代中頃に高校に大量に押し寄せてくる激増
期が重なり，これを吸収するだけの公立高校の整備充実が追いつかず，生徒を私立高校

で受け入れるための政策により私立高校は拡大していった。一方で，生徒数の増加は永

続的ではなく，特に私立高校では，中長期を展望した計画が経営上必要となってくる。

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律により，区域内の私立高

校の配置状況を充分に考慮しつつ，高校の教育の普及と機会均等を図るために，公立高

校の配置と規模の適正化に努めなければならないと定められている。

高校進学率の上昇と同時に大量に押し寄せてくる第一次ベビーブームの子どもたちを

受け入れるために増設され，教員の雇用や設備投資をした私立高校にとって，中学校卒

業者が減少に転じた場合，経営上の大きな負担となるため，私立高校の安定的な経営の

ために，1970 年代に多くの都道府県で公立と私学の入学定員の調整を行うための協議
会が設置された。たとえば，神奈川県では，中学校卒業生の高校進学への機会を確保す

るという観点から，1963 年に私立中高校長協会，県立校長会，市立校長会，公立長学
校長会，県・横浜市・川崎市・横須賀市の各教育委員会で構成する「神奈川県公私立高等

学校入学問題打合せ会」が発足した。その後，第二次ベビーブームによる中学校卒業者の

急増もあり，文部省は 1975 年 9 月に公立高校・私立高校双方の設置者と今後の公私の役
割分担その他高校教育の諸問題について協議，検討を行うとともに，公私立高校の配置計

画等について協議する公私立高等学校協議会」を設置するよう都道府県に通知を出した。

図 4.4 私立高校の学校数と生徒数の変化
*13



*14 「高校百校新設計画」達成記念誌編集委員会，1987，『伸びゆく若者たち』，神奈川県教
育庁管理部総務室，p.50

*15 文部省／文部科学省の学校基本調査より作成。
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これを受け，神奈川県では，「神奈川県公私立高等学校入学問題打合せ会」が「神奈

川県公私立高等学校協議会」に改組された
*14
。

図 4.5 は，高校生全体に対する私立高校の生徒数の割合を示したものである。1950
年は，戦後直後の戦災やインフレ等の財政難により生徒数が底をついた状態であったが，

財政的支援や旧日本軍の資産の払い下げなどにより，経営的基盤を取り戻しつつある中

で生徒数は拡大に転じ，第一次戦後のベビーブームが押し寄せてピークとなる 1964 年
から 1965年にかけて生徒数はピークとなったことが確認できる。
図 4.6 は，私立高校１校当たりの生徒数を示したもので，1961 年から急激に上昇し

だし，第一次戦後のベビーブームが押し寄せてピークとなる 1965 年では，公立高校を
遙かに超えた非常に過密な状況であった。

図 4.7 は，公立高校と私立高校の本務教員１人あたりの生徒数を示したものである。
1964年の生徒数のピーク時は，教員一人あたりの生徒数が公立高校より 10人以上多く，
高校ではクラス担任を持たない教員もいることから，実際のクラス運営では，一クラス

当たり 50 人を超える生徒が教室に在室していたものと推測でき，クラス担任の指導が
十分に行き届かず，教育環境としては望ましいものではなかった。

図 4.5 私立高校生徒数の割合
*15
〔％〕



*16 文部省／文部科学省の学校基本調査より作成。
*17 同上。
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図 4.6 公立高校と私立高校の１校あたりの生徒数
*16

図 4.7 公立高校と私立高校の本務教員１人あたりの生徒数
*17
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長野県私立学校審議会が 1968 年に行った建議「長野県私立高等学校新設抑制に関す
る建議書」では，「これ以上高校の新増設があるときは，既設の私立高等学校が維持，

経営に困難をきたし，本県私学の振興を妨げる結果となるので，爾今中学卒業生で高等

学校入学を志望する者の数が，相当数増加するまでは，その設置を認めぬように当局に

おいては強い行政指導をするよう建議いたします」とあり，中学校卒業者の漸減期を迎

え，1968 年の段階で，既に私立高校の経営安定のために生徒募集を減らし，全体の定
員の抑制を求めている都道府県の私立学校も出てきていた。

このように，私立高校の施設・設備を整備し，拡大を支えてきたのは私学助成であっ

た。私立学校は，建学の精神による自主性が尊重されるとともに，公共性が確保されな

けばならないが，戦災および戦後の経済的変動ならびに新学制の実施が，私立学校の自

力のみによる経営整備を困難にしていた。これについては，国からの融資，補助金，税

の優遇措置によるによる財政の立て直しと，指導・助言などにより，私立学校教育の振

興が図られてきた。私立学校は公の性質を持つため，このような国や地方公共団体から

助成金の交付等があり，学校経営の安定化と支援を受けることができるのである。

私立学校には公立学校にはない建学の精神と特色を持ち，積極的に入学を希望する生

徒保護者がいる。しかし，私立高校は公立高校と比較し学費が高額のため，経済的理由

により，私立高校を中学校卒業後の進学先の選択肢の中に入れることができない生徒・

家庭の存在もある。加えて，少子化・中学校卒業者の減少により，高校進学者全体の減

少傾向もあり，私立高校進学者についても減少を続けている。

戦後初期の国から私学に対する助成としては補助金ではなく融資であった。私立学校

に対する融資については，1952年以降から私立学校振興会を通じて行われていた。1952
年 3 月 27 日に私立学校振興会法が公布され，設立された私立学校振興会は，私立学校
の経営に関して必要な資金の貸付，助成，援助などの業務などを行った。

学校法人に対する贈与税，譲渡所得税の免税措置といった間接的助成に加え，企業や

個人が学校法人に寄付した場合の企業の損金算入や個人に対する控除など，学校法人に

対して寄付をしやすい環境が整備されてきた。

工業教育に関係する私立高校に対する補助金は，1952年度の産業教育設備補助金や，
1954年度の産業教育施設補助金などがある。
補助金については，私立学校の経営費と比べると小さいため，生徒の学校納入金に大

きく依存している。それを改善するために，人件費を補助金に含めた補助の制度もつく

られたのである。また，私立学校への減免措置は，私立学校の収益事業に関わりのある

件を除き非課税であり，寄付の増加を促す施策として，法人，個人とも寄付者に対する

減免税措置の制度が設けられている。

1955 年 9 月 12 日，中央教育審議会「私立学校教育の振興についての答申」では，私
立学校は国公立の学校と並んで人材の育成に多大な貢献をしてきたが，戦災や経済的変

動，新学制の実施などにより，学校経営が困難となっている事例があるとして，私立学



*18 文部省，1972，『学制百年史・記述編』，帝国地方行政学会，p.1025 表 81より作成。
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校に対する国の財政的援助と，公共性の確保について，補助金・貸付金に関することや，

免税措置など，具体的な措置が示されている。

1960 年代以降には戦後の第一次ベビーブームによる高校進学者の急増は公立高校だ
けでは対応しきれず，私立高校の拡大によって吸収してきた。1963 年頃からの高校生
急増対策として私立高校の拡充に迫られたため，資金需要は急激に膨張し，財政投融資

の借り入れなども行われ，私立学校振興会の貸し付けは急増した。

図 4.8 は，高校生急増に対する施設費貸付の実績を表しており，急増期の 1964 年に
向けて，1963 年をピークに私立学校の施設・設備の拡充に対する融資が行われてきた
ことが確認される。

私立高校ならではの経営的事情や生徒の学費などの問題があり，高校以下の私立学校

については，経常的経費に対する助成が行われるよう 1970 年度から地方交付税による
財源措置の下に都道府県による助成が行われてきた。

1971 年 6 月 11 日の中央教育審議会「今後における学校教育の総合的な拡充整備のた
めの基本的施策についての答申」の中で，公教育の質的水準の維持向上と教育の機会均

等を保障するため，「公教育の重要な役割を分担する私立学校の公共性を確保するとと

もに，そこにおける教育条件の整備と修学上の経済的負担の軽減をはかること」と提案

している。

1970 年 5 月 18 日の日本私学振興財団法の公布により，1970 年 7 月 1 日に私立学校
振興会が解散すると同時に，日本私学振興財団が設立され，学校法人に対する補助金の

交付，私立学校の施設整備や経営の安定を図るための資金の貸し付けを行うなど，私立

学校の教育を充実させ，経営基盤を安定されるための支援が行われることになった。

図 4.8 高校生急増に対する施設費貸付の実績
*18
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中央教育審議会の 1971 年に出された「今後における学校教育の総合的な拡充整備の
ための基本政策について」の答申の中で，私立学校に対して国の財政援助の充実等につ

いて提言が行われている。しかし，助成額は自治体によって大きな開きが生じ，格差是

正と私学助成の拡充を図るため，1975 年 7 月 11 日に私立学校振興助成法が制定され，
1976 年 4 月 1 日により施行された。私立学校振興助成法は，国や地方公共団体が行う
私立学校に対する助成の措置について規定したもので，都道府県がその区域内にある小

学校，中学校，高校，盲学校，聾学校，養護学校，幼稚園を設置する学校法人に対して

経常的経費の助成に対する国庫補助の制度が創設された。このようにして，私立高校に

対する助成の充実が図られ，私立学校は量的拡大をしていったのである。

2 工業科を廃止した私立高校の事例

中学校での生徒・保護者のニーズは，普通科への進学希望が多い。そのような中，私立

高校では，少子化・大学への進学指向，私学助成の削減により，工業教育の廃止に踏み切

る高校が出てきている。

私立学校は，設立の主旨，大学付属，男女共学か否か，教育課程，部活動など，多様性

に富んだ教育を展開しているところが少なくない。

中学校卒業者が減少する中，高校の序列化ができ高校間格差が広がると，大学付属や一

部の学力上位校を除き，経営的に厳しくなる私立学校が増加している。生徒の確保を図る

ため，特待生制度の創設，理数コース，特進コースをはじめとする進学準備教育に傾斜さ

せる私立高校が増加した。その中で，私立高校では専門学科の廃止や学科の大幅な改革も

進めている。その中で，過去に工業科を有していた私立高校の事例として，関東圏にある

Ｆ高校について取り上げる。

この私立高校は 1915 年にＦ中学校として創設された浄土宗系の宗派に関連する私立高
校である。1948年に新制高校として認可され現在に至っている。
筆者は，2011 年 9 月 6 日に，工業科の設置と，後に廃止された経緯についてのインタ

ビューを行った。インタビューに対応していただいたのは，過去に工業科を担当していた

Ｉ教諭である。

Ｆ高校は新制高校として設置された当初は普通科の高校であったが，高度成長期におけ

る中堅技術者の需要と工業教育のニーズの高まり，戦後の第一次ベビーブームにより出生

した子どもの高校進学の時期が迫る中，それを乗り切るために私立高校にも生徒吸収のた

めの要請が当該自治体からあった。当該自治体からの補助金もあり，1956 年に当該自治
体より工業科の併設認可を受け，工業科は 1960年に設置されたのである。
Ｆ高校には，私学としては珍しく，勤労学生のために定時制も設置されており，定時制

には普通科だけでなく，工業科も併設されていた。しかし，生徒が減少し，経営的側面を

無視して教育を考えることはできず，定時制は 1983年に閉じることとなった。
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全日制の工業科の生徒募集についても，1990 年代に入ってからは近隣の中学校回りを
繰り返すなど広報活動を積極的に行われていたが，少子化による生徒の自然減や，生徒や

保護者の大学への進学指向を背景に，工業科に対する処遇の検討がなされ，1999 年に生
徒募集が停止されることとなった。

私立高校でも，工業科は普通科と比べて就職率が高く，卒業時にはほぼ全員の進路が確

定していた。1990 年以降の工業科生徒の減少期にも同様に，企業からの求人は維持され
続けていた。このように，工業科は卒業時には進路がほぼ確定できるという特徴を有して

いるにもかかわらず，入学の段階では生徒募集は困難をきたした。また，工業に関心の持

てない生徒の入学も多かったため，工業に関心のない生徒に無理に工業を教えるよりは，

工業科の広報活動を中止し，自ら入学を希望している生徒のみを受け入れる方針に転換し

たのである。その結果，徐々に工業科への入学者は減少していったのであった。生徒の募

集が打ち切られた後も工業科の廃科手続きは行われていないため，しばらくは生徒の在籍

がない形で現存していたが，2000 年頃に廃科手続きが取られ，工業科は完全に消滅した
のであった。

2013 年 5 月 18 日に同窓会総会が開催され，参加し取材をさせていただいた。同窓会総
会の冒頭挨拶の中で，Ｆ高校の校長は「私立学校には建学の精神というものがあるが，そ

れだけでは生徒を集めることはできない」，「中学校の保護者が見ていることは，著名な

大学に何人進学させたかという実績であり，具体的な数字が示せないと，なかなか入学に

結びつかない」という話をしていた。このＦ高校は，従来は公立高校の滑り止めのような

存在であったが，附属中学校を設置し，中高一貫教育を展開することで，入学者全体の学

力が向上し，大学への進学実績も着実に出せるようになり，公立高校の滑り止めという印

象を払拭させることに成功している。

1990 年代に入り，私立高校への進学者は減少していく。経営上の問題から，大学進学
希望者に対する特進コースの設置，中学校高校を合わせた６年間一貫教育の教育システム

など，大学進学への特徴化戦略に転換を図る私立高校が増加していった。Ｆ高校も，学校

経営の安定のために進学校化に転換をし，工業科を廃止したのであった。

3 私立学校教員の研修

私立学校の教員は個々の学校法人により採用されるために，異動できる学校がないか，

あっても非常に限定的な範囲に止まるため，公立学校の教員のような人事異動が極めて少

なく，正規の教員として採用されれば基本的には採用された学校法人内で定年退職になる

まで教員として勤務にあたることになる。また，異動がないということは，教員が学校法

人内の狭い領域に留まり，公立や私立学校を含めた他校との交流が少ないため，他校の現

状や課題などの情報を得る機会が少ないということを意味しており，校内に外部の新しい

発想を取り入れる機会が限定されてしまう。
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私立学校では，学校の独自性とともに，教員の採用についても，建学の精神に即した人

選など公立学校のように教員が均質化されないため，研修などにより教員の資質向上を続

けていかなければ，学校全体の教育力にも大きな不均衡が生じ，教育の質の維持や向上も

不確かなものとなりやすい。

公立学校の教員であるならば，教育公務員特例法の第 21 条と第 22 条より，教育公務
員は絶えず研修と収容に努めなければならないという義務と，研修の機会を与えられなけ

ればならないという権利が規定されている。そして，第 23 条では初任者研修が，第 24
条には十年経験者研修が規定されており，任命権者（教育委員会）は初任者研修と十年研

修を受けさせなければならないことになっている。しかし，私立学校の教員には公立学校

の教員のように，初任者研修や十年経験者研修を実施しなければならないという法的な規制

は存在せず，学校法人にも研修を受けさせなければならない法的な義務が課せられていない

が，私立学校には公共性についても求められていることから，適切な研修を実施し，教員

の資質を向上させていくことが社会的に課せられた暗黙の責任であるといえる。

私立学校の教員に対する研修は，私立学校が独自に実施するか，私立学校団体が必要に

応じて研修を企画し実施していくことになるが，研修を実施していくためには，その財源

を確保していかなければならない。その大きな役割を果たしているのが日本私立学校振興

・共済事業団である。日本私立学校振興・共済事業団の歴史は 1952 年 3 月 27 日に公布
された私立学校振興会法における私立学校振興会より始まる。私立学校振興会法の中では，

私立学校振興会の役割が位置づけられており，私立学校振興会は私立学校の職員の研修に

ついて必要な資金を貸し付けや助成を行うこととされており，私立学校に対する財政的援

助が行われることになった。そのための資金は，政府の出資によるものである。

私立学校振興会は 1970 年 7 月 1 日に解散し，代わって，私立学校振興会のすべてを引
き継いだ日本私学振興財団が設立された。また，日本私学振興財団は 1998 年 10 月 1 日
に解散し，日本私学振興財団と私立学校教職員共済組合のすべてを引き継いだ日本私立学

校振興・共済事業団が設立された。1997 年 12 月 24 日文部大臣認可の「日本私立学校振
興・共済事業団助成業務方法書」に，私立学校の教職員の研修を目的とする事業を助成金の

交付対象事業と規定している。したがって，日本私立学校振興・共済事業団は直接的に私立

学校の研修業務を行うのではなく，助成金の公布により支援するという立場になるのである。

私立学校からの要望により，1956 年 6 月に私学研修福祉会が設立された。私学研修福
祉会は，私立学校振興会から助成を受け，私立学校職員に対して研修事業を行うこととな

った。私学研修福祉会の管轄は，学校教育法第１条に定める学校の幼稚園から大学まです

べてが対象となっている。

私学研修福祉会が実施する研修事業の財源は，私立学校振興会が学校法人に貸し付ける

貸付金の利子の一部であり，その原資は国からの出資金であるため，国からの助成金によ

り研修事業が展開されているのと同等の意味を持っているといえる。

私学研修福祉会が実施した研修への参加状況を表 4.4 に示す。この表で，参加者数は延



*19 私学研修福祉会の 2009 年度，2010 年度，2011 年度の「事業報告」，及び，学校基本調査
より作成。受講率は，（参加者数÷教職員数）× 100％とする。

*20 研修期間や研修場所が異なるため，重複する研修会名が存在する。
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べ人数ではないと仮定した。研修は教諭・指導教諭・主幹教諭を対象としたものと仮定し

た。また，高校の教職員数は，全日制と定時制の教員の合計数を用いた。研修の受講率は

全体の１割程度であり，さらに，参加者数が延べ人数と仮定すれば，受講率は１割を下回

ることが予想できる。私立学校の教員の多くは研修を十分に受講していないと考えられる。

表 4.4 私立中学校・高校・中等教育学校教員の研修受講状況
*19

年 度 実施回数 参加者数 教職員数 受講率％

2009 18 6,710 59,894 11.2

2010 12 7,475 59,834 12.5

2011 10 7,144 59,921 11.9

表 4.5 は，2009 年度から 2011 年度までの日本私立中学高等学校連合会の研修実績をま
とめたものであるが，工業科の教科指導に限定した研修は見当たらない。このことから，

私立高校の工業科教員の公的な専門研修はなく，教員個々の任意による自主研修によって

なされているか，まったく研修が行われていないということになる。

表 4.5 私学研修福祉会が取り扱う日本私立中学高等学校連合会の研修
*20

年度 研 修 会 名

私学経営，私学の教育課程，九州地区，東北地区，学校図書館，生徒指導，進路指導，国語

2009 科，社会科系，数学科，理科系，保健体育科，家庭科，外国語（英語科），北海道地区，中

部地区，関東地区，全国（島根），私学の教育課程，学校事務

私学経営，私立学校専門・教育課程部会・実務者分科会Ｉ・東日本，私立学校専門・教育課程部

会・実務者分科会Ｉ・西目本，東北地区，私立学校専門・法人管理事務運営部会，私立学校専門

2010
・国際教育研究部会，中部地区，北海道地区，全国（長崎），四国地区，私立学校専門・教育制度

部会，私立学校専門・教育課程部会，私立学校専門・次世代リーダー育成部会，私立学校専門・

教育課程部会・実務者分科会Ⅱ・東日本，私立学校専門・教育課程部会・実務者分科会Ⅱ・西日

本，関東地区

私学経営，教育制度，学校危機管理（東日本），教育課程，学校危機管理（西日本），法人管

2011 理事務運営，国際教育，北海道地区，中部地区，次世代リーダー育成，指導と評価（東日本），

指導と評価（西日本），東北地区
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私立中学校・高校の教員の研修は，日本私学教育研究所が主催する全国の私立学校教職

員を対象とする各教科別，事業別，地区別の研修会がある。日本私学教育研究所は，日本

私立中学高等学校連合会が母体となって 1963 年に設置され，私立中学校と高校の研修を
実施してきた。私立学校単独での教員研修を充実させていくには限界があり，教員を継続

的に育てていくためには，このような私立学校の共同組織は大きな意味を持つ。

民間のコンサルタント会社が行う「経営」を主眼に置いた研修もある。昨今の少子化や

私学助成の削減で私立学校の経営が厳しくなっており，学校間格差も相まって，私立学校

の教員は十分に研修を受ける機会が与えられないということも多々生じている。

静岡県などは，私立学校教員の研修事業に対して助成を行っている。私立学校に，直接，

助成するのではなく，静岡県私学教育振興会，静岡県私立幼稚園振興協会，静岡県専修学

校各種学校教育振興会をとおして行われる。東京都私学財団でも，私立学校教員の資質向

上のための研修事業や助成を行っている。

4 小括

戦後直後の私立学校は戦災やインフレーションなどにより，その存続をも困難な状況に

貶めるほど困難な状態に置かれ，学校数，生徒数とも減少をしたものの，学校数は 1953
年度，生徒数は 1954年度をボトムに，増加に転じたのであった。これは，1949年 12月 15
日に制定された私立学校法，1952 年 3 月 27 日に公布された私立学校振興会法により，私
立学校の公共性と国や地方公共団体からの助成について法的可能性を明確にし，私立学校

の経営のために必要な資金の貸し付けや，私立学校が教育の振興のために行う事業の助成，

私立学校の教職員の研修や福利厚生のための貸付や助成が行われることとなったことで，

経営基盤が安定していったことによる。

1960 年頃からの生徒数の急増は，高校進学志向や戦後のベビーブームで出生した子ど
もが高校進学の年齢に達するということで，公立高校で吸収しきれない生徒を私立高校が

引き受けが容易となるように，私立高校の設備などの貸付金等が増強されたことが大きな

要因である。

私立高校の生徒数の量的拡大は，公立高校の場合と同様に，戦後の第一次ベビーブーム

で出生した子どもが高校進学時期を過ぎた 1965年度のピークまで，学校数は拡大を続け，
生徒数の増加は学校数の拡大よりも急激に拡大をしていった。これは，私立高校が大規模

化していったことを示すものである。全高校生の中の私立高校の生徒数割合は 1950 年度
は 15.5 ％に過ぎなかったものが，ピークの 1965 年には 32.8 ％となり，その後，３割前
後で推移を続けているが，その大規模化は教員一人あたりの生徒数の増加を伴うものであ

ったため，生徒の急激な増加が教育環境の悪化を招いた可能性が指摘できる。

このように，生徒の急増にもかかわらず高校進学率が上昇を続けたのは，公立高校の新

設や受け入れ増もあったが，私立高校の果たした役割も決して小さくはなかったといえる。
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私立高校の大きな特徴は，「建学の精神」にもとづいた教育指導によるものである。し

かし，少子化に伴う中学校卒業者の減少は，経営の基盤を授業料収入に大きく依存してい

る私立高校にとって建学の精神をも揺るがす問題となっている。

過去に工業科を設置していた私立高校への取材の中で，建学の精神や伝統だけでは生徒

を集めることは難しく，生徒・保護者のニーズである著名大学への進学実績を向上させる

必要がある。進学校化への転換とともに，工業科は廃止されていったということからも，

生徒・保護者からは工業科は選択の対象とならない存在といえる。工業科を有していたが

現在は廃してしまっている私立高校へのインタビューの結果，生徒・保護者の進学志向に

より生徒募集に困難が生じることとなり，工業科は縮小，廃止されていったという証言を

得ることができた。

中学校の保護者の関心は，大学進学者の人数，特に著名な大学にどのくらいの生徒が進

学しているかということであり，その実績がないと，建学の精神だけでは入学に結びつか

ないということも明らかである。

全国工業高等学校長協会会員校の私立高校数は，全体の 19.1 ％にしか過ぎないことか
ら，経営的な側面を重視せざるを得ない私立高校にとって，工業系の学科は設置しにくい

といえる。また，地域による偏在が大きく，私立高校の会員校が１校もない府県が 17 あ
り，地域産業と会員校数は必ずしも一致していない。

私立高校の教員の研修は，公立高校の教員と異なり法定研修はない。私学研修福祉会な

どの私立学校団体などが実施しているが，全私立高校教員の１割程度にしか過ぎず，特に

工業に関する教科の研修はなく，研修の機会は限定的なものになっている。

私立高校の工業科においても，実習や課題研究の中で，産業界の進展に応じた内容を取

り入れて充実させていくことが望ましいというのはいうまでもないが，私立高校が教員に

対して，研修費用も含めて，積極的に研修の機会を与えない限り，教員の自主的な研修に

任されることになり，研修の実効性は不確実的であるといえる。



*1 中西新太郎，2004，『若者達に何が起こっているのか』，共栄書房，pp.202-203
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第５章 高校教育改革の中での工業教育

1 高校教育改革の展開と新しいタイプの高校

1.1 1990年以降の国の高校教育改革
1990 年代からの教育改革は，臨時教育審議会によって大きく動き出したといえる。

その具体的基調は第２章で述べたとおりである。同時に，公立高校を設置する自治体の

財政状況と合わせて，再編・統合を伴いながら改革が進行していったことに大きな特徴

がある。また，経済界の意向も大きな影響を与えてきた。たとえば，1965 年 2 月 1 日
に日本経営者団体連盟教育特別委員会より出された「後期中等教育に対する要望につい

て」の要望書の中に，高校教育の改善として，技能に係る学科（技能学科）の設置，コ

ースの多様化，中高一貫した６年制の学校を設け技能教育の重視，小学校から大学まで

の一貫した英才教育といった記述を見ることができる。1966 年 5 月 28 日に東京商工会
議所より出された「後期中等教育改革に対する意見」では，高校進学率の上昇とともに

質的な面がバランスに失するため，思い切った改革をする時期にきているとしている。

高度に分業化された産業社会の発展に伴って，高度の技術や個性のある各所の才能が必

要であるが，高校卒業者のほとんどが産業社会の一線を形成する将来に備えて，技能的

・実務的な能力を持った幅広い労働力の育成を要求している。経済団体連合会は，1996
年 3 月 26 日に「創造的な人材の育成に向けて：求められる教育改革と企業の行動」と
いう提言を発表した。創造的な人材育成のための５つの提言の中では，教育にかかわる

規制緩和を進め，教育機関を多様化・複線化するための教育体系を構築することを求め

ている。教育にかかわる規制緩和としては，カリキュラム編成の弾力化，学校選択の弾

力化，高校などにおける飛び級の実施拡大などを提言している。また，2000 年 3 月 28
日の経済団体連合会の報告「グローバル化時代の人材育成について」でも，「さまざま

な選択肢を持つ「複線的システム」が必要である」と述べられている。そこでは，学校

に競争原理を導入し，学校の責任にもとづいて創意工夫を凝らし，学生のニーズに即し

多様性に富んだ特徴ある教育が実施できるようにすべきであるとしている。これらは，

複線型の学校システムを設け，個人の関心，能力や適性により進学先を振り分けること

を意味し，その成否を学校に課すものである。そして，企業は需要に即した能力別の人

材を，複線化したそれぞれの学校体系の中から必要に応じて採用していくのである。そ

こには，各人が自らの選択とリスクにもとづいて自分のキャリアを主体的に築いていく

という自己責任が原則となっている。ここに，経済団体連合会の教育の多様化に対する

考え方の本質がある。

中西新太郎（2004） *1
は，教育改革の目的は，「グローバル資本主義という新しい世
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界秩序の中で，日本企業が「勝ち組」になれる社会経済システムを作っていくこと」，

「社会経済システムを支えていく有能な人材を確保すること」と述べている。これは，

1985 年から 1987 年にかけての中曽根内閣の臨時教育審議会の答申，1991 年の中央教
育審議会の答申「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について」，2000 年の「21
世紀日本の構想」懇談会の最終報告書「日本のフロンティアは日本の中にある：自立と

協治で築く新世紀」の中でも，「個性」，「自己責任」という語をキーワードとして用い

表現されている。

中央教育審議会は，臨時教育審議会の答申を受ける形で 1991 年 4 月 19 日に「新し
い時代に対応する教育の諸制度の改革について」の答申を行った。学科制度の再編成と

しては，総合的な新学科の新設，情報化・国際化・高齢化・サービス経済化等，産業・

就業構造の変化により適切に対応できるための職業学科の再編成，普通科における職業

教育の充実などがあげられている。また，新しいタイプの高等学校の奨励，単位制の活

用などが提案されている。文部省はこれらの提言の制度化を進めるために，1991 年 6
月に「高等学校教育の改革の推進に関する会議」を設置した。表 5.1 のように，高等学
校教育の改革の推進に関する会議から 1993年 2月までに４回の報告書が提出されている。
この報告書の内容は，先の中央教育審議会の内容を実施に移すための具体的な内容となっ

ている。この会議の第１次報告で全日制の課程における学年の区分によらない教育課程の

編成・実施（全日制の単位制），第４次報告で総合学科について取りまとめ，関係省令等

の通達を行い，1993 年に全日制の単位制高校，1994 年には総合学科高校が設置され，全
国的に高校教育改革による「新しいタイプの高校」の設置の膨張が始まったのである。

表 5.1 高等学校教育の改革の推進に関する会議での報告書の内容

・全日制課程における学年の区分によらない教育課程

の編成・実施について（報告）

第１次報告書 1992年 6月 29日 ・学校間連携について（報告）

・専修学校におる学習成果の単位認定について（報告）

・技能審査の成果の単位認定について（報告）

第２次報告 1992年 8月 28日 ・高等学校入学者選抜の改善について（中間まとめ）

第３次報告 1993年 1月 26日 ・高等学校入学者選抜の改善について（報告）

第４次報告 1993年 2月 12日 ・総合学科について（報告）

1993 年 2 月 12 日に出された第４次報告の中では，総合学科についての報告がなされ
た。これを受け，文部省は 1993 年 3 月に高等学校設置基準の一部を改正し，1994 年に
総合学科が制度化された。高校での学科は新たに総合学科が加わることで，普通科，専

門学科，総合学科の３学科体制となったのである。

このように，中央教育審議会の答申や高等学校教育の改革の推進に関する会議の報告



*2 中等教育学校は，報告書の中では「六年制高校」として示されている。
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から，1993 年 3 月に文部省令である高等学校設置基準の改正を受けて，総合学科高校
は 1994 年 4 月より具体的に制度化された。総合学科が制度化されたことで，全国的に
高校教育改革が急速に進み始めたのである。

単位制高校については，中等教育学校とともに 1979 年の都道府県教育長協議会の研
究報告書「国民的教育機関としての高校教育」の中で，新しいタイプの高校として例示

されている *2 ものである。また，1985 年 6 月 26 日の臨時教育審議会第１次答申の中で
も単位制高校と，６年制中等学校が提言されている。単位制高校は，1988 年に定時制
と通信制で導入されており，全日制には 1993 年より導入されることとなったものであ
る。高校は従来から単位制が基本であるが，学年制と併用されて運用されている。ここ

でいう単位制高校とは，無学年制の単位制を指す。

1997 年 6 月の中央教育審議会の答申「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方につ
いて」の中で，個性を「ゆとり」ある教育の中で育むことを目指すとともに，学校制度

の複線化構造を進める観点から，中高一貫教育が導入された。中高一貫教育の導入によ

り，1998年 6月 12日に改正された学校教育法により制度化された。
表 5.2 は，1980 年から 1999 年の高校教育改革による新しい学校制度について示した

ものであるが，単位制，総合学科，中高一貫教育の３つが教育制度として具体化された

ことがわかる。各教育委員会では，高校教育改革とセットで新しいタイプの高校を設置

していった。たとえば，神奈川県では，1999 年に県立高校改革推進計画が示され，前
期再編計画，及び，後期再編計画が完了し，県立高校の約半数が新しいタイプの高校と

専門学科高校で占められることになった。新しいタイプの高校の新設の手法は，生徒数

の大幅な増加もなく，将来的には生徒数は減少していくため，既存の高校を統廃合して

設立するというものであった。

これら制度化された高校ではなく，学習指導要領によらない教育課程の編成や制度の

新しいタイプの高校については，文部科学省より特区の研究開発学校設置事業として認

定を受けるか，研究開発校の指定を受けなければならず，学校－教育委員会－文部科

学省との間で煩雑な調整と承認が伴う。

表 5.2 1980年以降の主な制度改革
1988年 単位制の定時制課程・通信制課程への導入

1993年 単位制の全日制課程への拡大

1994年 総合学科の新設

1999年 中高一貫教育制度の導入



*3 大脇康弘・山口拓史，1987，「新しいタイプの高校の構成原理と課題」『大阪教育大学研
究所報』22，大阪教育大学教育研究所，p.70

*4 伊藤孝直，2002，「新しいタイプの高校と教育理念：「職業学科集合型モデル高等学校」
構想をとおして」『北海道大学大学院教育学研究科紀要』85，北海道大学，pp.225-250

*5 山田朋子，2006，『高校改革と「多様性」の実現』，学事出版，p.36
*6 臨時教育審議会答申において提言された単位制高校は，誰でも適時，必要に応じて高校教育

を受けられるように履修形態を単位制のみによるものとした新しいタイプの高校である。

1988 年度から定時制・通信制課程において導入され，1993 年度からは全日制課程におい
ても設置が可能となった。
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1.2 新しいタイプの工業高校と類型

1.2.1 先行研究における新しいタイプの高校の捉え方

「新しいタイプの高校」は，高校教育改革の流れの中でしばしば登場するが，その

定義は国や教育委員会によって明確に定められてはいない。

新しいタイプの構成原理を検討したものとしては，大脇康弘・山口拓史（1987） *3

のものがある。1987 年付近までの新しいタイプの高校について，その主流は総合選
択制高校にあると指摘している。その中の事例として普通科と職業学科（工業科・商

業科）と専門学科（体育科）の学科統合型の高校が取り上げられている。総合学科高

校設置以降の先行研究としては，伊藤孝直（2002） *4
のものがある。1975 年頃の工

業科を含む職業高校の問題点を指摘した上で，北海道における抜本策として打ち出さ

れた「職業学科集合型モデル高等学校」構想の歴史的な経緯を踏まえ，高校教育改革

の中での教育理念の重要性を説いている。また，山田朋子（2006） *5
は，高校教育改

革の多様性に関する実証的研究の中で，新しいタイプの高校の中核をなすものとして，

単位制，総合選択制，総合学科をあげている。

いずれの先行研究も「新しいタイプの高校」に対する歴史的認識を喚起させ，大き

な示唆を与えてくれるものであるが，工業高校に限定した「新しいタイプの工業高校」

については含まれていない。

1.2.2 新しいタイプの工業高校と類型化

高校教育改革の中での「新しいタイプの高校」は，総合学科・単位制 *6・中高一貫

教育などの学校の形態を変えたもの，新しい学科の新設・学校設定教科・科目など教

育内容に特徴を持たせたもの，入学者選抜方法・履修方法・２学期制などの学校の運

用方法を変えたものの３つの方向性が見られ，さらにこれらが複合され運営されている。

工業高校を含め，多くの高校が学年制，３学期制を採用してきた。また，工業高校

では，電気科，機械科などの職業系の小学科が設けられ，小学科ごとに募集を行い選



*7 佐藤義雄，2003，「これからの工業教育」『工業教育資料』287，実教出版，p.1
*8 たとえば，神奈川県立磯子工業高校は，全日制は工業科，定時制は総合学科となっている。

*9 ここで対象とする工業高校は，公立の工業高校のみとする。

*10 静岡県で提示された静岡県立科学技術高校は，全日制に工業科だけでなく理数科も併置
されている。また，徳島県で提示された徳島県立徳島科学技術高等学校は，全日制に工

業科だけでなく水産科も設置されているため，工業高校とはいえない。

*11 「新しいタイプの高校」の典型的なものとしては，総合学科高校，単位制高校，中高一
貫教育校の三つであるが，2011 年度時点では，高等学校段階で工業科単独学科である中
高一貫校は存在していないため，この中で新しいタイプの高校といえるのは単位制の工

業高校だけということになる。
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抜が実施されている。工業高校では，工業技術をいくつかの分野に分類し，その代表

的な内容を学習の柱とした小学科方式の学科構成が基本とされる
*7
。一般的に，入学時

に決められた小学科は卒業まで変更することができない。このような形式の工業高校

を新しいタイプの工業高校と対比させ，「従来型の工業高校」と定義することにする。

しかし，これ以外の工業高校がすべて「新しいタイプの工業高校」ということには必

ずしもならない。どのような工業高校が「新しいタイプの工業高校」なのかというこ

とが，文部科学省や教育委員会で明確に定義付けされておらず，あくまでも，各教育

委員会や高校での認識の範疇に留まっている。このことから，「新しいタイプの工業高

校」と称していても，それがどのような工業高校なのかは各教育委員会の資料や高校

の学校案内から，さらには直接高校や教育委員会に照会をかけてみなければわからない。

工業科だけでなく，商業科，普通科，総合学科など他の学科を併設している高校が

あり，また，学校名が「○○工業高等学校」となっている高校でも，再編を伴う高校

教育改革によって，全日制は工業科であるが，定時制は総合学科であるという工業高

校も出現してきているため
*8
，「新しいタイプの工業高校」を抽出するにあたり，全

日制課程が工業科の単独学科であるということを前提とする *9。

都道府県及び政令指定都市の教育委員会に 2011年 5月から 10月にかけて，「新しいタイ
プの高校」について聞き取り調査を実施したところ，47 都道府県と２政令指定都市から回
答を得ることができた。その中で新しいタイプの工業高校があると回答があったのは，茨城

県，栃木県，東京都，神奈川県，富山県，静岡県，大阪府，徳島県である。ただし，静岡県

と徳島県については，新しいタイプの工業高校として示された高校 *10 が全日制において工業

科単独の専門学科ではないため除外した。また，これらと単位制の工業高校
*11
，都道府県教

育委員会の文書，パンフレット，全国工業高等学校長協会会員校で，全日制が工業科単独学

科の高校のホームページを検索し，「新しいタイプの工業高校」と称しているものを「新し

いタイプの工業高校」として加えた結果，表 5.3 のように 24 校を抽出することができた。
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表 5.3 新しいタイプの工業高校

高校名 単位制 ２学期制 学科数 特 徴 の 概 要

Ａ高校 ○ ○ 1 １年次に工業の基礎を学び，将来の進路や自分の適性・興味・関心に応じ

て，２・３年次に４つの系からコア科目と工業専門科目を選択

Ｂ高校 7 新しい学び方（科を越えた４つの系で募集，２年次に系の中のコースを選

択コースに対応する科名で卒業）

入学選抜に学力考査がない

Ｃ高校 1 小・中学校で充分に能力が発揮できなかった生徒が対象

３年次で６つの系の中から一つを選択

Ｄ高校 1 ２年次より５つの系列から一つを選択

E高校 ○ ○ 4 各学科ごとに提示された履修パターンを選択

２年次以降は，自由選択科目の他学科の科目や普通教科の科目を選択

F高校 ○ 1 大学進学を重視，２年次に３つの分野から一つを選択，SSH
Ｇ高校 ○ 1 理系大学進学が前提，２年次に４つの領域から一つを選択

Ｈ高校 ○ 3 理工系大学進学を目指す

Ｉ高校 ○ 1 ２年次に６つの系から一つを選択，ミックスホームルーム

Ｊ高校 ○ 1 ２年次に５つの系から一つを選択，ミックスホームルーム

Ｋ高校 1 ２年次に３つの系から一つを選択，ミックスホームルーム

全学科共通の履修科目「ものづくり学」を設定し，ものづくりに関する総

Ｌ高校 6 合的な見方･考え方を学ぶ

３つの系があり，系ごとに複数の学科が共通に学ぶ専門科目の設定

全学科共通の履修科目「ものづくり学」を設定し，ものづくりに関する総

Ｍ高校 7 合的な見方･考え方を学ぶ

４つの系があり，系ごとに複数の学科が共通に学ぶ専門科目の設定

Ｎ高校 ○ 6 くくり募集，１年次前期は共通の基礎的内容，後期に科に対応した系列を

選択総合選択制(２,３年次)，ミックスホームルーム
くくり募集，１年次後期に４つの系の中から一つの系，２年次に専科を選択

Ｏ高校 ○ 7 工業技術の知識や技術・技能を更に深める「深化コース」，または，卒業

後に大学などの高等教育機関への進学をめざす「接続コース」を選択

くくり募集，２年次に３つの系の中から一つの系・専科を選択

Ｐ高校 ○ 7 工業技術の知識や技術・技能を更に深める「深化コース」，または，卒業

後に大学などの高等教育機関への進学をめざす「接続コース」を選択

Ｑ高校 ○ 6 同上

Ｒ高校 ○ 6 同上

Ｓ高校 ○ 6 同上

くくり募集，１年次後期に４つの系の中から一つの系，２年次に専科を選択

Ｔ高校 ○ 8 工業技術の知識や技術・技能を更に深める「深化コース」，または，卒業

後に大学などの高等教育機関への進学をめざす「接続コース」を選択

くくり募集，２年次に３つの系の中から一つの系・専科を選択

Ｕ高校 ○ 6 工業技術の知識や技術・技能を更に深める「深化コース」，または，卒業

後に大学などの高等教育機関への進学をめざす「接続コース」を選択

Ｖ高校 ○ 7 同上

Ｗ高校 ○ 6 同上

Ｘ高校 ○ ○ 5 推薦入試は学科ごとに募集，一般入試はくくり募集

１年次前期は共通の基礎的内容，一般入試入学者は１年次後期に系列選択

2011年度現在において，全日制課程が工業科単独であるものを対象としている。



*12 今後の高校教育のあり方検討プロジェクト会議，2010，「県立高校改革推進計画 10 年間
の成果と課題：これからの県立高校のあり方を考えるために」，神奈川県教育委員会，p.3
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特徴となる指標は多数あり，また，オーバーラップしている側面もあるが，これら

の学校の特徴と共通点から，表 5.4 のように総合技術型，単位制型，大学進学型の３
つ類型化した。

表 5.4 新しいタイプの工業高校の類型

類 型 対 象 校

Ｂ高校，Ｃ高校，Ｄ高校，Ｉ高校，Ｊ高校，Ｋ高校，Ｎ高校，Ｏ高校，Ｐ高校，Ｑ高校，

総合技術型 Ｒ高校，Ｓ高校，Ｔ高校，Ｕ高校，Ｖ高校，Ｗ高校

Ｌ高校，Ｍ高校

大学進学型 Ｆ高校，Ｇ高校，Ｈ高校

単 位 制 型 Ａ高校，Ｅ高校，Ｘ高校

(1) 総合技術型
総合技術型は，異なる学科を併置している高校で，生徒は特定の学科に所属しなが

ら工業全体の基礎基本を身につけられるように，学科の枠を越えて科目を履修できる

ように教育課程が編成されている。個々の高校によって，学校形態，教育内容，運用

方法も異なり，内部構造が多様となっている。しかし，ここでは敢えて大きく２つの

グループに分けることを試みた。

一つ目のグループ（Ｂ高校，Ｃ高校，Ｄ高校，Ｉ高校，Ｊ高校，Ｋ高校，Ｎ高校，

Ｏ高校，Ｐ高校，Ｑ高校，Ｒ高校，Ｓ高校，Ｔ高校，Ｕ高校，Ｖ高校，Ｗ高校）の入

学者選抜では括り募集である。全生徒に対して一定期間，教育課程を分化させないで，

設置されている科・系・コースに共通する基礎的な内容を学習後，興味・関心，進路

等に応じて上位学年で科・系・コースを選択するタイプということである。

総合技術型の事例として，神奈川県の「総合技術高校」があるが，神奈川県教育委

員会が設置した今後の高校教育のあり方検討プロジェクト会議の「県立高校改革推進

計画 10 年間の成果と課題：これからの県立高校のあり方を考えるために」 *12 の中で，

総合技術高校では「これからの工業分野で総合的な視野をもって活躍する人材を育成

するため，工業の基礎・基本を共通に学んだ上で，一人ひとりの目的や適性に応じて

専門的な系（コース）を選択して学ぶ」としている。工業全般的に学んだ後，専門性

を深めていくというスタイルの工業高校といえる。

２つ目のグループ（Ｌ高校，Ｍ高校）は，前者を小学科に適応したもので，類似し

た小学科を系としてまとめて，その中で科目選択を可能としているものも含まれる。



*13 Ｇ高校の 2011年度学校要覧より。
*14 高等学校学習指導要領・第１章（総則）・第３款（各教科・科目の履修等）・２（専門教

育を主とする学科における各教科・科目の履修）
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関連する専門分野の範囲内で基礎的なことを学んだ後，関連する専門分野を深めて

いくということが特徴としてあげられる。

理科教育及び産業教育審議会産業教育分科会職業教育の改善に関する委員会より

1976 年 5 月 21 日に出された報告「高等学校における職業教育の改善について」の中
で，「学科制度を弾力的に運用するため，くくり募集を行う場合には，くくった数種

の学科について初年度に共通の教育課程を用意し，学年進行とともに選択科目を拡大

することによって，専門性を深めていく措置が不可欠である」という総合技術型に類

似する考えが示されていた。いずれのグループにしても，総合学科のような全国的な

共通の概念がなく，２，３年次に専門的に分化させていくことから，従来の学科より

も専門性は弱まるが，卒業後の就職については，企業から高校への求人が学科を指定

して求人が行われることが減少してきているため，必ずしも不利な状態にあるとはい

えず，中学生や保護者にとって進路先を決める上での目安にしにくい。

(2) 大学進学型
大学入試に対応した普通科目を多く取り入れ，進学のための補習授業を行っている

というのが特徴である。対象となっている三校のうちのＦ高校とＧ高校の２校につい

ては，「工業高校」であるということを前面に出していない。学校案内やホームペー

ジ上にも工業高校であるという記載はなく，学科名も工業科を連想しにくい名称を用

いていることから，工業高校であることを意識的に隠蔽しているのではないかと疑わ

ざるを得ない。しかし，工業高校という職業系のカテゴリーを脱却して，理工系大学

進学を明確に打ち出す姿勢は，従来の工業高校には見られない特徴であるといえる。

筆者はＧ高校の 2011 年 10 月 15 日開催の学校説明会に参加し，全体説明会の中で
「Ｇ校は工業高校のカテゴリーに入ると理解してよいのか」と質問をしたところ，「従

来の工業高校のイメージで入学してこられては困る」，「工業系の専門高校であるが，

一般の工業高校がものづくり中心なのに対し，勉強中心の理工系大学進学に特化した

普通高校の感覚で入学してもらいたい」と回答があったことからも，従来の工業高校

とはまったく異なる方向性を持っているということがいえる。

これは，教育課程上でも強く表れている。2011年度の教育課程 *13
の中に教科「工業」

は存在せず，学校設定教科「科学技術」が置かれている。また，教科「科学技術」の

必履修とされている科目の単位数は 20 単位である。これは，教科「科学技術」を教
科「工業」に読み替えるのと同時に，普通教育に係る教科を合わせて *14，専門教育に



*15 東京都教育委員会に聞き取り調査をしたところ、教科「科学技術」の読み替えと、専門
教育に関連する普通教科を組み込んで 25 単位以上としていると回答が得られた。高等学
校学習指導要領（2009）・第１章・第３款・２・(1)中の「商業に関する学科以外の専門教
育を主とする学科においては，各学科の目標を達成する上で，普通教育に関する各教科

・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場

合においては，その普通教育に関する各教科・科目の単位を５単位まで上記の単位数の

中に含めることができること」を適用しているものと考えられる。

*16 東京都立科学技術高校，進路状況，http://www.st-h.metro.tokyo.jp/course/index.html（検
索日 2011年 11月 1日）

*17 2011 年度東京都立総合工科高校（全日制課程）学校経営報告の中で、本年度の基礎力診
断テストの結果では、基礎学力の不足により「進学が難しい」、「就職してもついていけ

ない」段階の生徒の割合が現 1 年生で 21.6 ％、現 2 年生で 31.0 ％も存在するとしている。
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係る教科・科目が 25 単位を下らないようにして，学習指導要領上の基準を満たして
いるものと推測される。Ｆ高校でも教育課程上に学校設定教科「科学技術」があるが，

教科「工業」も存在し，両者を合わせて専門教科の必履修単位数が 20 単位であるこ
とから，工業の専門高校として成立させるために，Ｇ高校と同等の手法で学習指導要

領からの逸脱を回避しているものと推測される
*15
。

Ｆ高校の 2010 年度の進路実績*16 は，４年制大学 77.1 ％，国公立大学現役合格者 14
人，就職者 3 人となっており，従来型の工業高校では見られない進学実績が得られてい
る。このことから，大学進学型の中でＦ高校は進学の実績も出ており目的はある程度達

成されているといってよい状況がある。また，Ｇ高校は 2012 年 3 月に初めて卒業者を
出すのであるが，４年制大学 59.3 ％，国公立大学合格者 17 人，進学準備（浪人）22.2
％（42人），その他・未定 5.3％（10人）となっている。
一方で，Ｈ高校は従来型の工業高校を進学型に変えようとするものであるが，2010 年

度の卒業生に対する進学率は 42.7%に留まっており，大きな原因として生徒の学力不足
が指摘されており

*17
，大学を十分に射程距離に捉えることができず，大学進学が前提の

工業高校といい切ることができない状況にある。

大学進学型は，学校目標の中で明確に大学進学に位置づけているため，その評価は

大学進学率に注目が集まる。そして，進学率が上昇したとすれば，単に進学率のみな

らず，次にどこの大学に進学したかということが問われることになる。それは，大学

進学という一元化しやすい指標を設定することで，容易に序列化されやすくなるとい

う性質を持つようになるからである。学力的に上位の生徒が進学していく著名な大学

に多くの進学者を送り出せなければ，大学に進学できる学力や学習意欲のある生徒の

入学は見込めず，安定継続して大学進学の数を維持していくことはできなくなる。
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(3) 単位制型
単位制高校は，1988 年度から定時制課程と通信制課程に導入された。1993 年度か

ら全日制課程にも単位制高校が拡大され設置ができるようになった。1994 年には，単
位制を前提とした総合学科が導入された。

単位制の普通高校や総合学科高校では，必履修科目を除き比較的自由に科目選択が行える

のに対し，専門学科という性格から小学科と科目の結びつきが強く，順序性の制約から科目

の履修に制限が設けられててる。また，学年制的な運営もなされていて，決められた学年で

履修しなければならない科目も多く，科目選択の自由度が低い。たとえば，Ａ高校では，選

択科目を除き基本的に系に置かれた科目の中から科目選択をする。選択科目についても履修

制限を課している科目がある。Ｅ高校でも，４つの小学科ごとに履修パターンが示されてい

て，その履修パターンによって必須の科目が定められており，自由選択できる科目が普通科

目や専門の基礎科目に限られている。結果的に，小学科の専門性・系統性に沿った科目履修

が中心となり，総合学科高校や単位制普通科高校と比較して，科目選択が複雑で制約が多く，

単位制ならではの特色ともいえる科目の選択性が十分に確保されていない。逆の見方をすれ

ば，総合学科においてしばしば指摘される安易な科目履修という問題については回避するこ

とができ，系統性や統一性を担保しやすいともいえる。

1.2.3 新しいタイプ工業高校の概念

新しいタイプの工業高校を，総合技術型，大学進学型，単位制型の３つに分類して

きた。大学進学型は，大学進学という目的が掲げられており，従来型の工業高校とは

コンセプトとの違いは明確である。また，単位制型は「新しいタイプの高校」として

一般的に取り上げられている高校の一つであるため，どちらも新しいタイプの工業高

校ということができる。しかし，総合技術型については，類似した形式の工業高校の

ある教育委員会に質問調査したところ，「新しいタイプの工業高校はない」としたと

ころが存在しており，該当する工業高校にも質問調査したところ，同様に「新しいタ

イプの工業高校ではない」との回答があった。たとえば，秋田工業高校では「校長は

じめ多くの教員の意見を集約した結果，従来から秋田県の工業高校において選択科目

を設けて進学希望者に対しての対策をとっている高校がある。また，本校では中学校

の時点で明確に志望学科を決定できない生徒・保護者の要望に対応するためにくくり

募集を実施している。これも，他県などでも従来からのくくり募集という方法がある

ので，秋田工業高校を新しいタイプの工業高校と判断するのは難しい」としている。

京都市立洛陽工業高校でも，１年次では工業の電気・電子・機械分野の基礎的な領域

を幅広く学び，それらの学習をもとに２年次から４つのコースの中から一つを選び，

専門的な学習につなげるというものであるが，「本校では，今次の改革により新しいタ

イプの工業高校になったという認識はありません」という回答であった。他に，茨城県

立玉造工業高校，新潟県立柏崎工業高校，長野県立駒ヶ根工業高校，愛知県立豊川工業



*18 菊地栄治，1999，「高校教育改革と教養の行方」『教育学研究』66(4)，日本教育学会，p.53
*19 飯田浩之，2007，「中等教育の格差に挑む：高等学校の学校格差をめぐって」『教育社会

学研究』80，日本教育社会学会，p.42
*20 苅谷剛彦，2000，「学習時間の研究：努力の不平等とメリトクラシー」『教育社会学研

究』66，日本教育社会学会，p.223
*21 荒川（田中）葉，2001，「高校の個性化・多様化政策と生徒の進路意識の変容：新たな選

抜・配分メカニズムの誕生」『教育社会学研究』68，日本教育社会学会，p.177・p.180
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高校など，「新しいタイプの高校」もしくは「新しいタイプの工業高校」に位置づけら

れていない類似の工業高校が存在している。

以上のことから，総合技術型については，教育委員会や高校での認識に違いがあるため，

「新しいタイプの工業高校」であると一般化した定義付けをすることは難しいといえる。

1.2.4 新しいタイプ工業高校に入学してくる生徒の学力レベル

一般的に，学力の高い生徒は学習意欲も高く，逆に学力の低い生徒は学習意欲が低

い。これは，トラッキング問題として，いくつかの先行研究で指摘されているところ

である。たとえば，菊地栄治（1999） *18
は，異なるカリキュラムやグループに分類

されたという事実以上の影響が及ぶとし，上位トラックにいれば達成意欲の高い仲間

集団との接触が多くなり，学習の資源も陰に陽に豊富に配分されるとしている。飯田

浩之（2007） *19
は，格差構造の下位に位置する高校に入学してくる生徒の間に，不

本意入学，不本意就学が広がっているとしている。また，苅谷剛彦（2000） *20 は，

高校ランクによって，校外での学習時間に大きな差がみられるとしている。荒川（田

中）葉（2001） *21 は，新タイプの学科･コースで不本意入学者が少ないが，学力の低

い下位群では勉強をしなくなっているとしている。新しいタイプの工業高校として，

学校の形態，教育内容，教育方法に特徴を持たせても，生徒が学校の特徴を十分に理

解して，意欲的に活用していかなければ，新しいタイプの工業高校としての学校シス

テムを有効に活用されないということにもなりかねない。したがって，入学してくる

生徒の学力が，新しいタイプの工業高校が有効に機能するかどうか成否を見極める一

つの大きな指標になると考えられる。

関東圏内にある２つの教育委員会の管轄内における新しいタイプの工業高校と従来

型の工業高校の入学選抜学力検査の偏差値を調べたものが表 5.5である。
大学進学型の新しいタイプの工業高校では，大学進学を重視や理工系大学への進学

を前提とし，高大連携，校舎や施設・設備も一新して，従来型の工業高校を連想させ

ない科と教育課程が置かれているＦ高校とＧ高校については，従来型の工業高校より

学力の高い生徒が入学してきていることがわかる。ただし，その学力は普通科進学校



*22 偏差値は，2012年度入試用高校受験案内，2011，旺文社のものを使用。
従来型は，従来型工業高校の偏差値の平均値である。

Ｃ高校は，入学者選抜に学力検査が課されないため偏差値はない。

*23 粒来香，1997，「高卒無業者層の研究」『教育社会学研究』61，日本教育社会学会，p.202
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には及ばず，高校全体からの位置からは特別に高いものではない。

新規に建設した校舎に，大学レベルに相当する最新の設備を有し，教科書の知識だ

けでなく実験実習を取り入れ，科学的な見方考え方を身につけさせる教育課程，理系大

学進学のための指導など充実した体制を整えても，学力の高い生徒を呼び込み，普通科

進学校の牙城を突き崩すのは容易ではないことがわかる。

表 5.5 工業高校に入学してくる生徒の学力
*22

形 式 高 校 名 偏 差 値 形 式 高 校 名 偏 差 値

Ｃ高校 － Ｆ高校 50

Ｄ高校 39 大学進学型 Ｇ高校 52

総合技術型 Ｉ高校 41 Ｈ高校 40

Ｊ高校 41 単 位 制 型 Ｅ高校 40

Ｋ高校 39 従 来 型 40

Ｇ高校の学校説明会・全体会のプレゼンテーションで示された 2011 年度に入学し
た生徒の中学校での評定平均は，推薦入試で，国語 3.5，数学 3.9，理科 4.0，英語 3.5，
全９教科平均 3.6，一次学力検査では，国語 3.0，数学 3.4，理科 3.4，英語 2.9，全９
教科平均 3.1 であり，中学校での評定平均は絶対評価であるが，評定分布に大きな偏
りがないと仮定したとすれば，入学者選抜の偏差値と隔たりは見られないということ

になり，入学者は中堅の学力の生徒が多いということが推測される。しかし，Ｇ高校

の大学進学実績については，まだ卒業生を輩出していないため，大学進学型の新しい

タイプの工業高校として成果が出るかどうか，これからの動向が注目される。

大学進学型のＨ高校は，従来型の工業高校と同程度の学力の生徒が入学している。

大学進学率向上のための教育課程の編成，大学進学を実現させるたるの長期休業日に

おける講習会，推薦入試やＡＯ入試に対応できるための選択科目や課題研究の指導な

どを実施しているが，大学進学を重視した工業高校としての地位を確立しきれていな

い。設定されている小学科名も，従来型の工業高校をイメージさせるもので，実習内

容も従来型の工業高校と大きくは違わない。

粒来香（1997） *23 は，「特色ある学科」を設置しても，中学校は受験学力による輪

切り中心の進路指導を続けており，入学してくる生徒の質はあまり変わらないとして
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いる。それを裏付けるかのように，従来型工業高校のイメージが残るＨ高校，総合技

術型，単位制型の新しいタイプの工業高校では，学力的に従来型の工業高校と変わら

ない生徒が入学してきている。

1.2.5 新しいタイプの工業高校から見えてくるもの

新しいタイプの工業高校について，その概念を抽出し，類型化をしていく過程で，

明確な概念については「新しいタイプの高校」として一般的に取り上げられている単位

制と，従来型の工業高校とは異なる大学進学型の２つを見い出すことができたといえる。

総合技術型の中に分類したＣ高校の特徴に着目すると，「入学選抜に学力考査がな

い」，「小・中学校で充分に能力が発揮できなかった生徒が対象」という他の総合技

術型高校にはない特徴を有している。Ｃ高校では入学者選抜で学力考査は課さず，あ

えて学力的に十分でない生徒を対象として受け入れ，国語・数学・英語を中心とした

30 分授業，１学級２人の学級担任制，習熟度別授業，体験的内容を取り入れた多様
な選択科目など，生徒の実態に即して柔軟で弾力的な教育システムを導入している。

Ｃ高校の 2011 年度経営計画の中に，目指す学校として「学び直し」と「自分発見」
ができる学校を掲げている。これは，従来型の工業高校にも見られない大きな特徴で

あり，「学び直し型」として，総合技術型から独立させて分類することが適切ではない

かと考えられる。

Ｆ高校とＧ高校を除く新しいタイプ高校では，従来型の工業高校と同様に，序列化

された下位層に位置していることから，教育改革が進んだことにより中学校卒業者の

学力の分布が大きく変わり，全体的な学力が底上げされているという先行研究は確認

されていないため，新しいタイプの工業高校の成否は，学力や学習意欲の高い層の生

徒をどれだけ獲得できるかにかかっているものといえる。大学進学型のＦ高校からも

わかるように，明確に従来の高校とは一線を引く工業高校にしていくための最も重要

な要素となるものは，生徒の学力と学習意欲である。多額の経費を使い，施設・設備

を充実させても，入学してくる生徒の学力と学習意欲が乏しければ十分に効果を上げ

ることは難しい。そのために，Ｆ高校やＧ高校は「工業高校」ということを連想させ

ない「科学技術科」という学科名であり，学校案内の冊子や学校説明会において，工

業高校であるということを積極的に説明しない。

高度成長期では，重化学工業や製造業を中心とした工業化社会であったが，それが

情報化社会となり，そして，さらに進めた知識基盤社会に移行している。工業高校の

卒業生の多く就職していく中小企業では，企業内での研修や職業訓練を行う余裕も充

分に持ち合わせていないいため，技能を持った即戦力のある中途採用に比重がかかり

つつあるため，工業高校での「ものづくり」教育の否定はしないまでも，コミュニケ

ーション能力や他者を尊重する力，あるいは社会人として生きるうえで必要な規範意

識・倫理観・公共心などの社会性や人間関係形成能力，社会の中で生きるために必要



*24 横浜市立高等学校教育改革推進会議，2006，「横浜市民の誇りとなる高校を目指して」
（答申），横浜市教育委員会，p.10

*25 武内清，1981，「高校における学校格差文化」『教育社会学研究』36，日本教育社会学会，p.144
*26 秦正春，1977，「高等学校格差と教育機会の構造」『教育社会学研究』32，日本教育社会学会，p.78
*27 山本正人，2011，「県立高校改革推進計画（10 カ年計画）について」『ねざす』47，神奈川

県高等学校教育会館，p.8
2010 年 11 月 20 日に開催された神奈川県高等学校教育会館教育研究所主催の教育討論会
「検証・高校教育改革」の中で，シンポジストとして参加した，教育行政の中で中心的に高

校教育改革に携わってきた元教育長・山本正人の発言による。
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な基礎基本的な知識や論理的思考力・判断力・自分の個性を発揮できる専門的な知識

や技術などの知的能力，創造的な活動を行っていくために必要な体力，そしてこのよ

うなさまざまな力を土台に幅広い視野をもって自己を取り巻く対象をとらえ，分析し，

問題の所在を認識し，解決への道筋を考え，探究し続けることのできる問題認識力・

課題設定力・問題解決力といった総合的な人間力
*24
を育てていく教育にシフトさせて

いくべきなのである。

現時点において，それを安定的・継続的に実施していける可能性が高いのは，新しい

タイプの工業高校の中では従来型の工業高校のイメージを根底から覆し，大学への接続に

よって実現し得るＦ高校，Ｇ高校のような大学進学型といえる。

武内清（1981）*25 によれば，生徒はその置かれた状況や集団の雰囲気に同調する傾向

が強く，学校文化や生徒文化の影響を受けやすいとしている。つまり，生徒のアスピレー

ションを高めるためには，入学してくる生徒の特性，それによって形成される学校の持つ

文化的雰囲気が大切である。そのためには，Ｆ高校，Ｇ高校を除いた新しいタイプの工業

高校や従来型の工業高校でも，いかに学力の高い生徒を集め，序列化された学校ランクを

上げていけるかということが重要になってくるが，それは，中学校での進路指導や社会階

層などの要因
*26
などにより容易なことではない。

新しいタイプの高校の出現により，学力という比較可能な縦軸と，指標が異なり比較

することのできない横軸の二軸構造がより明確に構成されるようになった。新しいタイ

プの高校は既存の高校を統廃合して設立される事例が多いが，具体的な統合校を選定す

るにあたり，たとえば神奈川県では，できるだけ隣接する高校，学校の抱える課題・特

色・取り組みが比較的共通している高校，老朽化耐震対策に資する組み合わせの３つの基

本的な視点で統合校が決定されてきた*27 ことなど，新しいタイプのタイプの高校は，統

合前の高校と同レベルの学力による序列化の中に組み込まれている可能性が高いことを示

唆している。1996 年 11 月 16 日に横浜市岩間市民プラザで開催された神奈川県高等学校
教育会館シンポジウム「現場教師が語る神奈川の高校教育改革」の参加者の意見として，



*28 佐藤満喜子，1997，「選抜制度が変わらなくては」『ねざす』19，神奈川県高等学校教育
会館，p.36
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「高校のランクの上位校は改革の意志無く現状維持が本音，中堅校はランク上昇狙い，

下位校は生徒の対応に精一杯という構図があるみたいだし，中学校側はとにかく高校

に送り込むのが至上命題」，「生徒・親はひとつでもランクの高い高校へ行きたい」，

「新制度になったって本質は変わらない」，「特色や改革が気に入っても，序列が解

消しなくちゃ入りたくてもはいれないんだもん。」
*28
ということからも，新しいタイ

プの高校は隣接する学力の高校間の生徒を中心に融合され，学力の下位にある中学生

には，縦の多様化，学力による序列化により，横の多様化が進んだとしても，進学先

の高校の選択肢が依然として限定されている事実を端的に表しているものといえる。

2 新しいタイプの高校としての総合学科の可能性

2.1 総合学科での工業教育

普通学科，専門学科に次ぐ第三の学科として創設された総合学科は，1991年 4月 19
日の中央教育審議会の答申「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について」で，

普通科と職業学科とを総合するような新たな学科の設置が適当である旨の提言が行わ

れた。これを受けて，1993 年 2 月 12 日に高等学校教育の改革の推進に関する会議よ
り出された「高等学校教育の改革の推進について（第４次報告）：総合学科について

（報告）」の中で，総合学科設置の趣旨，教育課程の編成などの詳細が示された。こ

の中で，総合学科は生徒が科目を選択して行う履修上の区分に応じ，普通教育及び専

門教育を総合的に行う新しい視点に立った学科であり，普通科，専門学科に並ぶ新た

な学科として位置づけている。

同時期に，高等学校設置基準の一部改正が行われ，総合学科が普通科，専門学科に

次ぐ第三の学科として正式に位置づけられたのである。

1991 年 4 月 19 日に出された中央教育審議会の答申の中で示されている総合的な新
学科，すなわち総合学科は，「この新たな学科は，今後，高等学校の整備・再編を進

めるに当たって，職業学科を転換したり，普通科における職業教育の充実をより一層

推し進める形で設置していくことが適当」として，既存の普通科や職業学科を転換し

て設置していくことを示唆している。

総合学科は 1994 年度から設置が開始され，国立・公立・私立学校を合わせて７校
であった。そして，そのほとんどが専門高校や，普通科と専門学科の併置校で，普通

科単独校からの転換は少ない。表 5.6 は，2009 年 5 月 1 日における総合学科の母体と
なった高校の学科の一覧であるが，普通科を含む多くの専門学科の統廃合により，総

合学科に転換されたことが確認される。



*29 文部科学省，「総合学科，学校設定科目「産業社会と人間」に関する調査：学校に関する
情報」より作成。数値は 2009年 5月 1日現在のもので，複数回答によるものである。
「その他」は，人文学科、自動車科、電気産業科、産業技術科等。

*30 文部科学省，学校基本調査より作成。高校相当の中等教育学校後期課程では，2012 年度
までにおいて，国立・公立・私立を含めて総合学科は設置されていない。
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専門高校に在籍する生徒は，1960 年代には約４割を占めていたが，総合学科への転
換などにより，2010 年には２割を切り，減少が顕著に進んでいる。専門学科から総合
学科へ転換されることについて，高校進学の中心的な存在である中学生，保護者，中

学校から，専門高校数を維持するための要望は聞かれない。

表 5.6 総合学科の母体となった高校の学科 *29

学 科 学校数 学 科 学校数 学 科 学校数 学 科 学校数 学 科 学校数 学 科 学校数

普 通 253 商 業 113 看 護 3 理 数 1 美 術 1 その他 6
農 業 81 水 産 4 情 報 19 体 育 4 外国語 0 な し 16
工 業 73 家 庭 60 福 祉 12 音 楽 1 国 際 4 計 635

工業関係の系列が置かれる総合学科高校は，単独の工業高校，または，普通科高校

や他の専門学科高校との統廃合により創設された高校に多く見られる。たとえば，2010
年に設置，2011 年度に開校した東京都立王子総合高校には，開校当初の工業関係の系
列として工業・デザイン系列があるが，東京都教育委員会の北地区総合学科高校基本

計画検討委員会報告書（2008）の中で，「都立王子工業高等学校を改編し，同校のこ
れまでの教育実績を踏まえた総合学科高校として設置する」と記されている。

図 5.1 は，総合学科の設置状況である。設置が開始された 1994 年度における定時制
を含む公立高校総合学科は６校であったが，2012年度では 316校となっている。

図 5.1 総合学科を設置する公立高校の推移
*30



*31 文部科学省，2012 年度の学校基本調査より作成。国公私立の全日制・定時制の人数比。
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図 5.2 は，学科別生徒数の比率を表している。総合学科は全体の 5.2 ％を占めるま
でになっているが，全体としては規模はそれほど大きくない。しかし，専門学科の中

の学科別内訳を見ると，農業科よりも多く，商業科に次ぐ規模となっている。

普通科 専門学科

72.4％ 22.4％

5.2％

農業 工業 商業 職業科以外

2.6％ 7.9％ 6.4％ 3.1％

水産 0.3 ％ 家庭 1.3 ％ 看護 0.4 ％ 情報 0.1 ％ 福祉 0.3 ％

図 5.2 学科別生徒数の比率（2012） *31

総合学科では単位制で，生徒の自主的な科目選択を基本としている。このため，科

目履修のためのガイダンス機能を充実させ，体系的に学習できるように普通教科・科

目と専門教科・科目を含めた総合選択科目群（系列）を設け，系列ごとに教科・科目

を配置した上で，生徒が主体的・体系的に科目選択し学習を進めていかれるように，

系列を目安としながら多くの選択科目の中から，興味・関心，将来の進路を考慮した

上で科目選択をして学ぶことを特色としている。幅広く専門の基礎を学習することがで

き，将来の職業選択など自己の進路への自覚を深める場を提供する。

2008 年 3 月に，国立教育政策研究所から出された「今後の後期中等教育の在り方に
関する調査研究：「総合学科に関する調査」報告書」において，調査時期が 2007 年 9
月の段階で，開設されている系列数は４から７の範囲で全体の 88.4 ％を占めているこ
と，また，開設されている系列の分野として最も多いのが人文の 65.8％，工業は 26.0％
総合学科が設置されている学校数の約４分の１に工業系の系列が設けられていること

が示されている。

総合学科で学習する科目は，高等学校学習指導要領が求める必履修科目，原則履修

の科目である「産業社会と人間」と，生徒に主体的に選択させる総合選択科目群，自

由選択科目から構成されている。「産業社会と人間」は，基本的には生徒の主体的な

各教科・科目の選択に資するような内容で，学校設定教科の科目である。総合選択科

目群は，生徒の興味・関心や，進路の方向に沿った科目履修が行えるように，ある程度

まとまりのある学習ができるよう体系立て，専門性も考慮された系列を設け配置される。

総
合
学
科



*32 服部次郎（研究代表），2012，『総合学科の在り方に関する調査研究・報告書』，東京女子
体育大学，p.136，表 4-2-7より引用。
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総合学科では，「産業社会と人間」を含めて専門教科の科目を 25 単位以上履修しな
ければならない。「産業社会と人間」は，学校目標や，生徒の実態や地域性などを考

慮して内容を定められる。「産業社会と人間」と，総合選択科目を総合的に組み合わ

せることで，将来の職業選択を視野に入れて自己の進路について自覚させる可能性が

高く，普通科や専門学科よりもキャリア教育を実現させるための条件を備えていると

いえる。普通科でも，制度的に教育課程上に専門科目や学校設定科目の「産業社会と

人間」や専門教科・科目を置いて総合学科に類似することはできるが，教員の加配は

なく，施設・設備や専門教科の教員の配置などなされないため，専門教科を含めた教

育課程の展開は実際的でないところに，普通科と比べて優位性があるといえる。

工業科などの専門学科では，一般的に入学した小学科やコースの変更はできず，履修

する科目は小学科やコースに縛られるのに対して，総合学科での科目履修は基本的とし

ては系列を問わずに履修が可能で，生徒が主体的に科目を選択するため不整合が生じに

くい。実践的・体験的な科目も含み，生徒の興味・関心，適性と，進路の希望などに応

じて柔軟な教育を行うことができる。また，総合学科単独校は複数学科併置校と比べ，

単一の学科であるため専門学科の教員の縦割り的な意識も生じず，どの専門科目も履修

できるなど，学科間の共通した教育課程の実現に困難さはない。学科間の学力格差が生

じることはないため，所属する学科の違いからくる優越感や劣等感の問題も生じない。

総合学科は，専門高校からの転換も多く，その場合には施設・設備がそのまま利用

できるという利点がある一方で，多数の選択科目を準備しなければならないため，教

員が十分に配置されなければ授業の持ち時間は増え，教員に過度の負担がかかること

になる。また，実験・実習のための施設・設備とその維持・更新などが十分でなけれ

ば，体験的な学習の機能は弱くなる。表 5.7 からも，人的側面と施設・設備について
は，自治体の財政的な側面が大きく影響する。これについては，より施設・設備が多

く，更新等維持管理費がかかり，また，実習等の関係で実習助手が多く配置される工

業科などの専門学科とは大きな違いがある。

表 5.7 総合学科での予算上の措置の現状（2011）〔％〕 *32

ある かつてあった ない

総合学科棟などの施設・設備経費 13.4 34.9 42.7

特別非常勤講師に関する経費 32.1 4..9 47.4
情報機器の整備に関する経費 12.0 23.9 49.3

備品購入に関する特別経費 9.1 23.9 50.7

先進校の視察等に関する経費 7.7 20.1 56.5



*33 服部次郎（研究代表），2012，『総合学科の在り方に関する調査研究・報告書』，東京女子
体育大学，pp.17-18

*34 荒牧草平，2003，「現代都市高校におけるカリキュラム・トラッキング」『教育社会学研
究』73，日本教育社会学会，po.25-41

*35 服部次郎（研究代表），2012，『総合学科の在り方に関する調査研究・報告書』，東京女子
体育大学，pp.98-99

*36 同上，p.100
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多様な選択科目については，生徒の興味・関心，進路の希望などによる科目選択が

基本であるため，体育や専門教科の実習系のペーパーテストがない科目など，安易な

科目選択がなされると体系的な学習につながらず，十分な学習効果が得られない可能

性があるが，科目選択で生徒がとても参考にした，やや参考にしたとしているのは，

担任の先生の話（81.1%）が最も多く，ガイダンスブック（シラバス）は 73.9%，友人
の話は 69.0%，先輩の話は 66.3%*33と続き，安易な科目選択は多くないと推測される。

荒牧草平（2003） *34
は，自由尊重型のカリキュラムは大学進学希望が促進されない

が抑制するわけでもなく，専修学校への希望を促進しているとし，生徒の主体的な選

択を尊重するカリキュラムは，職業を通じて何らかの専門性を発揮できることを求め

る傾向，自己実現性を加熱するとしている。

文部科学省委託事業「高等学校教育改革の推進に関する調査研究事業」として，2012
年 3 月 30 日に文部科学省に提出された『総合学科の在り方に関する調査研究報告書』
の中で，共同研究者の小田清隆 *35 は，小学校は発達段階として，キャリア教育の柱と

はなり得えず，進学が前提となる中学校でもキャリア教育の柱となり得えず，大学の

教員は研究者であるからキャリア教育を求めることができず，キャリア教育の柱とな

るのは高校であるとしている。

小田清隆は，『総合学科の在り方に関する調査研究・報告書』の中で「「産業社会と

人間」を含め総合学科の不要論者は，教科専門主義者であろう。生徒を見ていない。

生徒の全人格を見ての進路指導が必要であるにもかかわらず，自分の教科の中に閉じ

こもっていれば自分は安泰であるからである。」 *36と述べている。

これらことからも，高校に進学させることが優先される進学指導中心とした中学校

では生徒の職業意識の醸成やキャリア形成が期待できない現状で，総合学科は普通科

や専門学科よりもキャリア意識を育てるための機能を有しているものといえる。

2.2 工業系の系列の事例

工業系の系列の事例として，2011 年 8 月 2 日に横浜市立横浜総合高校を訪問しイン
タビューを行った。対応してくれたのは副校長であった。
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横浜総合高校は，横浜市立の港高校，横浜工業高校，横浜商業高校定時制を再編整備

し，2002 年に横浜工業高校の校舎や設備を転用して設立された三部制の定時制高校で
ある。港高校，横浜工業高校、横浜商業高校定時制は，2004 年度末に閉校となった。
三部制は，午前（Ⅰ部）・午後（Ⅱ部）・夜間（Ⅲ部）のそれぞれに４時間ずつの区

切りで授業が展開されており，入学者選抜は各部ごとに実施されるため，生徒はいずれ

かの部に所属している。

教育課程は午前（Ⅰ部）・午後（Ⅱ部）・夜間（Ⅲ部）とも共通となっており，必履

修科目群，総合選択科目群，自由選択科目群のいずれかに分類されている。総合的な学

習の時間と総合学科での原則履修科目である「産業社会と教育」は事実上の必履修科目

であるため，必履修科目群に属している。

生徒は所属している部以外の総合選択科目と自由選択科目の授業を履修することがで

きる。これにより，必履修科目を含め，卒業単位である 74 単位以上を修得すれば，３
年間で卒業することができる。また，午前（Ⅰ部）・午後（Ⅱ部）は昼間定時制であり，

他の部の科目も選択可能であるため，実質的に全日制に近い課程といえる。

総合選択科目は，エンジニア系列，ビジネス系列，生活文化系列，人間科学系列の４

つの系列のいずれかに分類されている。エンジニア系列は工業科目，ビジネス系列は商

業科目，生活文化系列は芸術科目・家庭科目・工業科目・外国語科目といった複数の専

門教科の科目で構成されている。また，生徒は特定の系列に属することはなく，基本的

に自由に科目選択ができる。普通教科を含め，各系列の専門教科に多くの学校設定科目

が設けられている。

自由選択科目は，主に普通科目で構成されており，系列に属さない教養的な科目から，

大学進学に対応した科目も設定されている。

2010年 5月 1日の時点の在籍生徒数は，男子 475人（44.1％），女子 600人（55.8％），
となっており，女子の割合が多くなっている。2010 年度の学校基本調査から総合学科
の男女比を求めると，男子 41.8 ％，女子 58.2 ％となっており，横浜総合高校での生徒
の男女比は，平均的なものであるといえる。2010年度の普通科の男女比は，男子 49.4％，
女子 50.6 ％，工業科の男女比は，男子 90.3 ％，女子 9.7 ％で，普通科ほど均衡が取れ
てはいないが，工業科ほど男女比のバランスに不均衡が生じてはいない。

横浜総合高校のように，総合学科で工業系の系列や科目が設けられているならば，女

子生徒が工業科目を履修するかどうかは，男女差による意識，興味・関心，将来の進路，

科目に対する好き嫌いなどがあり不確定ではあるが，少なくとも，女子生徒にも工業科

目を履修できる機会が与えられていることになる。

2012 年度における横浜総合高校の卒業後の進路は，大学・短期大学が 9.3 ％，専門
学校・職業訓練校等が 54.9 ％，就職者が 32.1 ％，大学進学準備・未定者が 23.7 ％であ
る。進学者の状況は，卒業後に，どのような分野に進んだのか特定しやすい。表 5.8 と
表 5.9の分野を，最も近いと考えられる系列に対応させたものが表 5.10である。



*37 横浜総合高校は，2013年 8月 15日に廃校となった県立の普通高校跡地へ移転が行われた。
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表 5.8 大学・短期大学進学者（2012） 表 5.9 専門学校進学者（2012）
分 野 男子 女子 合計 分 野 男子 女子 合計

人文学科 文学，語学，心理学 1 3 4 工 業 建築，自動車整備，情報処理技術者 9 1 10

社会学科 法学，商学，経済学 4 0 4 医 療 看護師，歯科衛生士 1 4 5

理 学 生物学，物理学 5 0 5 衛 生 調理師，製菓衛生師，美容，理容 3 2 5

工 学 電気工学，情報工学 1 0 1 教育・社会福祉 保育士，介護福祉士 3 7 10

家 政 家政学，栄養学 0 1 1 商業実務 パソコン，ホテルスタッフ，医療事務 5 4 9

教 育 児童教育，幼児教育 0 1 2 服飾・家政 洋裁・和裁，スタイリスト 1 8 9

そ の 他 2 1 3 文化教養 語学，デザイン，映画，演劇 12 13 25

表 5.10 系列と進学分野との対応

系 列
大学･短期大学進学者 専門学校進学者 性別合計 割合

分 野 男子 女子 分 野 男子 女子 男子 女子 ％

エンジニア系列 理学，工学 6 0 工業 9 1 15 1 18.0

ビジネス系列 社会科学 4 0 商業実務 5 4 9 4 14.6

生活文化系列 家政 0 1 衛生，服飾・家政，文化教養 16 23 16 24 44.9

人間科学系列 人文科学，教育 1 4 医療，教育・社会福祉 4 11 5 15 22.5

横浜総合高校副校長によると，工業科目で構成されるエンジニア系列の科目は人気がな

く，履修する生徒は非常に少なく，特に女子生徒はほとんど履修しないとのことであった。

工業科目の置かれているエンジニア系列の科目を履修できる機会があるのに履修する

生徒が少なく，卒業後の進学先を見ても，工業関連の分野に進学している者は 18.0 ％
であり，女子については１人と極めて少ないことから，エンジニア系列，すなわち工業

分野の生徒のニーズというのはもともと少ないということができる。

工業系科目の実習設備として，訪問した 2010 年度時点では，横浜工業高校の実習設
備を活用して，工業系科目の実習が行われていた。設備は横浜工業高校時代のもので古

いが，ボール盤，旋盤，フライス版，溶接機器，自動車整備施設などのある機械系の実

習工場があり，設備の範囲内であれば本格的な実習を行うことができる。副校長による

と，「生徒が多く在籍していて手狭になっており，教育活動に支障が出てきているとい

うことで，2013年度に廃校となった県立の普通高校に移転をする予定になっている」*37，

「現在の工業の設備の移設は費用の面からできない」，「移転先に新規に同レベルの工

業の施設・設備をつくるのは，多額の費用がかかるため難しい」ということであった。



*38 東京都生活文化局私学部私学振興課，2012，『東京都の私学行政：平成 24（2012）年』，
東京都，p.3
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3 中高一貫教育の中での技術教育

3.1 中高一貫教育の概要

政令改正諮問委員会が 1951 年 11 月 16 日に出した「教育制度の改革に関する答申」
の中で，学校教育体系の例外として，「中学校と高等学校を併せた六年制の農工商等の

職業教育に重点をおく「高等学校」を認めること」と記されている。産業界からの要望

として，日本経営者団体連盟が 1952 年 10 月 16 日に発表した「新教育制度の再検討に
関する要望」で，中学校と実業高校を一体化し６年制の職業高校が取り上げられている。

1966 年 10 月 31 日の中央教育審議会の「後期中等教育の拡充整備についての答申」の
中で，小学校，中学校，高校の教育が相互に密接な関連を持つべきであるとし，「中等

教育を一貫して行なうため，６年制の中等教育機関の設置についても検討する必要があ

る」と述べている。1971 年 6 月 11 日の中央教育審議会の答申「今後における学校教育
の総合的な拡充整備のための基本的施策について」では，初等・中等教育の根本問題と

して，量の増大に伴う質の変化にいかに対応するかという問題に直面していると指摘し

た上で，初等・中等改革の基本構想の中で，中等教育が中学校と高校とに分割されてい

ることに伴う青年前期の内面的な成熟が妨げられ，十分な観察と指導による適切な進路

の決定の問題を解決するため，これらを一貫した学校として教育を行うことを提案して

いる。このように，中高一貫教育は，中学校と高校を一体化した戦後の６・３・３制に

よらない学校制度として提案されてきた。このような中等教育学校は，1998 年 6 月 12
日の学校教育法の改正により創設された学校で，中高一貫教育は中等教育学校を含めて，

1999年４月より制度化され導入することが可能となった。
中高一貫教育は，表 5.11 のように，中等教育学校，併設型，連携型の３つの実施形

態がある。連携型の中高一貫教育では，高校側と中学校側とで教科会議や研究授業をと

おして，ある程度早い段階から中学校の生徒の実情を知ることができるが，連携してい

る中学校以外の中学校からも進学者があるため，中学校からの継続を前提とした教育課程

の編成をしていくことは容易ではない。

併設型の多くは，高校と中学校とを設置している学校法人である。たとえば，2011
年度時点で，東京都内の高校と中学校を併設している学校法人は約８割ある *38。公立学

校の場合，高校の設置は都道府県で，中学校は市町村という設置者の異なる形態が多く，

人事上の問題から，併設型の中高一貫教育の事例は多くない。しかし，高校と中学校を

設置している自治体もあり，たとえば，横浜市では，横浜市立高校に附属中学校を設置

し，併設型の中高一貫教育を行っている自治体も一部存在している。
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表 5.11 中高一貫教育の実施形態

実 施 形 態 学 校 組 織

中等教育学校 一つの学校として，６年間一体的に中高一翼教育を行う。

併設型 中等教育学校よりも緩やかな設置形態で，高等学校入学者選抜を行わ

中学校・高校 ずに，同一の設置者による中学校と高等学校を接続する。

連携型
既存の市町村立の中学校と都道府県立の高等学校など，異なる設置者

中学校・高校
による中学校と高等学校が教育課程の編成や教員・生徒間交流等の連

携を深める形で中高一貫教育を実施する。

中高一貫教育の実施形態の中で，中学校段階から高校段階まで一貫した教育課程を編

成することができるのが，1999 年より新設された中等教育学校である。中等教育学校
は，６・３・３・４制の学校制度を崩す 1962 年の高等専門学校以来の多様化・複線化
を進めるものである。1971 年 6 月 16 日の中央教育審議会の答申「今後における学校教
育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」の中で，初等・中等教育改革の基

本構想の一つとして，中等教育が中学校と高校とに分割されていて，青年前期の内面的

な成熟が妨げられているとともに，十分な観察と指導による適切な進路指導ができない

という問題を解決するために，一貫した学校として教育を行う学校制度上の特例を設け

て，学制改革の基礎となる試みを行う必要があるとして，既に，この段階で，中等教育

学校的な学校についても着目していることが示唆される。1997 年 6 月 26 日の中央教育
審議会の答申「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第二次答申）」の中
では中高一貫教育の意義と特色が述べられているが，中高一貫教育の中で，特に中等教

育学校の最も特徴的なことは，併設型や連携型の中高一貫教育とは異なり，一つの学校

であるため，高校入学者選抜の影響を受けずに，中学校段階から高校段階の６年間を見

通して系統立てた学校運営が展開でき，学習面・生活面を含めて継続したゆとりのある

学校生活を提供できることである。一方で，学校生活が長期スパンとなるために自己の

目標を持ち得ないと中だるみによる学力・学習意欲の格差が生じ，本人の適性に合致せ

ずに退学となった場合に，中学校・高校との教育課程の関係で不都合が生じることもある。

多くの自治体では，高校在籍の教員と中学校在籍の教員の給料表とが異なり，それぞ

れの教員同士の軋轢も生じやすい環境にあるが，神奈川県のように，小学校の教員の学

歴も最近は大学卒業者がほとんどで，学校の困難度も小学校と高校とでは給料に差を設

けるだけの違いはないとして，中学校，高校の教育職の給料表について，すべて小学校

の給料表に合わせて一本化したため，給料表の違いによる軋轢が存在しない自治体もあ

る。ただし，高校籍の教員は高校間の異動が，中学校籍の教員は中学校間の異動が原則

であるため，生徒指導上の違いや，生徒に求める能力の違いから，十分な調整が図れな

いといったことも生じる場合がある。



*39 実業学校は、1899 年の実業学校令・第１条で「実業学校ハ工業農業商業等ノ実業ニ従事
スル者ニ須要ナル教育ヲ為スヲ以テ目的トス」とされており、工業・農業・商業等の実

業に従事する者を養成する教育とされていた。
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3.2 中学校教科「技術・家庭」の概観

技術・家庭科は，戦前の中学校における実業教育
*39
の流れを汲む。戦時体制下の産業

教育政策においては，軍需産業を支えるための技術者の養成に迫られ，工業系の学校の

拡充が図られていった。新制中学校での「技術・課程」の始まりは「職業科」であった。

職業科は 1947 年に発足した新制中学校に設けられた必修の教科で，農業・商業・工業
・水産・家庭のうち一科目または数科目を学習することになっており，戦前の高等小学

校の実業科に近いものであった。

1947 年 3 月 20 日発行の学習指導要領・職業指導編（試案）の中で，「中学校の職業
科は，生徒がその地域で，職業についてどういう経験をもっているかを考え合せて，農

・工・商・水産の中の一科，時としては数科を選んで，これを試行課程として労働の態

度を養い，職業についての理解を与え，その上にいわゆる職業指導によって，職業につ

いての広い展望を与える」とされており，職業についての基礎的な知識と技能の習得と

同時に，将来の進路について選択できる能力を養うことを目的としたものであった。

家庭科の教員団体などは，かねてより職業科からの分離を主張していたため，1949
年 5 月 28 日の文部省通達「新制中学校の教科と時間数の改正について」では，家庭科
が職業科から分離・独立した「職業科及び家庭」となったが，実施には至らず，同年 12
月の文部省初等中等教育局長の通達により「職業・家庭科」に変更され，1951年 7月 10
日発行の学習指導要領一般編・試案・改訂版では，実生活に役立つための項目の細分化

が施され，教科名もそのまま「職業・家庭」が引き継がれた。

職業・家庭科は普通教育の教科であるが，他の教科と異なり，２つの教科を合わせ持

つ名称となっている。これは職業科の一部として構成されていた家庭科が，独立した１

教科という扱いになったことに起源するものである。

1953 年 3 月 9 日の中央産業教育審議会の建議「中学校職業・家庭科教育の改善につ
いて」では，職業・家庭科は職業生活，家庭生活における基礎的な技術の習得や，基本

的な活動の経験を通じて，国民経済や国民生活に対する一般的な理解を養うための義務

教育としての普通教科であるとしている。また，1954 年 10 月 19 日の中央産業教育審
議会の第二次建議「中学校職業・家庭科教育の改善について」が行われ，1953年 3月 9
日の建議を具体化するための教育内容，教育計画などを具体化するための提案がなされ，

1956 年 5 月 28 日に発行された中学校学習指導要領職業・家庭科編（改訂版）により改
善が図られた。高度成長期に入るとともに高校進学率が上昇する中，中央産業教育審議

会の建議など反映して職業という要素は薄れ，普通教育としての位置づけとして再編成
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され，職業生活・家庭生活の基礎的な内容に主軸が置かれるようになり，特定の職業に

関する知識や技能ではなく，将来いかなる進路をとる者にとっても必要な一般教養を与

えるものとなっている。

1958 年 10 月 1 日に告示された中学校学習指導要領では「職業・家庭」から「技術・
家庭」となり，新たに出発することとなった。技術・家庭は職業準備のための機能は失

い，職業・家庭科の中に包含されていた職業指導的な内容は教科外の進路指導として位

置づけがなされ，生活により重点が置かれた技術教育と家庭科教育という２つの位置付

けに大きく方向転換された。これは，単なる名称変更ではなく，職業から生活への大き

な変革といえるものである。

1987 年の臨時教育審議会の答申を受け 1989 年の改訂を経て，現在，中学校で実施さ
れている教育課程は 2008年公示のものであるが，本論文で対象としている教育課程は，
中学校においては，神奈川県の中高一貫教育に注目し，中学校段階から高校段階にか

けて連続した技術教育を考察するという観点から，現行の 1998 年告示の中学校学習指
導要領のものを対象とし，高校においては 1999 年告示の高等学校学習指導要領をもと
に作成された教育課程で議論を進めていく。

現行の学習指導要領に掲げられている「技術・家庭」の目標は「生活に必要な基礎的

な知識と技術の習得を通して，生活と技術とのかかわりについて理解を深め，進んで生

活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる」となっており，生活に重点を置いた

もので，産業界のための技能・技術者育成のためとはなっていない。これは，表 5.12
のとおり，1958年より変わっていない。

表 5.12 学習指導要領上の中学校『技術・家庭』の目標の変遷

1958年公示 生活に必要な基礎的技術の習得

1969年公示 生活に必要な技術の習得

1977年公示 生活に必要な技術の習得

1989年公示 生活に必要な基礎的な知識と技術の習得

1998年公示 生活に必要な基礎的な知識と技術の習得

2008年公示 生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得

技術分野の内容は「技術とものづくり」，「情報とコンピュータ」の２つである。高校

で，すべての生徒が学習する必履修科目のうち，技術分野に接続されると思われる教科は

「情報とコンピュータ」に対しては「情報」があげられるが，「技術とものづくり」につ

いては該当する教科がない。

「技術とものづくり」は，表 5.13 のように６つの内容から成り立っている。この中で
工業系と解釈できるものは概ね必履修となっているが，「作物の栽培」という農業系と解

釈されるものについては選択履修となっていて，すべての生徒に履修させてはいない。
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最近の普通科専門コースを設けている普通科の高校から見られるように，教育課程の中

に専門教科（工業）の科目を取り入れることも可能であるし，工業系の学校設定教科･科

目をつくり教育課程に取り入れることが可能である。

このことから，必履修となっている工業系と情報系の内容をすべての高校の教科・科目

で設定すれば，高校への技術教育の接続性を満足することができる。

表 5.13 「技術・家庭」の技術とものづくりの内容

生活や産業の中で果たしている技術の役割

製作品の設計

工 業 系 必 履 修
工具や機器の使用方法，加工技術

製作に使用する電気機器の仕組み・保守

エネルギー変換を利用した製作品の設計・製作 工 業 系
選択履修

作物の栽培（草花や野菜等の普通栽培） 農 業 系

3.3 中学生の進路意識と中高一貫教育の事例

中学校で設定されている教科「技術・家庭科」における技術分野が，情報を除き高校

進学者の約７割を占める普通科の教育課程上で継続して行われていない。一般的に，普

通高校では普通教科を中心に教育課程が編成される。情報を除く理由は，教科「情報」

が普通教科として存在し，必履修科目になっているから，普通科，専門学科，総合学科

のすべての高校で情報を学習することになるのである。最近では，普通高校の中に「普

通科専門コース」と称して専門科目を取り入れる高校がいくつか見られるが，中学校で

の「技術・家庭科」との接続を考慮されたものではない。

中高一貫教育を行っている普通高校では，一般的な単独の普通科の高校と比較して，

中学校との教育課程の連携を視野に入れたものであるため，高校段階の教育課程の中に

継続した形で技術教育としての専門教科の科目を編成しやすい。

そこで，中高一貫教育での高校段階の技術教育について，神奈川県公立の中高一貫教

育の事例から，中学校での技術・家庭科の技術分野の継続性について，具体的事例の実

態調査から考察していく。

中等教育学校の後期中等教育段階は，普通科となっている。図 5.3 のように，2009
年 5 月 26 日に神奈川県産業教育審議会が実施した専門高校に関するアンケートでは，
中学校を卒業後の進路について，中学生の 83.6 ％，保護者の 82.3 ％が普通高校を希望
しており，専門高校への希望は，中学生は 7.4 ％，保護者は 7.7 ％と非常に少ない状況
であり，多くの中学生や保護者は普通科への進学や進級を希望しているため，六年間一

貫教育をおこなうためには，中学校段階から接続される後期中等段階が普通科であると

いうことは，生徒募集についてニーズにかなっているといえる。



*40 神奈川県の専門高校に関するアンケート調査結果（神奈川県産業教育審議会（2009 年 5
月 26日）より作成。

*41 同上。
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図 5.3 中学校卒業後の進路希望
*40

図 5.4 は，生徒が進路を決定する際に，誰の意見を最も参考としたかを示すもので，
自分の意志で決めてる生徒はおよそ半数で，次いで家族・親戚となっていて，家族の意

見についても進路決定に大きな影響を与えていることがわかる。

図 5.4 中学校卒業後の進路を決める場合に意見を参考とする人
*41
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*42 2009年度公立中学校卒業者の進路状況調査（神奈川県）より作成。
*43 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査（文部科学省，2010 年 5 月）

より作成。一時的な仕事に就いた者は学校基本調査（2010年度速報 ,文科省）より。
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表 5.14 は，2008 年度に中学校を卒業生して高校に進学した者が，どの学科に進学し
たのかを表したもので，普通科が 82.4 ％と最も多く，専門学科は 10.9 ％と約１割，そ
のうち工業科へは 4.0 ％しか進学していないことがわかる。これは，表 5.3 に非常に近
い数値となっている。高校の募集定員を考えれば，中学校での進路指導が生徒や保護者

の進路希望に何らかのバイアスを与えた可能性が示唆できる。

表 5.14 中学校卒業生の進学学科状況（2008年度） *42

高校進学者 普通科 専門学科 （うち工業科） 総合学科

66,395 54,719 82.4% 7,256 10.9% （2,648 4.0%） 4,420 6.7%

普通高校の卒業後の就職に目を向けると，経済情勢の悪化から新規高卒者の就職は厳

しい状況に置かれている。特に，普通高校の中で就職を希望する生徒は普通科全体の割

合からは少数派ではあるが，表 5.15のように普通科の母数が多いため人数も多くなる。
未就職者数や，一時的な仕事に就いた者が多く，深刻な状況にある。就職者や進路未

決者の多い普通高校では，技術・家庭（技術分野）を継続させることで，就職に際し一

定の効果が期待できるものと考えられる。また，普通科の進学校ではキャリア教育の一

環としても有効であるといえる。

表 5.15 2009年度高校卒業者の内定状況 *43

就 職 希 望 者 就職率
未就職者数

一時的な仕事

人 数 % ％ に就いた者

普通学科 65,549 8.4 86.6 8,768 10,277
専門学科 102,883 42.7 94.8 5,343 4,107

農業 13,957 51.0 93.6 899 658
工業 49,498 58.5 97.0 1,469 951
商業 28,290 39.7 93.0 1,987 1,728
水産 1,765 60.9 93.3 119 57
家庭 5,446 38.4 89.5 573 425
看護 214 6.1 80.8 41 35
情報 430 28.9 94.9 22 5
福祉 1,586 51.0 94.9 81 75
その他 1,697 5.2 91.0 152 173

総合学科 13,114 26.9 90.7 1,214 1,177
181,546 17.0 91.6 15,325 15,561



*44 『ねざす』34（2004），神奈川県高等学校教育会館・教育研究所，によると，「課題集中
校」とは，1990 年に開催された神奈川県高等学校教職員組合の定期大会において，「底辺
校」，「教育困難校」などの名称は，単なるレッテル張りであるとし、教育を放棄してい

るとの印象を与えるため，どの学校にもある様々な課題が集中しているという意味で

「課題集中校」という名称になった。

*45 「神奈川県・愛川町連携型中高一貫教育基本計画」，「同．実施計画」（神奈川県教育委員
会・愛川町教育委員会，2008）

*46 2009年度・公立高等学校生徒の移動状況調査（神奈川県教委）より作成。
中等教育学校につては、併設されている高校を参考に示した。偏差値は神奈川県全県模

試高校受験用ガイド掲載のものを使用した。
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3.4 神奈川県の公立学校の中高一貫教育

神奈川県では，2009 年度に２つの県立中等教育学校が設置された。また，2012 年度
より県立光陵高校（普通科）－横浜国立大学附属横浜中学校の連携が開始され，2010
年度より県立愛川高校（普通科）－愛川中学校・愛川東中学校・愛川中原中学校（いず

れも町立）の連携が開始され，2012年度現在，２校の県立連携型高校が設置されている。
県立相模原中等教育学校と県立平塚中等教育学校は，2009 年度に開校した６年制の

中等教育学校で，設置場所は県立相模大野高校と県立大原高校と同じくして，それぞれ

に併設されている。相模大野高校と県立大原高校は，2013 年度末で廃校となる。どち
らの中等教育学校も，高校に相当する後期課程は，単位制の普通科となっている。

表 5.16 より，相模大野高校と光陵高校は学力も上位にあり，大原高校は学力的に中
堅といえるが，就職者はほとんどなく，退学率も少ない。このことから，相模大野高校

と光陵高校は典型的な進学校であり，大原高校は準進学校といえる。

愛川高校は 2009 年度より中校一貫教育校となった。偏差値から類推すれば，
学力が低く，退学率も 11.4%と高い，いわゆる課題集中校 *44

である。普通科としては就

職率が高く，一時的な仕事に就いた者も多い。表 5.18 のように，技術・技能（工業）
系に就職していく生徒も多く，表 5.19のように近隣にある工業団地からの求人も多く，
教育課程の中に工業系の技術教育を取り入れることで生徒の進路選択に有効に作用する

と考えられるが，神奈川県愛川町連携型中高一貫教育基本計画・実施計画
*45
の中には記

述が見あたらない。

表 5.16 中高一貫教育の高校の学力レベル *46

学 校 名 偏差値 大学進学率％ 就職率％ 一時的な仕事％ 退学率％

相模大野高校 59 77.5 0.4 0.0 0.3
大 原 高 校 51 59.6 2.2 0.0 0.7
光 陵 高 校 63 76.2 0.0 0.0 0.1
愛 川 高 校 32 9.0 27.1 22.9 11.4



*47 愛川高校学校要覧（2009年度，2010年度）より作成。
進学の数値は，大学・短大・専門学校・職業訓練校を合計したもの。

*48 愛川高校・進路掲示板に掲示されていた資料（2010年 3月 16日現在）より作成。
*49 愛川高校・求人票一覧（2010年 10月 2日確認）より作成。
*50 愛川高校学校要覧（2009年度，2010年度）より作成。

教科「総合」は，学校設定教科である。「体験活動 (農業 )」 ,「体験活動 (木工)」 ,「心とス
ポーツ」 ,「生命(いのち)を考える」は学校設定科目で，すべて選択科目。
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表 5.17 愛川高校の最近の進路先
*47

2007年度 2008年度 2009年度

人 数 割合％ 人 数 割合％ 人 数 割合％

進 学 80 44.7 55 35.5 76 45.8

就 職 70 39.1 52 32.5 45 27.1

そ の 他 29 16.2 48 31.0 45 27.1

合計（卒業者数） 179 100.0 155 100.0 166 100.0

表 5.18 愛川高校の 2009年度の就職先の職種 *48
表 5.19 愛川高校の 2010年度の求人状況 *49

職 種 男 女 合 計 技術･技能(工業)系 89人

技術･技能（工業）系 18 2 20 うち，近隣の工業団地 12人

その他 3 6 9 その他 185人

自営・自己開拓 7 7 14 うち，近隣の工業団地 5人

合 計 28 15 43

愛川高校は卒業後の進路として就職者が多く，企業からの求人も多数あるため，それ

に対応した技術教育を取り入れることは生徒の進路を決定する上で有効であると考えら

れる。2007 年の教育課程には，学校設定教科「総合」の中の選択科目であるが，工業
系と農業系の学校設定教科・科目が置かれていた。しかし，表 5.20 のように 2008 年度
以降の教育課程からは見あたらない。連携が開始された 2010年度にも設定されていない。

表 5.20 愛川高校の最近の教育課程
*50

2007年度入学生 2008年度入学生 2009年度入学生 2010年度入学生

教 科 名 科 目 名 科 目 名 科 目 名 科 目 名

体験活動（農業） 設定なし 設定なし 設定なし

総 合
体験活動（木工） 設定なし 設定なし 設定なし

心とスポーツ 心とスポーツ 心とスポーツ 心とスポーツ

生命（いのち）を考える 生命（いのち）を考える 生命（いのち）を考える 生命（いのち）を考える



*51 工藤文三（代表），2008，『今後の後期中等教育の在り方に関する調査研究（最終報告
書）』，国立教育政策研究所，p.22

*52 光陵高校の 2012年度から 2013年度の学校要覧に記載の教育課程表による。
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2010 年 10 月 2 日に愛川高校にインタビューに出向き，対応していただいた教頭に教
科「総合」の体験活動（木工），体験活動（農業）が廃止された理由を尋ねたところ，

担当していた教員の異動があり，学校設定教科・科目のため専門教科の教員が配置され

ているわけではないため，普通教科の教員では授業運営が難しいこと，また，予算削減

が強まる中で，施設・設備の維持や教材などの確保が厳しくなり，これらの科目は廃止

したとのことであった。

2010 年度時点で，連携カリキュラムとして i-Basic という学校設定教科が置かれてい
るが，中学校レベルの国語や英語の学習内容をドリルによる基礎・基本の徹底反復をと

おして学習するというもので，技術・家庭科を継続する内容は含まれていない。

連携型の中高一貫教育のため，連携している３中学校からの入学者状況について質問

したところ，1986 年には 77.4 ％であったが，最近では 34 ％台，2010 年度から連携枠
入試が始まり，やや増加（38.4 ％）したとのことであった。連携型の中高一貫教育に
おける最大の課題は，連携型中高一貫教育校の活動が活発になっても，地域の生徒数の

減少も重なって，連携中学校からの進学者数が増えないこと
*51
という指摘もなされてい

る。また，入学者選抜における連携枠としては定員の２割程度であり，連携の効果は限

定的といわざるを得ない。連携している中学校からの入学者が少なければ，連携校とし

ての意味をなさない。中学生・中学生保護者の高校卒業後の進路希望は８割が普通高校で

あり，普通化志向は非常に高い。したがって，生徒確保のためには基本的に普通科である

ということが条件となる。しかし，愛川高校の例から，それだけでは十分に連携している

中学校からの生徒を確保することは容易ではない。連携型の中高一貫教育を行うためには，

中学生全体から見て，高校側に大きな魅力がなければ，十分な成果を得ることが難しい。

普通科進学校である光陵高校と横浜国立大学附属横浜中学校は，連携枠として１クラ

ス相当分となっている。連携枠分は確実に入学してくるが人数的に少ないこと，横浜国

立大学附属中学校の生徒が全員入学してくるわけではないため，中学校，及び，高等学

校学習指導要領の範囲内での中高一貫教育に限定される。また，それぞれの学校から教

科間の連絡会議が持たれているが，光陵高校の 2012年と 2013年度の教育課程の中に，
中学校での技術・家庭（技術分野）「技術とものづくり」に接続する教科・科目は設け

られていない
*52
。

中高一貫教育学校の中で，中学校段階から高段階の教育課程の接続について一貫した

教育課程を編成することができるものは，一つの学校として設置されている中等教育学

校である。神奈川県の中等教育学校は進学校として存在しており，実質的にその先の大



*53 新校設置計画・平塚方面・相模原方面中等教育学校（神奈川県教育委員会，2007）
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学進学を目指したもので，学校設置の計画段階 *53 の中にも，高校段階（後期課程）の教

育課程の中に職業科目が組み込まれてはいない。大学進学を目指す学校にとって，教育

課程上に職業科目を設けることは大学入学試験のための授業時間の減少につながるた

め，大学進学実績を阻害する邪魔な存在でしかない。

以上の結論としては，普通科を主体とした中高一貫教育では，高校段階において中学

校からの技術教育を接続した教育課程を編成することは期待できないといえる。

3.5 旧．東京都立世田谷工業高校での中高一貫教育

1951年 11月 16日に出された政令改正諮問委員会の「教育制度の改革に関する答申」
の中で，学校制度の改善の具体的措置の一つとして，職業教育に重点を置く中高一貫の

学校があげられている。1956 年 11 月 8 日に日本経営者団体連盟から発表された「新時
代の要請に対応する技術教育に関する意見書」の中では，戦後の工業高校生は技能や基

礎知識が不充分であり，その原因の一つとして修業年限が３年であるということをあげ，

効率的な初等技術数育を行うために，中学校と高校を結びつけて６年制とし，一貫した

教育を行い得るような道を拓く必要があるとしている。1957 年 10 月 22 日に中央産業
教育審議会により建議された「中堅産業人の養成について」の中で，「高等学校におけ

る産業教育の効率を高めるには，入学する生徒の中学時代の組織的継続的な職業指導の

効果に多大な期待を寄せざるを得ないから，その充実振興を図るべきである」として，

中学校と高校の連続した職業指導を示唆している。1957 年 4 月 27 日に，文部大臣から
中央教育審議会に「科学技術教育の振興策について」の諮問が行われた。その中で教育

制度について取り上げ，「科学技術教育振興のためには，中学校教育と高等学校教育，

高等学校教育と大学教育との間に一貫性をもたせることが適当であるといわれている

が，制度的にはこれをどうとりあげるか」とあり，同年 11 月 11 日の答申の中では，
教育制度の改善として，「工業に関する初級の技術者の資質を高めるため，高等学校工

業課程に中学校を付設して一貫教育を行いうるようにすること」と，工業教育の中学校

から高校までの一貫した教育を求めている。日本経営者団体連盟は，1957 年 12 月 25
日に「科学技術教育振興に関する意見」の発表を行い，この中で，初等中等教育制度の

単線型を改めて複線型として，生徒各人の進路，特性，能力に応じて，普通課程と職業

課程に分けた効果的能率的な教育を実施することと，再び，中学校と高校を連結した６

年制の職業教育の早期実現を要望している。

東京都教育委員会は，これら建議や答申の中で提案された中高一貫教育の試みとして，

全国唯一の中高一貫させた工業教育とするために，1959 年 4 月に東京都立世田谷工業
高校に全都一学区の附属中学校を開設した。



*54 校史編集委員会，2000，『創立六十周年校史』，東京都立世田谷工業高等学校，p.62
*55 依田有弘，2010，「東京都における高校職業教育の展開：1956 年から 1970 年まで」『千

葉大学教育学部研究紀要』58，千葉大学教育学部，p.214
*56 1958年 10月 1日，文部省告示
*57 梶間みどり，1998，「中等教育改革における「中高一貫教育」と「中高連携教育」の意義と

課題：「特色ある学校」づくりと「効果的な学校」の視点」『日本教育経営学会紀要』40，p.111
*58 校史編集委員会，2000，『創立六十周年校史』，東京都立世田谷工業高等学校，p.67
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1958 年の中央教育審議会答申の中で，「科学技術力の水準を高めるために，工業高校
の３年間を４～６年制にするのがのぞましい」との意見が出されている。このような４

年制から６年制の工業高校として，「高校＋専攻科一年」，「高校＋短大」，「高校＋中学」

の３つの形態が想定されていた。この６年制工業高校のテストケースとして，附属中設

立協議会の答申を受けて定められた「都立世田谷工業高等学校附属中学校設置要綱」に

もとづいて校舎その他の準備も進められ，1959 年度開校の運びとなったのである。第
一期生は募集定員 200人に対し，応募人数 655人 *54

と，多くの入学志願者が集まった。

依田有弘（2010） *55 によれば，当時の世田谷工業高校は，機械科２学級，電気科２

学級，自動車科１学級，電気通信科１学級の編成であったが，附属中学校での学級編成

は４学級で，世田谷工業高校の機械科２学級と電気科２学級に進学することになってい

た。1962 年 3 月に付属中学校第１回卒業式が執り行われ，同年 4 月に付属中学校第一
期卒業生が世田谷工業高校の機械科，電気科に入学している。機械科と電気科に

限ったのは，中学校学習指導要領 *56 で示されている選択教科「工業」の内容が，機械科

と電気科と親和性が高いためである。

世田谷工業高校と附属中学校との一貫教育を行うことが前提のはずであったが，学習

指導要領に準拠することが前提とされていたため，６年間を一つの区切りとしてとらえ，

中高間で教育内容を自由に移動させることができず *57，世田谷工業高校の内容の一部を

附属中学校で実施しただけで，十分な成果を上げることはできなかったのである。

1965 年 3 月に付属中学第一期生が世田谷工業高校を卒業した。附属中学校の生徒の
約８割が大学進学希望者であった。一般の中学校出身者も附属中学校の生徒の影響を受

け進学を目指す生徒が増えていった。これにより，卒業後の進路が大きく変化し，それ

まで 10％から 15％に過ぎなかった進学希望者が 60％となり，以後数年間にわたって，
工業高校でありながら進学校であるかのような観を呈するに至った

*58
のである。この年

の卒業生の進路は，国立大学 7 人，東京都立大学１人，私立大学理工学部などに約 60
人が合格している。しかし，普通科への進学希望が増加していく圧力の中で，附属中学

校への進学希望が徐々に減少していき，附属中学校の第１期生が世田谷工業高校を卒業

した翌年の 1966 年には３学級編成，1969 年には２学級編成と学級規模を縮小し，1971
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年には附属中学校の募集数停止され，最後に入学した生徒の卒業を待って，1973 年 3
月末に附属中学校は廃校となった。

4 小括

1990 年代以降は高校教育改革が急速に進み，1994 年に第三の学科として制度化された
総合学科を手始めとして，全国各地で新しいタイプの高校が設立されていった。

新しいタイプの高校が具体化される大きな背景としては，1984 年 8 月 8 日に設置され
た臨時教育審議会にあり，1987 年 8 月 7 日を最終答申として，３年間に４つの答申が行
われた。これを受ける形で，中央教育審議会が 1991 年 4 月 19 日に「新しい時代に対応
する教育の諸制度の改革について」の答申を行った。文部省はこれらの提言の制度化を進め

るために，1991年 6月に「高等学校教育の改革の推進に関する会議」を設置した。1993年 2
月までに４回の報告書が提出された。この中には，単位制の全日制高校への拡大，総合学科

の新設，中高一貫教育制度の導入があった。また，新しいタイプの高校の設置は，公立高校

を設置する自治体の財政状況と合わせて，再編・統合を伴いながら改革が進行していった。

新しいタイプの高校の中の工業高校に限定した「新しいタイプの工業高校」について検

討を行ったところ，単位制型と，大学進学型の２つの型を見いだすことができた。特に従

来の工業高校のイメージを払拭させた新設の大学進学型工業高校は，工業高校であるとい

うことが生徒募集パンフレットに記載されておらず，中学生対象の学校説明会の中でも積

極的に説明しようとしないことから，意図的に工業高校であるということを隠蔽しようと

いう意思が働いている可能性を示唆することができる。

総合学科の多くは，高校再編により転換されたものが多い。2009 年 5 月 1 日時点で，
最も多いのは普通科からの転換の 39.8 ％，次いで商業科からの 17.8 ％，工業科からの転
換は 11.5 ％であったことから，専門学科からの転換が多いといえる。専門学科から総合
学科へ転換されることについて，高校進学の中心的な存在である中学生，保護者，中学校

から，専門高校数を維持するための要望は聞かれない。

工業科の男女比は，男子 90.3％，女子 9.7％であるのに対し，総合学科では男子 41.8％，
女子 58.2％となっており，総合学科は女子生徒が工業教育を受ける機会を高めるといえる。
工業系の系列を持つ総合学科高校として，横浜総合高校を取り上げた。インタビューの

結果，工業系の系列の科目を履修する生徒は少ないことがわかった。工業高校に近い内容

の実習を行うためには，財政上の問題から，母体校が工業高校でなければ，施設・設備面

で厳しいということが明らかとなった。

中高一貫教育のうち中等教育学校は進学校であるため，高校段階に相当する後期課程で，

中学校「技術・家庭」を継続させ教育課程上に工業科目が置かれる可能性は小さい。また，

連携型中高一貫教育では，連携中学校からの入学者が少なく，６年間一貫した教育課程の

編成は困難である。高校が普通科である場合は，設備・実験実習費の予算の確保や，実習

を安全に指導していくための教員の加配も難しく，連続した技術教育は難しいといえる。



*1 田中萬年，1996，「近年の公的職業訓練の実情と課題」『日本労働研究雑誌』38(6)，日本
労働研究機構，pp.25-36

*2 わが国の職業能力開発のあり方に関する総合研究プロジェクト，2011，『全国民的職業能
力形成を目指して：プロジェクトの問題意識と研究課題』，職業能力開発総合大学校，p.6
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第６章 職業教育機関としての工業高校と職業訓練校との比較

1 工業高校と職業訓練校との比較の意義

工業高校は，戦後高度経済成長期の産業界に多くの人材を送り出し，日本が世界有数の

経済大国の地位を築くことに大きな役割を果たしてきた。そこでは，産業界，特に工業分

野で働く技能労働に従事する人材を育成されてきたのであるが，職業訓練校についても，

規模は小さいながらも産業界への人材供給の一躍を担ってきたのである。特に，工業技術

系の職業訓練校については，産業界での現場の工業技能者を養成するという面で，技術・

技能教育に関しては工業高校と共通性をもっている。

ここで対象とする職業訓練は，工業高校との専門教育の比較をすることを目的とするこ

とから，公共職業訓練のうち工業高校に最も近いと考えられる普通職業訓練を対象とする。

ここでは，職業訓練校の位置づけを明確にし，職業訓練校の目的が明確に就職を目指し

ていることを示した上で，そこでの技術教育の状況，教職員の位置づけを明確にし，技術

者・技能者養成の機能について議論していく。

1.1 職業訓練校の目的と法的位置づけ

職業訓練施設は，準則訓練といわれる公共職業訓練と認定職業訓練に分けることがで

きる。このうち公共職業訓練は，都道府県などの自治体が設置する職業訓練校や短期大

学校と，高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発センターがある。認

定職業訓練は，民間企業の事業主や職業訓練法人などが都道府県知事の認定を受けて行

う職業訓練である。本章で取り上げる職業訓練校は，都道府県が設置している公共職業

訓練校を対象とする。

田中萬年（1996） *1 は，戦後の公的職業訓練の実態を動かしてきた要因として，職業

訓練の理念の要因と経営体の２つをあげ，前者の理念を「労働者保護」か「技能者養成」

かという軸で，後者の理念を「公共」か「企業内」かという軸で捉え，この 2 軸によ
りその時々の公的職業訓練の位置づけが変化してきたとしている。

戦後の職業訓練の歴史は，職業訓練にとって特に重要な課題が提起されている社会的

出来事で，再発足期（1945 年から 1950 年），確立期（1951 年から 1975 年），再編成期
（1976年から 1996年），個人主導期（1997年以降）に区分することができる *2

。

戦後の職業訓練は，1947年 11月 30日公布の職業安定法から始まる。職業安定法第 27
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条では，都道府県において職業補導所の設置が謳われている。職業補導の定義について

は，第５条で「特別の知識技能を要する職業に就こうとする者に対し，その職業に就く

ことを容易にさせるために必要な知識技能を授けることをいう」となっている。職業訓

練校の体系化はこの職業補導所から始まったのである。

戦後，失業者を対象とした公的な職業訓練は職業補導所で行われていた。そこでは中

学校卒業の技能労働者の養成や，失業者の職種転換を主な目的としていたのである。

従来よりあった職業補導所は公共職業訓練所となり，国の指揮監督の下で各都道府県

が設置・運営することになった。また，企業内職業訓練が労働基準法で規定されていた。

これは，戦前から継承されている徒弟制度の過酷な労働環境を払拭することで労働者を

保護するとともに，技能の習得をさせようとするものである。しかし，都道府県が行う

公共職業補導所と企業内での技能者養成は，２つの異なる法律を根拠としており，技能

者の養成という目的は一致するものの，十分に統一がとれず弾力性を欠くものであった。

産業界では，経済の成長とともに多くの技能者を求めるようになってくる。職業訓練

の対象者は失業者から新規中学校卒業者へと移り，公共職業訓練所と企業内職業訓練で

行われていた職業訓練とが重なり合うようになったことと，企業での技能労働者の確保，

技術の進歩に合致した技能労働者の再訓練が求められるようになり，合理的に体系化さ

れた総合的な職業訓練制度の確立を図るため，職業安定法と労働基準法の職業訓練に関

連する条項が統合され，1958年 5月 2日に職業訓練法が公布された。
障害者を除く新規学卒者や転職者等の求職者，雇用労働者に対して職業訓練を行う公

共職業訓練施設として一般職業訓練所と総合職業訓練所が規定された。一般職業訓練所

は都道府県が設置し，求職者に対して基礎的な技能に関する職業訓練を行い，訓練期間

は６ヵ月から１年である。総合職業訓練所は労働福祉事業団が設置し，雇用労働者や求

職者に対して専門的な技能に関する職業訓練を行い，訓練期間は２年となっている。

高校進学率の上昇により良質な中学校卒業者の確保が困難になってきたことや，一般職

業訓練所や総合職業訓練所における高校卒業者の割合の増加などに対応するために，職業

訓練法は 1969年 7月 18日に改正され，公共職業訓練と企業内職業訓練の職業訓練体系の
整備や基準の統一が行われた。一般職業訓練所が専修職業訓練校に，また，総合職業訓

練所が高等職業訓練校に改称された。第 14条で公共職業訓練施設は，専修職業訓練校，
高等職業訓練校，職業訓練大学校，身体障害者職業訓練校となっている。養成訓練は，

専修職業訓練校（専修訓練課程）と高等職業訓練校（高等訓練課程）に区分されて行わ

れることとなった。職業訓練大学校は職業訓練指導員に対する訓練，身体障害者職業訓

練校は名称が示すとおり身体障害者に対する職業訓練を行い，国が設置し，運営は都道

府県に委託することができる。

第 8 条で公共職業訓練の種類を，養成訓練，向上訓練，能力再開発訓練，再訓練，身体
障害者職業訓練導員訓練と規定されており，訓練を受ける対象者別による分類されている。

この中で，指導員訓練は職業訓練指導員養成のための訓練，または，研修のための訓練で



*3 田中萬年・梶浦武，1997，「「雇用保険法」の変遷と課題」『職業能力開発研究』15，職業
能力開発総合大学校能力開発研究センター，p.90，

*4 木村保茂，2010，「公共職業訓練の今日的特徴と課題：北海道を中心に」『開発論集』85，
北海学園大学開発研究所，p.50

*5 寺田盛紀，2009，『日本の職業教育：比較と移行の視点に基づく職業教育学』，昇洋書房，p.42
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あり，他の訓練とは趣旨が異なるものといえる。

1974 年まで職業訓練の主要な財源は失業保険であったが，それが 1974 年 12 月 28 日
に雇用保険法が公布され，失業保険から雇用保険へと転換された。雇用保険法になって，

失業保険のときよりも雇用者側の雇用保険負担金は重くなった。雇用者側の負担分は労

働者への失業給付ではなく能力開発事業などに使われ，この措置が雇用主のための職業

訓練を重視することにつながった *3 のである。これは本来，企業自らが行うべき社員教

育や社員研修を公共職業訓練で引き受けるということを意味する。

職業訓練法 1974 年 12 月 28 日の改正では，職業訓練短期大学校と技能開発センター
が加えられた。職業訓練短期大学校で行う訓練は，特別高等訓練課程の養成訓練，向上

訓練，能力再開発訓練，再訓練となっている。また，技能開発センターで行う職業訓練

は，向上訓練，能力再開発訓練，再訓練となっている。

職業訓練法 1978 年 5 月 8 日の改正では，専修職業訓練校と高等職業訓練校の区分を
廃止し，職業訓練校という名称に統一されることになった。職業訓練校では，高等訓練

課程を引き継いだ普通課程の養成訓練，向上訓練と再訓練を統合し一本化した向上訓練，

能力再開発訓練を職業訓練校で実施することとされた。養成訓練は労働者に対し職業に

必要な基礎的な技能や知識を習得させる，向上訓練は養成訓練を受けた労働者その他職

業に必要な相当程度の技能を有する労働者に対しその有する技能の程度に応じてその職

業に必要な技能を追加して習得させる，能力再開発訓練は職業の転換を必要とする労働

者に対し、新たな職業に必要な技能を習得させるとなっている。

その後，職業訓練法は，1985 年に職業能力開発促進法へと法律の題名が改正され，
引き継がれた。この改正で，養成訓練の縮小と高度化，在職者に対する向上訓練，特に

在職者訓練，及び，委託訓練が拡大され，「事業主のための職業能力開発の強化」が展

開された
*4
。

寺田盛紀（2009）*5 は，職業訓練を「経済目的を追求する職業教育の典型」と表現して

いる。企業で活躍できる実践技術・技能者の育成，産業教育そのものということができる。

1958 年に制定された職業訓練法は第１条で目的が掲げられているが，そこでは「工
業その他の産業に必要な技能労働者を養成」と記されており，主に第二次産業での技能

労働者を主眼に置いたものであったが，1969 年に改正された職業訓練法では，「技能労
働者の職業に必要な能力を開発し，及び向上させる」と変化しており，すべての労働者
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を対象としている。1985 年職業能力開発促進法でも，「職業に必要な労働者の能力を開
発し，及び向上させる」としており，ここでも，すべての労働者を対象としていること

については変わっていない。また，職業訓練の基準として第 19 条が加え得られ，公共
職業訓練施設では，訓練課程ごとに教科，訓練時間，設備その他の労働省令で定める事

項に関し労働省令で定める基準に従い職業訓練を行うものと明記された。

1992 年の職業能力開発促進法の改正では職業訓練の体系が大きく変わり，普通職業
訓練と高度職業訓練の２つに区分されることとなった。これらは，さらに長期訓練課程

と，短期訓練課程とに区分されている。また，職業訓練校の呼称も，職業能力開発校と，

「職業訓練」が「職業能力開発」へと変化した。

1.2 公共職業訓練の体系と工業高校との比較対象

公共職業訓練は，ものづくりを中心とする公共職業能力開発施設で行われる施設内訓

練と，介護，福祉，情報，会計，経理など様々な職種に対しては，専修学校，専門学校

などの民間教育訓練機関，企業や企業団体組合などを活用した委託訓練から成り立って

いる。施設内訓練は，厚生労働省の管轄である高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う

公共職業訓練と，都道府県が管轄する公共職業訓練がある。ここでは，工業高校との比

較という観点から，公共職業能力開発施設で行われる施設内訓練を中心に議論を進める。

労働者養成のための職業訓練は，普通職業訓練と高度職業訓練の２つに分けられる。

普通職業訓練は職業訓練校（職業能力開発校）で行われ，高度職業訓については職業能

力開発短期大学校や職業能力開発大学校で実施される。

普通職業訓練及び高度職業訓練とも長期間及び短期間の訓練課程があり，高度職業訓

練については専門的又は応用的な訓練課程がある。職業訓練の訓練過程は，職業能力開

発促進法施行規則第 9 条より職業訓練の種類に応じて表 6.1 のとおり定められている。

表 6.1 職業訓練の訓練課程

職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程

普通職業訓練 普通課程 短期課程

高度職業訓練
専門課程 専門短期課程

応用課程 応用短期課程

この中で，高度職業訓練を行う主な公共職業訓練施設は，職業能力開発短期大学校と

職業能力開発大学校である。人事院規則において，職業能力開発短期大学校は短期大学，

職業能力開発大学校は大学学部卒業者として扱われ，この２つの職業訓練施設の入校資

格は，高校卒業者または高校卒業者と同等以上の学力を持つ者とされており，高等教育

機関とみなせ，中等教育機関である工業高校と比較は合理性を欠くため，本章の議論で

取り上げる公共職業能力開発施設は高公共職業訓練校で行う普通職業訓練とする。また，
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普通職業訓練は長期課程と短期課程があるが，短期課程は離・転職者の社会人を対象と

しており，工業高校との比較という観点からすれば，長期課程を取り上げる方が妥当で

あるといえる。

表 6.2 国及び都道府県が設置する主な職業訓練施設と職業訓練の種類

職 業 訓 練 校 普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行う

職業能力開発短期大学校 高度職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行う

高度職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職

職業能力開発大学校 業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し，向上させるため

のものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行う

2 職業訓練校の訓練課程と訓練時間

指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科，訓練時間，設備その他の事項に

関する基準については，厚生労働省令である職業能力開発促進法第 27 条の 2 により定め
られている。また，職業訓練校普通課程の職業訓練基準は，職業能力開発促進法施行規則

第 10 条の５で規定されている。普通職業訓練の対象者，訓練期間，訓練時間をまとめた
ものが表 6.3である。

表 6.3 普通職業訓練の基準

普通課程 短期課程

訓練の対象者 中学校卒業者等，高校卒業者等
職業に必要な技能及びこれに関する知識

を習得しようとする者

中学校卒業者等２年

訓練技能・知識の内容や訓練体制 ６月以下

訓 練 期 間
によっては２年以上４年以下 訓練技能・知識の内容や訓練体制

高校卒業者等１年 によっては１年以下

訓練技能・知識の内容や訓練体制

によっては１年以上４年以下

１年につき 1400時間
訓 練 時 間 中学校卒業者等 2,800時間以上 総訓練時間が 12時間以上

高校卒業者等 1,400時間以上

訓練時間は１年に 1,400 時間となっている。高校卒業者等を対象とする場合にあっては
1,400 時間以上と定められており，特別な事情のない限り，最低現実施しなければならな
い訓練時間と解釈することができる。

職業訓練校の普通課程での教科指導は，職業能力開発促進法施行規則第 10 条の普通課



*6 職業能力開発促進法施行規則（最終改正年月日：2012 年 3 月 31 日，厚生労働省令第 67
号）による。
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程の訓練基準及び別表第二を満たすとともに，訓練生のニーズや地域産業からの要望，職

業訓練校ので行事，施設・設備の状況などを考慮しながら，各訓練科の教科の標準として，

教科名と訓練時間及び教科・科目の細目が示されている厚生労働省の教科編成指導要領を

参考にしながら各職業訓練校で実施される訓練計画が作成される。職業訓練校の訓練時間

の中には，専門的知識や技能を内容ばかりでなく，一般教養的なものから体育的なものに

ついても取り入れるとが可能であるが，１年間で 1400 時間以上の訓練科に関わる時間数
の確保をしなれればならないことから，一般教養的なものや体育的な教科・科目は全体の

訓練時間からすれば多くを取り入れることができない。

普通課程の職業能力開発促進法施行規則中の別表第二にもとづく照準を定める訓練科に

おいては，最低限必要とされる学科と実技の教科についておよそ 800 時間から 1,000 時間が
規定されている。たとえば，電気・電子系製造設備科であれば，表 6.4 のように必須の教科
・科目の合計訓練時間が 820 時間であるので，訓練期間が１年間，総訓練時間が 1,400 時間
であるから，580 時間以上の教科科目の訓練時間数を職業訓練校で定めなければならないこ
とになる。

表 6.4 電気・電子系製造設備科で定められている必須の教科目と時間の配当
*6

教 科 ・ 科 目 名 訓練時間 教 科 ･ 科 目 名 訓練時間

生 産 工 学 概 論 機 械 工 学 概 論

電 気 理 論 制 御 工 学

電 子 工 学 製 造 設 備

学 科
材 料 230 学 科 150
製 図

測 定 法
専 攻

系 基 礎
安 全 衛 生

関 係 法 規

測 定 基 本 実 習 製造設備組立実習

工 作 基 本 実 習 製造設備制御実習

実 技
コンピュータ操作基本実習 240 実 技 200

回路図作成基本実習

回 路 組 立 基 本 実 習

安 全 衛 生 作 業 法 合計訓練時間数 820
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一般的に，訓練期間が１年で訓練時間の総時間数が 1,400 時間の専攻科であったとする
と，図 6.1 のように，職業訓練校は 400 から 600 時間分の教科を訓練生や地域のニーズに
応じて柔軟に設定でき，職業訓練指導員の裁量も取り入れやすいということを意味する。

（系基礎及び専攻の）学科＋実技
＋

職業訓練校による教科 総訓練時間

800～ 1,000時間 400～ 600時間 1,400時間以上

図 6.1 訓練期間１年普通課程職業訓練の時間数

訓練科は，類似する専攻科を系統としてまとめられ整理されており，専攻科ごとに教科

・科目が定められていく。教科は，系統事にまとめられた専攻科に共通する幅広い知識や

技能の習得をするための「系基礎」と，専攻科ごとの専門的な知識や技能の習得をするた

めの「専攻」とに分けられ，それぞれ学科と実技の科目群により構成されている。

訓練科での教科及び科目の関係は，図 6.2のようになっている。たとえば，訓練系が「金
属加工系」であって，その中に専攻科として「塑性加工科」，「溶接科」，「構造物鉄工科」

があったとすると，「系基礎」では金属加工系に属している各専攻科に共通する「金属の

接合及び加工等の金属加工における基礎的な技能及びこれに関する知識」を得るための学

科及び実技科目を学習する。「専攻」では，専攻科が「溶接科」であれば，溶接に関する

専門的な知識や技能である，「溶接機，加工機器，溶接ロボット等による溶接施工及び簡単

な溶接検査における技能及びこれに関する知識」を得るための学科及び実技科目を学習する。

科 目

学 科 科 目

…

系基礎

科 目

実 技 科 目

訓練系（○○系） 専攻科（○○科） 教 科

…

科 目

訓練科 訓練系（○○系） 専攻科（○○科） 教 科 学 科 科 目

…

… … …

専 攻

科 目

実 技 科 目

…

図 6.2 職業訓練校での訓練系と専攻科の教科・科目の関係



*7 標準時間は，職業能力開発ステーションサポートシステム（TETRAS），職業能力開発総
合大学校基盤整備センター，http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/Futsukatei/（検索日 2012 年
11 月 1 日）の建築施工系・木造建築科（2008 年度改正）のものである。訓練時間と教科
の細目は，鳥取県立倉吉高等技術専門校・木造建築科の 2012年度教科の細目による。
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表 6.5 教科科目の編成及び訓練時間の例
*7

職業訓練校での訓練科名 木造建築科（普通課程，訓練期間１年，国の訓練科・専攻名：建築施工系・木造建築科）

教科・科目名 標準時間 訓練時間 教 科 の 細 目

建 築 概 論 10 20 建築の概要，建築物の種類，建築史

構造力学概論 30 22 力の性質，建築物に作用する荷重・外力，荷重と反力のつりあい，部材の応力，たわみと座屈，構造計画，構造計算

建築構造概論 60 47 建築構造の種類と分類，木質構造，鉄筋コンクリート構造，鉄骨構造，積式構造，建物の保守と防火

建築計画概論 40 30 建築計画の概要，建築計画に影響する内外環境，住宅の計画

建築生産概論 20 25 建築生産の歴史，特質，建築の生産過程，建築生産の関係者及び近代化

系基礎学科 建 築 設 備 20 20 建築設備の概要，空調設備，給排水設備，ガス設備，電気設備，その他設備

測 量 10 25 測量の誤差と精度，距離測量，敷地測量，水準測量，トランシット測量，平板測量，面積計算，建築工事測量

建 築 製 図 Ⅰ 20 65 建築製図通則，図面の種類，作図法の概要，設計製図演習

安 全 衛 生 20 52 労働安全衛生の一般事項，労働災害防止活動，特別教育，技能講習

関 係 法 規 20 25 建築法規の概要，建築基準法，建築確認，建設業法，建築士法，その他関連法規

小 計 250 331
機械操作基本実習 70 58 パソコン基本作業，木工機械操作方法及び調整，安全装置の点検，刃物の研磨方法

系基礎実技
測量基本実習 50 35 距離測量作業，敷地測量作業，建築工事測量作業，トランシット測量

安全衛生作業法 30 70 一般的安全管理事項，整理整頓・清掃，手工具，機械作業での安全作業，特別教育，技能講習

小 計 150 163
建 築 製 図 Ⅱ 35 ２次元ＣＡＤ基本操作，２次元ＣＡＤを使った建築図面作成

木 質 構 造 20 23 在来軸組構法，枠組壁構造，その他木質構造，和風造作

材 料 20 22 建築材料の概要，木質材料，セメント・コンクリート，金属，ガラスと粘土製品，左官・吹き付け材料，高分子材料

専攻学科
規 く 術 30 30 さしがね使用法の基本，規矩術の勾配基本図，棒隅木，四方転び

工 作 法 30 30 手工具工作，電動工具使用法，木工機械，構造材の墨付けと切組み，造作材の下ごしらえと取付け

木造建築施工法 30 20 木造建築における施工計画，各種工事の概要及び管理項目

仕様及び積算 20 20 仕様書と積算の種類

小 計 150 180
器工具使用法 50 93 手工具の手入れ，用法，携帯用電動工具の取扱

工 作 実 習 100 192
図板，尺杖等の作成，墨付けの基本，継手と仕口の墨付け，構造材全般の墨

専攻実技
付け，加工，造作材の下拵え，棒隅の墨付け・加工，技能検定実技課題研究

木造建築施工実習 150 345 施工計画の作成，仮設工事，土台の据付け，建て方作業，屋根工事，内装工事，外装工事

施 工 技 術 法 42 建築板金技術講習、建築塗装技術講習、左官技術講習

小 計 300 672

合 計 850 1,346



*8 ここで対象とする高等学校学習指導要領は，1999年告示のものとする。
*9 単位とは，１単位時間を 50分とし，35単位時間の授業を１単位として計算することを標準と

している。生徒の実態や学校の方針などで授業展開を 90 分，45 分，30 分と変則的な形式で
運用することは可能であるが，年間授業時間の合計が標準時間数以上であることが求められる。

*10 たとえば，2011 年度時点現在，神奈川県立のつの工業高校（全日制が工業科の単独校）
のすべてが，この２つの代替措置をとっている。
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3 工業高校での専門科目の時間数

工業高校に限らず，すべての高校で卒業までに最低限修得しなければならない単位数は

高等学校学習指導要領 *8 で 74 単位 *9 以上と定められている。また，卒業させるための単位

数は学校ごとに定められることになっているが，最低限の基準として各教科・科目の単位

数並びに総合的な学習の時間の単位数を含めて 74 単位以上，普通教科の必履修科目につ
いては標準単位数以上を必ず履修させるという要件を満たさなければならない。必履修科

目を組み合わせたときの最低単位数は 31単位である。
専門学科である工業科では，教科「工業」の科目を 25 単位以上履修させることになっ

ている。教科「工業」の科目の標準単位数については各教育委員会が定め，教育委員会か

ら各学校に示される「教育課程編成の手引」などをもとに，学校で教育課程の編成が行わ

れる。学校設定科目について工業科でも卒業単位に組み入れることができるが，普通科と

異なり組み入れられる単位数に制限はない。教育課程の編成にあたり，「工業技術基礎」

と「課題研究」は原則履修とされている。また，原則として，工業に関する科目に配当す

る総時間数の半分以上を実験・実習に配当することとされている。

工業科では，必履修科目の教科「情報」の科目を教科「工業」の科目である「情報技術

基礎」で代替することができる。代替する場合には，教科「情報」の各科目の標準単位は

２単位となっているため，代替される「情報技術基礎」の単位数も２単位以上必要となる。

また，教科「工業」の科目である「課題研究」が「総合的な学習の時間」の履修と同様な

成果が期待できる場合には代替することができる。「総合的な学習の時間」は卒業までに

105 から 210 単位時間が標準とされており，教科・科目の単位数に換算すると３～６単位
に相当するため，「総合的な学習の時間」を「課題研究」で代替する場合には３単位以上

の履修が求められることになる。

一般的に，工業高校では，教員定数の関係や，効率的な教育課程の編成のために，この

２つの代替措置をとっているところが多い *10。また，普通教育に関する各教科・科目の履

修により教科「工業」の科目の履修と同様な成果が期待できる場合には，その普通科目に

関する各教科・科目の単位を５単位まで含めることができる。しかし，この措置をとって



*11 この措置をとっている工業高校として，たとえば，大学進学を前提としている東京都立
科学技術高校，東京都立多摩科学技術高校がある。（2011年度）

*12 経済産業省・厚生労働省・文部科学省，2011，『ものづくり白書（2011 年版）』，経済産
業調査会，p.202

*13 田中萬年，2006，『職業訓練原理』，職業訓練教材研究会，p.30
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いる工業高校はほとんどない *11。

ここで，履修と修得とは区別されることに留意する必要がある。履修とは授業への出席

を意味し，学校の教務内規等で定められている規定の時数以上欠席した場合には履修した

とは認められない。一方，修得とは，科目の履修をした上で，その成果が教科及び科目の

目標から見て満足できると認められた場合，履修した科目の単位を修得できるものである。

このことからすれば，必履修科目であっても，学校が外部単位を認め，必履修科目の単位

修得を定めていない限り，履修は成立したが単位修得が認められない場合でも，必履修科

目に代えて他の科目等で単位を補い，修得単位が卒業単位に達すれば卒業要件は満たすた

め，卒業が可能となることを意味する。ただし，このような変則的な運用は，全日制かつ

学年制という一般的な高校では見られないので，あえて考慮する必要はないものといえる。

3.1 工業高校と職業訓練校との専門教科時間の比較

厚生労働省の「平成 23 年度における職業訓練実施計画」の中の公共職業訓練の実施
方針で，「公共職業能力開発施設内訓練においては，ものづくりの基本となる技能を習

得するための職業訓練も引き続き実施する」とある。経済産業省・厚生労働省・文部科

学省が連携して作成している年次報告書，ものづくり白書の中では，「とりわけ自動車，

電機，機械等のものづくりの分野は，職業訓練を実施する民間教育訓練機関がほとんど

存在せず公共職業訓練が特に期待される分野であるが・・・」
*12
と記されている。また，

田中萬年は『職業訓練原理』 *13 の中で，「職業訓練の核心でもあるモノづくりの訓練・

・・」と述べている。これらは，ものづくりが職業訓練の中で，中核的な要素となるこ

とを示唆していると捉えることができるものである。

一方，工業高校では，1998 年の理科教育及び産業教育審議会の答申「今後の専門高
校における教育の在り方等について」の中で，「専門高校は，これまで，中堅技術者，

事務従事者などを中心に我が国の産業経済の発展を担う多くの人材を輩出してきた。ま

た，いわゆる座学だけではなく，実験・実習に多くの授業時間を充て，ものづくり等の

実践を通して，望ましい勤労観・職業観をはぐくむとともに，豊かな感性や創造性を養

う総合的な人間教育の場としても大きな機能を果たしてきた」と記されているように，

ものづくりを専門教科の中に取り入れてきた。また，2008 年の中央教育審議会の答申
「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善につい



*14 片山悠樹，2010，「職業教育と能力アイデンティティの形成：工業高校を事例として」
『教育学研究』77(3)，日本教育学会，p.22

*15 実教出版が発行する工業系の教員や高校向けの雑誌。工業教育や文部科学省の動向など
各種情報，授業実践例，研究報告などが掲載されている。

*16 文部科学省，2011，高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況調査（３月末）
*17 2011 年度の文部科学省・学校基本調査による。ここでいう高等教育機関とは，大学、短

期大学，専門学校を指す。
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て」の中での高校・工業に関する記述として，「国際分業の進展と国際競争の激化が進

む中，工業技術の高度化，環境・エネルギー制約の深刻化，情報化とネットワーク化の

進展，技術者倫理の要請と伝統技術の継承の高まり等に対応し，新たな時代のものづく

り産業を支える人材を育成する観点から，科目の新設を含めた再構成，内容の見直しな

ど次のような改善を図る」とあり，ものづくり教育の重要性を示している。

片山悠樹（2010） *14 は，工業教育資料 *15 の中で「ものづくり」という言葉が 1990 年
代中頃から急増していることを示した。また，工業高校の教員は「ものづくり」によっ

て，普通教育との対比として工業教育の専門性の（再）構築を図っているとしている。

このように，工業高校と公共職業訓練校の工業系の訓練系では，どちらも「ものづく

り」という言葉をキーワードとして専門教育，職業教育が展開されている。また，デュ

アルシステムについても，工業高校，職業訓練校それぞれの違いは見せながらも，とも

に部分的ではあるが試みられており，工業高校と職業訓練校とは一定の共通性があると

見ることができる。

近年の工業高校卒業者で就職していく者が減りつつあるといわれていても，工業科の

公立高校での就職希望は 63.3 ％であり，普通科 9.6 ％，総合学科 26.2 ％，及び，他の
専門学科（農業 51.9％，商業 41.7％，水産 61.7％，家庭 35.1％，看護 1.5％，情報 23.4
％，福祉 45.0 ％，その他 4.9 ％）と比較して最も多い *16。工業高校に入学してくる生徒

は多様化しており，卒業後の進路についても 2011 年度の高等教育機関への進学者は
32.5 ％ *17 となっている。工業高校は継続教育としての役割を担わなければならない一

方で，多くの就職をしていく生徒のために完成教育を施すことも求められている。

工業高校と就職を前提としている職業訓練校との比較は，工業高校卒業者の専門性が

どのくらい担保されているかという目安となり，企業での採用にあたっての実践力を見

極める資料とすることができる。また，工業高校での専門教育と，職業訓練校での職業

訓練を同じ尺度を用いて議論することは，職業教育としての曖昧性を排除していくため

に避けてとおることができないものである。

ここでは比較のための一つの指標となる工業高校の実授業時間と公共職業訓練校の実

訓練時間に焦点をあてることにより，工業高校で専門教育を学習するための時間がどの



*18 伊藤勝博，2007，「「特色ある学校づくり」に関する実践的な検討」『千葉敬愛短期大学紀
要』29，千葉敬愛短期大学，pp.59-73
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程度担保されているのか，専門性の学習効果の指標として明確にしていく。

職業訓練校の最大の目的は，職業訓練校で学んだ職業に必要な専門的知識や技能でも

って就職をすることにあり，そのための基準の一つとして訓練時間が職業能力開発促進

法施行規則で定められている。したがって，職業訓練校の実授業時間数とを比較するこ

とは，一定の基準性を見出す上でも意義があるものと考えられる。

そこで，関東圏にあるＸ県内の全日制公立工業高校２校を事例として取り上げ，専門

教科の実授業時間数と，同県公共職業訓練校の専門教科の実訓練時間数を調査・分析す

ることで，工業高校での専門教育が，就職を前提とした職業訓練校と比較してどの程度

の専門性を身につける学習時間が確保されているのかということを明確にしていく。

学校での実授業時間数の先行研究は非常に少ない状態であるが，伊藤勝博が『「特色あ

る学校づくり」に関する実践的な検討』
*18
の中で述べている。伊藤勝博は，学習指導要領

では「地域や学校の実態及び児童生徒の心身の発達段階や特性を十分考慮して，適切な教

育課程を編成するものとする」とする一方で，「各学校においては，法令及びこの章以下に

示すところに従い」とあるため，学校現場では，学習指導要領を基準として取り組む考え

方と，学校の自主性・主体性が拘束された中での取り組みになるという批判的な考え方が

存在しているとしている。授業時間の確保をしながら「特色ある学校づくり」を行う提案が

なされているが，実際の学校現場で総授業時間数が確保されているかどうかを示していない。

学校では年間行事計画が年度前には確定しているが，入学者選抜の日程など未定のも

のもあり，また，運営上の都合から年度途中に変更されることもあるため，学校外部の

人間が正確な授業時数を割り出すことは困難を要する。そこで本稿では，一定の条件を

付して実授業時数を求めることを試みた。

3.2 対象校の概観

対象として取り上げるＸ県東部にあるＡ工業高校，及び，西部にあるＢ工業高校は，

ともに，学年制・３学期制・１単位時間 50 分，専門教科として工業単独校で，全日制
の学科数が４学科の一般的によく見られる工業高校である。両校とも全日制課程と定時

制課程があるが，一般的な事例に近づけるため，全日制課程に限定して取り上げる。

一方，対象とするＣ職業訓練校はＸ県東部にあり，周辺の職業訓練校を再編整備・統

合した大規模職業訓練校である。訓練分野として工業技術分野，建築技術分野，社会サ

ービス分野があり，訓練課程として普通課程（１，２年），短期課程（６月，１年），

デュアルシステム（１年）がある。普通課程の定員の合計は 137 人で，そのうち１年
コースの定員の合計は 91人である。



*19 1998 年 6 月 29 日付の労働省通達（能発第 160 号）「職業訓練の運用について」の別添と
して「職業訓練運用要領」があり，その中に普通課程の普通職業訓練の訓練時間につい

て「訓練時間の算出方法は，50 分間（休憩時間を除く）を 1 時間として算定して差し支
えないこと」としている。
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3.3 工業高校での授業時間数と職業訓練校の訓練時間数

工業高校は専門学科であるため，教科「工業」の科目を基本的に 25 単位以上履修さ
せることが求められている。教科「工業」の科目の中で，「工業技術基礎」と「課題研

究」は原則履修となっている。また，教科「工業」の科目に配当する総授業時数の半分

以上を実験・実習に配当することが原則とされている。

専門学科の標準単位数は，設置者である教育委員会が定めることとなっており，各高

校は教育委員会が作成した教育課程編成の指針等に則り教育課程を定めていく。

2003 年 5 月に文部科学大臣が中央教育審議会に行った諮問「今後の初等中等教育改
革の推進方策について」の中で，「すべての子どもが共通に学ぶ内容として示された学

習指導要領に加えて，それ以外の内容も加えることが可能であるとの学習指導要領の「基

準性」をより明らかにすること」としている。この基準性について，中央教育審議会は

2003 年 10 月に出された答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・
改善方策について」の中で，「高等学校等については当該科目を履修するすべての生徒

に原則として指導すべき内容が示されている」とした上で，「この指導を十分に行った

上で，個性を生かす教育を充実する観点から，児童生徒の実態に応じ，学習指導要領に

示されていない内容を加えて指導することも考える必要がある」と説明している。

高等学校学習指導要領では，全日制課程での各教科・科目，ホームルーム活動につい

ては年間 35 週行うことを標準としている。また，週あたりの授業時数は 30 単位時間
を標準としている。授業の１単位時間の運用は，生徒の実態や各教科の特質を考慮して

学校ごとに定めることができるが，単位の計算は，１単位時間を 50 分とし，35 単位時
間の授業を１単位とすることを標準としている。また，高等学校学習指導要領解説・総

則編（1999）では，「あくまでも１単位時間を 50 分とし，35 単位時間の授業を１単位
とした標準授業時数を確保する・・・」としている。このことから，学習指導要領に記

されている授業の１単位についての取り扱いは最低限の基準であるといえる。言い換え

れば，少なくとも，この基準により計算された単位数に見合う授業時間数が確保されて

いなければならない。

職業訓練校普通課程の職業訓練基準は，厚生労働省令である職業能力開発促進法施行

規則第 10 条の５で規定されている。そこでは，訓練時間は１年に 1,400 時間以上とな
っている。また，訓練時間は 50 分間を 1 時間として算定して差し支えないことになっ
ているため

*19
，実質的に 1,167時間以上の訓練が実施されればよいことになる。
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3.4 工業高校での実授業時間数の算出

工業高校での実授業時間の算出については，年間行事計画表と専門学科の単位数につ

いて一定の条件の下で計算した推計値となっている。推計値としたのは，通常時間割，

午前時間割，テスト時の時間割，行事がある場合の特編時間割など複雑になっており，

学校ごとに運営方法も異なり，正確な時間数を求めるには情報公開制度によらなければ

ならず，難しい側面があるためである。

工業高校の実授業時間数と職業訓練校との実訓練時間数の分析を行うために用いる工

業高校の実授業時間数は，学校個々の偏りを抑えるためにＡ工業高校とＢ工業高校との

実授業時間数の平均値を用いることとする。

実授業時間数の推計値を算出するための条件及び手順は，第３章「3.5 実授業時間数
の推計と年間授業週数」で用いたものと同様である。

表 6.6 は，Ａ工業高校の 2011 年度年間行事予定表から拾い出した学年ごとの授業形
態の日数を月ごとに整理したものである。夏季休業中の８月以外でも，通常授業の行わ

れない月があることがわかる。

表 6.7 は表 6.6 を学年ごと及び授業形態ごとに集計し，授業形態ごとに一日の校時間
数を乗じて，３年間の校時間数を算出している。３年間の各授業形態の校時間数の合計

は 2,446時間となっている。

表 6.6 Ａ工業高校の度授業形態ごとの授業日数

4月 5月 6月 7月
授業形態 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期

１学年 13 12 1 4 14 1 2 7 3
２学年 13 12 1 4 14 1 2 7 3
３学年 12 1 8 1 4 14 1 2 7 3

8月 9月 10月 11月
授業形態 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期

１学年 19 12 1 4 17
２学年 19 12 1 4 17
３学年 19 12 1 4 17

12月 1月 2月 3月
授業形態 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期

１学年 8 5 12 1 17 1 5 6
２学年 9 5 12 1 17 1 5 6
３学年 9 5 10 2 1 3
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表 6.7 Ａ工業高校の３年間の校時間

通常授業 短縮授業 定期試験 合 計

１学年 116 25 24 165
２学年 116 26 24 166

３学年 92 22 22 136

合計［日］ 324 73 70 467

全体の校時間 1,944 292 210 2,446

１校時時間は 50 分であるので３年間合計した実授業時間数は，次のとおりである。

Ａ工業高校では，2011年度入学生の教育課程から学科によって多少単位数が異なり，
また，選択科目も若干あるため，生徒によっても卒業までの単位数にばらつきがあるが，

教科の概ねの単位数として普通教科 50 単位，専門教科 35 単位とした。これにより，
専門学科の３年間合計した実授業時間数は，次のとおりである。

同様にして，Ｂ工業高校の専門学科の３年間合計した実授業時間数を求める。

表 6.8 は，Ｂ工業高校の年間行事予定表から拾い出した学年ごとの授業形態の日数を
月ごとに整理したものである。また，表 6.9 は表 6.8 を学年ごと及び授業形態ごとに集
計し，授業形態ごとに一日の校時間数を乗じて，３年間の校時間数を算出している。３

年間の各授業形態の校時間数の合計は 2,395時間となっている。

表 6.8 Ｂ工業高校の度授業形態ごとの授業日数

4月 5月 6月 7月
授業形態 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期

１学年 13 1 13 2 4 9 8 4 7 1
２学年 14 14 1 4 9 8 4 7 1
３学年 14 14 1 4 9 8 4 7 1

8月 9月 10月 11月
授業形態 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期

１学年 18 10 2 4 16 2
２学年 17 10 2 4 12 3
３学年 18 10 2 4 16 2

12月 1月 2月 3月
授業形態 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期 通常 短縮 定期

１学年 7 5 12 13 6 6 4
２学年 7 5 12 13 6 4
３学年 7 5 8 1 3 6

専門学科の３年間の実授業時間数＝2,038時間×
35
85＝839 ［時間］

３年間の実授業時間数＝2,446時間× 50
60＝2,038 ［時間］
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表 6.9 Ｂ工業高校の３年間の校時間

通常授業 短縮授業 定期試験 合 計

１学年 104 41 22 167

２学年 101 40 22 163

３学年 89 28 21 138
合計［日］ 294 109 65 468

全体の校時間 1,764 436 195 2,395

１校時時間は 50分であるので，３年間の実授業時間数は，次のとおりである。

Ｂ工業高校でもＡ工業高校と同様に，2011 年度入学生の教育課程から学科によって
多少単位数が異なり，また，選択科目も若干あるため，生徒によっても卒業までの単位

数にばらつきがあるが，教科の概ねの単位数として普通教科 51 単位，専門教科 34 単
位とした。これにより，専門学科の３年間の実授業時間数は，次のとおりである。

以上により，Ａ工業高校とＢ工業高校の専門科目の３年間の実授業時間の平均値は

819時間である。

3.5 職業訓練校での実訓練時間数の算出

Ｃ職業訓練校の１年制普通課程について，工業高校と同様に，2011 年度年間訓練計
画を用いて実授業時間を求める。１年制・２年制にかかわらず，職業訓練は年度単位で

完結する。また，職業訓練校は工業高校と異なり，訓練日数を求める際に，学年ごとに

訓練日数が変わる可能性は少なく，また，工業高校よりも学校行事が少ないため，より

正確に訓練時間を割り出すことができる。

Ｃ職業訓練校では１訓練時間が 45 分となっている。また，表 6.10 のように月曜日，
火曜日，木曜日，金曜日が８訓練時間で，水曜日が６訓練時間となっている。

Ｃ職業訓練校ではモジュール訓練の一種である単位制職業訓練が行われている。Ｃ職

業訓練校が行っている単位制職業訓練とは，単位制職業訓練における能力開発の最小の

まとまりを１訓練単位とし，それを 20 訓練時間で構成し，各訓練単位にそれぞれ「○
○ができる」という具体的な目標を設定して，その目標に到達するための必要な知識や

技能の要素に関連した学科，及び，実技の教科・科目の構成によって完結的に習得でき

るようにしたものである。単位という最小の構成要素の職業訓練を受けることによって，

ある特定の職務の能力を習得することができるということを意味する。

３年間の実授業時間数＝2,395時間×
50
60＝

1,996 ［時間］

専門学科の３年間の実授業時間数＝1,996時間×
34
85＝

798 ［時間］
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表 6.10 Ｃ職業訓練校の時程

月・火・木・金曜日 水曜日

１校時 8時 50分～ 9時 35分 8時 50分～ 9時 35分

２校時 9時 35分～ 10時 20分 9時 35分～ 10時 20分

休 憩 10時 20分～ 10時 30分 10時 20分～ 10時 30分

３校時 10時 30分～ 11時 15分 10時 30分～ 11時 15分

４校時 11時 15分～ 12時 00分 11時 15分～ 12時 00分

昼休み 12時 00分～ 13時 00分 12時 00分～ 13時 00分

５校時 13時 00分～ 13時 45分 13時 00分～ 13時 45分

６校時 13時 45分～ 14時 30分 13時 45分～ 14時 30分

休 憩 14時 30分～ 14時 40分

７校時 14時 40分～ 15時 25分

８校時 15時 25分～ 16時 10分

単位を構成している教科・科目は，職務能力形成要素としてとらえることができ，訓練

を通じて職務能力を形成していく上で必要最小限のものであり，１単位の訓練時間を教科

訓練 16時間，自己学習 2時間，単位認定のための評価 2時間の計 20訓練時間で構成し，
均一的に配分することなく，職務分析あるいは職業訓練指導員の職務経験，専門技術分野

等をもとに，可能な限り客観性を持つように配分するものとしている。

単位の内容は技術の進歩や地域産業，訓練生のニーズなどに応じて適時見直しを行い，

必要に応じて新しい単位を作成し組み合わせることにより，地域産業，訓練生のニーズ

に的確に対応できる訓練システムを構築することができる。ただし，Ｘ県でこの単位制

職業訓練が計画され，開始された当初は，土曜日に４訓練時間の授業が行われていた時

期であり，2011 年度現在においては土曜日と日曜日が休業日で職業訓練が行われない
ため，１単位は，実質，教科訓練 16 時間，自己学習 1 時間，単位認定のための評価 1
時間の計 18訓練時間で運用されている。本来ならば，土曜日が休業日になるに伴って，
すべての単位や内容を見直さなければならないのであるが，それがなされないまま単位

が使用されている。

Ｃ職業訓練校では，表 6.11 のように訓練時間を「課題演習」，「社会」，「教科訓練」，
「単位認定及び自己学習」の４つの訓練カテゴリーから職業訓練が展開されている。

この中で，「課題演習」は，単位に関する内容を含めた学科及び実技の課題である。

単位の内容の振り返りや応用的な内容を，訓練生の状況に応じて設定している。

「社会」は，主に入校式，修了式，オリエンテーションなどの行事となっており，専

門教科を学ぶ時間ではない。



*20 Ｃ職業訓練校の普通課程実施予定表（2011年度）より作成。
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表 6.11 2011年度授業形態ごとの訓練時間 *20

訓練カテゴリー 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

課 題 演 習 42 18 28 40 0 22 56 20 28 34 0 0

社 会 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

教 科 訓 練 64 96 96 80 96 80 72 104 80 80 112 64

単位認定・自己学習 16 28 20 24 24 16 16 28 20 12 34 18

合 計 134 142 144 144 120 118 144 152 128 126 146 86

「教科訓練」は，４つの訓練カテゴリーの中で職業訓練の中核をなすものであり，週

の中で月曜日，火曜日，木曜日，金曜日の４日間にて実施され，一日当たり８訓練時間

で行われている。

「単位認定及び自己学習」は，単位認定のための自己学習の時間と，学力試験と実習

の作品などで評価を受け，単位の認定を受ける。訓練生は，単位の認定を受けることに

より，単位の内容の知識や技能を概ね習得したことになる。

Ｃ職業訓練校の年間訓練予定表から，年間の総職業訓練時間は 1,584 時間である。こ
のうち，入校式，修了式，オリエンテーションなどの行事である普通学科「社会」の合

計時間 16 時間を差し引いた専門教科の訓練時間数は 1,568 時間である。Ｃ職業訓練校
の１訓練時間は 45分であるので，専門教科の実訓練時間数は 1,176時間である。
以上のことから，Ａ工業高校とＢ工業高校の専門科目の３年間の実授業時間の平均値

と，Ｃ職業訓練校の専門教科の実時間数から，工業高校の３年間の専門教科の実時間数は，

職業訓練校１年間の実訓練時間数の７割程度に過ぎないということを示すことができた。

工業高校の生徒と公共職業訓練校の訓練生の基本的な能力やリテラシーが同じだと仮

定したとしても，時間的な側面から見る限り，工業高校では職業訓練校１年制の普通課

程を超えた専門性を身につけることは難しいといえる。ましてや，年齢，学歴，社会経

験の有無などを考慮すれば，工業高校での専門教育では，実践的な技術・技能を身につ

けることは相当に難しいといえる。

高校学習指導要領では表 6.12のように「単位については，１単位時間を 50分とし，35
単位時間の授業を１単位として計算することを標準とする」とされている。別の表現を

するならば，１単位時間とは，週に１校時間（50 分）の授業を年間 35 週行うに相当す
る時間ということができる。年間 35 週の授業というのは，1947 年の段階で基準として
示されており，現在に至るまで踏襲されている。また，1960 年以降の学習指導要領は
学校教育法にもとづく告示となったため，法的拘束力を持つ。



*21 単位時間・年間週数は，全日制課程を前提としたものである。1947 年度の「新制高等学
校の教科課程に関する件」の 60 分は，教室をかえる時間を含むものである。1956 年度か
ら 1958 年度の学習指導養生には授業の年間週数が記載されていないが，前後の年度の学
習指導要領から，年 35週以上が前提となっているものと解釈することができる。
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表 6.12 高校学習指導要領上の１単位時間と授業の年間週数
*21

年 度 学 習 指 導 要 領 等 の 名 称 １単位時間 授 業 の 年 間 週 数

1947 新制高等学校の教科課程に関する件 60分 年間 35週を基準

1951 学習指導要領一般編（試案） 50分 年 35週以上教科指導にあてる

1956 高等学校学習指導要領一般編 50分 １単位につき１個学年に 35単位時間

1960 高等学校学習指導要領 50分 年間 35週以上にわたって行なうように計画する

1970 高等学校学習指導要領 50分 年間 35週を下らないように計画する

1978 高等学校学習指導要領 50分 年間 35週行うことを標準とする

1989 高等学校学習指導要領 50分 年間 35週行うことを標準とする

1999 高等学校学習指導要領 50分 年間 35週行うことを標準とする

2009 高等学校学習指導要領 50分 年間 35週行うことを標準とする

Ａ工業高校では，専門学科の単位数は 35 単位であるから，本来なら 1,020 時間 50 分
の授業が行われなければならないところが 839 時間しか実施されていない。Ｂ工業高
校も同様に，専門学科の単位数は 34 単位であるから，本来なら 991 時間 40 分の授業
が行われなければならないところが 798 時間しか実施されていない。このことは，年
間 35週間の授業が確保できていないことを意味する。
Ａ工業高校の専門教科の１単位時間あたりの年間の単位時間は約 24 単位時間しか行

われていない。同様に，Ｂ工業高校の専門教科の１単位時間あたりの年間の単位時間は

約 23 単位時間しか行われていない。３年間分を積算すると，11 週分から 12 週分の授
業が不足している。

高等学校学習指導要領の標準に近づけるためには，たとえば，夏季休業を職業訓練校

と同様に１週間とする。また，３学年の卒業式を年度末にし，授業を１・２学年と同様

に３月初旬まで行うことで，行事等を削減することなく授業時間数を確保することがで

きる。行事等の見直しを行えば，授業時間数を増加させることもできる。しかし，高校

の年間の日程は長期にわたり積み重ねられてきたものであり，また，部活動の大会など

は夏季の長期休業中に実施されることが多く，大きな変更を伴うような改革は，大きな

混乱が生じ，現実的に変更は難しい。



*22 安達和志，2008，「学校管理規則のはたらき」『ニュース「ねざす」』59，神奈川県高等学
校教育会館
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公立高校の休業日については，学校教育法施行令第 29 条により規定されており，特
に夏季，冬季，学年末，農繁期等における休業日については，学校教育法施行規則第 61
条と第 104 条により教教育委員会が定めることになっている。これを受けて教育委員
会では教育委員会規則である学校管理規則等により管轄する高校の休業日を定めてい

る。このような学校管理規則等は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第 14
条第１項，及び，第 33 条１項にもとづき定められたもので，教育委員会が定める行政
立法である教育委員会規則の一種にほかならない

*22
拘束力のあるものである。教育委員

会が所管するすべての高校は，この規則に則った運営が求められている。

2012 年度における関東圏にある公立高校の全日制におけるの学年始，夏季，冬季，
学年末等の休業日は，表 6.13 のように学校管理規則等の中で定められている。この中
で学年始，夏季，冬季，学年末等の期間を明示しているのは，茨城県，栃木県，千葉県，

東京都，千葉市，横浜市，川崎市の７つの自治体で，群馬県，埼玉県，神奈川県，さい

たま市については各高校の校長が定めることになっており，学校管理規則等の中では具

体的な休日が明記されていない。また，期間が定められている自治体でも，各学校の特

別な事情により教育委員会の承認があれば，学校管理規則等によらない期間を休業日，

若しくは，授業を行う日とすることができる。

このように，学年始，夏季，冬季，学年末等の休日については期間を定めている自治

体が多く，また，期間を明確に定めていない自治体でも学年始，夏季，冬季，学年末等

の休業日数は休日の期間を定めている自治体と同程度となっている。

夏季休業を公共職業訓練校並みに１週間とすることは，授業時間間確保から特定の学

校だけということではなく全国的に展開されるべきものであるため，部活動，教職員の

意識改革，教員免許更新講習，教員の研修の機会の確保など解決しなければならない課

題が多岐にわたり，現時点では十分な討議なしでの実施は難しいものと考えられる。ま

た，３学年の授業が概ね１月に終了し，卒業式が３月上旬という高校を多く見るが，学

校管理規則等には３学年の授業が概ね１月に終了させるという旨の記述は見あたらな

く，卒業式についても期日が定められていない。進学校といわれる学力上位校では大学

の入学者選抜試験対策という意味合いが考えられるが，これについても１月で授業を終

了させるための正当な理由にすることはできない。

いずれにしても，学校の伝統的な運営や慣習によるものであり，国による是正指導を

行うか，あるいは，標準として提示されている高等学校学習指導要領での年間週数の記

述を学校の運営実態に合わせて改訂するなどして，高等学校学習指導要領と実際の学校

運営との整合性を図っていくのが適当であるといえる。
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表 6.13 関東圏公立高校の学年始・夏季・冬季・学年末等の休業日

学年始休業日 4月 1日から 4月 5日まで
夏季休業日 7月 23日から 8月 31日まで（2学期制），7月 21日から 8月 31日まで（3学期制）

茨城県 学期末休業日 9月 29日及び 9月 30日(２学期制の高校・中等教育学校)
冬季休業日 12月 24日から翌年 1月 7日まで
学年末休業日 3月 23日から 3月 31日まで
夏季休業日 7月 21日から 8月 31日までの 42日間

栃木県 冬季休業日 12月 26日から翌年 1月 7日までの 13日間
学年末及び学年始休業日 3月 25日から 4月 7日までの 14日間
学年始め休業日 4月 1日から同月 7日まで
夏季休業日

群馬県 秋季休業日（２学期制） 休業日の期間の合計は，62日以内とする。
冬季休業日

学年末休業日

春季休業日 4月 1日から 4月 10日までの間において校長が定める期間
夏季休業日 7月 15日から 9月 5日までの間において校長が定める期間 休業日の日数の合計

埼玉県 秋季休業日 9 月 26 日から 10 月 5 日までの間において校長が定める期間（２学期制） は，学年を通じて

冬季休業日 12月 20日から 1月 10までの間において校長が定める期間 70日以内とする。
学年末休業日 3月 20日から 3月 31日までの間において校長が定める期間
学年始め休業日 4月 1日から 4月 5日まで

千葉県
夏季休業日 7月 21日から 8月 31日まで
冬季休業日 12月 24日から翌年 1月 6日まで
学年末休業日 3月 25日から 3月 31日まで
夏季休業日 7月 21日から 8月 31日まで

東京都 冬季休業日 12月 26日から 1月 7日まで
春季休業日 3月 26日から 4月 5日まで

神奈川県 学年始，夏季，冬季，学年末等の休業として学年を通じて 64日以内
春季休業日 4月 1日から同月 10日までの間において校長が定める期間
夏季休業日 7月 15日から 9月 5日までの間において校長が定める期間 休業日の日数の合計

さいたま市 秋季休業日 9 月 26 日から 10 月 5 日までの間において校長が定める期間（２学期制） は，学年を通じて

冬季休業日 12月 20日から翌年 1 月 10日までの間において校長が定める期間 70日以内とする。
学年末休業日 3月 20日から同月 31日までの間において校長が定める期間
学年始め休業日 4月 1日から 4月 5日まで
夏季休業日 7月 21日から 8月 31日まで

千葉市 秋季休業日 10月の第 1月曜日の前々日から 10月の第 1月曜日まで
冬季休業日 12月 24日から翌年 1月 6日まで
学年末休業日 3月 25日から 3月 31日まで
春季休業日 4月 1日から同月 4日まで

横浜市
夏季休業日 7月 21日から 8月 26日まで
冬季休業日 12月 26日から翌年 1月 6日まで
学年末休業日 3月 26日から同月 31日まで
学年始休業 4月 1日から 4月 4日まで

川崎市
夏季休業 7月 21日から 8月 31日まで
冬季休業 12月 25日から翌年１月７日まで
学年末休業 3月 26日から 3月 31日まで

茨城県：茨城県県立学校管理規則（2011年 11月 4日改正）・第 8条，栃木県：県立学校管理規則（2012年 3
月 23日改正）・第 5条，群馬県：群馬県立高等学校管理に関する規則（2011年 3月 24日改正）・第 5条，
埼玉県：埼玉県立高等学校通則（2012年 10月 26日改正）・第 7条，千葉県：県立高等学校管理規則（2012
年 10月 30日改正）・第 7条，東京都立学校の管理運営に関する規則（2012年 12月 20日改正）・第 5条，
神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則（2010 年 3 月 30 日改正）・第 6 条，さいたま市：さいたま市
立高等学校通則（2011 年 3 月 29 日改正）・第 7 条，千葉市：千葉市立高等学校管理規則（2012 年 3 月 23
日改正）・第 22 条の 2，横浜市：横浜市立学校の管理運営に関する規則（2012 年 11 月 15 日改正）・第 36
条の 3，川崎市：川崎市立高等学校の管理運営に関する規則（2009 年 3 月 19 日改正）・第 7 条より作成。
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職業能力開発促進法施行規則第 10 条にて普通課程職業訓練の訓練時間は１年につき
概ね 1,400 時間と定められている。一方で，職業訓練校の訓練時間は，50 分を１訓練
時間として算出しても差し支えないとされている。したがって，実質 1,167 時間以上の
訓練時間が確保されいればよいことになる。Ｃ職業訓練校については専門教科の実訓練

時間数が 1,176時間であるため，この基準を満たしている。
工業高校を含む高校教育では，学習指導要領上の標準とされている授業の年間週数を

満たしておらず，工業高校においては，仮に満たしていたとしても，Ａ工業高校とＢ工

業高校との事例で見る限りは，専門教科の単位数が 35 単位程度では 1,020 時間にしか
ならず，職業訓練校１年間の専門教科の実訓練時間数に届かない。

表 6.7 と表 6.9 から，普通教科を含めた総時間の平均は 2,421 校時間である。1999 年
度，及び，2009 年度公示の高等学校学習指導要領とも，「全日制の課程における週当た
りの授業時数は，30単位時間を標準とする」とされている。このことから，週あたり 30
校時間の授業が行われていると仮定すると，１年あたりの平均週数は，

となる。

この値は学習指導要領中で標準とされている年間 35 週数を下回るものであるが，
推定値の算出するために用いた年間行事予定表は工業高校特有のものでなく，一般的

な高校と同様であるため，高校全体の問題といえよう。

工業高校の総単位数を 85 単位，１年あたりの平均週数を 27 週数として，工業高
校３年間で普通課程職業訓練１年間の最低実訓練時間である 1,167 時間を満たすため
の専門教科の単位数は，

の単位数が必要になる。

工業高校と職業訓練校とでは，科目編成，授業内容，設備，生徒と訓練生の属性，

工業高校の教員と職業訓練校の指導員の養成課程や研修体系など異なるため，実授業

時間だけで，工業高校では十分な専門性を身につけることができないとはいえないが，

少なくとも，実授業時間と実訓練時間のみに着目するならば，工業高校は職業訓練校

より専門教育，職業教育としての機能は不利な状況にあるといえる。

4 職業訓練校生の属性と進路

ここでは，神奈川県における職業訓練について取り上げる。

神奈川県では障害者対象の国立県営の職業訓練校を除いて，職業訓練校を「○○職業技

術校」という校名で統一されている。

１年あたりの平均週数＝ 30単位時間× 3年
2,421時間

＝26.9 ⇒ 27［週数］

職業訓練校と同等の時間数を満たす単位数＝
1,167時間
2,430時間＝

40.8 ⇒ 41単位



*23 商工労働部産業人材課，2008，『かながわの職業能力開発』，神奈川県，p.10 より作成。
*24 同上
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2011 年度現在で 5 校の職業技術校が存在するが，2004 年に策定された「高等職業技術
校再編整備計画」に基づき，2007 年度時点で８校１分校あった職業技術校を，専門性と
総合力を発揮する能力開発の拠点として，１校ですべての訓練分野を実施できる大規模総

合校を県内東西のバランスを考慮して２校に再編することとしている。そのうちの一つで

ある東部総合職業技術校は 2008 年に開校しており，もう一つの西部方面職業技術校（仮
称）は 2010 年度に開校予定であったが，県の財政的な事情から 2013 年度開校予定に変
更された。最終的な形として，県内に点在していた東部及び西部の総合職業技術校に統合

され，県立の職業訓練校は２校体制となる予定である。

このように，2008 年度より大規模総合校が開校し再編が進行中であるため，職業訓練
校生の安定的な属性及び進路を見いだすには，2007 年度入学生の資料を用いることが適
当である。

図 6.3 より，高等職業技術校（公共職業訓練校）普通課程における入校者は転職者が
57.8 ％と半数以上を占めるが，学卒者の中では高校卒業者が 26.6 ％と多くなっている。
そのためか，図 6.4 より普通課程の入校者のうち 78.2 ％の者が 34 歳以下となっており，
若年層が多いといえる。図 6.6 より，最終学歴を見ると，高卒者が 63.7 ％と最も多いく
なっている。

訓練期間中の生活維持の方法は図 6.5 のとおり，雇用保険が 45.0 ％，近親扶助が 44.5
％となっており，雇用保険は転職者がほとんどを占め，新規高校卒業者は近親扶助が多く

を占めると推測される。

図 6.3 普通課程の入学前の前歴（2007） *23
〔％〕 図 6.4 普通課程入校者の年齢層（2007）*24

〔％〕



*25 商工労働部産業人材課，2008，『かながわの職業能力開発』，神奈川県，p.10 より作成。
*26 同上。
*27 同上，p.11より作成。
*28 同上。普通課程の職業技術校修了者で就職をした者は 221人，就職中退者は 39人。
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図 6.5 生活維持の方法（2007） *25
〔％〕 図 6.6 入校者の最終学歴（2007）*26

〔％〕

職業技術校にも中途退校者はいるが，高校の中途退学者とは意味合いが異なり，出席不

良，成績不振という形の中退以外に，訓練生にとって良条件での就職が確定し，修了を待

たずに就職をするための中退者も存在する。そうした就職中退者は 2007 年度修了予定者
の中で中途退校者 93 人中 39 人 *27 と中途退校者の約４割を占めている。こういったこと

を踏まえ，職業技術校修了者と就職中退者を合わせた勤務形態は，表 6.14 の通り 93.8 ％
の訓練生がフルタイムの就職形態となっている。また，訓練内容と関連のある職種に就職

した訓練生は，フルタイムの勤務形態は 95.1 ％，パートタイムでは 58.3 ％，自営業では
75.0 ％となっていて，職業技術校の専門的な職業訓練が訓練生の就職に一定の効果をも
たらしていることが確認される。関連業務への就職率も高いため，職業訓練の効果は十分

にあるものといえる。

表 6.14 普通課程の職業技術校修了生及び就職中退者の就職形態（2007） *28

フルタイム パートタイム 自営業

244 うち関連職種 ％ 12 うち関連職種 ％ 4 うち関連職種 ％

93.8% 232 95.1 4.6% 7 50.3 1.5% 3 75.0



*29 商工労働部産業人材課，2008，『かながわの職業能力開発』，神奈川県，p.25 より作成。
*30 神奈川県商工労働局労働部産業人材課，2011，『平成 22 年度神奈川県産業技術短期大学

校卒業生・高等職業技術校修了生等実態調査報告書』，p49より作成。
*31 同上，p52より作成。
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表 6.15 は，修了時と，修了後１年を経過した後の就職状況である。多様な年齢段階の
中での 84.1 ％の就職率は，34 歳以下の若年者が 78.2 ％であることを考慮すれば，大きな
問題はないと考えられる。しかし，修了時に就職できない場合は，就職することは難しい

ものといえる。

2007年度職業技術校修了生の職場定着状況は，2010年 11月 1日時点の調査によれば，
就労している者 84.4 ％のうち，79.3 ％が修了した訓練コースに関連した職業に就いてい
るとしている。表 6.16から，就労した者のうち，約８割が関連企業に就職している。

表 6.15 普通課程就職状況（2007） *29
表 6.16 普通課程修了生の就労状況（2007） *30

就職者 就職率％ 回答数 構成比％

2007年 3月（修了時点） 283 84.1 就労している 135 84.4

2008年 3月（修了後） 245 86.6 うち関連企業 107 66.9

修了者は，283人。 うち非関連企業 28 17.5

就労していない 23 14.4

無回答 2 1.3

合 計 160 100.0

技術校終了後，転職をせずに同一の職場で働き続ける定着率は，表 6.17 のように約３
年経過すると６割を若干超える程度となっている。これは，高校卒業後に就職をした者と

同程度といえる。

転職の理由は，倒産等企業の事情が最も多く，次いで体調不良，家庭の事情，賃金･労

働条件となっており，修得技術等が活かせないとした者は１人だけであった。

表 6.17 職業技術校修了生の同位置職場定着率（2007） *31

回答者 定着者 定着率％

2007年末日 160 154 96.3

2008年末日 160 130 81.3

2009年末日 160 106 66.3

2010年末日 160 99 61.9



*32 国立教育研究所，1974，『日本近代教育百年史(10)・産業教育(2)』，教育研究振興会，p.399
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5 職業訓練指導員と高校工業科教員の養成と専門研修

5.1 職業訓練指導員の養成

職業訓練指導員は，職業訓練校，職業能力開発短期大学校，企業内職業訓練施設な

ど職業能力開発施設だけでなく，法務技官として，刑務所，少年刑務所，または，拘

置所などの刑事施設で被収容者に対する作業教育，職業訓練等の指導，作業の安全衛

生，企画等，法務教官として少年院に収容された少年の円滑な社会復帰のために，勤

労意欲の向上と，職業に関する知識や技能を付与するための業務に従事する。これら

のことから，職業訓練指導員は，高校から短期大学や高等専門学校相当の広い範囲の訓

練生に対する指導を担っているといえる。

職業訓練指導員は一般の大学工学部の出身者などもおり，必ずしも職業能力開発総合

大学校，及び，その前身校の出身者ではない。しかし，一般の大学では職業訓練指導員

の養成を前提としたカリキュラムは組まれておらず，技術的な側面を除く指導法や職業

能力開発関係法規などの知識は，職業能力開発施設の職業訓練指導員として採用された

後に研修の中で受けることになる。

職業訓練指導員の養成は，職業能力開発促進法第 27 条の規定により，職業能力開発
大学校が担うことになっている。実際に，職業能力開発総合大学校，及び，その前身で

ある中央職業訓練所，職業訓練大学校，職業能力開発大学校が養成業務を行ってきたの

である。ただし，職業能力開発総合大学校の設立母体である雇用・能力開発機構の廃止

と高齢・障害・求職者雇用支援機構への移管に伴い，2013 年 4 月に職業能力開発総合
大学校の内容が大幅に変更され，キャンパス移転も行われたため，本論文での議論は，

基本的には 2012年度以前の職業能力開発総合大学校を対象とする。
1950 年に最初の技能者養成指導員検定が各地で実施された *32。1958 年 5 月 2 日に公

布された職業訓練法では，公共職業訓練として，一般職業訓練所，総合職業訓練所，身

体障害者職業訓練所，中央職業訓練所が規定されている。この中で中央職業訓練所は，

職業訓練に関する調査及び研究と職業訓練指導員の訓練が行われており，ここで職業訓

練指導員の養成が行われることとなったのである。

普通職業訓練における職業訓練指導員は，基本的には都道府県知事から職業訓練指導

員免許を受けた者が行うことになっている。また，職業訓練指導員免許は，職種ごとに

定められている。職業訓練指導員免許の取得にはいくつかのルートが存在するが，職業

訓練指導員の養成について視点をあてれば，職業能力開発総合大学校は重要な存在とい

える。職業能力開発総合大学校は全国で唯一の職業訓練指導員養成機関で，職業訓練法

の制定によって規定された訓練所の一つである中央職業訓練所から始まる。中央職業訓

練所では，職業訓練に関する調査・研究と，職業訓練指導員の訓練を行う施設であった。



*33 2011年 12月 14日改正のもの。
*34 技能検定は，職業能力開発促進法もとづいて実施される国家資格である。
*35 砂田栄光，2006，「公共職業訓練指導員養成の現状と課題：「ものづくり指導者」養成事

情」『産業教育学研究』36(1)，日本産業教育学会，p.12
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中央職業訓練所は，1965 年 2 月に職業訓練大学校に改称された。1993 年 4 月に職業能
力開発大学校になり，1999 年 4 月には職業能力開発総合大学校に名称が変更された。
職業能力開発総合大学校の業務内容は職業能力開発促進法第 *3327 条第 1 項に定めら

れており，職業訓練指導員の養成，職業訓練指導員の能力の向上に資するための訓練，

厚生労働省で定めるものと職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行

うものとしている。

普通職業訓練を担当する職業訓練指導員は，職業能力開発促進法第 28 条第１項の規
定により，都道府県知事から訓練科に対応する職種の職業訓練指導員免許を受けた者で

なければならないとされている。つまり，教員免許状と同様に業務独占資格でもある。

2011 年度現在の職業訓練指導員免許の職種は 123 職種となっており，高校教員免許
状が学校設定教科を除き，特定の教科を担当するためのものなのに対し，職業訓練指導

員免許は技能検定
*34
の職種に近いものとなっている。職業能力開発大学校で養成される

職業訓練指導員の免許職種は工業系のものが中心であり，職業訓練指導員免許職種全体

と比較して少ない。ただし，2002 年から 2004 年にかけての公共職業訓練校の職業訓練
指導員の数は全体で約 5,000 人であり，機械系指導員が約 2,000 人，電気・電子系指導
員が約 800人，居住系指導員が約 700人，情報系指導員は約 500人，事務系指導員が 350
人 *35 となっている。公共職業訓練校での設置される訓練科は工業系が中心であり，それ

ほど多くの職種に対応した職業訓練指導員免許は必要とされない。

2011 年度時点での職業能力開発総合大学校での職業訓練指導員養成は，修業年限が
４年間の長期課程で行われている。長期課程では工学系の専門技術･技能を学び，内容

的には一般の大学の工学部に近い。大きな違いは，職業訓練指導員免許の取得が条件と

なっており，そのためのカリキュラムや，教員免許取得の際に課せられる教育実習に相

当する実務実習が必須のものとなっている。また，大学工学部と比較して，少人数制の

指導体制で，実習の割合が多いカリキュラム編成となっている。また，工業系の職種が

中心となっている。長期課程を修了することで，大学評価・学位授与機構により，学士

（工学）の学位が授与されることになっている。

職業能力開発総合大学校は全国で唯一の職業訓練指導員養成機関であるにも関わら

ず，工業系を中心に，一部の職種の職業訓練指導員免許が取得できるだけである。また，

図 6.7 から，長期課程を修了後，職業訓練指導員として職務に就くのは全体の半数にも
満たない。以前から大学院への入学資格が与えられていたが，学士の学位が取得できる



*36 砂田栄光，2006，「公共職業訓練指導員養成の現状と課題：「ものづくり指導者」養成事
情」『産業教育学研究』36(1)，p.11，表「総合大卒業生進路状況」より作成。
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ことによって，それを一層明確に示せるようになった。こういった制度は，学生の意欲

を高める反面，職業訓練指導員養成の場から離反させる道をつくっているといえよう。

2011 年度時点での大学院修士課程相当の研究課程では工学的な研究のみを行ってお
り，一般の大学の大学院工学研究科修士課程との違いを見出すことができない。研究過

程で得られた高度で専門的な工学の知識を職業訓練の場でどのように関連づけ，いかし

ていくのかという観点が抜け落ちているため，十分に存在意義を示せていない。

図 6.7 職業能力開発大学校卒業生の進路状況（1964年度から 2003年度卒業） *36
〔％〕

5.2 職業訓練指導員の研修体制

職業訓練指導員の研修については，職業能力開発促進法第 27 条第１項，職業能力開
発促進法施行規則第 36 条の 10（研修課程の訓練基準）で規定されている。特に，職業
能力開発促進法第 27 条第１項では，職業能力開発総合大学校が，職業訓練指導員に対
し，必要な技能及びこれに関する知識を付与することによって，その能力の向上に資す

るための指導員訓練を行う旨が記されている。

公共職業訓練の職業訓練指導員の業務は，学卒者を対象とした普通課程や専門課程の

職業訓練，在職者に対する短期家庭の職業訓練，企業から訓練内容をオーダーして実施

される訓練もあり，職業訓練だけでなく，それらの企画・広報・運営業務についても行

っている。そこでは，企業現場での職業能力の実践力を向上させ，企業の技術力向上と

生産体制に役立つ人材を養成していくことが迫られているのである。これは，工業高校
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にはない，そして，工業高校の教員の業務にはない大きな特徴であるといえる。

中小企業については，企業内で社員を十分に養成するだけの余力は乏しいため，公共

職業訓練がそれを補う必要性が出てくる。企業のニーズを的確に把握し，それに沿った

訓練計画を策定し実施していくためには，職業訓練指導員は日進月歩進化していく技術

や工作機械についての知識や技能を高度化させ，マネジメント能力を常にリフレッシュ

していかなければならない。そのために，研修は欠かせないものなのである。

職業能力開発総合大学校では職業訓練指導員の研修業務を行っている。研修を希望す

る場合は，都道府県職業能力開発主管部長を経由して研修の申し込みを行う。研修の受

講料は，公共訓練施設の指導員ならば無料である。2013 年度開設の職業能力総合大学
校の指導員研修は，表 6.18と表 6.19のとおりである。
共通得領域，専門領域ともすべて体系化され，目標とする到達レベルが明確になって

おり，効率的で確実的に習得できるようになっている。

これらの研修は，職業能力開発総合大学校をはじめ，全国の職業能力開発大学校，職

業能力開発短期大学校，職業訓練支援センター，民間企業の研修センターなどで実施さ

れており，充実した職業訓練指導員のための研修機会が用意されている。

表 6.18 共通領域の職業訓練指導員研修（2013）
区 分 共通基礎 共通Ⅰ 共通Ⅱ 共通Ⅲ

新任研修 3

一般研修 26 19 4

訓練技法開発研修 17 9 2

表 6.19 専門領域の指導員研修

区 分
技能・技術実践研修

専門基礎 専門 高度専門 高度複合・統合

機械系 10 14 15 1

電気・電子系 9 28 10 4

情報・通信系 5 6 5

居住系 3 22 19 8

管理・事務系 1 2 1

福祉系・その他 2 3

5.3 工業科教員の養成

5.3.1 高度成長期の工業科教員養成

高度成長期に入り，経済界から技能労働者の養成の声が強まり，工業高校の増設や
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入学定員の増加が図られた。その結果，工業科の生徒の増加率は普通科を上回るほど

であったため，工業の教科を教える教員の不足が深刻な状況にあった。

戦後の教員の養成は，1946 年 12 月 27 日の教育刷新委員会の建議で，「教員の養成
は，総合大学及び単科大学において，教育学科を置いてこれを行うこと」にもとづき，

教員養成は大学教育で行うものとされた。高校教員の養成は，教員養成を主とする大

学・学部だけでなく，一般の大学においても養成できる開放性が採択された。教員養

成とその質を維持するために，1949 年 5 月 31 日に教育職員免許法が制定され，第３
条で「教育職員は，この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければな

らない」という規定が設けられた。

小・中学校の教員の養成は主として国立教員養成大学･学部において行われ，高校

の教員については一般の大学･学部にその学科の専攻に即した教科についての教員免

許状を取得させるための教職課程を設け，その卒業者に教員免許状が授与される。

教員の養成は，国家が構築していこうとしている社会に密接に関係している。特に，

国勢を維持・向上させていくためには，産業という視点が欠かせない。

1950 年 3 月 31 日の職業教育及び職業指導審議会の意見具申「職業高等学校及び高
等学校職業課程の改善振興対策について」の中で，国土計画にもとづく職業教育関係

教員の確保とその養成に力を致すこととして，一定数の教員を確保するために，職業

関係の大学学部の数校を選び，優良教員の養成を図ることとしている。1951年 6月 11
日に制定された産業教育振興法により，国は産業教育に従事する教員の現職教育や養

成の計画を樹立し，実施を図ることを奨励することを義務づけている。中央産業教育

審議会は，それに応える形で 1953 年 7 月 30 日に文部大臣に「産業教育教員養成に
ついて」の建議を行った。高校における産業教育を振興させるには教員を得ることが

重要であるが，現状では量的に不足しており，質的にも憂慮すべき事態に立ち入って

いるため，文部省に産業教育関係の教員を計画的に養成するための処置を要望してい

る。産業教育関係教員の確保のために，大学に産業教育関係教員の養成を主たる目的

とした学科の設置，産業教育関係教員養成のための奨学制度について特別の考慮を払

う，産業教育関係教員の優遇を図るなどが提案されている。1949 年度から 1954 年度
にかけて，室蘭工業大学，東北大学，東京工業大学，金沢大学，名古屋工業大学，広

島大学，九州工業大学の７つの国立大学の工学部に，工業教員養成課程が特設された。

しかし，工業高校増設期である高度成長時代の工業科の教員の養成は，退職による

補充，工業高校の新設により急激に増大し，また，産業界の技術者に対する需要と競

合関係にもあったことから，卒業生の多くは民間企業に就職してしまい，工業科の教

員になる者はほとんどいない状況であった。高校の農業・工業・商業・水産・家庭等

の教員の養成については，それぞれの大学に在籍しながら必要な教職教養の単位を取

得することで教員の資格が与えられる方法で行われていたため，教員を計画的に送り



*37 文部省，1986，『産業教育百年史』，ぎょうせい，p.230
*38 1952年 7月 1日現在，1953年度の教育白書・第 115表より作成
*39 佐藤浩章，2003，「北海道工業教員養成所の設立と展開」『公教育システム研究』3，北海

道大学大学院教育学研究科公教育システム研究会，p.3
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出すことができない状況であった *37。表 6.20 のように，一般大学での養成だけでは
追いつかず，工業の教員免許を取得しても工業科の教員となった者は少なく，工業科

の教員の確保が困難であった。

表 6.20 産業教育関係高狡教員の定員および本務専担教員数（1952） *38

区 分 農業 工業 商業 水産 家庭 合計

教員定員 7,927 6,939 3,764 474 4,998 24,102

本務専担 5,749 4,811 3,139 346 3,749 17,794
教 員 数

不 足 数 2,178 2,128 625 128 1,249 6,308

％ 72.5 69.3 83.4 73.0 75.0 73.8

中央産業教育審議会工業小委員会の 1956 年 11 月 29 日の報告「高等学校における
産業教育のあり方（工業教育のあり方）について」の中でも，1953 年 7 月 30 日の建
議「産業教育教員養成について」の実施状況が満足するものではないため，より一層

の充実を図ることを要望している。また，1957 年 10 月 22 日の同審議会の建議「中
堅産業人の養成について」の中で，先の建議でも所期の目的である産業関係教員の養

成が達成されていないため，「産業教育の刷新振興を図るためには，・・・，必要教

員の質的・数的確保が必要不可欠な条件である」として，計画的教員養成の強化を求

めている。

このような状況に加えて，工業高校から民間企業への転出者も相次いでいる。佐藤

浩章（2003） *39 によると，北海道教育委員会が 1961 年 4 月に採用を予定していた工
業科教員は 730 人の不足となったため，全国各地で二次募集を行ったが，約 200 人
の応募しかなかった。さらに，好景気の社会状況の中で，工業教員の中から民間企業

に転職する者も出てきたとしている。北海道内の工業高校の退職者数は，1958年が 5
人，1959 年が 10 人，1960 年が 14 人，1961 年 4 月から 10 月までに教員が 10 人，
実習所所を合わせると約 30 人が退職し，行き先は，給与のよい民間企業が主であっ
たとしている。高校教員の需給は，職業科教員を除いて義務教育学校教員よりも有資

格教員の供給源が豊富で待遇がよいため量的には一応は問題がないとしているが，特

に工業科の高校教員については，工業高校の増設だけでなく，もともと工業科の教員



*40 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法施行規則（1961 年 5 月 19 日：文部省
令）より作成。

*41 高等学校二級免許状は，現行の大学学部卒業生が取得できる高等学校一種免許状に相当する。
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となり得る工学部の学生が少なく，民間企業と比較して高校の教員の待遇は魅力に乏

しく，非常に不足をきたしていた。中学校の教員や，高校の工業以外の教科の教員で

工業の教員免許を持つ教員の転任と，民間企業などからの転職者をあてて凌いでいる

状況であった。

戦後まもなくの第一次ベビーブームにより生まれた子どもたちが大量に押し寄せつ

つある中で，工業教員のすみやかな養成を図り，工業教育の拡充に伴う工業教員の需要

の増加に対処することを目的に，1961 年 5 月 19 日に「国立工業教員養成所の設置等に
関する臨時措置法」が公布され，この法律にもとづき，臨時的な措置として，北海道大

学，東北大学，東京工業大学，横浜国立大学，名古屋工業大学，京都大学，大阪大学，

広島大学，九州大学の９つの大学に工業教員養成所が附置された。

各国立工業教員養成所に設置された学科は表 6.21 のようになっており，当時の工業
系の主要産業分野と同様の構成となっている。定員はすべて各学科 40人となっている。

表 6.21 国立工業教員養成所に置かれた学科
*40

電気工学科 機械工学科 工業化学科 土木工学科 建築学科

北海道大学工業教員養成所 ○ ○ ○

東北大学工業教員養成所 ○ ○ ○

東京工業大学工業教員養成所 ○ ○ ○

横浜国立大学工業教員養成所 ○ ○

名古屋工業大学工業教員養成所 ○ ○

京都大学工業教員養成所 ○ ○ ○

大阪大学工業教員養成所 ○ ○

広島大学工業教員養成所 ○ ○

九州大学工業教員養成所 ○ ○

工業教員養成所の入学資格は高校を卒業した者など大学に入学することができる者

であるが，修業年限が３年である。３年間で工業の教科についての高等学校教諭二級

普通免許状
*41
が授与されるのである。修業年限が３年であるということは，工業教員

養成所は，６・３・３・４の学校体系とは実質的に異なる形態である。このように，

工業教員養成所は工業科の教員の需要に応えるために，教員養成の原則に従わない特

別の養成方法がとられたのである。また，工業教員確保のため，授業料の一部が猶予



*42 文部省，1972，『学制百年史・資料編』，帝国地方行政学会，p.258（教育統計），第 23 表
（国立工業教員養成所）より作成。
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されること，卒業後６月以内に工業教員となり一定期間工業教員として在籍すれば授

業料の返還義務がなくなること，経済的理由で授業料が困難で学業優秀と認められる

ときは授業料その他の費用が免除になることなどの優遇措置が設けられていた。1965
年 4 月 1 日の国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法の改正を受けて，国
立工業教員養成所を卒業した者は大学に編入学することができるようになるなど，学

生の募集のための対策も盛り込まれた。図 6.8 は，国立工業教員養成所の学生数の推
移を現している。

図 6.8 国立工業教員養成所学生数及び教職員数
*42

国立工業教員養成所の教育課程は，基礎教育科目，学科ごとの専門教育科目，教職

教育科目で構成されている。基礎科目は，物理学，化学または図学，数学解析，英語，

ドイツ語で，17 単位以上修得する必要がある。専門教育科目は 60 単位以上修得する
必要がある。教職教育科目は，教育原理，教育心理学，工業科教育法で，7 単位以上
修得することが求められている。また，修了するには 93 単位以上の単位を修得しな
ければならない。このように，国立工業教員養成所の特徴は，大学と比べて修業年限

が３年という短い期間であり，専門科目を重視し，教職教育科目の修得も求められて

いるため，必然的に一般教養科目が少ない教育課程となるのである。

その後，高校の工業に関する学科の増設も一段落し，大学の工学部卒業者で工業科の

教員となる者も増加することで，工業教員を特別な措置でもって養成する必要性が薄れ

たため，工業教員 1969 年 4 月 1 日に国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法は
廃止され，国立工業教員養成所は在学者がいなくなった時点で幕を閉じることになった。



*43 文部省，1974，『産業教育九十年史』，東洋館出版，pp.682-683，国立工業教員養成所・
卒業者及び工業教員就職者の表より作成。

*44 佐藤浩章，2003，「北海道工業教員養成所の設立と展開」『公教育システム研究』3，北海
道大学大学院教育学研究科公教育システム研究会，p.12
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図 6.9 から，1967 年 3 月卒業者で工業科教員となった者の割合が，機械工学科を
除いた学科で 50％を下回っている状況が確認できる。

図 6.9 国立工業教員養成所卒業者の工業教員就職者の割合
*43
〔％〕

たとえば，北海道工業教員養成所は 1961 年に設置され，設置期間は 10 年の計画
であったが，1967 年から学生の募集を停止し，計画されていた設置期間よりも２年
早く 1969 年に閉鎖された。佐藤浩章（2003） *44

は，北海道工業教員養成所の第４期

生の卒業時である 1967 年から，工業科教員の需要が充足し始め，急速に工業高校勤
務者が減り，希望しても教員になれない状況が生じてきたとしている。このような状

況下から，北海道工業教員養成所は 1961 から 1966 年のわずか 6 年間で学生の募集
が停止されることとなったのである。

1971 年 10 月 13 日に，理科教育及び産業教育審議会産業教育分科会から，教育課
程審議会高校教育教員養成小委員会へ「産業教育教員の養成について」の申し入れの

中でも，産業教育教員の需給状況は，量的には一応均衡を保っているとした上で，特

定の分野においては供給の不足がみられるとしている。産業教育教員は，特に実習を

中核とする高度の教育指導力が要請され，供給が一般に産業経済の動向に影響される度

合いが高いため，一定数の資質の高い教員の安定供給を図る必要性が指摘されている。
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5.3.2 教科「工業」教員免許取得の優遇措置

1957 年 10 月 22 日に中央産業教育審議会は「中堅産業人の養成について」の建議
を行った。この中で，「職業に関する各課程に人材を迎え，この教育の効率化をはか

るためには，優秀な新規大学卒業者の採用に極力努力するとともに，教員免許法，教

員任用制度等に特例を設け，産業界から経験豊かな指導者を招致する方途をすみやか

に講ずるべきである」としている。1960 年に経済審議会より出された「所得倍増計
画にともなう長期教育計画報告」で，国民所得倍増計画により，工業高校卒業程度の

技術者が 44 万人不足するとされた。これに対して文部省は，工業高校の入学定員を
約８万 5000 人増員させる計画を策定した。ちょうどこの頃，戦後のベビーブームで
生まれた多くの子どもが高校に進学してくる年齢に近づきつつあり，各都道府県では

高校が増設されたのであるが，特に国の策定計画を実施するために工業高校の拡充が

行われた。そこで問題となったのが，工業科の教員の確保である。工業科の教員が不

足し，中学校教員の中で高校工業の教員免許状を持つ有資格者の高校への転出や，

1961 年 5 月 19 日に公布された「国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法」
により工業教員養成所の設置，教科「工業」の教員免許状取得のための優遇制度など，

工業科教員の確保のための措置が取られたのである。

教員免許状の種類は学校種（幼稚園，小学校，中学校，高校，特別支援学校）ごと

に，普通免許状，特別免許状，臨時免許状の３つの教諭の免許状に分かれる。このう

ち，ほとんどの教員が持つ免許状は普通免許状である。普通免許状は，専修免許状，

一種免許状，二種免許状に区分されるが，高等学校教諭免許状は，専修免許状，一種

免許状の２つの区分となっていおり，教科ごとに授与される。

学校教育法第１条に掲げられている高等教育機関を除く学校の教員には教員免許状

を取得していることが求められている。学校の教員は大学において養成することが原

則であり，その結果として教員免許状が授与される。教員免許状の授与は，文部科学

大臣による大学の認定課程，一般的には教職課程での科目の単位修得が必要となる。

高校の教員となるためには，高等学校教諭一種免許状を授与されていなければなら

ない。高等学校教諭一種免許状（工業）を取得するためには表 6.22 のように，基礎
資格として学士の学位を有するとともに，大学で指定する教科に関する科目 20単位，
教職に関する科目 23 単位，教科又は教職に関する科目 16 単位の合計 59 単位を最低
限修得しなければならない。また，同時に教員免許状の教科に関わりなく，表 6.23
のように教育職員免許法施行規則第 66 条の６に定める科目の単位を修得しなければ
ならない。専修免許状については，表 6.22 で示されている科目の単位数のうち，そ
の単位数からそれぞれの一種免許状に係る科目の各単位数をそれぞれ差し引いた大学

院で開設されている科目の単位数 24 単位以上を修得することになっている。したが
って，同じ学校種，教科の一種免許を取得することが前提となっているため，一種免

許状を取得せずに専修免許状のみを取得するということは通常ないといえる。
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表 6.22 高校教員免許状取得のための基礎資格及び最低修得単位数

免 許 状 の 種 類 一種免許状 専修免許状

基 礎 資 格 学士の学位 修士の学位

教科に関する科目 20 20

大学において修得 教職に関する科目 23 23

することを必要と 教科又は教職に関
16 40

する最低単位数 する科目

合計単位数 59 83

表 6.23 教育職員免許法施行規則第 66条の 6に定める科目
科 目 名 単 位 数

日本国憲法 2

体 育 2

外国語コミュニケーション 2

情報機器の操作 2

大学の学部を卒業し学士の学位を得るためには，大学設置基準第 32 条の定めると
ころにより，124 単位以上の単位を修得する必要がある。関東圏内にある理工系のＫ
大学では４学部が設けられているが，2012 年度の段階で，いずれの学部，及び，そ
の階層下に置かれている学科においても，教職課程で定められた科目の単位を取得す

ることで，高等学校教諭一種免許状（工業）を取得することができる。学部・学科・

コースで多少異なるが，一般共通教育科目等で 44 単位程度，専門教育科目で 80 単
位程度の合計 124 単位となっている。これに卒業単位に加算されない職業指導等の
教職科目の単位が加わる。

Ｋ大学では，高等学校教諭一種免許状（工業）を取得する場合，教職関連科目とし

て，工業概論が（２単位），職業指導Ⅰ（２単位），職業指導Ⅱ（２単位）が必須と

なっているが，それ以外の教職関連科目の単位の修得は求めていない。これは，工業

科教員の確保のために，1961 年に教育職員免許法が改正された際に，高等学校教諭
免許状（工業）の取得が容易となるように，「第５条第１項別表第一の規定により工

業の教科について高等学校教諭免許状の授与を受ける場合は，同表の高等学校教諭の

免許状の項に掲げる教職に関する専門科目についての単位数の全部又は一部の数の単

位の修得は，当分の間，同表の規定にかかわらず，それぞれ当該免許状に係る教科に

関する専門科目についての同数の単位の修得をもって，これに替えることができる」

が附則で加えられたことによるものである。これは，2012 年 8 月 22 日改正の同法附
則 11 にも「別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状



*45 教育職員免許法施行規則（2010 年 3 月 31 日改正：文部科学省令）第５条の規定により，
工業の教員免許状を取得する場合には，工業の教科に関する科目として「職業指導」を

含めて単位を修得しなければならない。

*46 伊藤一雄，2001，「工業教員養成の現状と課題：Ｘ県Ｙ工業高校の工業教員のキャリア調
査結果を通して」『職業と技術の教育学』14，名古屋大学大学院教育発達科学研究科技術
・職業教育学研究室，pp.19-31

*47 文部科学省初等中等教育局教職員課調査による。授与件数は，一種免許状と専修免許状
の合計値。
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の授与を受ける場合は，同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目

についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は，当分の間，同表の規定にかか

わらず，それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得を

もって，これに替えることができる」となって引き継がれている *45。教育実習さえ教

員免許状取得のための条件に要しないなど，高等学校教諭免許状の他の教科の教員免

許状を取得する場合より容易であり，教員免許状取得に対する優遇制度が続けられて

いることは，教員養成という役割についても十分に果たされていないといえる。この

ことは，伊藤一雄（2001） *46も指摘している。工業科教員の養成段階の課題として，

工学部での教育内容と工業教員養成のカリキュラムとの関係を指摘している。高校工

業の教員免許制度については，教職関係科目を履修しなくても，高校・工業の教員免

許状が取得でき，生徒理解の必要性や生徒指導の困難性が指摘されている高校現場の

状況に適合しているとはいえないことしている。

2009 年度に授与された工業の教員免許状の一種免許状と専修免許状を合わせた合
計は 2,620 件で，専門学科の中では最も多い授与件数となっている。既存の工業の教
諭免許状取得者，中でも正規の教員を目指している臨時的任用教員を合わせれば，各

都道府県，政令指定都市が実施する教員採用選考試験の工業科の募集人員を充足する

に十分な工業科の教員となり得る人材があるといえ，工業の教員免許状取得のための

優遇措置を設けておく理由は見あたらない。

表 6.24 高等学校教諭免許状の教科別授与件数（2009年度） *47

教 科 授 与 件 数 教 科 授 与 件 数

看 護 105 商 業 914

家 庭 1,667 水 産 75

情 報 2,461 福 祉 708

農 業 498 商 船 19

工 業 2,620



*48 2009年 4月 1日現在の数。文部科学省初等中等教育局教職員課調べより作成。
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表 6.25 教科「工業」の教員免許状（一種）が取得できる大学数・学科数
*48

地方区分 都 道 府 県 大学数 学科数 地方区分 都 道 府 県 学部数 学科数

北海道 北海道 7 24
近 畿

三重，滋賀，京都，大坂，
23 125

東 北
青森，岩手，秋田 6 26 兵庫，奈良，和歌山

宮城，山形，福島 8 33
中 国

鳥取，島根 2 11

関 東
茨城，栃木，群馬 5 31 岡山，広島，山口 8 40

埼玉，千葉，東京，神奈川 37 234 四 国 徳島，香川，愛媛，高知 6 29

新潟，富山，石川，福井 8 57 福岡，佐賀，長崎，

中 部 山梨，長野 2 16 九 州 熊本，大分，宮崎， 20 109

静岡，愛知，岐阜 13 65 鹿児島，沖縄

2009 年告示の高等学校学習指導要領では，教科「工業」の科目として 61 科目が示
されている。工業の教員免許状さえあれば，専攻した学科と異なる専門分野であって

も，工業のすべての科目の授業を受け持つことができる。

工業科の教員の募集にあたっては，機械系，電気系，デザイン系など，細分化され

た専門分野で募集されることが多い。一般的には，たとえば，機械系の教員採用選考

試験では，大学の工学部機械工学科など，機械分野を専攻した者が教員採用選考試験

を受験することになる。

2013 年度実施の都道府県や政令指定都市の教員採用選考試験を見る限り，受験資
格は，一般的な公務員としての条件の他に，年齢，取得（見込み）の教員免許状であ

って，出身大学の学部学科，専攻などは問われていない。本来ならば専門性を高める

ためには，職業訓練指導員免許のように，専門分野の細分化を図るべきであるが，教

科指導範囲を狭めてしまうことにもなり，教員の人事異動や学校での教育課程の運営

に支障が出る可能性が高く，現状では細分化が行われていない。

臨時採用教員にとっては，専門分野が異なっても，まずは正規の教員として採用さ

れることが優先と考える教員がいる可能性は十分にある。したがって，専門分野外の

募集であっても，採用選考試験さえ通過すれば，ほぼ採用されることとなり，専攻し

た分野以外の工業科目を教えていくことになる。工業の教科についての高等学校学校

教員免許状だけで，法的にはすべての工業科目が指導できてしまう現状では，教員採

用選考の多くで専門分野ごとの募集が行われているとしても，本当の意味の専門性を

有した教員の確保は，事実上困難といえる。
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5.4 工業科教員の研修体制

5.4.1 教育委員会による研修体制

職業に関わる学科を担当する教員の研修の必要性は，多くの場面で指摘されている。

たとえば，2001 年 8 月 22 日に北海道産業教育審議会が出した答申「新しい時代に対
応する魅力ある職業教育の充実方策について」の中では，「職業教育を担当する教員

は，その時代が求める専門的な知識や技術を的確に把握し，学校教育に導入するとと

もに，教育内容を改善していく必要があることから，最新の産業技術に関する研修に

努めることができるよう研修体制を確立することが大きな課題である」としている。

2013 年 5 月の神奈川県産業教育審議会の報告「専門高校に求められる人材育成の
あり方」の中でも，「本県がめざす将来の「応用力のあるスペシャリスト」を育成す

るためには専門高校の教員の知識，技術及び技能の向上が必要不可欠であり，そのた

めの研修体制の充実が必要であるとして，「大学・短大・専門学校との連携による「専

門高校教員研修プログラム」の構築」，「地域の企業・団体等との連携による「専門

高校スキルアップ研修」の検討」，「専門高校間相互の連携による研修の検討」など

を求めている。

専門高校の専門教科を担当する教員の研修については，1957 年 10 月 22 日の中央
産業教育審議会の建議「中堅産業人の養成について」で，教員の再教育について「常

に進展してやまない産業界の要請に応ずる産業教育の実施を実現するためには，当然

また教員のために適切な再教育・研修等の機会が常に用意されていなければならな

い」としている。具体的には，常設の再教育機関での長期の研修，現場実習を含む短

期講習の機会の確保，内地留学制度の刷新強化があげられている。また，同審議会が

1959 年 9 月 29 日に建議した「高等学校における産業教育の改善について」の中で，
工業科の教職員の現職教育については，「知識と技術との総合能力，企業内における

人間関係の理解とその指導性，経営経済に関する理解，管理能力の諸点を考慮して，

専門技術を向上させるための留学制度，人事管理の知識を習得させるための現職教育，

総合された広い技術的視野を与えるための講習，たえず改善されている生産管理や企

業内訓練に関する知識・理解を与えるための最も効果的な措置」を求めている。

1957 年 11 月 11 日に中央教育審議会から出された「科学技術教育の振興方策につ
いての答申」では，教員の現職教育として，産業教育関係教員に対して，特に現場実

習の機会を与えることや，年次計画により，実験・実習を中心とした現職教員の教育

講座の開設を求めている。

1998 年に理科教育及び産業教育審議会で出された答申「今後の専門高校における
教育の在り方等について」の中で，「産業界における技術等は日進月歩であり，教員

がそうした動きに適切に対応した教育を行うことができるようにするため，職業教育

担当教員に対して，産業界や大学等における研修の機会を充実することが必要である」

としている。



*49 2012年 1月 12日改正のもの。
*50 池谷文彦，2002，「高等学校における教員研修の行方：静岡県立高校教員への研修に関す

る質問紙調査から」『東京大学大学院教育学研究科教育行政学研究室紀要』21，東京大学
大学院教育学研究科教育行政学研究室，p.10

*51 北海道産業教育審議会，2011，「高等学校の産業教育の充実に関する調査（報告）」，北海
道教育委員会，p.26，教員研修に対する認識（設問 19，設問 20），農業，工業，商業，
水産，家庭，看護，福祉，総合の各学科の総教員数の約５％となるよう抽出された教員 94
人のうち，90人の回答結果による。
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北海道産業教育審議会が 2001 年 8 月 22 日に出した答申「新しい時代に対応する
魅力ある職業教育の充実方策について」の中では，「職業教育の改善・充実を図るた

めには，職業教育担当教員の指導力を向上させることが最も重要である」としている。

この答申では，産業の動向等に対応した教育内容・方法の改善・充実として，新たな

産業分野の創出に結びつく知識・技術や起業家精神の涵養などの新たな学習内容を積

極的に進めていくために，特に，新しい産業技術や経済システムなどに弾力的，かつ，

適切に対応できる職業教育推進のための研修を求めている。

教員の研修に関しては，教育公務員特例法 *49 第 21 条から第 28 条で規定されてい
る。第 21 条・第１項で「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と
修養に努めなければならない」という条文に対して，池谷文彦（2002） *50 は，静岡

県の高校教員に対する質問紙調査で，95 ％の教員が教員は教員研修を必要なものと
考え，前向きに捉えているとしている。

このように，教員の研修，特に産業教育に従事する教員については，国の審議会，

地方産業教育審議会，そして教員自身が，その必要性を認識しているものといえる。

教員の個人的な勤務時間外における自費による研修には限界があり，服務上の理由

から，計画的な研修を行うことは困難であるため，教育委員会が教員に研修の機会を

職務として与えることが必要不可欠であるといえる。教員研修の中心的な役割を果た

しているのが，都道府県の教育研修センター等である。特に，教育研修センター等で

の研修は，教育委員会が教員に対して直接的に行う研修で，教員にとって職務の一貫

となり，出張旅費等が公費により支給されるため，研修を受講する際の費用の自己負

担は基本的にない。

北海道産業教育審議会が 2011 年 12 月 12 日に出した報告「高等学校の産業教育の
充実に関する調査」の中の職業学科または総合学科を設置している学校に勤務する教

員に対して実施したアンケート *51では，「産業に関する技術が急速に進展している中，

産業教育に関する指導力の向上を図るための研修について」，十分実施しているは

1.1％，ある程度実施しているは 34.4％なのに対し，あまり実施していないが 53.3％，



*52 教育課題研究課，2011，『研修講座案内』，神奈川県立総合教育センター，p.19より作成。
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全く実施していないが 10.0 ％と，６割以上の教員が十分な研修を実施していない。
研修を受けるための課題として複数回答を求めた結果は，時間が確保できない

75.6 ％，研修の機会が少ない 43.3 ％，研修に関する情報が少ない 28.9 ％，時期が合
わない 22.2％などから，研修を受けるための勤務環境が十分でないといえる。
教員の業務は，生徒の多様化，保護者からの要望も多岐にわたっていて，部活動や

学級の運営などの校務分掌から，生活指導，ＰＴＡの私費会計処理まで教員の業務の

範囲とされている。教科外の業務は教科指導の合間に行う副次的な業務という認識が

あったが，教員の人事評価を，教科指導，教科外指導，学校運営の３つに分類し，校

長が評価を行い，それが給料や昇格の査定に反映される仕組みになり，教科指導以外

の業務についても教科指導と同等の教員の業務として明確に位置づけられたため，教

科指導力向上のための研修を行う機会が大きく圧迫され，制限を受けているのである。

神奈川県教育委員会では，2007年に「教職員人材確保・育成基本計画」を策定し，
学校教育における多岐の問題に対応できる教員の養成を目指している。しかし，この

計画は学校マネージメント的な色彩が強く，教科指導についての専門知識や技術・技

能の向上についての具体策は示されていない。あえてあげるとするならば，「自己啓

発」の一言で終わってしまっている。

神奈川県立教育総合研修センターでは，2011 年度において，「優れた教育人材の育
成」と称して研修を実施している。研修は大きく４つの体系に分かれており，「教職

経験に応じた基本研修の実施」，「教職としての専門性を高める」，「マネジメント能

力向上のための研修及び支援の実施」，「神奈川県の将来を担う人材の育成」となっ

ている。この中で，教科指導力を高める研修があるのは「教職としての専門性を高め

る」に設定されているが，表 6.26 から表 6.28 のように職業系の専門教科を対象とし
た講座は３講座ある。家庭科の講座が２講座，商業科の講座が１講座である。３講座

のうち２講座は新学習指導要領の実施に向けて，実践的な指導力の向上を図るもので，

教科の専門性を高めるものは家庭科の１講座のみである。これ以外に専門教科の専門

性を高めるための研修講座は存在しない。

表 6.26 専門教科に関する研修①
*52

講座名 実践指導力向上研修講座－新学習指導要領が目指すもの〔家庭〕

目 的
新学習指導要領の実施に向けて，家庭科における確かな学力の育成に

ついての理解を深め，実践的指導力の向上を図る

講義・演習「確かな学力をはぐくむ家庭科の指導」

内 容 協議「新学習指導要領の実施に向けて」

実習「実践的・体験的な学習の工夫」

対 象 家庭科担当の中・高・中等教育・特別支援学校の教諭及び総括教諭



*53 教育課題研究課，2011，『研修講座案内』，神奈川県立総合教育センター，p.19より作成。
*54 同上。
*55 厚生労働省・職業安定局，第５回高等学校就職問題検討会議議事録（2004 年 11 月 22

日）・高等学校関係団体（工業）の高校生の就職問題等についてコメント，

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/txt/s1122-1.txt（検索日 2013年 4月 4日）
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表 6.27 専門教科に関する研修②
*53

講座名 実践指導力向上研修講座－新学習指導要領が目指すもの〔商業〕

新学習指導要領における教科「商業」のうち，ビジネス経済分野の各

目 的 科目における効果的な指導方法について学び，実践的指導力の向上を

図る

内 容 講義「ビジネス経済分野の教科指導について」

対 象 高校商業科担当の教諭及び総括教諭

表 6.28 専門教科に関する研修③
*54

講座名 家庭科研修講座－子どもの発達と保育に関する指導の充実

目 的
新学習指導要領の実施に向けて，家庭科における確かな学力の育成

についての理解を深め，実践的指導力の向上を図る

内 容
講義「子どもの発達の特性とこれからの保育」

協議「子どもと触れ合う体験活動の効果的な在り方」

対 象 家庭科担当の中・高・中等教育・特別支援学校の教諭及び総括教諭

工業系の高等学校関係団体の「工業高校は，機械，電気，あるいは建築，建設，あ

るいは科学ということですが，具体的な技術の指導ができる教員が少なくなっている

という現実があります」
*55
という発言から見られるように，机上での理論や知識の習

得，学校内のみの試行錯誤の教材作成だけでは，産業現場での実際の作業と，学校で

学んだ技術・技能との間に大きな乖離が生じることは当然の帰結である。工業分野で

の実践的な技術・技能を身につけ，それを生徒に伝えていくためには，産業現場での

長期のスパンによる研修が不可欠である。

5.4.2 全国工業高等学校長協会主催の研修

全国工業高等学校長協会では，各種研修が実施されており，会員校の教員に対して

工業系の管理職養成を目的としたものと，教員の実践指導力向上のための大きく２つ

の研修が設けられている。



*56 瀧上文雄，2013，「次世代を担う工業教育指導者の養成」『工業教育資料』351，実教出版，p.4
*57 全国工業高等学校長協会，2013，『平成 25 年度・全国工業高等学校要覧』，全国工業高等

学校長協会，p.198
*58 長田利彦，2011，「ものづくり教育と人材育成」『工業教育資料』340，実教出版，p.7
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どちらの研修も，全国工業高等学校長協会会員校の工業科の教員ならば誰でも参加

できるということではなく，任意団体である各地区工業高等学校長会の会員となって

いることが前提であるといえる。つまり，各地区工業高等学校長会の会員でなければ

参加することはできないのである。

全国工業教育指導者養成講習会は 2010 年度よりを実施している。これは，将来の
工業教育を創造できる指導者の育成を目的としており，工業系の高校での教頭・副校

長・校長といった学校経営層である管理職養成のための研修ともいえる。したがって，

全国工業教育指導者養成講習会への参加は希望制ではなく，また，実習助手は対象に

ならず，管理職に昇格の可能性の高い教員が，各地区工業高等学校長会や，特定の校

長から個別に推薦があるものと予想される。

対象者
*56
としては，

①全国工業高等学校長協会の会員校に所属する教諭で，原則として 10 年以上の
教職経験を有する者。

②工業教育に熱心で，研修に参加できる気力と体力を有する者。

③工業系に属し，工業教育を牽引できる指導者として相応しい者。

となっている。また，2013 年度の工業専門学科教員数は公立・私立の全日制・定時
制・通信制・専攻科を合わせて 13,100 人 *57 であるのに対し，参加人数が全国各ブロ

ック代表で 24 人，わずか 0.18 ％の定員しか設けられていないということからも，希
望者は誰でも参加できるという研修ではなく，管理職候補と目される恣意的に選ばれ

た者だけが参加できる閉じられた研修といえる。

実践指導力向上の研修としては，1955年より夏季講習会を実施されている。また，
1999年度から 2007年度までの９年間，文部科学省委託指導者講習会が実施された *58。

2013 年度の夏季講習会では 100 講習が設けられている。講習は，民間企業，各種
団体，大学，専門学校などの協賛により実施され，資料代がかからないものから，最

も高いもので 25,200円となっている。
表 6.29 は，2013 年度の夏季講習会実施予定一覧を都道府県ごとに整理したもので

ある。すべての都道府県で開催されておらず，開催地域や分野にも大きな偏りがある。

教育委員会の企画した研修ではなく，任意団体である全国工業高等学校長協会が企

画した研修であるため，教員の参加は学校業務として出張扱いで経費は公費で対応，

自主研修として職専念義務免除で旅費や資料代等の経費は自己負担，年次有給休暇や



*59 鹿児島県包括外部監査人，2011，「平成 22 年度包括外部監査の結果報告書及び報告に添
えて提出する意見」，鹿児島県，p.142
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夏季休暇を取得し旅費や資料代等の経費は自己負担など，所属の学校長の対応により

統一されていない。

表 6.29 全国工業高等学校長協会・夏季講習会実施予定一覧（2013年度）
地 区 開 催 会 場 講 習 会 数 地 区 開 催 会 場 講 習 会 数 地 区 開 催 会 場 講 習 会 数

北 海 道 な し 栃 木 県 2
近 畿

大 阪 府 13

青 森 県 1 埼 玉 県 1 兵 庫 県 2

東 北
宮 城 県 4 関 東 千 葉 県 1 中 国 岡 山 県 2

秋 田 県 1 東 京 都 36 四 国 徳 島 県 1

山 形 県 1 神 奈 川 県 8 福 岡 県 6

新 潟 県 2
東 海

静 岡 県 2
九 州

熊 本 県 1

北 信 越 長 野 県 1 愛 知 県 10 鹿 児 島 県 1

石 川 県 2 沖 縄 県 2

6 産業教育手当と職業訓練指導員手当

6.1 産業教育手当の主旨

多くの自治体で高校の専門教科である農業，工業，水産，商船の教員と実習助手に支

給されている産業教育手当は，普通科の教員と比較して，実習などの準備や指導，勤務

態様に困難や労力を伴うという特殊性に加え，高度成長期において不足が著しかった産

業教育関係教員の確保と優秀で質の高い人材を教員として高校に呼び込むための特別な

処置でもあった。

1971 年 10 月 13 日に，理科教育及び産業教育審議会産業教育分科会から，教育課程
審議会高校教育教員養成小委員会へ「産業教育教員の養成について」の申し入れがなさ

れた。そこでは，産業教育教員は他の教員と比較して，「仕事の性格が地味で一般に敬

遠されがちである」，「実習を中心とすることから，精神的・肉体的負担が大きく教育

指導上の困難性が高い」，「教授内容が産業技術や産業構造の実態と深い関連性を持つ

ため，教授内容の工夫の改善や適切な教材の作成等の必要性が高い」，「産業界におけ

る人材需要との関連性が深い」といった特殊性が認められるとして，特段の配慮が必要

だとして，勤務の特殊性や産業界との均衡を考慮した給与の改善を求めている。鹿児島

県の 2010 年度包括外部監査結果報告書の中でも，産業教育手当について「産業教育振
興の観点から，実習を担当する教育職員の職務ないし勤務の特殊性を給与上評価しその

労苦に報いるとともに，必要な人材の誘致・確保を図るものである」
*59
としている。
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産業教育関係教員の人員は，実験実習時に一人の教員が担当する生徒数が教室での一

斉授業とは異なり，安全面，設備面，指導の有効性などから見ても，少人数指導が原則

であるため，普通教科よりも多くの教員の配置を必要とする。また，公務員である教員

と同等以上の企業で技術職として従事する人材の待遇は，公立学校の教員よりも好条件

の場合が多いこと，また，実験実習の実施は常時行われているわけではないが，生徒や

施設・設備に合わせたプリントの作成，材料の切り出しや予備実験など，事前の準備や

授業での安全指導など，普通教科の教員よりも負担の過大な側面があり，生徒や指導教

員の負傷等のリスクもあるなど，勤務の困難性，強度，責任の度合いは高い。

産業教育手当の支給条件は，月の１日から末日までの間において，連続して 16 日以
上の出張や研修，休暇で，当該学校での勤務の実績がない場合や，担当する専門教科の

授業時間数のうち，半数以上実習を担当しなければ産業教育手当は支給されないことか

ら，給料の調整額と特殊勤務手当の両面の性格も合わせ持つ手当であるといえる。

産業教育手当の根拠は，産業教育振興法が 1952 年 8 月 8 日に一部改正が行われた際
に，第３条の３に「産業教育に従事する教員の資格，定員及び待遇については，産業教

育の特殊性に基き，特別の措置が講ぜられなければならない」という条文が付け加えら

れたことによるものである。

1953 年 7 月 30 日の中央産業教育審議会の建議「産業教育教員養成について」の中で
は，高校における産業教育は実験実習を中心とした教育であるため，全般的に教員の負

担が過重になりやすいため，特別の優遇措置を講ずる必要があるとしている。また，1956
年 11 月 29 日の同審議会工業小委員会の報告「高等学校における産業教育のあり方（工
業教育のあり方）について」の中でも，実習の内容や方法などをより高い水準に引き上

げ，的確に効果のある指導を行うために教職員の定員を確保し，資質の向上を図る方策

の一つとして，待遇などを考慮して，産業界から技術に精通した優れた人材を迎えるの

とが述べられている。同審議会が 1957 年 10 月 22 日に建議した「中堅産業人の養成に
ついて」の中でも，優秀な新規大学卒業者や産業界から経験豊かな指導者を招致するた

めに，「優秀な人材を産業教育界に招致するには，産業界に比べて教員の待遇が現状で

ははなはだしく不利であるから，産業教育関係の教員の待遇について，適切な措置を早

急に講ずる必要がある」として，産業教育に携わる教員の待遇改善を求めている。1959
年 9月 29日の同審議会の建議「高等学校における産業教育の改善について」の中でも，
産業教育に従事する教職員の確保のために，新規大学卒業者や産業界における現場経験

者を容易に学校に誘致するために，教職員の給与の改善が強く望まれるとしている。

また，中央教育審議会が 1957 年 11 月 11 日に出した「科学技術教育の振興方策につい
ての答申」では，「優秀な人材を多数教員として迎えるため，産業教育関係教員のうち，

特に必要と認められる者については，その待遇について，特別の考慮を払うとともに，産

業教育関係教員になろうとする者に対し，特別に奨学の処置を講ずること」としている。

当初の産業教育手当の支給は，1957 年 5 月 31 日に制定された「農業又は水産に係る



*60 1957年 10月 5日公布の文部省令。
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産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に対す

る法律」に始まり，1958 年 4 月 28 日の「農業又は水産に係る産業教育に従事する国立
及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に対する法律の一部を改正する法

律」により，法律の題名が「農業，水産，工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及

び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律」と改正

され，支給対象に農業と水産の教員だけでなく，工業（電波を含む）と商船の教員にも拡

大され、同教育に従事する実習助手についても教諭と同様に支給されることになった。

1957 年 5 月 31 日に制定された「農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公
立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律」では，給料月額の 10
％に相当する額をこえない範囲内において産業教育手当を支給されるとしている。

制度新設時の支給額は，産業教育手当支給規則
*60
の規定により，給料月額の 7 ％で

あったが，同規則が改正されて 1970 年 4 月 1 日から農業と水産課程の産業教育手当の
支給率が給料月額の 10％に引き上げられた。また，1971年 4月 1日には，工業，電波，
商船の産業教育に従事する教員の産業教育手当の支給率についても，同様に給料月額の

10 ％に引き上げられた。1994 年 8 月 30 日改正の産業教育手当支給規則でも，「産業教
育手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする」と記されている。

1998 年 6 月 12 日に学校教育法改正による中等教育学校の制度化に伴うのと同時に，
「農業，水産，工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員

及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律」も改正が行われ，中等教育学

校の後期課程が付け加えられ，中等教育学校の後期課程でも，農業，水産，工業，商船

に係る産業教育に従事する教員及び実習助手に対して産業教育手当が支給できることに

なっている。

国立大学は法人化され，教員は非公務員化された。2003 年 7 月 16 日に国立大学法
人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が公布され，第 25 条により，法律
の題名が「農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学

校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律」から，「農業、水産、

工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産

業教育手当の支給に関する法律」と「国立」を削除した。そして，第３条において，支

給額などの内容は条例で定めることが明記された。従来，産業教育手当は国立学校に準

拠する必要があったが，各自治体が主体的に条例でもって定めることが可能となった。

この措置は，小泉政権下での三位一体改革の一環でもあった。三位一体の改革の目的は，

国庫補助金改革・税源移譲による地方分権化の促進とともに，地方交付税の削減による

国・地方の財政健全化を推し進めるものであり，歳出削減の一つとして産業教育手当が



*61 押田貴久，2006，「平成 17 年度の人事院勧告と新しい公立学校教員給料表モデル：公務員
給与の改定および給与構造の改革と全人連モデルについて」『東京大学大学院教育学研究科

教育行政学研究室紀要』25，東京大学大学院教育学研究科教育行政学研究室，pp.167-175
*62 産業教育手当の支給額は，2013 年 3 月 31 日現在における全日制に勤務する教員（実習助

手，管理職を含む）に対する支給額を示す。

*63 地方公務員法・第 24条第１項（2012年 8月 22日改正）による。

207

取り上げられているのである。一般財源化されたことで，今後，産業教育手当が支給に

ついては各自治体の裁量に任されることで不確定的となり，まったく支給されなくなる

という可能性もありうる状態となっている。

教員の給料及び手当に関する調査としては押田貴久（2006） *61 の研究がある。押田

は公立学校の教員の手当等の見直しについて，2005 年度の公務員給与の改定と教員給
与の見直しを整理する中で，手当の見直しとして，教員調整額，義務教育教員特別手当

産業教育手当，定時制通信教育手当について触れられている。産業教育手当については，

「鳥取県や島根県，岡山県など，いくつかの県で課題とされている」として，島根県の

例として，「給料の調整額，産業教育手当及び定時制通信教育手当などは，社会情勢の

変化や学校教育の現状に適応したものとなるよう，他の都道府県の動向を注視しながら，

引き続き検討を進める必要がある」と指摘されているとしている。しかし，他の都道府

県の具体的な例や産業教育手当の支給の実態が示されておらず，十分な検討も加えられ

ていない。

表 6.30 と表 6.31 は，工業科を有する都道府県と政令指定都市における産業教育手当
の支給状況 *62 である。支給される産業教育手当の見直しが徐々に進み，自治体間の支給

額に格差が広がることになった。また，鳥取県や横浜市のように，産業教育手当を廃止

してしまう自治体も出現してきている。

教員の業務は，どの都道府県立や市町村立の学校でも，同じ学校種ならば業務の類似

性も高く，学歴などの教員の属性についても同様に類似の属性を有しているものと考え

られる。工業高校についても，高等学校学習指導要領に則って教科指導が展開されてい

るので，当然，類似性が高いといえる。しかし，産業教育手当の支給については，自治体

ごとの格差が生じている。これは，地方公務員上の給与の根本基準である「職員の給与は，

その職務と責任に応ずるものでなければならない」
*63
ということに沿わない結果であるが，

これは，財政的な問題と同時に，各自治体の産業教育に対する評価であるともいえる。

鳥取県では，職員の給与に関する条例（2013 年 3 月 26 日改正）の中で，産業教育手
当の支給に関する条例を廃止する旨が記されている。鳥取県教育委員会に確認を行った

ところ，「2004年度に本県では議会でこの産業教育手当支給に関する見直し議論があり，
当該年度及び翌年度には人事委員会からも見直しを検討するよう働きかけがあったこと



*64 鳥取県教育委員会事務局教育総務課から 2013年 5月 31日に得られた回答による。
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を受け，廃止の検討を経て，2006 年度当初より当該手当は廃止となりました」 *64 とい

うことであった。

表 6.30 都道府県・政令指定都市の産業教育手当の支給状況（北海道・東北・関東・中部地方）

自治体名 根拠となる条例・規則等 手当の支給額 自治体名 根拠となる条例・規則等 手当の支給額

北海道
北海道学校職員の給与に関する条例 給料月額

秋田県
産業教育手当・第３条（2010年 12 給料月額

・第 12 条（2012年 3 月 30 日改正） 8％ 月 28日改正）：人事委員会規則 5％

青森県
産業教育手当支給規則・第１条（2009 月 額

山形県
山形県職員等の給与に関する条例・ 給料月額

年 3 月 30日改正）：教育委員会規則 12,600円 第 13 条の 8（2013 年 3 月 22 日改正） 10％

岩手県
産業教育手当に関する規則・第５条 給料月額

福島県
職員の給与の支給に関する規則・第 38 条 月額 18,000

（2008 年 11 月 28 日改正）：人事委員会規則 8％ （2012 年 6 月 12 日改正）：人事委員会規則 ～ 23,000 円

宮城県
産業教育手当・第４条（2012年 3 給料月額

仙台市
職員の給与に関する規程・第３条（2010 月額 14,000

月 30日改正）：人事委員会規則 6％ 年 6 月 28 日改正）：教育委員会訓令 ～ 31,000 円

茨城県
職員の給与に関する規則・第 52 条（2012 給料月額

東京都
産業教育手当支給に関する規則・第２条 給料月額

年 9 月 18日改正）：人事委員会規則 8％ （2009 年 3 月 31 日改正）：教育委員会規則 6％（工業）

栃木県公立学校職員のへき地手当・へき地手当に準ずる手当 月額
神奈川県

産業教育手当に関する規則・第４条・別表 月額 18,000

栃木県 ・定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給に関する規則 22,000 （2006 年 12 月 28 日改正）：人事委員会規則 ～ 38,000 円

・第８条（2009 年 3 月 31 日改正）：教育委員会規則 ～ 32,000 円
千葉県

職員の給与に関する条例・第 13 月額 19,000

横浜市 なし 条の５（2012年 3月 23日改正） ～ 32,000 円

群馬県
群馬県公立学校職員の給与の支給に関する規則・第 給料月額

川崎市
川崎市職員の給与に関する条例・第 月額 18,000

50 条（2012 年 3 月 27 日改正）：教育委員会規則 9％ 16 条の３（2011 年 11 月 30 日改正） ～ 38,000 円

埼玉県
産業教育手当の支給に関する規則・第２条 月額 24,000

山梨県
産業教育手当支給に関する規則・第２条 給料月額

（2009 年 3 月 31 日改正）：教育委員会規則 ～ 33,000 円 （2010 年 1 月 7 日改正）：教育委員会規則 10％

新潟県
一般職の職員の給与に関する条例・第 給料月額 岐阜県職員の給与・勤務時間そ

27 条の３（2012 年 12 月 28 日改正） 5％
岐阜県

の他の勤務条件に関する条例施 給料月額

富山県
特殊勤務手当等に関する規則・第 32 条 給料月額 行規則・第 48条の２（2012年 5％

（2013 年 3 月 22 日改正）：人事委員会規則 10％ 11月 1日）：人事委員会規則

石川県
福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関す 給料月額

静岡県
静岡県産業教育手当支給規則・第２条（2012 給料月額

る条例・第 32 条（2012 年 7 月 12 日改正） 6％（工業） 年 3 月 23 日改正）：教育委員会規則 5％

福井県
福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関す 給料月額

愛知県
職員の給与に関する条例・第 給料月額

る条例・第 32 条（2012 年 7 月 12 日改正） 7％ 24条（2012年 3月 27日改正） 7％

長野県
長野県学校職員の給与に関する条例・ 月 額

名古屋市
職員の給与に関する条例・第 13 給料月額

第 27 条の７（2012 年 3 月 22 日改正） 20,000円 条の２（2012年 11月 30日改正） 7％
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表 6.31 都道府県・政令指定都市の産業教育手当の支給状況（近畿・中国・四国・九州地方）

自治体名 根拠となる条例・規則等 手当の支給額 自治体名 根拠となる条例・規則等 手当の支給額

三重県
公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則・第 給料月額

奈良県
産業教育手当及び定時制通信教育手当に関する規則・第 給料月額

16 条の２（2012 年 3 月 30 日改正）：教育委員会規則 10％ ２条（2008 年 3 月 31 日改正）：人事委員会規則 5％

滋賀県
産業教育手当の支給に関する規則・第３条 給料月額

和歌山県
産業教育手当支給に関する規則・第２条 給料月額

（2008 年 4 月 1 日改正）：人事委員会規則 6％ （2008 年 11 月 28 日）：教育委員会規則 5％

京都府
職員の給与等に関する条例・第 22 給料月額

京都市
京都市教職員の給与等に関する条例・ 給料月額

条の４（2012年 12月 27日改正） 6％ 第 12 条の 3（2011 年 3 月 23 日改正） 6％

大阪府
職員の給与に関する条例・第 月 額

大阪市
産業教育手当支給規則・第３条 月 額

19条（2013年 1月 8日改正） 21,000円 （2012年 3月 30日改正）：規則 21,000円

兵庫県
公立学校教育職員等の給与に関する規則・第 37 給料月額

神戸市
産業教育手当の支給に関する規則・第７条 給料月額

条（2012 年 12 月 5 日改正）：人事委員会規則 10％ （2007 年 3 月 30 日改正）：人事委員会規則 10％

鳥取県 なし
山口県

産業教育手当の支給に関する規則・第４条 給料月額

島根県
県立学校の教育職員の給与に関する条例 授業１時間 （2008 年 11 月 28 日改正）：人事委員会規則 5％

・第 25 条の３（2012 年 12 月 21 日改正） 300円
岡山市

岡山市職員の給与に関する条例・第 月 額

岡山県
岡山県職員給与条例・第 19 条 月 額 14 条の５（2012 年 11 月 30 日改正） 11,500円

の７（2012年 11月 30日改正） 19,000円
広島県

職員の給与に関する条例・第 14 給料月額

農業水産又は工業に係る産業教育に従事する県立の高
給料月額

条の４（2012年 12月 25日改正） 6％

愛媛県 等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支
7％ 広島市

一般職の職員の給与に関する条例・第 給料月額

給に関する条例・第３条（2007 年 3 月 20 日改正） 12 条の３（2011 年 12 月 20 日改正） 10％

徳島県
産業教育手当の支給に関する規則・第２条 給料月額

香川県
産業教育手当の支給に関する条例施行規則・第１条 給料月額

（2010 年 3 月 31 日改正）：人事委員会規則 5％ （2008 年 11 月 21 日改正）：教育委員会規則 7％

公立学校職員の給与に関す 月額 12,000 産業教育手当の支給に関する 月額 14,000

高知県 る条例・第 15条の４ ～ 16,000 円 鹿児島県 規則・第３条（2008年 3月 28 ～ 18,000 円

（2012年 12月 28日改正） （工業） 日改正）：教育委員会規則 （工業）

福岡県
福岡県公立学校職員の産業教育手当に関す 給料月額

宮崎県
職員の給与に関する条例・第６ 給料月額

る条例・第３条（2008 年 3 月 31 日改正） 5％ 条の４（2012年 3月 29日改正） 5％

佐賀県
佐賀県立学校職員産業教育手当支給条 給料月額

大分県
産業教育手当支給規則・第２条（2007 給料月額

例・第４条（2013 年 3月 25 日改正） 5％ 年 3月 30 日改正）：教育委員会規則 5％

長崎県
県立高等学校の教員及び実習助手の産業教育手当 給料月額

沖縄県
沖縄県職員の給与に関する条例・第 給料月額

に関する条例・第２条（2010 年 11 月 30 日改正） 5％ 30条（2012年 12月 26日改正） 6％

熊本県
熊本県立学校職員の給与に関する条例・ 給料月額

福岡市
福岡市立学校職員の給与に関する条例 給料月額

第 17 条の４（平成 24 年 12 月 25 日改正） 5％ ・第９条（2012年 12月 27日改正） 5％



*65 職員の特殊勤務手当に関する条例・第 23条（2013年 3月 26日改正）
*66 横浜教育改革会議，2006，『横浜教育改革会議最終答申：活力と個性あふれる「教育のま

ち・横浜」をつくる：育て！未来を担う横浜『市民』』，横浜市教育委員会，p.27
*67 横浜市立高等学校教育改革推進会議，2006，「横浜市民の誇りとなる高校を目指して」

（答申），横浜市教育委員会，p.26
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そして，廃止の理由として，次の３つの理由が示された。

①当該手当創設時に比して人材確保が比較的容易になったこと。

②施設設備の改善等により実習の負担軽減が図られてきたこと。

③職務の複雑性や困難性は他の教員でも増しており、産業教育教員との間に著しい

差異が認められなくなってきたこと。

また，教育委員会では，「一方で，当該手当を廃止するとはいっても，業務の中には

土日に業務を強いられる等大変な業務の部分はあるため，特殊勤務手当の一つである「教

員特殊業務手当等」が産業教育手当の廃止に伴い一部拡充された」としているが，教員

特殊業務手当等
*65
について，産業教育手当と直接的に関わりのある業務としてあげられ

ているものとしては，休日や早朝夜間などの農場等の管理業務，家畜及び家畜舎等の管

理業務，家畜等の分娩の補助に係る業務といった農業系の業務のみで，工業，水産の教

科に限定した業務はないため，教員特殊業務手当等が産業教育手当を代替するものでは

ないことは明白である。

横浜市については，2006 年 3 月 16 日に横浜市教育委員会に提出された横浜教育改革
会議最終答申の中で，教職員の意欲・能力・実績を適切に人事・給与に反映し，教職員

の志気を高める方策として，市立小中学校と市立高等学校の教職員給料表の一本化や各

種手当の見直しを提案している *66。また，2006 年 6 月 27 日に教育長に提出された横浜
市立高校教育改革推進会議の中でも，義務教育段階である小中学校の県費負担教職員の

人件費の市費への移管も見据え，市立高校教員の給与制度の見直しを検討していく中で，

給料水準だけでなく手当についても検討していく必要性を説いている *67。

横浜市の産業教育手当に関する規則を廃止する規則（2007 年 3 月 30 日：人事委員会
規則）で「産業教育手当に関する規則（人事委員会規則）は 2007 年 4 月 1 日に廃止さ
れ，手当廃止に伴う生活への影響に対する緩和措置についても 2011 年 3 月 31 日で終
了となる」旨が記されている。横浜市立の高校の中に工業科を有する高校はないが，2001
年 11 月 15 日に創立された総合学科である横浜総合高校は，第１回の 2002 年度の入学
生のから 2013 年度入学生に至るまで，教育課程の中で工業科目が設定されているが，
工業の教科を担当する教員に産業教育手当が支給されていない。2013 年度の教育課程
の中で，エンジニア系列はすべて工業の教科の科目で構成されている。エンジニア系列

の科目は，工業技術基礎，基礎製図，課題研究，ものづくり実習Ａ，ものづくり実習Ｂ，



*68 岡山県・岡山市教育委員会，「平成 26 年度岡山県・岡山市公立学校教員採用候補者選考
試験実施要項」，p.28

*69 東京都教育委員会，「平成 26年度東京都公立学校教員採用候補者選考実施要綱」，p.19
*70 愛知県教育委員会，「平成 26年度愛知県公立学校教員採用選考試験受検案内」，p.20
*71 小川正人，1998，「教員給与制度と教員意識に関する研究(1)：教員意識アンケート調査結

果の報告」『東京大学大学院教育学研究科教育行政学研究室紀要』17，東京大学大学院教
育学研究科教育行政学研究室，p.77，表 16より。
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基礎製図発展，電気の基礎，電子の基礎の８科目であるが，このうち工業技術基礎，基

礎製図，課題研究，ものづくり実習Ａ，ものづくり実習Ｂ，基礎製図発展の６科目は，

実習を伴う科目である。

横浜市教職員労務課による 2007 年 1 月 9 日付けの記者発表資料の中では，産業教育
手当の廃止が示されており，「他の手当の転換等によらない廃止は全国初！」と明記さ

れている。産業教育手当の廃止は人件費の抑制を大きな目標としており，産業教育の特

殊性や，他の自治体との整合性の上で図られたのではないことをうかがうことができる。

表 6.32 は，2013 年度現在で産業教育手当が支給されている都道府県と政令指定都市
の 2014 年度採用の教員採用選考試験の募集要項である。産業教育手当が支給される教
科の募集があった場合の，給料，手当等の支給に関する技術の中に，明確に産業教育手

当の支給について明確に記述されているのは岡山県・岡山市だけである。

岡山県・岡山市の「平成 26 年度岡山県・岡山市公立学校教員採用候補者選考試験実
施要項」の中に諸手当として，「教員特別手当，扶養手当，産業教育手当，定通手当，

通勤手当，へき地手当，期末・勤勉手当，住居手当等
*68
」の記述がある。

ただし，東京都の「平成 26 年度東京都公立学校教員採用候補者選考実施要綱」の中
では，「特別支援学級，へき地（島しょ等）の学校，定時制高等学校等に勤務する者及

び農業・工業高等学校に勤務し，実習教科を担当する者には，条例に基づき別途手当等が

支給されます」
*69
とある。愛知県の「平成 26 年度愛知県公立学校教員採用選考試験受検

案内」の中でも，「へき地学校，定時制高等学校に勤務する者及び農業・工業高等学校等

に勤務し，実習教科を担当する者には，その職務に係る手当について条例に基づき別途支

給されます」
*70
とある。農業科，工業科の教員に対しては何らかの手当の支給があること

が示唆されているが，「産業教育手当」の名称はなく，具体的な金額も提示されていない。

産業教育手当の支給，または，支給を示唆する記述のある教員採用選考試験募集要項

等は少ない。小川正人（1998） *71 の調査によると，高校教員のうち，給料水準や給料

体系が教職選択の大きな理由となった教員は 2.8 ％，まったくならなかったと答えた教
員は 48.9 ％である。このことから，産業教育手当が，農業，工業，水産など産業教育
手当支給対象教科の教員を確保するための役割を果たしているとはいえない。
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該当する教員免許を持つ有資格者は十分存在するが採用者が少ないため，産業教育の

位置づけの変化，勤務の実態に応じた支給となっていないなどの理由で産業教育手当の

引き下げや廃止が進められていることがわかる。

産業教育手当は，農業，工業，水産，商船の教科を担当する教員の人材確保，及び，

離職防止に効果があることが前提となるため，これらの検証が行われ，合理性を有する

という結果が得られれば支給するための根拠が得られたことになる。教員採用選考試験

募集要項等での産業教育手当の記述はほとんどなく，人材確保としての機能は果たして

いないといえる。

表 6.32 2013年度実施の教員採用選考試験募集要項等での産業教育手当の記述
自治体名 産業教育手当関連の募集教科 手当の記述 自治体名 産業教育手当関連の募集教科 手当の記述

北海道 農業，工業，水産 × 秋田県 農業，工業 ×

青森県 農業，工業，水産 × 山形県 工業 ×

岩手県 農業，工業，水産 × 福島県 農業，工業，水産 ×

宮城県 農業，工業，水産 × 仙台市 宮城県と共同で実施 ←

茨城県 農業，工業 × 千葉県 農業，工業 ×

栃木県 農業，工業 × 東京都 農業，工業 △

群馬県 農業，工業 × 神奈川県 工業，水産 ×

埼玉県 農業，工業 × 川崎市 （高校教員の募集はない） －

新潟県 農業，工業 × 山梨県 工業 ×

富山県 農業，工業 × 岐阜県 農業，工業 ×

石川県 農業，工業 × 静岡県 農業，工業，水産 ×

福井県 農業，工業 × 愛知県 工業，水産 △

長野県 農業，工業 × 名古屋市 工業 ×

三重県 農業，工業，水産 × 奈良県 農業，工業 ×

滋賀県 農業 × 和歌山県 工業 ×

京都府 農業，工業，水産 × 京都市 工業 ×

大阪府 農業，工業 × 大阪市 工業 ×

兵庫県 農業，工業 × 神戸市 工業 ×

島根県 農業，工業，水産 × 山口県 農業，工業，水産 ×

岡山県 農業，工業 ○ 岡山市 岡山県と共同で実施 ←

広島県 農業，工業 × 広島市 広島県と共同で実施 ←

徳島県 農業，工業，水産 × 香川県 農業，工業 ×

高知県 農業，工業，水産 × 愛媛県 農業，工業，水産 ×

福岡県 農業，工業 × 鹿児島県 農業，工業，水産 ×

福岡市 工業 × 宮崎県 工業 ×

佐賀県 農業，工業 × 大分県 農業，工業 ×

長崎県 工業 × 沖縄県 農業，工業，水産 ×

熊本県 農業，工業 ×

○：記述あり，×：記述なし，△：部分的な記述あり
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表 6.33 包括外部監査での産業教育手当に対する指摘

昭和 32 年に「農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業
教育手当の支給に閏する法律」の制定に伴い創設れたものである。当時は，目本経済の高度成長を背

岐阜県
景として，これらの産業の担い手を育成するために，農業，工業高校等の教員及び実習助手を確保す

る必要性があり，他の一般教職員に比べて優遇措置を講じたと考えられる。しかし，手当の創設時と

は違い，現在では，生徒数は減少しており，一方で教員免許を取得しても教職に就けない若い有資格

者が多い。この現状を考えれば，人材の需給状況から判断して 10％もの給与増は必要ないと言える。
産業教育科目の授業を担当する教育職員は，工業実習等における危険性や科学技術の進歩に

静岡県
伴う自らの研究活動の必要性等，普通教育科目担当の教育職員に比べて勤務の特殊性がある

ことは理解できる。しかし，多様化する教育需要の中で，手当の必要性も含めて制度の見直

しを検討する必要があると思われる。

手当創設から 40 年以上経過しており，情報処理分野の発展をはじめとして産業教育へのニーズ
が多様化するなど、産業教育を取り巻く環境は大きく変化している。また，現代の教育を取り巻

香川県
く環境は，あらゆる分野で課題が複雑・困難化しており，すべての教員の懸命な取り組みが求め

られているところであり，産業教育手当の支給対象教科の教員だけが，一律に給料の 10 ％とい
う水準で産業教育手当を支給されている実態は，給与水準の妥当性という観点から問題があるた

め，支給すべきかどうかも含め，支給額及び支給率を総合的に判断する必要がある。

産業教育手当は，農業，水産又は工業の産業振興のため，農業，水産又は工業に関する課程

長崎県
を置く県立学校の教員を確保するための優退された手当と考えられる。しかし，農業，水産

又は工業課程の教員の確保が容易になったことや教育の機会が多様化してきていることなど

を考慮し，当該手当の見直しを検討すぺきと考える。（意見）

産業教育手当は，農業，水産又は工業の産業振興のため、全日制の教育職員と比較してその

特殊性を考慮して，農業，水産又は工業に関する課程を置く県立学校の教育職員を確保する

熊本県 ための優遇された手当と考えられる。しかし，定時制通信教育手当と同様に農業，水産又は

工業課程の教育職員の確保が容易になったことや教育の機会が多様化してきていることなど

を考慮し，手当の必要性を見直す必要があると思われる。

岐阜県外部監査法人，2006，「平成 16年度包括外部監査の結果報告書」，p.85
静岡県，2006，「静岡県広報・監査委員公告」『号外（2006年 3月 31日）』，p.7
香川県包括外部監査人，2005，「平成 16 年度・包括外部監査の結果報告書及びこれに添えて提出する
意見」，香川県，p.48
長崎県，2009，「長崎県広報・監査委員公表」『号外（2009年 3月 31日）』，p.54
熊本県包括外部監査人，2009，「平成 18年度包括外部監査結果報告書」，熊本県，p.28

産業教育手当の支給根拠の一つである実習等の準備，運営の困難さであるが，産業教

育手当の支給を受けない他学科の教員との比較データがないため，困難性などのその強

度については未知であるが，事前の準備として，実習機材の整備，材料などの購入，予

備実験などがあり，実習中においても，安全を第一に注意は払っているものの，生徒が

負傷する可能性の高い実習は，常に懲戒処分などのリスクが付きまとう。

産業教育手当は，国の基準に合わせて一律給料の 10％が支給されていたものが，2013
年度においては，自治体により支給額に大きなバラツキが出ている。このことは，自治

体の財政，職員手当の考え方など様々であろうが，同じような実習を行っているにも関

わらず支給される産業教育手当が自治体によって異なり，全体として支給額が削減され

ていく状況では，職員のモチベーションを低下させる方向に作用するものと考えられる。



*72 最終改正年月日が，2012年 11月 26日（法律第 102号）のものによる。
*73 扶養手当，地域手当，住居手当，初任給調整手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務

手当，特地勤務手当（これに準ずる手当を含む），へき地手当（これに準ずる手当を含

む），時間外勤務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手当，夜間勤務手当，休日勤務手

当，管理職手当，期末手当，勤勉手当，寒冷地手当，特定任期付職員業績手当，任期付

研究員業績手当，義務教育等教員特別手当，定時制通信教育手当，産業教育手当，農林

漁業普及指導手当，災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当を含む），退職手当

*74 最終改正年月日が，2012年 6月 27日（法律第 42号）のものによる。
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6.2 職業訓練指導に対する手当の現状

1963 年 1 月 14 日に経済審議会・人的能力部会が出した答申「経済発展における人的
能力開発の課題と対策」の中で，技能労働力不足を補うための職業訓練の拡充を求め，

職業訓練指導員に対しても，その確保のために，産業教育を担う教員と同様に，給与を

産業界と均衡のとれたものにすることを指摘している。

地方公務員に支給することができる手当は，地方自治法 *72 第 204 条第２項に列挙さ
れている

*73
。この中には，職業訓練指導員の職業訓練指導業務に対する手当を見出すこ

とはできない。職業訓練指導業務に対する手当は産業教育手当と異なり，各地方自治体

の特殊勤務手当や調整給として各自治体の条例で定めることで支給されている。

国家公務員に対する特殊勤務手当については，一般職の職員の給与に関する法律 *74 第

13 条第１項で「著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務
で，給与上特別の考慮を必要とし，かつ，その特殊性を俸給で考慮することが適当でな

いと認められるものに従事する職員には，その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支

給する」と定められており，地方公務員に対する特殊勤務手当も同様の業務に従事する

職員に対して特殊勤務手当が支給されているが，特殊勤務手当の種類や内容は各地方自

治体の条例により規定されている。

地方自治体の特殊勤務手当の中には国家公務員に設けられていないものが多数含まれ

ている。職業訓練指導業務を特殊勤務手当もその一つであるが，実際に特殊勤務手当の

中に含めるかどうかは，各地方自治体により様々な判断があり，特殊勤務手当とするな

らば，条例の中に含めなければならない。

2003 年６月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」に
おいて，地方財政の自立をめざして国の関与を縮小し地方の権限と責任を大幅に拡大す

るために，国庫補助負担金・地方交付税・税源移譲の三点を含む税源の配分を一体で見

直す三位一体の改革の具体的な改革工程が示され，その中で地方交付税の改革について

は地方財政計画の歳出を見直し，地方交付税総額を抑制していくことなどが示されてい

る。この流れをくみ，総務省では特殊勤務手当の主旨に沿わない地方自治体独自の特殊



*75 たとえば，地方自治法・第 252 条の 17 の５（2013 年 4 月 10 日改正）により，総務大臣は
普通地方公共団体に組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求する

ことができる。

*76 木村保茂，2010，「公共職業訓練の今日的特徴と課題：北海道を中心に」『開発論集』85，
北海学園大学，pp.47-82
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勤務手当について，必要性や妥当性を検討した上で，支給内容の見直しや廃止などを求

めている
*75
。また，2004 年 12 月 24 日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」，い

わゆる骨太の方針の中でも，地方行政改革の推進として，特に，特殊勤務手当等の諸手

当について，各地方公共団体が自ら総点検を行うとともに，昇格・昇給の適切な運用に

ついて重点的な取り組みを行うよう要請している。その結果として，三位一体改革の進

行による地方交付税の大幅な削減が行われ，各自治体の財政状況は厳しさを増してきて

いるため，手当を含む給与抑制が進みつつある。

2007 年 6 月 22 日に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では，
地方公共団体の実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率，将来負担比率の４

つの財政指標を健全化判断比率として規定している。これにより，自治体の財政状況を

より明確に把握されることとなり，これら健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準

以上である場合には，当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに，財政健全化計

画を定めなければならないことになっている。この法律は，2009 年 4 月 1 日に全面実
施された。今後，より一層の給与抑制が行われることが予想される。

木村保茂（2010） *76 は，都道府県が行う公共職業訓練は地方財政の逼迫でスリム化

が進行しているとしている。都道府県は財政難により職業能力開発を減少させ，公共職

業訓練のリストラ，職業能力開発校の統廃合や訓練科の廃止，訓練科目の市場テスト（民

間委託）の導入により過剰となった職業訓練指導員の職種転換，退職後の不補充が全国

で一般化し，正規の職業訓練指導員を非常勤講師で代替，任期付きの職業訓練指導員の

採用など，職業訓練指導員の労働強化とリストラについて述べられている。その中に，

指導員手当の見直しの進展・削減に触れられているが，具体的な現状は示されていない。

そこで，公共職業訓練校がおかれている状況，今日的課題の中での，高校での工業科

の教員と類似の職業教育に携わっている職業訓練指導員に対する給料の補填的な手当に

ついて，その現状を明らかにし，今後の見通しについて検討していく。

最初に，職業訓練指導員に対する手当を考える上で，地方自治体の給料体系を明確に

しておく必要がある。

総務省によると，地方公務員の給与体系は図 6.10 のような構造になっている。給与
は正規の勤務時間による勤務に対する報酬としての給料と，諸手当から構成される。給

料は，条例で定められた給料表にもとづいて月額支給されるものである。また，給料の



*77 総務省，2010，地方公務員の給料表等に関する専門家会合とりまとめ・資料編：資料３
（都道府県・指定都市における一般行政職給料表の構造・水準），p.3-4

*78 鳥取県総務部行財政改革局人事企画課給与室から 2013年 5月 23日に得られた回答による。
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調整額は，職務の複雑・困難性，責任の度合い，勤務の強度，勤務時間，勤務環境，そ

の他の勤務条件が，同じ職務の級に属する他の職と比較して，著しく特殊な職を占める

職員に対して支給されるものである。給料構造は，多くの都道府県では国と同じか類似

しているが，東京都や多くの政令都市は，独自の給料表を用いている *77。

給料（調整額，教職調整額を含む）

給与 職務関連
地域手当，特殊勤務手当，時間外勤務手当，

期末手当，勤勉手当，産業教育手当，・・・

手当 生活関連（扶養手当，住居手当，寒冷地手当，・・・）

人材確保（初任給調整手当，へき地手当，・・・）

その他（通勤手当，退職手当，・・・）

図 6.10 地方自治体の給与体系例

神奈川県では，職員の特殊勤務手当に関する条例にもとづいて，職業訓練指導員に対

する特殊勤務手当として，職業訓練手当が支給されている。1961 年 4 月 1 日時点での
職業訓練手当の月額は給料月額の 100 分の 7，すなわち給料月額の 7 ％の額が支給され
ていた。1970 年には給料月額の 100 分の 10，すなわち給料月額の 10 ％の額が支給さ
れるようになった。

鳥取県と横浜市では，職業訓練指導員の職業訓練指導業務に対するに対する特殊勤務

手当が支給されていない。また，給料の調整額も支給されていない。鳥取県に対して確

認を行ったところ，「特殊勤務手当として職業訓練手当が支給されていたが，本来，特

殊勤務手当は著しく危険，不快，不健康又は困難な業務に従事する職員に対して支給す

る手当であり，当該業務には著しい危険性などが認められないため，2006 年 4 月 1 日
付けで廃止した」 *78としている。

政令指定都市の中で公共職業訓練校が設置されているのは横浜市のみである。横浜市

立の公共職業訓練校である横浜市中央職業訓練校では，2006 年度より，職業訓練指導
員は非正規の嘱託員として雇用されている。職業訓練指導員に対して職業訓練業務に伴

う手当は支給されていない。一般行政職での嘱託員と同様の雇用であり，労働条件は都

道府県での正規の職員としての公共職業訓練校の職業訓練指導員よりも大きく劣る。
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表 6.34 職業訓練指導員への手当の特殊勤務手当による対応（北海道・東北・関東・中部地方）

自治体名 条例・規則等での名称 根拠となる条例・規則等 手当の支給額

北海道 職業訓練手当 北海道職員の特殊勤務手当に関する条例・第 14 条（2013 年 3 月 29 日改正） 月額 34,000円

青森県 職業訓練指導員手当 職業訓練指導員手当・第３条（2009 年 3 月 30 日改正）：人事委員会規則 月額 18,900円

岩手県 職業訓練指導手当
職員の特殊勤務手当に関する規則・第 11条の 9

給料月額 7％
（2013年 3月 19日改正）：人事委員会規則

宮城県 技術者養成業務手当
職員の特殊勤務手当に関する条例・第５条 月額 17,000 円

（2012年 7月 13日改正） ～ 26,500円

秋田県 職業訓練手当 特殊勤務手当・第 20 条・別表（2012 年 3 月 30 日改正）：人事委員会規則 給料月額 10％

山形県
職業訓練業務に従事す 山形県職員等の特殊勤務手当に関する条例・第８条の２

給料月額 10％
る職員の特殊勤務手当 （2012年７月 10日改正）

福島県 技術者養成指導手当
職員の特殊勤務手当に関する条例・第 18条 給料月額 10％

（2012年 12月 28日改正） 最大 38,000円

茨城県 実習指導手当
職員の特殊勤務手当に関する規則・第３条

給料月額 8％
（2012年 12月 27日改正）：人事委員会規則

栃木県 教務手当
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則・第４条 給料月額 5 ～ 10 ％

（2012年 5月 31日改正）：人事委員会規則 最大 31,500円

群馬県 教育指導手当
群馬県職員の特殊勤務手当に関する条例・第４条 給料月額 10％

（2010年 11月 30日改正） 最大 30,000円

東京都 職業訓練指導員手当
東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則・第２

日額 660円
条・別表・手当番号 10（2012年 3月 30日改正）：規則

神奈川県 教務手当
職員の特殊勤務手当に関する規則・第 17条

給料月額 7％
（2012年 7月 27日改正）：人事委員会規則

新潟県 職業訓練手当 職員の特殊勤務手当に関する条例・第 30 条（2012 年 12 月 28 日改正） 給料月額 5％

富山県 指導訓練手当 特殊勤務手当等に関する規則・第 13 条（2013 年 3 月 22 日改正）：人事委員会規則 給料月額 8％

石川県
職業訓練業務に従事す 石川県職員特殊勤務手当支給規程・第６条

給料月額 10％
る職員の特殊勤務手当 （2009年 3月 30日）：訓令

福井県
教育施設の教務等に 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例

給料月額 7％
従事する職員の手当 ・第 28条（2012年 7月 12日改正）

長野県工科短期大学校

長野県 研究指導等業務手当
特殊勤務手当に関する規則・第９条 日額 400円

（2012年 7月 9日改正）：規則 技術専門校

日額 200円

岐阜県 実技訓練手当
岐阜県職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行

日額 960円
規則・第 38条の 9（2012年 11月 1日改正）：人事委員会規則

静岡県 職業訓練等手当 静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例・第 13 条（2012 年 10 月 23 日改正） 給料月額 10％
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表 6.35 職業訓練指導員への手当の特殊勤務手当による対応（近畿・中国・四国・九州地方）

自治体名 条例・規則等での名称 根拠となる条例・規則等 手当の支給額

三重県 訓練指導手当
職員の特殊勤務手当に関する規則・第４条・別表第 給料月額 8％
２（2012年 10月 19日改正）：人事委員会規則 最大 32,000円

滋賀県 職業訓練手当
滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例・第９条・ 月額 18,300 円
別表第２（2012年 3月 30日改正） ～ 30,600円

京都府
職業訓練等の業務に従事 職員の特殊勤務手当に関する条例・第４条

日額 1,100円
する職員の特殊勤務手当 （2012年 12月 27日改正）

大阪府 職業訓練手当
職員の特殊勤務手当に関する条例・第 17 条（2011

給料月額 10％
年 12月 28日改正）

兵庫県 職業訓練指導員等手当
職員の特殊勤務手当に関する条例・第 21 条の４

月額 26,800円
（2012年 6月 14日改正）

奈良県
職業訓練事業に従事す 職員の特殊勤務手当に関する規則・第２条の４（2012

給料月額 5％
る職員の特殊勤務手当 年 6月 29日改正）：人事委員会規則

島根県 訓練指導手当
職員の特殊勤務手当に関する規則・第６条（2012年 3 月額 20,400
月 30日改正）：人事委員会規則 ～ 33,500円

広島県
職業訓練事業従事職員 職員の給与の支給に関する規則・第 23条の７

給料月額 6％
の特殊勤務手当 （2013年 3月 28日改正）：人事委員会規則

香川県 職業訓練業務手当
職員の特殊勤務手当に関する条例・第 16条 給料月額 7％
（2010年 12月 21日改正） 最大 25,200円

愛媛県
職業訓練指導業務従事 職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則・第 21 条

日額 790円
職員の特殊勤務手当 （2013年 3月 29日改正）：人事委員会規則

佐賀県職員特殊勤務手当支給条例・第４条（2011 年 12
佐賀県 教務手当 月 22 日改正），佐賀県職員特殊勤務手当支給規則・第３ 月額 21,400円

条（2013年 3月 29日改正）：人事委員会規則

長崎県 職業訓練指導手当
一般職員の特殊勤務手当に関する条例・第 12 条

月額 31,000円
（2009年 11月 30日改正）

熊本県 訓練教育手当
熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例・第 16 条の

日額 1,200円
２（2012年 12月 25日改正）

鹿児島県 職業訓練指導手当
鹿児島県職員の特殊勤務手当支給規則・第 19 条

給料月額 10％
（2012年 10月 12日改正）：規則

表 6.36は，包括外部監査での職業訓練指導員の特殊勤務手当に対する指摘であるが，
宮城県，岐阜県は廃止すべきとし，秋田県は大幅に引き下げることを勧告している。包

括外部監査の内容により，職業訓練指導員への特殊勤務手当の支給は，教育職の給

料や産業教育手当との均衡を図るために設けられた特殊勤務手当と読み取ることができ

る。その上で，通常の業務の範囲内であり，困難性はないので，大幅に引き下げか廃止

ということである。
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表 6.36 包括外部監査での職業訓練指導員の特殊勤務手当に対する指摘

技術職員の職務が教育職に近い勤務にもかかわらず教員の資格を有する者でないことから

宮城県
「技術者養成業務手当」が支給されているとのことであるが，当該勤務が「著しく危険，不

快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務」に該当するとは言い難く，速やかに

廃止すべきである。

対象となる職員は，教員の資格を有する者ではなく，一般職の職員の給与に関する条例に基

づいて給料が支給されるが，業務が教育職に近いことから，産業教育手当等との均衡をはか

秋田県
るために特殊勤務手当の一つとして創設されたものと思われる。しかし，職業訓練指導員で

ある職員が，職業訓練に従事することは，本来の職務であり，それに特段の困難性をみるこ

とはできず，特殊勤務手当の趣旨に合っていない。よって，職業訓練手当の支給率を大幅に

引き下げられたい。

従来は，日本の産業振興のため訓練施設で教育訓練を行う職員を優遇する必要性があったと

岐阜県
思われるが，職業訓練指導員は本来指導することが職務であり，通常期待される業務の範囲

内と考えられることから，現状において特殊勤務手当を支給しなければならないほど優遇す

る必要性は薄くなっており，廃止の方向で倹討すべきである。

宮城県：宮城県包括外部監査人，2008，「平成 19年度包括外部監査の結果報告書」，p.184
秋田県：秋田県包括外部監査人，2007，「平成 17年度秋田県包括外部監査報告書」，p.31
岐阜県：岐阜県外部監査法人，2006，「平成 16年度包括外部監査の結果報告諸」，p.117

表 6.37 職業訓練指導員への給料の調整額による対応

自治体名 根拠となる条例・規則等 調 整 額

埼玉県
給料の調整額に関する規則（2011 年 3 月 29 日改正）：人事委員会規則）・第１ 6,500円
条・別表第１・別表第２ ～ 32,000円

千葉県
給料の調整額に関する規則（2012年 5月 18日改正：人事委員会規則）・第２条 6,500円
・別表第１・別表第２ ～ 31,800円

山梨県
山梨県職員の給与に関する規則（2012年 11月 1日改正：人事委員会規則）・第 13,000円
30条・別表第 10・別表第 11 ～ 28,800円

愛知県
給料の調整額に関する規則（2012年 3月 27日改正：人事委員会規則）・第２条 9,900円～
・別表第１・別表第２ 24,300円

和歌山県
職員の給与に関する規則（2012年 3月 30日改正：人事委員会規則）・第 7条・ 13,000円～
別表第１・別表第２ 28,600円

岡山県
給料の調整額に関する規則（2012 年 03 月 30 日改正：人事委員会規）・第２条 月額 13,200
・別表第１・別表第２ ～ 29,000円

山口県
給料の調整額に関する規則（2012年 3月 30日改正：人事委員会規則）・２・別 13,200円
表第１・別表第２ ～ 29,000円

徳島県
給料の調整額に関する規則（2012年 3月 30日改正：人事委員会規則）・第２条 6,500円
・別表第１・別表第２ ～ 28,600円

高知県
職員の給与の支給等に関する規則（2012年 3月 29日改正：人事委員会規則）・ 6,500円
第 9条・別表第４・別表第５ ～ 14,400円

福岡県
福岡県職員の給料の調整額に関する条例（2011 年 12 月 07 日改正）・第２ 9,750円
条・別表 ～ 18,000円

大分県
職員の給与の支給等に関する規則（2012 年 4 月 1 日改正：人事委員会規則）・ 13,000円
第６条・別表第１・別表第２ ～ 28,600円

宮崎県
給料の調整額に関する規則（2011年 11月 30日：人事委員会規則）第２条・別 13,000円
表第１・別表第２ ～ 28,600円

沖縄県
給料の調整額に関する規則（2012年 3月 30日改正：人事委員会規則）・第２条 9,750円
（調整する職及び調整額）・別表第１・別表第２ ～ 21,450円



*79 香川県包括外部監査人，2005，「平成 16 年度・包括外部監査の結果報告書及びこれに添
えて提出する意見」，香川県，p.37
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特殊勤務手当の著しく困難，不快，不健康，困難，特殊な勤務というものは，一時的，

部分的な特殊性に対して支給されるべきもので，月額支給ではなく，対象となる業務に

従事した場合ごとに，日額や従事した件数で支給されるものである。このように支給の

趣旨を捉えるならば，職業訓練指導員の本来の業務で，日常的，恒常的に生じている特

殊性に対しては特殊勤務手当が通常業務に対して支給される合理的な理由を説明するこ

とは難しいと考えられるため，特殊勤務手当による支給は馴染まない。

一方で，職業訓練指導員の給料表はどこの自治体でも学校の教員や警察官など公安職

の給料表のように設けられておらず，行政職の給料表が適用されている。職業訓練指導

員の業務が同じ給料表に適用されている行政職と比較して，職務の複雑性，困難性，責

任の度合い，勤務の強度，勤務時間，勤務環境特殊性が認められるため，給料の一部と

して支給される調整額で措置することが適当といえる。

支給額，及び，支給対象について，職業訓練校と高校での職業教育と類似性から，「教

育委員会において産業教育手当が導入されたことに伴い，類似の業務に対する手当とし

て昭和 36 年に設けられたものである *79
」ている。ただし，産業教育手当は，条例にも

とづき，農業，工業（電波），水産，商船の学科の教員及び実習助手に限定して支給さ

れるもので，同じ専門学科の職業教育である商業，家庭，看護，福祉の学科の教員及び

実習助手に対しては支給されていない。しかし，職業訓練指導員については，各自治体

の条例や規則から，担当する訓練科によらず一律に支給されている。

特殊勤務手当の支給については，2004 年 12 月 27 日に総務省から「特殊勤務手当に
係る総合的な点検の実施について」が各都道府県総務部（局）長と各指定都市総務局長

宛てに通知され，対象となる勤務内容と他の手当・給料との関係，支給方法の妥当性，

支給基準，支給額など総合的な検討を行い，特殊勤務手当制度の趣旨に合致しないと認

められる場合には廃止を含め，見直しを図るよう迫られているため，職業訓練指導員へ

の特殊勤務手当を給料の調整額に振り替えを行ったり，他の手当等に振り替えを行わず

完全に廃止してしまう自治体が出てきている。

職業訓練指導員への手当が，特殊勤務手当の場合と，給料の調整額で支給される２つ

の場合を見出すことができたが，その支給方法や形態は自治体ごとに異なり，一貫性が

なくなってきている。高校教員とは異なり，職業訓練指導員の養成機関は職業能力開発

総合大学校だけであり，指導員が職業能力開発総合大学校修了者の場合が多いこと，職

業訓練指導員研修は職業能力開発総合大学校が中心的に実施していること，その研修の

多くは泊が伴うことなどから，他の自治体の職業訓練指導員との接触の機会が多く，手

当などの待遇の格差がモチベーションの低下につながりやすい。



*80 全国工業高等学校長協会が 2013 年 6 月 1 日に出した「2013 年度前期・全国工業高等学
校長協会ジュニアマイスター顕彰制度実施要項」による。

*81 関東甲信越地区電気教育研究会，2012，『会報』54，p.33
*82 日高義浩・大迫昭彦・東正之・福岡大輔，2011，「工業高校生の資格取得に関する一考

察」『教育情報研究』26(4)，日本教育情報学会，p.42
*83 全国工業高等学校長協会事務局次長，2011，「ジュニアマイスター顕彰制度実施要領・2011

（後期）」，全国工業高等学校長協会
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7 工業高校生徒と職業訓練校訓練生との質的評価

7.1 ジュニアマイスター顕彰制度

高校工業科の生徒の質を保証する制度は存在しないが，大学でのＡＯ入学試験や推薦

入学試験，奨学金給付でも活用され始めた全国工業高等学校長協会が行っているジュニ

アマイスター制度を参考にすることができる。

ジュニアマイスター顕彰制度とは，全国高等学校長協会が 2001 年度から実施してい
るもので，全国の全国高等学校長協会の会員校の工業系学科や，工業系列を有する総合

学科に在籍する生徒が，職業資格の取得や技術・技能検定の合格を通して，工業系学科

の生徒が職業資格の取得や技術・技能検定の合格を通して，工業に関する知識・技術・

技能を習得し，自信と誇りを持って，産業界で活躍できるよう励ますことを目的として

設けられた顕彰制度
*80
である。

山梨県立甲府工業高校工業科教員の寺沢郁夫
*81
は，「専門高校にとって「ジュニアマ

イスター」制度が企業の信頼と社会的評価を得つつあること，進路につながること，目

標が明確にもてることなど，専門高校の活力となっている」と述べている。

生徒が在学中に検定試験や技能講習で取得した各種検定の等級や資格，各種競技大会，

コンテスト，コンクール等での優秀な成績等をジュニアマイスター顕彰に係る区分表か

ら，Ｓ：30 点，Ａ：20 点，Ｂ：12 点，Ｃ：7 点，Ｄ：4 点，Ｅ：2 点，Ｆ：1 点とし
て得点に換算し

*82
，合計した点数により 30 点以上 45 点未満を「ジュニアマイスターシ

ルバー」，45点以上を「ジュニアマイスターゴールド」に認定する *83。

難易度が高い資格等ほど上位区分に位置づけられる傾向が強いが，難易度が高いから

といって必ずしも上位区分に位置づけられていないものがある。そのため，区分表につ

いては，会員校から提出される「協議書」の申請などにもとづき年度毎に見直しが行わ

れ，新たに追加され，または，変更される資格・競技大会・コンテスト・コンクール等

があり変動的である。また，ジュニアマイスターは検定試験や技能講習で取得した各種

資格，各種競技大会，コンテスト，コンクール等，主に工業系ではあるが，多岐の様々

な分野にわたって評価されるものであるため，「マイスター」という名称でありながら，

特定の専門技能に対して与えられた称号でないことに留意する必要がある。しかし，ジ



*84 2010年度申請人数上位校一覧，全国工業高校長協会，
http://www.zenkoukyo.or.jp/jm/2010/shinsei_joi.pdf（検索日 2012 年 1 月 5 日）より作成。
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ュニアマイスターの称号を得るには生徒は相当の努力を有し，教員は多くの時間を割き

補習等の指導をしていかなければならないため，特定の専門分野ではないにしても，十

分に生徒の質的評価の材料となりうるものと考えられる。

ジュニアマイスターの申請については義務づけられたものではないため，工業系学科

の高校に在籍しているすべての生徒がジュニアマイスター制度を意識し，ジュニアマイ

スターの称号を目指しているということはない。また，各学校の工業系科目を担当する

教員のジュニアマイスター顕彰制度への認識にも影響を受けるため，会員校のすべてが

申請しているわけでもない。表 6.38 は 2010 年度におけるジュニアマイスター申請人数
上位校であるが，上位校ほど申請者数が極端に多くなっている。表 6.39 から，都道府
県によって申請者数も大きく異なる。

一方で，申請できる高校は，全国工業高等学校長協会の会員校に限られるため，一部

の会員校でない工業系の学科に在籍する生徒は対象外であるため，同じ工業系の教科を

学習する生徒であるにもかかわらず，大学入学者選抜などで優遇措置を受ける機会を得

られない生徒も存在するということに留意する必要がある。

また，全国工業高等学校長協会会員校の生徒のみが対象となるために，社会的認知が

十分になされず，一般化することはないため，就職活動においてはジュニアマイスター

の称号がどの程度有効に作用するのか確定的でない。

表 6.38 ジュニアマイスター申請人数上位校（2010,年度） *84

順位 学 校 名 人数 順位 学 校 名 人数 順位 学 校 名 人数

1 鹿児島県立鹿児島工業高校 330 11 大分県立大分工業高校 112 21 青森県立青森工業高校 77

2 長崎県立長崎工業高校 287 12 福岡県立香椎工業高校 102 21 栃木県立宇都宮工業高校 77

3 熊本県立熊本工業高校 229 13 岡山県立倉敷工業高校 93 21 福岡県立福岡工業高校 77

4 福岡県立八女工業高校 197 14 鹿児島県立加治木工業高校 91 24 愛知県立岡崎工業高校 75

5 兵庫県立姫路工業高校 131 15 青森県立弘前工業高校 86 25 愛媛県立松山工業高校 74

5 宮崎県立延岡工業高校 131 16 福井県立科学技術高校 85 25 大分県立鶴崎工業高校 74

7 長崎県立佐世保工業高校 118 17 高知県立高知工業高校 82 27 福井県立武生工業高校 73

8 名古屋工業高校（私立） 117 17 宮崎県立都城工業高校 82 28 岡山県立岡山工業高校 72

9 福岡県立三池工業高校 114 19 鹿児島県立鹿屋工業高校 79 29 宮崎県立宮崎工業高校 67

10 沖縄県立沖縄工業高校 113 20 岐阜県立岐阜工業高校 78 30 熊本県立玉名工業高校 65



*85 日本技術者教育認定機構（JABEE : Japan Accreditation Board for Engineering Education
／ 設立 1999 年 11 月 19 日）は，技術系学協会と密接に連携しながら技術者教育プログ
ラムの 審査・認定を行う非政府団体，

http://www.jabee.org/OpenHomePage/about_jabee1.htm，検索日：2012年 4月 3日
*86 全国工業高等学校長協会，2013，ジュニアマイスター制度申請者の県別・系列・得点分

布状況等より作成。
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したがって，ジュニアマイスター認証制度は，工業高校で実施されている専門教育が，

企業や社会の要求水準を満たしているかどうかを公平に評価し，認定するための

JABEE*85 のような認定組織や基準になり得ない。また，工業高校版 JABEE のような制
度ができたとしても，工業高校の実態を考慮すれば，このような認証制度に耐えうる工

業高校は，ごく限られた学校のみということになる可能性が大きい。

表 6.39 都道府県別ジュニアマイスター申請者の状況
*86

都 道 加盟 申請 申請 加盟校当 １校当 ゴー シル 都 道 加盟 申請 申請 加盟校当 １校当 ゴー シル

府 県 校数 校数 者数 申請者 申請者 ルド バー 府 県 校数 校数 者数 申請者 申請者 ルド バー

北海道 20 19 317 15.9 16.7 105 212 滋 賀 9 6 65 7.2 10.8 23 42
青 森 10 10 328 32.8 32.8 90 238 京 都 6 5 34 5.7 6.8 10 24
岩 手 13 12 185 14.2 15.4 47 138 大 阪 30 14 116 3.9 8.5 29 87
宮 城 16 13 188 11.8 14.5 55 133 兵 庫 20 15 280 14.0 18.7 96 184
秋 田 10 10 136 13.6 13.6 46 90 奈 良 4 3 24 6.0 8.0 5 19
山 形 11 10 127 11.5 12.7 48 79 和歌山 7 3 19 2.7 6.3 6 13
福 島 17 14 260 15.3 18.6 58 202 鳥 取 5 5 47 9.4 9.4 17 30
茨 城 13 10 93 7.2 9.3 37 56 島 根 4 4 61 15.3 15.3 24 37
栃 木 14 10 201 14.4 20.1 66 135 岡 山 17 13 273 16.1 21.0 69 204
群 馬 12 8 193 16.1 24.1 66 127 広 島 15 10 164 10.9 16.4 56 108
埼 玉 19 15 84 4.4 5.6 18 66 山 口 18 12 285 15.8 23.8 80 205
千 葉 8 6 34 4.3 5.7 14 20 徳 島 5 4 72 14.4 18.0 24 48
東 京 34 17 116 3.4 6.8 34 82 香 川 7 6 95 13.6 15.8 34 61
神奈川 14 9 62 4.4 6.9 24 38 愛 媛 11 6 161 14.6 26.8 63 98
山 梨 6 4 55 9.2 13.8 20 35 高 知 6 5 130 21.7 25.0 44 86
新 潟 13 6 82 6.3 13.7 15 67 福 岡 24 15 646 26.9 43.1 239 407
長 野 16 10 125 7.8 12.5 39 86 佐 賀 7 7 101 14.4 14.4 23 78
富 山 11 11 173 15.7 15.7 32 141 長 崎 8 8 573 71.6 71.6 135 438
石 川 11 9 176 16.0 19.6 66 110 熊 本 14 12 497 35.5 41.4 163 334
福 井 7 7 230 32.9 32.9 53 177 大 分 12 10 309 25.8 30.9 124 185
静 岡 16 9 141 8.8 15.7 41 100 宮 崎 12 9 362 30.2 40.2 99 263
愛 知 29 25 586 20.2 23.4 203 383 鹿児島 20 18 711 35.6 39.5 241 470
岐 阜 11 10 234 21.3 23.4 104 130 沖 縄 9 9 198 22.0 22.0 86 112
三 重 11 7 173 15.7 24.7 66 107 合 計 612 460 9522 15.6 20.7 3037 6485



*87 労働省職業能力開発局長，1993，「普通課程の普通職業訓練及び専門課程の高度職業訓練を受け
る者に対する技能照査実施要領について（通知）」，能発第 135号
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7.2 職業訓練校での技能評価としての技能照査と技能士補

職業能力開発促進法施行規則第 10 条で職業訓練普通課程の基準が示されているが，
その中に修了年度の最終の試験で，職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する

知識を有するかどうかを判定するため，教科の各科目について訓練期間の内容を網羅す

る学科及び実技試験としての技能照査を実施することになっている。技能照査の目的は，

訓練生が必要な技能及びこれに関する知識を習得しているのか検証するものである。

技能照査実施要領については，1993 年に労働省職業能力開発局長から各都道府県知
事，雇用促進事業団理事長，日本障害者雇用促進協会会長宛てに出された通知 *87がある。

公共職業訓練校では，この基準をもとにして技能照査が実施されている。

技能照査対象者となるためには，訓練修了時までに訓練を行うものが定める当該訓練

の教科ごとの訓練時間の 80 ％以上を受講できる見込みがあり，かつ，当該訓練の総時
間の 80 ％以上を受講できる見込みがあることが求められている。技能照査の実施時期
は，訓練修了の二ヶ月前から訓練修了までの間に行うとされている。

学科試験の所要時間は２時間程度，実技試験の所要時間は１日で終了する程度のもの

とされている。合格判定の基準として，学科試験及び実技試験のそれぞれについて，得

点が満点の 60％以上で合格とする。
学科試験問題の形式の定めはないが，採点者の主観的な判断により評価のなされるよ

うなものを極力さけ，客観的な基準による採点が行いうるものとするとなっている。た

とえば，正誤の２肢択一式であれば，正答数から誤答数の２分の１を減じ，無回答の数

は，正答数にも誤答数にも含めないとして得点を計算するという方法などである。この

方法で，たとえば試験問題が 50 問で，正答数が 35，誤答数が 12，無回答数が 3 であ
ったとすると，35×2点－12×1点＋3×0点＝58点 となり，得点が満点の 60 ％に満たな
いため合格点に達しないと判断される。

実技試験は，主として製品を製作させて審査する方式等の実技作業により行われるが，

あらかじめ決められた採点項目について，たとえば，作業手順，作品のできばえ，精度，

ミスの数などにより採点を行う。

技能照査は，一種の資格試験としての機能を有するため，公平性，公正性の観点から，

不合格者に対する追試験は原則として行わない。

技能照査に合格すると，「技能照査合格証書」が交付され，「技能士補」という称号

を得ることができる。技能照査に合格すると，関連する資格の取得や国家資格の受検に

際して，表 6.40のような優遇措置を受けることができる。



*88 厚生労働省，2012，『平成 24 年版・厚生労働白書・資料編』，p.162，「技能検定の実施状
況」より作成。
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表 6.40 技能照査合格による資格の取得及び国家資格に対する優遇措置（普通課程）

資 格 名 資格取得または優遇措置 条 件

技 能 士 補 技能士補資格取得 技能照査に合格

二 級 技 能 検 定 学 科 試 験 免 除 検定職種に関する技能照査に合格

単一等級技能検定 学 科 試 験 免 除 検定職種に関する技能照査に合格後，関連職種における５年以上の実務経験

技能検定は，国が労働者の有する技能を一定の基準に基づいて検定し，公証する制度

である。職種ごとに検定試験が行われ，2012 年度時点で 129 職種について実施されて
いる。受検資格は，検定職種に関する実務経験が必要となる。2010 年度合格者は約 29
万人であり，1959年度から 2011年度までの合格者の累計は 4,904,842人となっている。
表 6.41は，2011年度における等級ごとの技能検定の実施結果である。
一部の企業では社員の技能力向上のための研修の一環として取り組みが行われ，技能

検定合格者には報奨金や資格手当などが支給される。しかし，社会全体としての認知度

や評価は十分に得られるに至っていない。

技能照査合格証書，技能士補の称号を有することで，少なくとも職業訓練期間中の訓

練内容についての知識及び技能が概ね得られたと証明することができ，職業訓練生の質

の保証を図ることができるはずである。しかし，技能士補の称号は一般的に認知されて

いないため，現状では，技能士補の称号を有することで就職活動が特段有利に展開する

ことができるということはない。

表 6.41 等級ごとの技能検定の実施結果（2011年度） *88

等 級 申請者［人］ 合格者［人］ 合格率［％］

特 級 4,121 762 18.5

１ 級 83,321 32,416 38.9

２ 級 355,547 96,861 27.2

３ 級 295,856 147,829 50.0

基 礎 1 級 183 174 95.1

基 礎 2 級 35,397 33,439 94.5

単 一 等 級 7,114 3,698 52.0
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8 小括

この章では，主に，工業高校と公共職業訓練校との比較として，専門教科の授業時間，

教員と職業訓練指導員の養成と研修体制，産業教育手当と職業訓練関連手当，工業高校生

徒と職業訓練校訓練生との質的評価について，検討・考察を行ってきた。

専門教科の授業時間については，工業高校で３年間行われる専門教科の実授業時間を考

察した結果，公共職業訓練校で１年間に実施される専門科目の訓練時間の７割程度に過ぎ

ないということが明らかとなった。実授業時間と実訓練時間のみに着目するならば，工業

高校は職業訓練校より専門教育，職業教育としての機能は不利な状況にあるといえる。

2011 年度時点での職業能力開発総合大学校での職業訓練指導員養成は，修業年限が４
年間の長期課程で行われている。長期課程では工学系の専門技術･技能を学び，内容的に

は一般の大学の工学部に近い。大きな違いは，職業訓練指導員免許の取得が条件となって

おり，そのためのカリキュラムや，教員免許取得の際に課せられる教育実習に相当する実

務実習が必須のものとなっている。高校工業科の教員は，教職課程のある大学の工学部に

おいて養成されているが，高度経済成長期に工業の教員を確保するために，1961 年に教
育職員免許法が改正された際，たとえば，教育実習を実施しなくても高等学校教諭免許状（工

業）が取得できるなどの優遇措置が取られ，現在もそれが継続して続いている。このことか

ら，工業科の教員の養成は職業訓練指導員の養成と比較して，非常に貧弱であるといえる。

職業訓練指導員の研修体制については，その多くを職業能力開発総合大学校が担ってい

る。公共職業訓練の職業訓練指導員の業務は，学卒者を対象とした普通課程や専門課程の

職業訓練，在職者に対する短期家庭の職業訓練，企業から訓練内容をオーダーして実施さ

れる訓練もあり，企業の一線で活躍するいわばプロを養成していくことが迫られていると

いうことが，高校工業科の教員には求められていない大きな特徴となっている。そのため，

研修は共通得領域，専門領域ともすべて体系化され，目標とする到達レベルが明確になっ

ており，効率的で確実的に技術・技能が習得できるようになっている。教育委員会が準備

している工業科の教員に対する専門教科の研修は，非常に僅少か，まったくない状態で，

教員の自主的な研修に依存している。

産業教育手当と職業訓練関連手当は，同種の給料表が適用されている普通教科の教員や

行政職員よりも，業務の内容が過酷で，危険性も高く，また，人材確保という側面も併せ

持つ性格のものである。しかし，人材確保については教職員の募集要項等等で周知さてい

るとはいえず，効果は低いと考えられる。また，自治体の財政悪化に伴い手当の見直しが

進行しており，自治体によって手当の額のばらつきが大きく，モチベーションに影響を与

える可能性があることが指摘できる。

工業高校生徒と職業訓練校訓練生との質的評価は，工業高校生の共通した指標としてジ

ュニアマイスター表彰制度がある。この表彰制度は一部の大学のＡＯ入試等で優遇を受け

られるが，社会的な評価は得られていない。職業訓練校訓練生については技能士補がある

が，技能検定受検に際し優遇措置を受けられるが，社会的な評価を得られるに至っていない。
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第７章 産業の視点から見る工業高校の意義

1 地域産業と工業教育

1.1 高校教育と職業訓練制度に対する経済産業界からの拡充整備の要望

工業技術は日本の産業の中核をなすものであり，グローバル社会の中で競争に勝ち残

るための技術の進歩は著しいものがある。産業や企業の人材ニーズの動向を調査把握し，

具体的な見直しを検討し，学校現場にフィードバックしていかなければ，産業に貢献で

きる人材の育成は十分に行うことができない。

1965 年 2 月 1 日に日本経営者団体連盟教育特別委員会より出された「後期中等教育に対
する要望について」の要望書についてである。要望は，大きく「学校教育について」と「企

業内教育について」の２つに分かれている。

全体的な要望として，進学率の上昇に伴い，生徒の質的な面に検討を要する点がきわ

めて多いにもかかわらず，画一的教育・上級進学中心教育か行われているので，基礎知

識もつかず，人間形成も軽視されがちだと指摘している。そして，企業内職業訓練に触

れ，質的には高校教育に比べ遜色ない教育をして技能的にも人間的にも一流の青年を育

成したにもかかわらず，社会的に正当な評価を受けていない。このような状態では，将

来，有能な技能者を確保することが不可能になるため，高校教育の改善として，①技能

に係る学科（技能学科）の設置，②コースの多様化，③中高一貫した６年制の学校を設

け技能教育の重視，④小学校から大学までの一貫した英才教育 を要望している。

①と③は多くの企業の生産現場で働く技能労働者の育成を求めているもので，②と④

は少数の企業の基幹職となる人材の育成を求めているのである。

工業高校を含む高校の教育課程の編成にあたっては，学校長に教科編成権があるとさ

れる。しかし，学習指導要領が改訂されるごとに，教育委員会から「教科編成の指針」

が各学校に示され，各学校は，この教科編成の指針を基軸として，学校目標，地域性，

生徒の実態などを照らし合わせて教育課程を定めている。教育課程の編成は高等学校学

習指導要領にもとづかなければならないが，学習指導要領では教育課程がすべて枠づけ

られるのではなく，教育委員会や学校の裁量ができるよう弾力的な運用ができるように

なっている。たとえば，普通教科の科目については標準単位数が定められているが，1999
年告示の高等学校学習指導要領の中では，専門教科の科目は「各学校においては，教育

課程の編成に当たって，生徒に履修させる専門教育に関する各教科・科目及びその単位

数について，次の表に掲げる各教科・科目及び設置者の定める標準単位数を踏まえ適切

に定めるものとする」となっており，各教育委員会が管轄する地域の産業や育成したい

生徒像などに合わせて専門科目に裁量を加え構成することができる。しかし，極端な科

目や単位設定は考えられないため，都道府県ごとの大きな違いはない。

職業訓練校では，職業能力開発促進法第 19 条に「職業訓練の基準」が定められてお



*1 職業能力開発総合大学校・能力開発研究センター・教材研究室，2012，「職業訓練基準の分
野別見直しに係る基礎研究：平成 23 年度 電気・電子、情報・通信、非金属加工、繊維・繊

維製品分野」『調査研究報告書』152，職業能力開発総合大学校能力開発研究センター，p.2
*2 現行法（2006年改正）では設置義務は課せられていない。
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り，そこでは「公共職業能力開発施設は，職業訓練の水準の維持向上のための基準とし

て当該職業訓練の訓練課程ごとに教科，訓練時間，設備その他の厚生労働省令で定める

事項に関し厚生労働省令で定める基準（都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開

発施設にあっては、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準）に従い，普通職業訓

練又は高度職業訓練を行うものとする」とあり，産業界の動向や求める水準を注視しな

がら内容の見直しを図っていくことが求められているのである。

高校の教育課程は，十年に一度程度に改訂される高等学校学習指導要領にもとづいて，

教育委員会は教科編成指針等を作成し，各高校では教科編成指針等をもとに教育課程を

編成し，教科指導が行われることとなるのに対して，公共職業訓練校では，職業訓練基

準を概ね４年計画で分野別に順次見直しを行うこととしている *1 ため，工業高校よりも

見直しのサイクルが早く，地域産業の人材ニーズを的確に把握し，そのニーズに対応し

た職業教育が展開しやすいといえる。

一般的に，工業高校での職業教育は職業訓練校と比較して自己完結性が低い。これは，

特定の技術・技能に特化し細分化された教育が行われておらず，在籍する生徒の進路や

ニーズが様々であり，生活指導的な側面も多く，産業と直結した工業教育が行われてい

ないことによる。職業教育は大きく，職業系の専門高校や職業訓練校で行われる学校型，

企業が社員に施す研修や企業内職業訓練，この中間に位置するデュアルシステムの３つに分

けることができるが，学校教育では生徒が就職後に行われる企業内教育を暗黙の前提と

していることも一つの要因になっている。しかし，昨今では企業内教育や企業内職業訓

練は減少の方向にある。企業内研修や職業訓練を前提とした学校教育を見直す必要に迫

られているといえる。

1.2 地方産業教育審議会

1951 年 6 月 11 日に制定された産業教育振興法により，文部省内に置く中央産業教育
審議会を設置し，産業教育振興法により国の財政的援助を受ける都道府県に地方産業教

育審議会の設置することが規定されていた *2。ここで，産業教育振興法でいう産業教育

とは，中学校，高校，大学が生徒や学生に対して，農業，工業，商業，水産業，その他

の産業に従事するために必要な知識，技能，態度を習得させる目的を持って行う教育で

あり，公共職業訓練校や企業内教育などは，審議の対象外となっている。

地方産業教育審議会の役割は，それぞれの区域内で行われる産業教育に関し，産業教



*3 ここでいう重要事項とは，産業教育振興法第３条（国の責務）で定めるようなものを指す。

*4 佐藤史人，2003，「地方産業教育計画と産業教育審議会に関する研究」『教育学部紀要・
教育科学』53，和歌山大学教育学部，p.135

*5 2010年 3月 30日改正。神奈川県産業教育審議会規則は，神奈川県教育委員会規則である。
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育に関する重要事項 *3 について，都道府県教育委員会，または，知事の諮問に応じて調

査審議し，建議を行うことである。地方産業教育審議会の委員の任命は，国の中央産業

教育審議会の委員に準じて，産業経済界における学識経験がある者，教育界における学

識経験がある者，勤労界における学識経験がある者，関係行政機関の職員となっており，

都道府県教育委員会は知事の意見を聞いた上で任命を行う。

佐藤史人（2003） *4 は，地方産業教育審議会は，各地方自治体の政策動向，産業教育

の位置づけ，審議会の設立経緯等により，その性格や役割が異なるとしている。

産業教育の振興や職業教育の推進は，企業の発展に寄与する技術的知識や技能と，協

調性といった企業の様式に適合する人材育成のための教育をすることであり，社会人や

職業人として必要な勤労観・職業観を求めつつも，生徒の人間形成より企業に役立つ人

材の育成に主眼が置かれている。この勤労観・職業観については，工業高校だけでなく，

普通科，総合学科の生徒にも同時に求められている基本的な素養である。特に，職業に

関する専門学科である限りは，地域産業のニーズに応じた人材を育成するための職業に

密接に関係する専門的・実践的な教育を行い，生徒の専門的な知識や技能を高めて，地

域社会や産業を担う人材を継続して輩出していかなければ，その存在価値を低下させて

しまい，工業高校は衰退の途をたどる方向に向かう。工業高校での教育施策を策定し，

実施していく方向性を決定していく目安となるものに，地方産業教育審議会の報告，建

議，答申がある。しかし，報告，建議，答申などが工業高校の教育内容に即座に反映さ

れ，変更されるということはない。

各都道府県の産業教育審議会は，地域産業の人材ニーズを十分に反映して，建議や答

申を出しているかは，地域産業界全体を把握し，それらを十分に組み入れた提案ができ

る代表的な委員が任命されているかということが一つの判断の指標となりうる。ここで，

地域産業の人材ニーズとは，地域産業の求人の需要を満たし，地域産業に貢献する人材

のことである。生徒・保護者のニーズの多くは普通高校への進学であり，生徒・保護者

のニーズと，地域のニーズとは一致しないことを留意しなければならない。

神奈川県産業教育審議会の委員の委嘱・任命は，神奈川県産業教育審議会規則 *5・第

３条から「審議会の委員は，産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員

のうちから知事の意見を聞いて教育委員会が委嘱し，又は任命する」とある。

神奈川県産業教育審議会の委員の委嘱･任命は教育委員会が行うが，表 7.1 の 2013 年
5 月 28 日に出された報告「これからの社会を見据えた専門高校の在り方」の委員及び



*6 神奈川県経営者協会定款（2013年 4月 1日登記）・第３条による。
*7 神奈川県産業教育審議会，2009，『これからの社会を見据えた専門高校のあり方』，神奈

川県教育委員会，pp.10-11
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専門委員の構成から，産業界からの委員は，神奈川県経営者協会と神奈川県中小企業経

営者協会の２団体であり，この２つの団体が神奈川県の産業界の代表となるべき偏りが

ない団体であるかによる。神奈川県経営者協会は，日本経済団体連合会の地方団体会員

で，経営者相互の連絡提携を通じて，経済，産業，労働問題等経営諸問題に対応し，企

業基盤の安定と地域経済の発展に寄与することを目的として
*6
，その目的を達成するた

めに，調査研究，提言や行政との懇談，各種審議会や委員会への委員の派遣などを行い，

行政の政策に意見を反映させている。ただ，委員の多くが産業界の委員でないため，会

議の中での議論や，その結果としての報告，建議，答申が教育委員会事務局の考えにも

とづく学校中心の教育観に偏重し過ぎて，産業界で活躍する人材育成という観点が十分

に現れにくい環境であるともいえる。

表 7.1 神奈川県産業教育審議会委員の属性（2013）
選出区分 役 職 名 選出区分 役 職 名

産 業 界
神奈川県経営者協会事務局長

公 募
東電同窓電気人材開発室長

神奈川県中小企業経営者協会理事 帰国者ボランティアグループ・国際理解教育等講師

労 働 界 日本労働組合連合会神奈川県連合会執行委員 横浜市立上郷中学校長

神奈川工科大学理事 相模原市立上溝中学校長

学 識 文教大学情報学部准教授 教 育 界 神奈川県立小田原城北工業高等学校長

経 験 者 リクルートキャリアガイダンス編集長 神奈川県立二俣川看護福祉高等学校長

ジェイ･ボンド東短証券代表取締役社長 川崎市教育委員会学校教育部長

神奈川県産業教育審議会が 2009 年 5 月 26 日に出した報告「これからの社会を見据え
た専門高校のあり方」の中で，神奈川県の専門高校が果たす役割として，「将来のスペシ

ャリストの育成」，「将来の地域産業を担う人材の育成」，「人間性豊かな職業人の育成」

の３つが掲げられているが
*7
，その内容として，専門科目の基礎的・基本的な知識や技術

・技能の定着，普通教育に関する教科・科目の基礎的・基本的な内容の充実，マナー，コ

ミュニケーション能力，実践力，社会への適応能力，他人を思いやる心，生命（いのち）

や自然環境を大切にする心といった内容が記されており，確かに社会人としての重要な要

素ではあるが，このような資質を持つ人間の育成は，専門高校の生徒に限らず，すべての

生徒に行うべきことである。

報告書の中からは，地域産業の即戦力となるような確かな専門的知識と技術・技能を持

ち合わせた人材の育成という明確な目標や概念は見えてこない。



*8 佐々木享，1976，「高校職業教育をめぐる最近の諸問題」『技術と教育』104，名古屋大学，p.5
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2 企業での人材育成

企業内の人材育成は，景気低迷やグローバル化の波の中で着実に減少しつつある。新規

学卒者の能力開発は，従来のおおまかな流れは，学校では基礎的素養を高め，実戦的な技

術・技能は企業での職場訓練によって能力開発を行い向上させてきた。しかし，1990 年
代前半に生じたバブル期以降は，景気低迷やグローバル化による国際競争の波の中で，人

材育成に対する投資を減退させることで，能力開発は個人の自己責任に委ねられる傾向が

強まってきた。たとえば，2000 年 3 月 28 日に経済団体連合会より出された「グローバル化
時代の人材育成について」の報告の中で，企業の自己改革の取り組みとして，研修面につい

て，従来のように企業側の判断で一方的に研修を課すのではなく，社員自らのキャリア開発

に必要な研修を主体的に選択し受講できる自己責任型の研修制度の拡充を進めるとしている。

かつては，特に大企業では終身雇用を前提として，企業内学校や研修体系など充実して

いるところが多かったが，派遣や請負，パート，アルバイトといった非正規社員の活用を

拡大させ，企業内教育を削減することで，人件費の抑制を図っているのである。

そのような中で，ここでは，数少ないながら若年者の企業内教育に取り組んでいる事例

を取り上げることで，若年者に対する企業教育の現状と，人材育成の認識を考察する。

事例として，若年者に対する企業内業訓練を行っている施設として，東京都日野市にあ

る日野工業高等学園について取り上げる。

中学校卒業者に対する企業での人材育成は，企業と学校との連携という形で行われてい

たこともあった。たとえば，1962 年 4 月より兵庫県立相生産業高校に設置された昼間定
時制・機械科と石川島播磨工業との産学連携教育が開始された。しかし，会社側が 1977
年 4 月をもって廃止を申し入れ，同校は同年 4 月より昼間定時制・機械科の募集を停止
し，1955 年 3 月末日を持って昼間定時制・機械科は廃止された。佐々木享（1976） *8 に

よれば，会社側が連携の廃止をしたい理由として，「技術革新がすすんで労働力構成が２

極分化してきたので，連携生の出身者の果たしてきた歴史的使命が終わった」，「高校進学

率が高まったため，成績のよい人材が得られなくなった」の２点をあげたという。連携生の

学力の低下と造船不況，労務管理の事情があったためではないかとしている。

企業が企業内学校を設置する目的は，一意的には経営管理的人材開発であって，企業に

従順で，企業に即した技能と品質の高い製品を効率的につくりあげる要員を育成すること

であるが，多くの企業では，中学校卒業者を雇用し，人材育成していくことはなくなって

いる。そのような中で，日野工業高等学園は，企業内での OJT として実施しているにと
どまらず，職業能力開発促進法をはじめ，各種関連する各種法規や把捉にもとづいて，職

業訓練，高校教育，技能連携，デュアルシステムなどが実施されているごく少数の企業の

うちの一つなのである。



*9 日野工業高等学園，2013年度入学案内Ｑ＆Ａより作成。
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日野工業高等学園は，株式会社日野自動車内に設置された企業内訓練校である。東京都

より認定を受けて，東京都日野市にある本社・日野工場の敷地内で，認定職業訓練が行わ

れている。

入校対象として募集されるのは新規中学校卒業者のみである。また，入校と同時に広域

通信制の（私立）科学技術学園高校に入学をして技能連携を行い，企業内職業訓練校修了

と同時に，高校卒業の資格も取得できるという近年では数少ない試みが行われている。

2012 年 11 月 5 日に，日野工業高等学園に配慮いただいて，校内見学とインタビューを
行う機会を得ることができた。

担当者の取り計らいで，校内見学をさせてもらうことができた。授業を受ける態度は良

好で，来賓への丁寧な挨拶，教室や実習場の整理整頓もできていることが印象的であった。

日野工業高等学園に入校後の身分は，日野自動車の正規社員となる。中学校卒業後に日

野自動車に就職するという形態になるため，在籍している中学校から公共職業安定所をと

おして入校するための手続きが進められることになる。表 7.2 は，2013 年度入学生の募
集内容である。入校するためには，選考試験を受け合格する必要がある。選考方法は，筆

記試験として国語，数学，英語，作文がある。この他に適性検査，面接がある。

表 7.2 日野工業高等学園の 2013年度募集内容 *9

募集人数 40人 1. 筆記試験（国語，数学，英語，作文）

受験資格
2013年３月に中学校を 選考方法 2. 適性検査

卒業見込みの者 3. （個人）面接

2013 年度の東京都立の工業高校の中で，学力検査を課さない高校を除く学年制の高校
14校の第１次募集・分割前期募集での学力検査は，表 7.3より国語，数学，英語，社会，
理科の５科目を実施する６校と，国語，数学，英語の３科目を実施する８校とに二分され，

また，面接についても実施しない高校や，集団面接を行う７校，個人面接を行う１校である。

東京都立の工業高校と比較すると，作文，適性検査，個人面接が必ずが課されていると

ころが，必要な人材を獲得するための企業の入社試験と募集定員まで合格者を選考してい

く公立高校の入学者選抜との違いといえる。社員として選ばれた者が合格となる。

日野工業高等学園は，３年間におよぶ期間，日野自動車工場での労働作業は課せられず，

職業訓練に専念することになる。入校と同時に私立広域通信制課程の科学技

術学園高校に入学する。科学技術学園高校への入学は必須のものとなっている。３年間の

職業訓練と科学技術高校の通信制課程を終えると，職業訓練校修了と同時に高校卒業の学

歴も得ることができる。



*10 2013 年度・東京都立高等学校募集案内より作成。第一次募集・分割前期募集の内容の一
部を抜粋。対象とするのは，全日制・学年制であり，学力検査を課す高校である。

偏差値は，2012年 4月発行の首都圏高校受験案内 2013年版，晶文社のものを使用。
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表 7.3 2013年度東京都立工業高校の学力検査と小論文・面接 *10

高 校 名 学力検査の教科 面 接 小論文・作文 偏差値 高 校 名 学力検査の教科 面 接 小論文・作文 偏差値

工 芸 高 校 国数英社理 なし なし 57 北豊島工業高校 国数英 集団 なし 38

蔵前工業高校 国数英社理 なし なし 47 足立工業高校 国数英 集団 なし 41

墨田工業高校 国数英社理 なし なし 43 葛西工業高校 国数英 集団 なし 40

総合工科高校 国数英社理 なし なし 44 府中工業高校 国数英 集団 なし 41

中野工業高校 国数英 集団 なし 39 町田工業高校 国数英 個人 なし 41

杉並工業高校 国数英 集団 なし 40 多摩工業高校 国数英社理 なし なし 40

荒川工業高校 国数英社理 なし なし 39 田無工業高校 国数英 集団 なし 40

日野工業高等学園と科学技術学園高校は，学校教育法第 55 条にもとづく教育委員会指
定による技能連携制度を活用して，日野工業高等学園で学んだ職業訓練の専門科目の履修

が科学技術学園高校の教科の単位として認められることになっているため，企業内職業訓

練校と高校の二重在籍による負担は軽減される。訓練科は，職業能力開発促進法施行規則

第二表に示されている普通課程の訓練科名となっている。指導体制は，基本的に専任の社

員があたっているが，現場実習では，各職場での従業員が担当している。

３年間の訓練を終えると，日野工業高等学園修了と同時に科学技術学園高校も卒業とな

る。日野工業高等学園に入校した段階で既に日野自動車の社員となっていることから，就

職活動は不要となり，職業訓練修了後の日野自動車工場の各職場に配置される。

日野工業高等学園には表 7.4 のように４つの訓練科が設置されている。１年次は基礎実
習として４つの訓練科の基礎的な部分を一通りすべて体験していく。２年次からは，それ

を踏まえて，生徒本人の希望や成績，適性などを考慮して，それぞれの科に配属され，専

門的な学習・職業訓練に進んでいく。

表 7.4 日野工業高等学園で設置されている訓練科

訓 練 科 概 要

機械加工（機械）科 ＮＣプログラミングや工作機械を使いこなす技能を習得する。

塑性加工（板金）科 アーク溶接やガス溶接など，車のボディ加工に欠かせない技能を習得する。

自動車製造（自動車）科 自動車の構造・機能を理解し，製造及び整備の基礎的な技能を習得する。

製造設備（電気）科 製造設備・機械の保守点検，電気設備の取り扱いを習得する



*11 日野工業高等学園案内（2012年度），p.4より作成。
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日野工業高等学園では，高等学校教員免許状を取得している社員もおり，職業訓練だけ

でなく，表 7.5に示した普通教科の一部の科目についても授業が行われている。

表 7.5 高校卒業に必要な普通教科・科目
*11

教 科 科 目 名 １年 ２年 ３年 合 計 教 科 科 目 名 １年 ２年 ３年 合 計

国 語 国 語 総 合 2 2 4
保健体育

体 育 3 2 2 7

地理歴史
世 界 史 Ａ 2 2 保 健 1 1 2

地 理 Ａ 2 2 芸 術 美 術 Ⅰ 2 2

公 民 現 代 社 会 2 2 オーラル･コミュニケーションⅠ 2 2

数 学 数 学 Ⅰ 4 4 外 国 語 英 語 Ⅰ 3 3

理 科
科学と人間生活 2 2 英 語 Ⅱ 2 2

物 理 基 礎 2 2 家 庭 家 庭 基 礎 2 2

普通教科合計単位数 23 9 6 38

高校の専門教科については，表 7.6 のように，職業訓練科目からの読み替えが行われて
いる。普通教科と専門教科の単位を合わせると 74 単位となり，高等学校学習指導要領
（1999）で定められている卒業単位を満たすことになる。
日野工業高等学園では，日野自動車日野工場内に設置されており，各学年において１ヵ

月間の応用実習と称する同敷地にある日野自動車工場内の生産現場で現場作業実習が行わ

れている。この応用実習は工場での生産に従事することが目的ではなく，あくまでも職業

訓練の授業の一つとして，日野工業高等学園の訓練時間内に行われているものである。授

業であるため，一般社員のように時間外勤務や休日出勤等，規定の訓練時間を超えての作

業を課せられることはない。このように，応用実習は，高校教育と職業訓練の同時進行の

中での，企業の生産現場に直結したデュアルシステムともいえるともいえる教育訓練体制

といえるのである。

最終学年の３年次には，今まで習得した知識や技能を集大成させた創作実習が課せられ

る。これは，工業高校でいえば，課題研究に相当するものである。

日野工業高等学園での生徒であるのと同時に，日野自動車の社員という身分でもあるた

め，社会人としての振る舞いも求められる。訓練生の拘束時間は日野自動車社員と同様に

８時 30 分から 17 時 25 分となっている。毎朝，帰宅時にタイムカードによる時間管理が
なされている。日野工業高等学園は広大な工場の一角にあり，監視の厳しい守衛所を通過

しなくては工場敷地内に入れないため，外部の人間が容易に近づくことはできない。また，

訓練時間中に生徒が無断で学園の施設外や工場の敷地外に出ることも難しい。少人数で，

毎時間の点呼もしっかりと取るため，生徒指導上の問題が発生しにくい環境にある。



*12 2012年度の日野工業高等学園案内，p.4より作成。
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表 7.6 高校卒業に必要な工業科目と訓練校修了に必要な訓練科目 *12

訓 練 科 名
工業科としての専門科目 職業訓練科目

科 目 名 １年 ２年 ３年 合計 科 目 名 １年 ２年 ３年

工業技術基礎 3 3 安全衛生，測定法 ○

課 題 研 究 4 4
材料，機械工学概論，機械工作法，

実 習 5 5 10
コンピュータ操作基本実習，製図

製 図 2 2 4
基本実習，切削加工及び研削加工

○

機械加工科 情報技術基礎 2 2 4
実習，ＮＣ工作実習，機械工作実習

（機械科） 機 械 工 作 2 2 4
機 械 設 計 2 2 金型工作法，切削加工法及び研削

自 動 車 工 学 2 2 加工法，材料力学，生産工学概論
○

電 気 基 礎 3 3 機械保全法，機械保全実習，切削

合 計 10 13 13 36 加工及び研削加工実習，創作実習

工業技術基礎 3 3 安全衛生，測定法 ○

課 題 研 究 4 4 塑性加工概論，板金工昨法，溶接法，

実 習 5 5 10 金属材料学，プレス加工法，試験及び

製 図 2 2 4 検査法，試験及び検査実習，溶接基本実習，
○

塑性加工科 情報技術基礎 2 2 4 熱切断基本実習，プレス加工基本実習，プ

（板金科） 機 械 工 作 2 2 4 レス加工実習，コンピュータ操作基本実習，

機 械 設 計 2 2 展開図，ＣＡＤ基本実習，板金工作実習

自 動 車 工 学 2 2 機械工学概論，溶接法，材料力学，

電 気 基 礎 3 3 生産工学概論，板金工作実習，創作 ○

合 計 単 位 数 10 13 13 36 実習

工業技術基礎 3 3 安全衛生，測定法 ○

課 題 研 究 4 4 自動車材料，自動車の構造及び性

実 習 3 5 8 能，自動車の力学，燃料及び潤滑

製 図 2 2 油，機械工作法，自動車組立法，
○

自動車製造科 情報技術基礎 2 2 4 自動車製造実習，調整及び検査実

（自動車科） 機 械 工 作 2 2 習，自動車の電気，自動車整備法，

機 械 設 計 2 2 機器の構造及び取扱法

自 動 車 工 学 6 2 8 自動車の構造及び性能，自動車関係法規，材

電 気 基 礎 3 3 料力学，生産工学概論，自動車製造実習，調 ○

合 計 単 位 数 10 13 13 36 整及び検査実習，創作実習，自動車整備法

工業技術基礎 3 3 安全衛生，測定法 ○

課 題 研 究 4 4
材料，電気関係法規，電子工学，制

実 習 2 6 8
御工学，コンピュータ操作基本実習，

製 図 2 1 3
回路図作成基本実習，回路組立基本 ○

製造設備科
情報技術基礎 2 2 4

実習，製造設備組立実習，製造設備

（電気科）
自 動 車 工 学 2 2

制御実習
電 気 基 礎 3 3
電 気 機 器 2 2 4

機械工学概論，生産工学概論，製造
電 力 技 術 2 2

設備，製造設備組立実習，製造設備 ○
電 子 技 術 3 3

制御実習，創作実習
合 計 単 位 数 10 14 12 36

図 7.1 は，各学年ごとの一日のタイムテーブルの例である。日野自動車の社員として授
業を受けるという性格上，規律が厳しい面があるが，高校のようにホームルームやクラブ

活動，修学旅行もあり，一般の工業高校に類似した側面も合わせ持っている。クラブ活動



*13 日野工業高等学園案内（2012年度），p.4より作成。
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は必須であり，科学技術高校の部活動として，定時制通信制高校生を対象とした各種大会

に参加している。また，保護者との連絡を密に取り，三者面談についても必要に応じて行

うなど，高校と類似した家庭との連携・協力体制が確立されている。

8:30
8:45

ホームルーム

9:30
１限 専門学科の授業

２限
普通教科の授業 実 習

３限 実 習

12:00
４限

13:00
昼休み

５限

６限
４訓練科共通実習 専門学科授業 創作実習

７限

15:25
８限

15:55
清掃・ホームルーム

クラブ活動

17:25
〔１年次〕 〔２年次〕 〔３年次〕

図 7.1 各学年の一日のタイムテーブルの例
*13

企業内職業訓練は国の基準に則って設置され，補助金も支給されるが，設備や指導体制，

訓練生の待遇などを考えれば，高いコストがかかることが十分に考えられる。そのため，

終身雇用が前提とされ，訓練によって得られた知識や技能を訓練終了後に配属された職場

で十分に生かすことで，訓練コスト以上の効果を期待されている。この循環がうまく機能

しているため，日野工業高等学園が継続して存在しているのである。

日野工業高等学園の沿革を振り返れば，1936 年に日野自動車株式会社の前身である東
京瓦斯電気工業株式会社に青年学校として開設されたのが始まりである。1959 年に単独
事業所内訓練施設として認可され，1961年に日野自動車工業高等学園と改称される。1964
年には文部大臣の技能教育施設の指定を受け，東京都立八王子工業高校と技能連携が開始

される。1968 年に科学技術学園高校との連携が開始された。1973 年 4 月から 1991 年 3
月まで 18年間の休止期間があったが，1991年 4月より再開された。
養成される職業能力について，工業高校と異なるのは，工業高校で習得できるのは一般

的技能であるのに対し，日野工業高等学園は企業内職業訓練校であるため，一般的技能と

OJT 的な企業特殊的技能についても身につけることができるというところにある。これ
を裏付けるかのように，担当者との話の中で，「日野自動車では，工業高校出身者の採用
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も行っている。日野工業高等学園修了生は，生産現場で即戦力に近い状態で作業をするこ

とができるところが，工業高校出身者との大きな違いである」，「もし，工業高校出身者

と同レベルの知識や技能しかなければ，訓練生一人あたり一千万円を超えるコストをかけ

て訓練している意味はなく，日野工業高等学園の存在意義がなくなる」，「今後も，人材

は企業の宝であるということを念頭に，日野工業高等学園が継続していかれるよう努力を

していきたい」ということであった。

企業内職業訓練は，個々の社員ために職業訓練を行っているのではなく，労務管理も含

めた企業のための技能労働者の育成をしているのである。工場で従事する現場の熟練技能

者には及ばないものの，訓練生の多くは，訓練修了後，即戦力に近い形で工場での現場作

業にあたることができるだけの知識と技能に加え，企業に対する従順な態度を身につけてお

り，日野工業高等学園は企業内職業訓練としての役割を十分に果たしているものといえる。

しかし，日野自動車という大企業であるがゆえ，充実した企業内職業訓練が実施できる

のであり，多額の経費を要することから，中小企業単独での実施には大きな困難が伴う。

3 デュアルシステム

3.1 デュアルシステムの概要

戦前の日本の学校教育制度は分岐型学校制度であったが，戦後，アメリカ占領軍の支

配の下で６・３・３・４制といわれるの単線型学校制度となった。高校進学率が 98 ％を
超え，中学校卒業者のほとんどの者が高校に進学をしていき，高校は名実とともに義務教

育に準じる国民的教育機関となっている。中等教育前期段階である中学校卒業後の進路は

高校進学にターゲットが置かれるが，高校では約半数の生徒が大学進学をしていくといっ

ても，残りの半数は就職を中心とした進路を確定しなければならない段階にあり，高校卒

業段階の時点で進学をするのか就職をするのかという大きな選択を迫られることになる。

高校では入学者選抜が行われているため学力による学校間格差が生じ，生徒のほとん

どが大学に進学していく進学校といわれる学校であれば進学準備教育が多くを占めるこ

とになるが，工業高校などの専門高校や，進路多様校・課題集中校といわれる学力底辺

校では卒業後に就職していく生徒も多いため，進学準備教育だけでなく完成教育として

の高校教育も求められているのである。完成教育の中では，卒業後に就職を視野に入れ

た教育を取り入れ，勤労観・職業観を養い，働くことの意義，職業に対する望ましい態

度や意識を持たせていかなければならないことを意味する。

完成教育としての一つの形態として日本版デュアルシステムがある。日本版デュアル

システムは，文部科学省，厚生労働省，経済産業省，内閣府の関係４府省が，2003年 4
月 25日に「若者自立・挑戦戦略会議」を発足させ，同年 6月 10日に取りまとめた「若
者自立・挑戦プラン」にもとづいて，ドイツのデュアルシステムをモデルに，日本の実

情に沿うように再編成され，専門高校，専修学校，職業訓練校と民間企業での現場実習

とを組み合わせることにより，一人前の職業人を育成するための実務・教育連結型人材



*14 諸岡浩子・山本奈美・福田公子，2006，「家庭に関する専門学科における「日本版デュア
ルシステム」の検討（第１報）：ドイツの実情とわが国の現状」『くらしき作陽大学・作

陽短期大学研究紀要』39(1)，くらしき作陽大学・作陽短期大学，p.45
*15 野添雅義，2007，「ドイツ・デュアルシステム（職業教育システム）の日本的展開」『研

究紀要』30，高山自動車短期大学，p.26
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育成システムである。

ドイツのデュアルシステムは中世以来の手工業時代から見られ，ワイマール憲法に始

まる近代化・工業化の中で社会的に確立されたものである。そして，1969 年の職業訓
練法により，職業訓練課程を学校と企業とで段階的に編成づけたことで，現在のデュア

ルシステムが制度として完成したのである
*14
。

ドイツでは６歳から 10 歳までの子どもが日本の小学校段階に相当する基礎学校
（Grundschule）で就学する。基礎学校は日本の小学校でいえば４学年で修了となる。
その後は，義務制の中等学校である基幹学校（Hauptshule），実科学校（Realshule），
ギムナジウム（Gymnasium）などに振り分けられる。基幹学校，実科学校，ギムナジ
ウムのいずれに進むのかという決定は，第５学年から第６学年までの２年間を仮の決定

段階として，生徒保護者の意向や学校の意見，生徒の能力や適性を元に判断し，最終決

定がなされる。また，これらの学校とは別に総合制学校（Gesamtshule）や，オリエン
テーション単独校なども州によるが選択することができる。

基幹学校は，主に実科学校やギムナジウムに進学できない生徒の進学先となっている

が，外国人のドイツ語が十分にできない生徒のための進学先ともなっている。

デュアルシステムは，職業学校と企業での現場実習を並行して行い，職業資格を取得

することが目的とされる。デュアルシステムへの移行は，基幹学校，または，実科学校

の義務教育段階の第 10 学年が修了した時点，年齢でみると 15 歳から 16 歳の段階で行
われる。基幹学校，実科学校修了後は，職業学校への入学が義務づけられており，同時

に企業と職業訓練の契約を結び，現場で職業訓練が実施される。職業学校は公立である

ため，授業料は不要である。企業での職業訓練の経費は企業が負担する。大学進学希望

者が進学するギムナジウムからも一部参加する生徒が存在する。

野添雅義（2007） *15
によると，ドイツでは 16 歳から 18 歳の若者の 70 ％はデュアル

システムの中で国家が認定する訓練職種の中のひとつの資格を取得している。職業訓練

の期間は職種により２年から３年半であり，職業訓練を行う企業は訓練生に報酬を支払

う。企業での職業訓練は週 3 日から４日、職業学校での学習は週 1 日から 2日である。
職業学校の授業は企業での訓練を理論の上でより深く理解させるための専門授業ととも

に一般教養を高めることを使命としており，授業の重点は約３分の２が専門授業，残り

の約３分の１が一般教育におかれている。2002 年のこの形態の学校の生徒数は 180 万人



*16 林悦子，2010，「ドイツにおけるデュアルシステムの実際（Ⅰ）：技能訓練における日独
比較の観点から」『国際経営論集』39，神奈川大学経営学部，p.152

*17 大塚忠，2005，「ドイツ職業訓練パラダイムの転換：デュアルシステム危機克服に向け
て」『關西大學經済論集』55(1)，関西大学経済学会，pp.2-3

*18 同上，p.6
*19 大塚忠，2005，「ドイツ職業訓練パラダイムの転換：デュアルシステム危機克服に向け

て」『關西大學經済論集』55(1)，関西大学経済学会，p.17
*20 佐々木英一，2001，「ドイツ・デュアルシステムにおける職業訓練財政の研究(1)：連邦職

業教育研究所の企業訓練財政の研究」『追手門学院大学人間学部紀要』11，追手門学院大
学人間学部，pp.59-83
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となっている。実技学習を補完する職業学校教育については，連邦各州と地方公共団体

がこれを財政負担している
*16
。

このように日本版デュアルシステムのモデルとなってきたドイツのデュアルシステム

であるが，昨今では課題を抱え，変革を余儀なくされているのである。ドイツでも所得

やステータス，労働条件の優劣が選択基準
*17
となってきており，職業上のチャンスが多

い高等教育機関への希望や期待を持つ若者が増えている。所得機会，雇用機会，昇進機

会のいずれをとっても，学歴や訓練歴の長い方が有利に機能する。伝統的なデュアルシ

ステムで育成された専門工が中心になって職業社会が維持されることはもはやあり得な

くなった
*18
とされる。端的にいえば，デュアルシステムの魅力は喪失しつつあるという

ことである。また，専門工は専門的な技能だけでなく，幅広い知識やコミュニケーショ

ン能力など広範な能力が求められるようになってきている。このことは，専門性，職業

性の希薄化につながり，経済のグローバル化とともに大企業による大量生産によっても

専門性は希薄となってきており，手工業的な技巧を訓練中の材料に対する属性知識や加

工方法の獲得で結合することを本質的な内容としているデュアルシステムにおける職業

訓練 *19 との乖離が生じている。このようなことを考慮するならば，専門高校で行われる

デュアルシステムについては，卒業後の生徒の選択肢を狭めかねないものであるため，

導入には慎重さを要するべきものといえる。また，佐々木英一（2001） *20 は，企業の

デュアルシステムからの撤退現象を指摘し，世界的な競争に巻き込まれている製造業大

企業では，短期的で機械的なコスト意識の高まりにより，デュアルシステムからの撤退

を加速させており，訓練ポストの需給関係のアンバランスが激化するとしている。

高校でのデュアルシステムの歴史を垣間見れば，高等学校学習指導要領の前身である

1947 年 4 月の文部省の通達「新制高等学校の教科課程に関する件」の実業を主とする
高等学校の教科課程の例示の中で，「第三学年において四箇月までの現場実習を行うこ

とができる」という記述があり，戦後日本の，高校でのデュアルシステムの原点をうか



*21 寺田盛紀，2002，「高等学校における産業現場実習と職業教育：戦後高校教育の変動要因
との関連で」『職業と技術の教育学』15，名古屋大学教育学部技術職業教育学研究室，pp.92-93
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がうことができる。1956 年の高等学校学習指導要領・工業科改訂版でも，「現場実習に
ついて１個学年における認定単位数は２単位程度とする」と単位認定の基準について示

されている。1960 年の高等学校学習指導要領では，現場実習を工業科目である実習の
総時間数の 70 ％以内の範囲で実習に代えることができるとしている。この高等学校学
習指導要領から文部省告示によるものとなり，法的拘束力を持つことになったとされ，

現場実習が，より明確に位置づけられたことを意味する。このように，デュアルシステ

ムという名称は明確に用いていないが，戦後初期の頃から，デュアルシステム的要素は

存在し，継続されてきたのである。

1999 年の高等学校学習指導要領では，現場実習が就業体験に置き換わり，「職業に関
する各教科・科目については，就業体験をもって実習に替えることができること」，「就

業体験は，その各教科・科目の内容に直接関係があり，かつ，その一部としてあらかじ

め計画されているものであること」と単位数や時間数の規定が定められておらず，長期

の就業体験の実現を可能とする内容になっている。

寺田盛紀（2002） *21
は，文献調査の中で大阪府立西野田工業高校は 1962 年まで現場

実習が行われており，また，京都市では 1964 年以降，現場実習が低調になったとして
いる。高等学校学習指導要領により現場実習にあてることのできる時間数が拡大された

にもかかわらず 1960 年代初頭に低調になったのは，1964 年以降の施設・設備費助成の
大幅な増加と，1960 年改訂の高等学校学習指導要領で示された専門教科の単位数が戦
後最高の 35 単位以上という高い水準が設けられ，高校という学校教育において中堅技
術者を自己完結的に育成しようとしていたためと述べている。

デュアルシステムが注目される背景となったのは，1992 年にバブル経済が崩壊し，
数年のタイムラグを経て，雇用流動化政策なども加わることで，失業率の上昇，ニート

やフリーターといった不安定で職業能力の蓄積や向上もままならない若者の増加が顕在

化し，社会的な問題とされるようになったことによる。

日本におけるデュアルシステムは，文部科学省の管轄である高校を対象に行っている

ものと，厚生労働省の管轄の職業訓練校などで行っているものとの２系統がある。これ

らはともに「日本版デュアルシステム」とよばれ，若者の早期離職やフリーター，ニー

トといった問題の一つの解決策として，2003 年 6 月 10 日に文部科学大臣，厚生労働大
臣，経済産業大臣，経済財政政策担当大臣がとりまとめた「若者自立・挑戦プラン」と

称するキャリア教育総合計画の具体的な政策として，日本版デュアルシステムという実

務・教育連結型人材育成システムの導入をすることが提案されたのであった。

文部科学省側の高校で行っているデュアルシステムと，厚生労働省側の公共職業訓練
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校で行っているデュアルシステムの基本的な思想は，ともにドイツのデュアルシステム

を参考にした「若者自立・挑戦プラン」にあるが，高校と公共職業訓練校は，それぞれ

独自の立場でデュアルシステムを展開している。2012 年度時点で，高校と公共職業訓
練校が連携してデュアルシステムに取り組んでいるという実態は見出せないことから，

両省がデュアルシステム事業について有機的に連携して行われているとはいえない。

日本版デュアルシステムの開始は，文部科学省，厚生労働省とも，2004 年度に高校，公
共職業訓練校で実施されたのであるが，その目的や制度は違いがある。文部科学省系列で

は，都道府県教育委員会をとおして公立高校で実施される。厚生労働省系列では，高齢・

障害・求職者雇用支援機構をとおして同機構立職業能力開発大学校や短期大学校，職業能

力開発促進センター，都道府県立の公共職業訓練校，民間の専門学校等で実施されている。

専門高校でのデュアルシステムについては，古くは 1962年の技能連携制度に始まり，
1976 年 5 月 21 日の理科教育及び産業教育審議会の報告「高等学校における職業教育の
改善について」の中でも，高校については，生徒の心身の発達段階からみて，勤労観・

職業観の形成，将来の展望に立った進路の選択の面から，勤労に関わる体験的学習が，

学校の教育活動全体を通じて配慮されなければならない事柄であり，学校外の体験学習

を各教科・科目の履修とみなす措置を拡充することも検討されなければならないとして

いる。2004 年 1 月 28 日にキャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議が出
した「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書：児童生徒一人一

人の勤労観，職業観を育てるために」や，2014 年 2 月 20 に文科省の「専門高校等にお
ける「日本版デュアルシステム」に関する調査研究協力者会議」が出した報告書「専門

高校等における「日本版デュアルシステム」の推進に向けて：実務と教育が連結した新

しい人材育成システム推進のための政策提言」がある。「キャリア教育の推進に関する

総合的調査研究協力者会議報告書」の中では，専門高校等におけるキャリア教育推進の

ための方策として，インターンシップをより充実・発展させ，生徒を企業に長期間派遣

し実習させることで，実務と教育が連結した実践的な専門技術力の強化を図るデュアル

教育システムの導入を求めている。

デュアルシステムは，インターンシップ事業とは異なり，長期間にわたる企業実習で

あることが大きく異なる。実習期間が長期となることにより，仕事の厳しさとともに責

任感をもって業務に従事するという経験，企業の中での人間関係をとおして社会人とし

てのマナーを学び，仕事の段取り，生産技術や品質管理などの実践的な技術・技能を習

得し，職業を率直に捉え，卒業後の進路につなげていこうというものである。

「専門高校等における「日本版デュアルシステム」の推進に向けて」では，冒頭で「日

本社会にとって、専門高校等の教育に「日本版デュアルシステム」を導入することが非

常に重要である」としている。専門高校における「日本版デュアルシステム」のねらい

は，勤労観・職業観を養うだけでなく，より実際的・実践的な職業知識と技術・技能を

養うことで，地域産業・企業が求める人材など，社会に有為な人材を養成しようとする



*22 荻野和俊・佐藤史人，2012，「高校工業教育における長期の就業体験（インターンシッ
プ）の可能性と限界：京都版デュアルシステムの経験にそくして」『和歌山大学教育学部

紀要・教育科学』62，和歌山大学，pp.137-144
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ものである。しかし，卒業後の進路については，「実習先への就職以外の進路を希望す

る生徒の障害となることは避けなければならない」，「生徒が身に付けた職業的な能力，

知識，技術・技能が社会的に評価を得ること，具体的には，生徒の就職，進学等の際に

十分評価されることを期待する」とあり，必ずしも卒業後の進路を就職に限定していな

いことが，公共職業訓練校でのデュアルシステムと決定的に異なるところである。

このように，全日制・定時制を含む一般的な高校と異なり，生徒は変則的な教育課程

の中で，特定の企業の狭い領域の範囲内における長期の現場実習により，職業について

の知識や技術を合理的・効率的に身につけていくことになるのである。

3.2 高校でのデュアルシステムについての先行研究

高校でのデュアルシステムの研究として，荻野和俊・佐藤史人（2012） *22
の研究が

ある。荻野らは，京都市立伏見工業高校のキャリア実践コースを取り上げ，デュアルシ

ステムの運営上の問題点として，

①基礎的な学力や学習習慣が十分についていない生徒や，基本的な生活習慣がいてい

ない生徒，アスペルガー症候群や ADHD（注意欠陥・多動性障害）など特別な支
援が必要と思われる生徒が多い。

②通常の専門学科の単位数と比較して，学内で実施される専門教育は半分以下である

ため，専門教育の水準が低下せざるを得ない。

③デュアルシステムを運営する上で，業務が多岐にわたり，デュアルシステムを担当

する教員の負担は相当に大きい。

④デュアルシステムを担当する教員の授業の持ち時間数が人員削減により増大し，就業

体験中での企業への巡回指導などの時間を確保することが著しく困難となっている。

⑤１学年 30 人の生徒を１年間に企業にマッチングさせる作業は 120 から 130 人分に
もなり，就業体験を受け入れて入れる企業は協力企業の４割から５割であり，就業

体験開け入れ企業が経済情勢などの様々な要因で変化するため，毎年一定数の企業

を開拓する必要がある。

といった多くの課題を指摘している。

京都市立伏見工業高校のキャリア実践コースは，デュアルシステムの先行事例である

東京都立六郷工科高校をモデルとして構想され設置されたコースであり，教育課程上の

位置づけも類似したものとなっている。荻野らの研究に加え，デュアルシステムを実施

するために「デュアルシステム科」を設置し，本格的なデュアルシステムの実施に取り
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組んでいる，高校でのデュアルシステムのパイオニア的な存在である六郷工科高校の課

題を抽出することで，高校でのデュアルシステムの普及の実現性と本質を考察する。

3.3 デュアルシステムの先行的前例としての技能連携制度

3.3.1 技能連携制度の概要

日本経営者団体連盟が 1956 年 11 月 9 日に出した「新時代の要請に対応する技術
教育に関する意見」の中では，養成工の向上心に応え，必要により定時制高校・通信

教育とも結び付け，高校修了の資格を付与する道を開いておくことが望ましいとし，

昼間の職業をもつ青少年に対する定時制教育は，労働と教育とが内容的に一致するよ

うに普通課程よりも職業課程に重点を置き，定時制通学の負担を軽減すべきであると，

勤労青少年の技能教育の刷新による技能連携を前提とする意見が述べられている。

1957 年 11 月 11 日の中央教育審議会の答申「科学技術教育の振興方策について」
の中で，「高等学校定時制課程と技能者養成施設との連係を密にすること」と述べら

れている。1958 年 4 月 28 日の中央教育審議会の答申「勤労青少年の振興方策につい
て」では，高校の定時制・通信制に在籍している生徒が，文部大臣の指定する技能教

育施設で技能教育を受けている場合，高校での教科を履修したと見なして単位を与え

る制度の創設を提言した。

経済審議会教育訓練小委員会は，1960 年 10 月 25 日に「所得倍増計画にともなう
長期教育計画」を発表した。この中で，定時制高校と職業訓練制度との連携について

述べている。また，1960 年 11 月 1 日の経済審議会の答申「人的能力の向上と科学技
術の振興」の中では，「中等教育の完成は高校教育によってのみ達成されるべきもの

ではない。将来は職業訓練，各種学校等の青少年に対する各種の教育訓練を中等教育

の一環とすることに資する政策を確立することが必要である」として，高校と職業訓

練校との連携についても示唆している。

このように，各方面から高校と技能教育施設との連携についての実現を求める要望

や提言があり，1961 年 10 月 31 日に学校教育法は改正され，1962 年 3 月 31 日に学
校教育法施行令の改正，技能教育施設の指定等に関する規則が公布され，定時制課程

と通信制課程を対象とした技能連携制度が設けられることとなったのである。

技能連携制度は，定時制・通信制高校に在籍する生徒が，文部大臣が指定する企業

内職業訓練校や公共職業訓練校などの技能連携施設で受けた教育を，当該高校での教

科の一部を履修したものとみなし，その成果が当該高校の科目の目標に達していると

認められるときは，当該高校の単位の修得として認定する制度である。この制度によ

り，生徒は修学上の二重負担を減らすことができるとされた。

1962 年 3 月 31 日に学校教育法施行令等が改正され，文部省令として技能連携施設
として指定するための基準「技能教育施設の指定等に関する規則」が制定された。し

かし，この基準は，連携できるのは定時制か通信制に限られ，認定できる単位数は高



*23 技術高校設置当初の 1963 年度，職業訓練校は「職業訓練所」と称されていた。職業訓練所
から職業訓練校に変更されたのは 1969年度からである。

*24 現行の学校教育法でも，第 55条で規定されている。
*25 1960年 10月公示の高等学校学習指導要領・第１章・第２節・第６款・１・（６）・エによる。
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校を卒業するに必要な総単位の三分の一以内，修業年限が３年以上，年間の指導時間

数が 800 時間以上，技能教育を担当する者は半数以上が高等学校教諭免許状を有す
るか同等以上の学力を有する者と認められる者，実習を担当する者の半数以上が実習

に係る高等学校教諭免許状を有するか同等以上の学力を有する者，または，６年以上の

実習に関連する実地の経験を有する者，とされていて，バードルは高いものであった。

技能連携の中でも工業高校と公共職業訓練校との技能連携は，全日制の工業高校では

なく定時制高校との連携である。公共職業訓練校と定時制高校との技能連携を考察するこ

とは，学校教育の場での技術教育，青少年に高校教育の機会を与えることが目的である定

時制教育と，職業訓練での技術教育，企業における技能者養成のための教育との考え方の

違いを知る上でも意義があると考えられる。また，この技能連携の目的は，経済成長のた

めの人材供給のための人材育成と，公共職業訓練校の訓練生と高校生という重複する身

分の下での二重負担の軽減にあった。技能連携の例として，神奈川県の技術高校を取り

上げ，運営上の課題を指摘した上で，現在のデュアルシステムとの共通点を考察する。

3.3.2 デュアルシステムに類似した神奈川県技術高校制度

神奈川県立の技術高校は，1963 年 4 月に神奈川県が全国に先駆けて創設した制度
である。普通科の定時制高校と同一敷地内に県立の公共職業訓練校 *23 が併設されてい

て，高校教育と公共職業訓練との連携し，公共職業訓練校での職業訓練を高校の単位

と認定するだけでなく，公共職業訓練校を卒業後に就職した企業での技能的作業を現

場実習として高校の単位に認定し，高校卒業を目指すものである。

公共職業訓練校との連携の根拠となったものが，1961 年 10 月 31 日に改正された
学校教育法がある *24。第 45 条の２として，「高等学校の定時制の課程又は通信制の課
程に在学する生徒が，技能教育のための施設で文部大臣の指定するものにおいて教育

を受けているときは，校長は，文部大臣の定めるところにより，当該施設における学

習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる」という条文が加

えられたことによるものである。また，現場実習については，1960 年 10 月 15 日告示
の高等学校学習指導要領により，「職業教育を主とする学科においては，現場実習を

もって実習にかえることができること」とされている
*25
。1962 年 3 月 31 日には学校

教育法施行令の改正と，「技能教育施設の指定等に関する規則」が公布され，技能連

携制度が具体的に実施できる法的な整備が行われた。



*26 朝野六郎（編集），1965，『神奈川県の技術高校』，神奈川県教育委員会，p.3
*27 神奈川県労働部職業訓練課，1970，『昭和 45年版職業訓練』，神奈川県，p.11
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技術高校は，生徒個人の利益と社会的要請にある。企業で働きながら夜間に定時制

高校に通学することは時間的・身体的に負担過重を生じる。そのような負担の軽減と，

産業界での技能者不足に応えるものとして，知事部局である労働部と，教育委員会事

務局である教育庁が共同して構想したものである。

1962 年 12 月 22 日に技術高校設置の基本方針の検討が行われた。1963 年 1 月 10
日から 1 月 30 日にかけて教育課程や教員の問題の研究が行われ，同年 2 月 7 日に技
術高校の構想（第１次案）が文部省に提示された。3 月 8 日に文部省に技術高校の構
想（第２次案）を提示し了承を得た。3 月 10 日に神奈川県議会で４つの技術高校の
設置が決議された。3 月 16 日に文部省から技術高校の設置が了承された *26

。当時と

しては，労働行政と文部行政という垣根を越えての非常に斬新な試みであった技術高

校制度であったが，制度的な側面だけでなく，施設・設備や高校教員・職業訓練指導員

といった人事的な対応についても検討期間が不十分な中でスタートしたものであった。

1963 年当初，川崎職業訓練所，鶴見職業訓練所，平塚職業訓練所，大船職業訓練
所の各職業訓練所に技術高校が併設された。鶴見職業訓練所に併設された技術高校は，

1964年度に設立される横浜工業技術職業訓練所に移併設されることになる。
1964 年には，大船職業訓練所，横浜工業技術職業訓練所，平塚職業訓練所に，追

浜技術高校，相模原技術高校，秦野技術高校の各分校が設置され，技術高校は４本校

３分校体制となった。次いで，1967 年に分校であった追浜技術高校，相模原技術高
校，秦野技術高校が独立したため，技術高校は７校体制となる。このようにして，技

術高校は 1970 年度をもって，一応の施設設備が完了した *27。発足から８年を経て，

ようやく体制が整ったことになる。以後，技術高校が完全に姿を消す 1975 年度末ま
で７校体制が続く。表 7.7は，その変遷の状況を示したものである。
技術高校は修業年限が４年の定時制の課程で，職業訓練校の施設・設備を利用し，

職業訓練校の訓練職種と同一の工業に関する学科を設けている。定時制といっても，

夜間定時制ではなく，昼間と夜間を併用した変則的な定時制高校であった。技術高校

は，もともと設置されていた職業訓練校の敷地内に併設された高校で，職業訓練校は

技術高校生徒のための専用の施設ではなく，年齢，学歴が異なり，経歴も多様な一般

の職業訓練生と一緒に職業訓練を受ける場合もあった。

技術高校の１年次は，技術高校の生徒であるのと同時に，併設されている職業訓練

校の訓練生という二重在籍の形式をとる。午前中に登校して技術高校で普通教科の授

業を受け，午後は職業訓練を受ける。職業訓練校での学習成果は高校の単位となり，

卒業単位に組み込まれる。職業訓練校での訓練は１年で修了し，生徒は職業訓練校修



*28 神奈川県労働部職業訓練課，1963-1975，『職業訓練』，神奈川県より作成。
対象の職業訓練所は，1970年に専修職業訓練校に，1973年には高等職業訓練校に改称された。
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了生として関連する職種の企業に就職しいてく。

表 7.7 技術高校の変遷
*28

年度 併置の職業訓練校 技 術 高 校 技術高校数 年度 併置の職業訓練校 技 術 高 校 技術高校数

川崎職業訓練所 川崎技術高校 横浜工業技術職業訓練所 横浜技術高校

1963 鶴見職業訓練所 横浜技術高校
４校

相模原職業訓練所 横浜技術高校相模原分校

平塚職業訓練所 平塚技術高校 中原職業訓練所 川崎技術高校
４本校

大船職業訓練所 大船技術高校 1966 平塚職業訓練所 平塚技術高校
３分校

横浜工業技術職業訓練所 横浜技術高校 秦野職業訓練所 平塚技術高校秦野分校

相模原職業訓練所 横浜技術高校相模原分校 大船職業訓練所 大船技術高校

川崎職業訓練所 川崎技術高校
４本校

追浜職業訓練所 大船技術高校追浜分校

1964 平塚職業訓練所 平塚技術高校
３分校

横浜工業技術職業訓練所 横浜技術高校

秦野職業訓練所 平塚技術高校秦野分校 相模原職業訓練所 相模原技術高校

大船職業訓練所 大船技術高校 1967 中原職業訓練所 川崎技術高校

追浜職業訓練所 大船技術高校追浜分校

～

平塚職業訓練所 平塚技術高校 ７校

横浜工業技術職業訓練所 横浜技術高校 1972 秦野職業訓練所 秦野技術高校

鶴見職業訓練所 横浜技術高校鶴見分校 大船職業訓練所 大船技術高校

相模原職業訓練所 横浜技術高校相模原分校 追浜職業訓練所 追浜技術高校

中原職業訓練所 川崎技術高校
４本校

平塚専修職業訓練 ７技術高校生徒募

1965 川崎職業訓練所 川崎技術高校南分校
５分校 1973 校，大船専修職業訓 集停止となり，

平塚職業訓練所 平塚技術高校 ～ 練校，相模原専修職 技術高校は 1975
７校

秦野職業訓練所 平塚技術高校秦野分校 1975 業訓練校廃止。残る 年度末ですべて廃

大船職業訓練所 大船技術高校 ４訓練校は 1975年 校。

追浜職業訓練所 大船技術高校追浜分校 度末まで併設。

２年次以降の生徒の通学方法は，当初は１週間に昼間１日，夜間１日の通学すると

されていたが，1965 年度から昼間１日，夜間２日へと変更された。実際の登校形態
の運用は，技術高校によって，または，同じ技術高校であっても学年によって，昼間

１日・夜間１日，昼間１日・夜間２日，夜間３日など様々な形態が取られていた。こ

れは，施設・設備の問題から生じる違いで，全校生徒が一度に登校してしまうと，ホー

ムルーム教室が不足する事態を避けるためである。

企業での技能的な作業についても現場実習として単位を認定し，卒業単位として組み入れ

るというものであった。現在の制度でいえば，１年次は高校と職業訓練校との技能連携，２

年次以降はデュアルシステムという２つの学習と単位修得方法を採用していた高校といえる。



*29 神奈川県教育庁指導部指導第二課，1976，『神奈川県立の技術高等学校史』，神奈川県教育委員会，p.73
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技術高校１年（昼間・午前） 技術高校２年～４年（働きながら週に昼間１日・夜間１～２日登校）
卒
業

生徒は二重在籍 生産活動を高校の現場実習として卒業単位に加算

職業訓練校（昼間・午後） 民間企業（関連企業に就職）
修
了

図 7.2 技術高校での学習形態

表 7.8 平塚技術高校の生徒登校形態
*29

年度
１学年 ２学年 ３学年 ４学年

年度
１学年 ２学年 ３学年 ４学年

昼 間 昼 間 夜 間 昼間 夜 間 昼間 夜 間 昼 間 昼間 夜 間 昼間 夜 間 昼間 夜 間

1963 月～土 1970 月～土 水 月・火 木 月・火 金 月・水

1964 月～土 1971 月～土 水 月・火 木 月・火 金 月・水

1965 月～土 水 木・金 火 月・水 1972 月～土 水 月・火 木 月・火 金 月・火

1966 月～土 金 月・水 木 火・水 水 月・火 1973 水 月・火 木 月・火 金 月・火

1967 月～土 水 月・火 金 火・水 木 月・水 1974 水 月・火 木 月・火

1968 月～土 水 月・火 金 火・水 木 月・水 1975 木 月・火

1969 月～土 水 月・火 金 火・水 木 月・水

3.3.3 技術高校運営上の問題

技術高校の運営には数多くの課題を抱えていた。そして，突如，「夢と消えた産学

協同路線：廃止される県立技高」という見出しで，技術高校の廃校が神奈川新聞の

1972年 11月 4日付の記事によって報じられたのであった。
1971 年 5 月 31 日の教育長の通達により，技術高校２年から４年次における就職先

における仕事を現場実習として認めることについて，学習指導要領に示されている内

容から見てそぐわない状況が出ており，この問題を解決することは困難であるとして，

技術高校の大きな特徴の一つであるデュアルシステムに類似した現場実習が取りやめ

られることとなった。これにより，現場実習による単位修得はできなくなり，技術高

校におけるデュアルシステムに類似した制度は崩壊した。

７校の技術高校は 1973 年度から生徒の募集を停止し，生徒が卒業する 1975 年度
末をもって廃止されることとなった。技術高校の廃止に伴い，取得単位不足，休学等

火（工作・仕上）
木（溶接・加工）

月（工作・仕上）
水（溶接・加工）



*30 神奈川県労働部職業訓練課，1973，『昭和 48年版職業訓練』，神奈川県，p.11
*31 高校教育制度と自治史研究会，2011，『技術高校を知っていますか？：神奈川の教育事情

を聞く(3)』，神奈川県高校教育会館，p.10
*32 高校教育制度と自治史研究会，2011，『技術高校を知っていますか？：神奈川の教育事情

を聞く(3)』，神奈川県高校教育会館，p.11
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で卒業の認定が困難と考えられる生徒については特別な措置により卒業ができるよう

配慮するとされた。また，1973 年度から相模原技術高校，大船技術高校，平塚技術
高校と併設して，相模原工業技術高校，大船工業技術高校，平塚西工業技術高校の３

つの工業高校が新設されることとなった。

技術高校廃止の理由を，神奈川県労働部職業訓練課は，「近年における高校進学率

の上昇と定時制高等学校の志願者の漸減傾向，新学習指導要領の対応の困難化」 *30 を

あげている。1972 年 11 月 24 日に教育庁指導部長より出された通知「県立技術高等
学校の改変について」の中では，「高校進学率の上昇その他社会情勢の変化により，

技術高校への志願者が漸次減少の傾向にあること」，「現行の登校形態では高等学校

新学習指導要領の昭和 48年度実施に対応することが困難であること」が記されている。
技術高校の生徒の学力は，1969 年に相模原技術高校に教員として着任した鈴木忠

夫は「技術高校に来る子どもは中学では成績が悪いし，先生と話をする機会も滅多に

なく，職員室へ行って喋るなんていう経験のない子がほとんどだと思うんです」と述

べている。同じく 1969 年に相模原技術高校に教員として着任した藤見睦彦は，「入
ったときの成績が３の生徒はほんの１人か２人位で，１や２ばかりの生徒が集まった

のが技術高校だから」
*31
と述べている。技術高校に入学してくる生徒の学力は，全体

的に低いものであったと推測できる。また，藤見睦彦は「技術高校生を見ていると，

転職が多いよね，１つのところにずっといる子もいるけど。卒業生の中には，年賀状

を交換している子どももいるのだけれど，同じような仕事をずっとやっている子ども

は少ないですね」*32と述べていることから，技術高校で培った経験や技能を生かして，

一つの会社に定着している卒業生が少なくないことが推測される。

２年次以降の就職先での現場実習が教育課程上に組み込まれており，現場実習が技

術高校の単位となるため，技術高校の生徒は職業訓練校を修了後，就職を希望してい

なくとも，または，所属する学科と異なる他の職種への就職を希望していたとしても，

企業での現場作業を学校の実習単位として組み入れる制度のため，必ず学科と関連す

る企業に就職しなければならず，雇用条件として，週のうち昼間１日・夜間１日など

の登校を可能とする企業でなければならないなど，生徒が自由に職種や企業を選ぶこ

とはできなかった。また，このような不規則な登校の形態では，全校生徒が一同に登

校する機会が失われ，部活動，生徒会活動，文化祭，体育祭といった高校としての特



*33 高校教育制度と自治史研究会，2011，『技術高校を知っていますか？：神奈川の教育事情
を聞く(3)』，神奈川県高校教育会館，p.66

*34 同上，p.83
*35 同上，p.88
*36 神奈川県教育庁指導部指導第二課，1976，『神奈川県立の技術高等学校史』，神奈川県教育委員会，p.25
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別活動や学校行事に支障が生じることになる。また，１年次の職業訓練校では夏休み

が１週間程度しかなく，２年次以降も企業での勤務が前提となるため，一般の高校の

ように長期の夏休みを取得することはできない。

1972 年卒業に追浜技術高校を卒業した松田良美は，入学前に技術高校のシステム
について知っており，「すごく楽しかったですね。小さい時から機械をいじるのは好

きで，ばらすのも好きだったのですよ。模型を分解したり，ラジオを分解したりとか。

だからエンジンなどを分解して組み立てる，そういう授業は楽しかったですね」
*33
と

述べているが，1971年 3月の追浜技術高校卒業文集で，ある生徒は「ぼくは，昭和 42
年 4 月，一度も聞いたことのない高校に入学しました。１年の時，いつ気がついた
か思い出せないが，訓練生の３分の１，技術校生３分の２で１クラスとなっていた。

ぼくはショックだった。これでも高校かと」
*34
記している。1972 年 3 月の秦野技術

高校の卒業文集の中で「高校生が単なる労働力不足の補いであってよいのでしょうか。

私は重要な青春を汗まみれて働き，何を学び取ったのでしょうか。青春時代はよく学

び，よく遊び，そのうえで人間形成の場であるのが高等学校だと思います。それが，

中小企業の労働力不足を助けるために，私たちの青春を犠牲にしてまで金もうけをし

たいのでしょうか。私はこのような道を４年間も歩みつづけてきたことが，非常に残

念でなりません」 *35 という生徒もいる。これらは，ごく少数の卒業生の意見であり，

これだけで生徒の技術高校に対する思い入れや心情を一般化することはできないが，

ある程度，下調べをして技術高校のシステムを理解した上で入学した場合は，不本意

入学とはなりにくいが，生徒の意識として「生徒は訓練生といわれることをきらって

いる」
*36
という問題点も指摘されており，システムを理解せずに入学した生徒にとっ

ては，入学してから初めて経験する技術高校が一般的な高校のイメージとはかけ離れ

た実態を前にして，それが生徒に過酷な登校の形態をもたらすならば，不本意入学と

なって中途退学につながる可能性は高くなるといえる。

技術高校が設立された 1963 年は，高度成長期を経て家庭の経済状況にゆとりが生
まれ，高校進学率も 8 割に達していた時期である。技術高校設置のための基本方針
の検討が行われ，設置されるまでの期間が短く，県民にも十分に知らされていなかっ

た中での進路指導にも大きな原因があるものと考えられる。1970 年 4 月に追浜技術
高校の教員となった綿引光友でさえ，「変則的な登校形態をはじめとして，技高制度



*37 綿引光友，2006，「技高は二度「廃校」となった：技高廃校 30 年(1)」『ねざす』37，神
奈川県高等学校教育会館教育研究所，p.34

*38 高校教育制度と自治史研究会，2011，『技術高校を知っていますか？：神奈川の教育事情
を聞く(3)』，神奈川県高校教育会館，p.61

*39 高校教育制度と自治史研究会，2011，『技術高校を知っていますか？：神奈川の教育事情を聞
く(3)』，神奈川県高校教育会館，p.37，表「入学年度別・学校別卒業率の推移」より引用。1970
年 2 月に，神奈川県高等学校教職員組合が７技術高校の生徒 2,115 人を対象に行った意識調査。

250

は実に複雑で，その実態を理解するまでにはだいぶ時間を必要とした」*37と述べている。

1970 年に神奈川県高等学校教職員組合が行った技術校生の意識調査アンケート *38

では，中学校での進路指導で技術高校の説明を秋分に受けたとする生徒は 2.7 ％に過
ぎず，66.0 ％の生徒が不十分だったと回答している。技術高校の制度を十分に理解
しないまま入学した生徒が多数存在しているものといえる。経済的にみて働くことが

必要であるとしたのは 15.7 ％だけであり，必要ないと回答した生徒は 84.3 ％にもの
ぼる。生徒の多くは，経済的に在学中に働く必要性に迫られていなかったのである。

２年次以上の教科学習については，満足しているとしたのは 5.6 ％，不満であるは
46.4 ％と，企業での勤務と不規則な登校形態に伴う少ない授業時間数などにより，
不満を持つ生徒が多かったものと考えられる。

卒業後の進路について，現在の会社をつづけたいが 22.5 ％，職種を変えずに会社
を変えたいが 22.5 ％，職種を替えたい 26.0 ％，進学したいが 11.0 ％おり，卒業後に
多くの生徒は就職した企業に定着がなされず，転職予備軍と化して要素が高いといえ

る。また，技術高校で学んだ専門的な知識や技能が十分に生かせない可能性が高い。

表 7.9は，７つの技術高校の平均の卒業率を表している。技術高校設立当初の 1963
年度の卒業率が 52.7 ％と約半数の者しか卒業できなかったが，その後は卒業率がや
や改善している。しかし，1963 年度から技術高校が廃止になる 1972 年度までの平均
の卒業率は 65.1 ％となり，概ね 35 ％の生徒が卒業できなかったことから，技術高校
の退学率は高いといえる。

表 7.9 ７技術校の生徒の卒業率
*39

年 度 入学者数 卒業者数 卒業率％ 年 度 入学者数 卒業者数 卒業率％

1963 457 241 52.7 1968 984 676 68.7

1964 826 585 70.8 1969 921 565 61.3

1965 881 598 67.9 1970 948 598 63.1

1966 881 598 67.9 1971 865 545 63.0

1967 844 549 65.0 1972 800 496 62.0



*40 1960 年 10 月告示・高等学校学習指導要領，第１章・第２節・第６款・(6)・エ による。

*41 綿引光友，2007，「技術校は二度「廃校」になった」『ねざす』39，神奈川県高校教育会館，p.37
*42 神奈川県教育庁指導部指導第二課，1976，『神奈川県立の技術高等学校史』，神奈川県教

育委員会，p.25
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教育課程運営上の問題としては，２年時以降のは生徒の就職先である企業での作業

を学校の現場実習として認定していたことから，教員が生徒の職場を巡回指導するこ

とになっていた。これは，現場実習を技術高校の単位とするために必要な指導で，根

拠は高等学校学習指導要領にある。最初の技術高校は 1963 年に発足しているため，
適用された学習指導要領は 1960 年告示で 1963 年から実施される高等学校学習指導
要領である。そこには「職業教育を主とする学科においては，現場実習をもって実習

にかえることができること。この場合，現場実習は，学校において，その学科の教育

課程の内容に直接関係があり，かつその一部としてあらかじめ計画されたものであり，

教師の指導のもとに行われ，その成果が教育的に評価できるものであることを要し，

その時間数は実習の総時間数の 7/10 以内とすること」 *40 とされている。巡回指導に

当たったのは工業科の教員だけでなく普通科の教員も含まれ，生徒の勤務状況の確認

や情報交換が主なもので，滞在時間も１時間程度と短く，教科指導といえるものでは

なかった。

綿引光友（2007） *41
は，企業での現場実習に対する問題点として「関連職種に就

職していない者の取り扱いが難しい」，「関連企業に就職している者でも，職場の仕

事が当該学科における技能習得上からみて，現場実習として認めることが適当でない

仕事についている生徒が多くなっている」，「職場の仕事を現場実習として認めるた

めの指導計画の立案や教育評価が極めて困難である」ということを指摘している。

表 7.10 は 1967 年度の現場実習による単位認定がなされていた教育課程と，1971
年度以降の現場実習による単位認定が廃止された標準的な教育課程である。どちらも，

専門教科について，実習の割合が多く，実習偏重の教育課程となっている。また，一

般的な工業高校では１年次は基礎学力を付けるために普通教科の割合が多く，２年次，

３年次に専門教科の単位が増えていくが，技術高校では１年次に専門教科か多くなっ

ているという特徴が見られる。企業での現場実習が廃止となった 1971 年度以降の教
育課程では，現場実習での単位分が１年次の職業訓練の部分にまわされているという

無理のある運営が行われた。

教員の意識の問題として，「教員の中には，全日制の高等学校に転勤を希望する者

が多くいるため，人事異動が頻繁に行われ，構成員の中に新採用教員の占める割合は

多い」，「充実した授業が行いにくいということで，生きがいのある職場と感じてい

ない者が多いようである」
*42
ことがあげられている。



*43 神奈川県労働部職業訓練課，1967，『昭和 42 年版職業訓練』，神奈川県，p.37，及び，高
校教育制度と自治史研究会，2011，『技術高校を知っていますか？：神奈川の教育事情を
聞く(3)』，神奈川県高等学校教育会館，p.80より作成。

*44 神高校教育制度と自治史研究会，2011，『技術高校を知っていますか？：神奈川の教育事
情を聞く(3)』，神奈川県高等学校教育会館，p.30
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表 7.10 現場実習廃止前と廃止後の教育課程
*43

1967年度の教育課程 1971年度以降の教育課程

１年 ２年 ３年 ４年 計 １年 ２年 ３年 ４年 計

実 習 以 外 7 2 3 3 15 7 2 2 4 15

専 門 教 科
工 業

実 習
校 内 6 2 2 2 12 20 2 2 2 26

校 外 9 2 2 2 15

小 計 22 6 7 7 42 27 4 4 6 41

国 語 1 2 3 3 9 1 2 3 3 9

社 会 2 2 2 3 9 2 2 2 3 9

数 学 2 2 2 1 7 2 2 1 2 7

普 通 教 科
理 科 2 2 1 1 6 2 2 2 6

保 健 体 育 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9

芸 術 1 1 1 1

外 国 語 1 1 1 3 1 1 1 3

小 計 10 12 11 11 44 10 12 12 10 44

合 計 単 位 数 32 18 18 18 86 37 16 16 16 85

技術高校の教員には，職業訓練校との関係，昼夜交代の勤務形態，企業訪問など，

一般の工業高校にはない過度の負担が教員にかかるため，教員が定着しない問題を抱

えていた。そのため，在籍２年で特別昇給が行われたり，産業教育手当のない普通教

科の教員には，図書券などが配付される
*44
など，待遇の改善が図られたのであるが，

それでもなかなか定着せず，新規採用の教員が多く配属されていたのである。

3.4 高校でのデュアルシステムの事例

3.4.1 東京都立六郷工科高校

高校でのデュアルシステムの事例として，東京都立六郷工科高校を取り上げる。六

郷工科高校は単位制の工業高校であり，デュアルシステムを実施するためにデュアル

システム科を設置して，日本版デュアルシステムが展開されている。

東京都立六郷工科高校でデュアルシステムが実施されることとなった経緯は，第 20



*45 東京都産業教育審議会，2002，『これからの職業教育の在り方について：高校におけるデュ
アルシステムの実現に向けて（第 20 期答申）』，東京都教育庁学務部高等学校教育課，p.10

*46 東京都産業教育審議会，2002，『これからの職業教育の在り方について：高校におけるデュ
アルシステムの実現に向けて（第 20期答申）』，東京都教育庁学務部高等学校教育課，p.16
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期・東京都産業教育審議会が 2001 年 11 月 26 日に東京都教育委員会から諮問を受
け，2002 年 9 月 11 日に教育委員会に提出された答申「これからの職業教育の在り方
について：高校におけるデュアルシステムの実現に向けて」にもとづいて，2003年 10
月 14 日に改正された「東京都立学校設置条例」により、東京都立六郷工科高校の設
置が認可されたことによる。この条例により，六郷工科高校は 2003 年 10 月 14 日に
設置され，2004年 4月に開校した。
東京都教育委員会は諮問の理由として，一部の生徒には明確な目的意識のないまま

に高校に進学をし，自己の在り方や生き方を見出せず将来の進路の選択もできない状

況が見られ，高校を卒業しても進学や就職をしない生徒の割合の増加や，就職しても

早期に離職する傾向も見られるが，その原因の一つとして実践的な職業教育の場が十

分でないことをあげている。そこで，ドイツにおける職業教育制度であるデュアルシ

ステムを参考事例として，技術を身に付けて職業人として自立できる生徒や，職場に

おいて自らの技術・技能を深めながら学習の場を求める勤労青少年の育成を図る観点

から，企業と高校が連携を図り職業観や勤労観を育成するとともに，「働くことが学

びになる」新しい教育システムの構築が必要であるとしている。

産業教育審議会は答申の中で東京版デュアルシステムを「企業と学校との新たなパ

ートナーシップ（双方向の協力関係）による教育システム」として，「東京版デュア

ルシステム」の高校における導入の方策について答申を行っている。

東京版デュアルシステムの学校形態として，デュアルシステムを導入した学科，ま

たは，コースを設置するという形態から出発するとしている。すなわち，最初のデュ

アルシステムについては，学校全体でデュアルシステムを実施していくのではなく，

特定の科やコースから始める。そして，学年進行にとらわれない単位制であることが

望ましく，企業の就業時間や実務代替制度を活用することを考慮すれば昼間定時制が

適当であるとしている *45。

デュアルシステムは職業観・勤労観の育成を目的とするインターンシップとは異な

り，専門分野における生きた技術・技能を身につけることを目的としているものであ

る。また，デュアルシステムである長期就業訓練は教育の一環として行われるもので

あるため，生徒は被雇用者としての性格は持たないとしているが，生徒の就業への意

欲や責任感の換気のために，企業からの手当や報奨金といった報酬の支給を受けるこ

とも可能であるとしている
*46
。



*47 東京都産業教育審議会，2002，『これからの職業教育の在り方について：高校におけるデュ
アルシステムの実現に向けて（第 20期答申）』，東京都教育庁学務部高等学校教育課，p.10

*48 東部Ｃ地区副校長会高校教育研究部第二委員会，2007，「選ばれる学校を目指して」『研究
集録』34，東京都立高等学校副校長会・東京都立高等学校定時制通信制副校長会，pp.31-32

*49 中村辰夫（東京都立六郷工科高校副校長），2007，「都立工業高校における「デュアルシ
ステム」の実践」『東京の産業教育』45，東京都産業教育振興会，p.13

*50 東京都立六郷工科高校，2003，『都立六郷工科高校のデュアルシステム実践報告概要』，
東京都立六郷工科高校，p.1
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東京都立六郷工科高校の開校時の概要は，前期・後期の２学期制で，１単位時間 45
分で授業展開がなされている。課程としては，全日制と定時制があり，定時制は昼間

定時制と夜間定時制とに分かれている。いずれの課程も単位制であり，工業高校とし

ては数少ない新しいタイプの高校といえる。

開校当初のデュアルシステム科は，昼間定時制課程として設置されていた。デュア

ルシステム科が昼間定時制として設置されたのは，第 20 期東京都産業教育審議会答
申

*47
の中で，「企業の就業時間や，実務代替の制度を活用することなどを考慮すると，

昼間部に開講する定時制課程が適当である」とされたためである。荒川洋の「選ばれ

る学校をめざして」
*48
の整理によると，「デュアルシステム科では，実務代替制度を

活用するため昼間定時制課程の位置づけとなっている」としている。また，中村辰夫

（2007） *49
は「デュアルシステム科では，実務代替の制度を活用するため昼間定時

制課程の位置づけとなっているが，生徒は全日制課程と同様朝から授業を受けている」

としていることからも，六郷工科高校でのデュアルシステム科は，実務代替の制度を

活用していることがわかる。

企業での長期就業訓練を教育課程上の実習と位置づけ，学校の卒業単位の一部とし

て取り扱っており，全日制と同じ時間帯
*50
での学習ではあるが，定時制として運用さ

れることになったものといえる。

2002 年 9 月 11 日の東京都産業教育審議会の答申「これからの職業教育の在り方に
ついて」の中で，六郷工科高校のデュアルシステム科に入学してくる生徒像としては，

新規中学校卒業者だけでなく勤労青少年も想定している。

表 7.11 は，2004 年度のデュアルシステム科の教育課程表である。デュアルシステ
ムである長期就業訓練は２年次と３年次に実施されていることが確認できる。長期就

業訓練は２年次に２ヵ間，３年次に自由選択としての長期就業訓練を含めても４ヵ月

間であり，その他の科目は学校内での学習となる。長期就業訓練の時間帯は企業の就

業時間に合わせるのであるが，時間外勤務は課せられず，多部制の昼間定時制と異な

り，基本的に全日制と同様な時間帯に長期就業訓練が行われている。



*51 教育課程表は，2004年度のものである。
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表 7.11 デュアルシステム科の教育課程
*51

単位 １年次 ２年次 ３年次

1
2 インターンシップ 工業実践基礎 工業実践基礎

3 工業実践応用 工業実践応用

4 （30日間，240時間） 工業実践発展 工業実践発展

5
6 長期就業訓練 長期就業訓練

7 工業技術基礎 （２ヵ月間，320時間） （２ヵ月間，320時間）
8
9

情報技術基礎
機械工作

10 選択 電気基礎
課題研究

11 学ぶこと働くこと 電子情報技術

12
地理Ａ 機械実習

13
選択 電気実習 世界史Ａ

14
電子実習

15 国語総合
現代社会

16
オーラルコミュニケーションⅠ

17
家庭

18 数学Ⅰ
物理Ⅰ

19
20

芸術Ⅰ
体育

21 英語Ⅰ

22 保健 選択

23
理科総合Ａ 体育

工業実践基礎

24 工業実践応用

25 保健 選択 工業実践発展

26
体育 Ａ群

危険物取扱入門 長期就業訓練

27 一般情報技術 （２ヵ月間，320時間）
28

製図 Ｂ群
数学Ⅱ

29 国語表現Ⅰ 実習（学校内）

30 ＨＲ ＨＲ ＨＲ



*52 専門高校等における「日本版デュアルシステム」に関する調査研究協力者会議，2004，
「専門高校等における「日本版デュアルシステム」の推進に向けて（報告）：実務と教育

が連結した新しい人材育成システム推進のための政策提言」，文部科学省，p.35
*53 2012 年 10 月 13 日に開催された東京都立六郷工科高校学校説明会の個別相談の場におい

て，デュアルシステム科担当教員からの説明。
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2004 年度のデュアルシステム科の取り組み *52 として，１年次では 10 日間を１回と
するインターンシップを年３回実施して職種業種を体験し，生徒個々に適性にあった

職種や業種についてある程度の見通しを持たせる。六郷工科高校でのインターンシッ

プの目的は，職業観を養うと同時に，自己の希望と適性にあった職種業種を見極める

ことである。インターンシップは，教科「工業」の学校設定科目で教育課程表の中に

位置づけられている。５単位科目であり，総時間数を 240 時間としている。インタ
ーンシップの単位は５単位となっている。また，工業科目である「工業技術基礎」と，

学校設定科目である「学ぶこと働くこと」の中で，初歩の工業的センスと技能を養い，

マナー教育，安全教育についての学習を行い，２年次以降に実施するデュアルシステ

ムとしての長期就業訓練を行う基礎的な素養を持たせる。

２年次は，１年次のインターンシップの体験を踏まえて，インターンシップに参加

した企業の中から長期就業訓練先の企業を選択し，５月から６月にかけての２カ月間，

８単位分の合計 320 時間に及ぶ長期就業訓練を受ける。長期就業訓練先は，生徒と
企業の双方の合意にもとづき決定される。六郷工科高校での長期就業訓練の目的は，

現実的な技術・技能の習得にある。

３年次は基本的に２年次に長期就業訓練を受けた企業に 10 月から 11 月にかけて
の２ヵ月間の長期就業訓練，８単位として合計 320 時間の長期就業訓練を受ける。
また，自由選択として５月から６月にかけて２ヵ月間，８単位分の合計 320 時間の
長期就業訓練を受けることができ，最大４ヵ月の長期就業訓練ということになる。１

年次３年次までにおいて，最大３分の１がインターンシップと長期就業訓練でしめら

れることになる。

長期就業訓練では，企業での業務内容と訓練内容についてプログラムを作成し，生

徒の適性を企業側が判断した上で，生徒の意向と学校の判断で協定書を締結する。

長期就業訓練中は週に１度程度，担当教員が企業を随時訪問し，訓練方法や生徒指

導の打ち合わせ，生徒の個別指導を行う。長期就業訓練は，教科「工業」の実習の単

位として認定が行われる。認定された単位は，卒業単位として積算されることになる。

企業と生徒双方の合意があれば，生徒は長期就業体験を受けた企業に就職すること

が可能である。2011 年度卒業生で就職した者 17 人のうち 16 人が長期就業体験を受
けた企業に就職している *53。
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長期就業訓練は，教科「工業」の学校設定科目の「工業実践基礎」，「工業実践応

用」，「工業実践発展」の３科目により構成されており，これら３つの学校設定科目

の単位数は，長期就業訓練を受ける企業の内容や時間数により決定される。

２年次で学ぶ専門科目の選択については，長期就業訓練の内容により，機械系，電

気系，情報系のいずれかを選択し，座学と実習について履修を行うことで，それぞれ

の専門分野の基礎的な知識と技術・技能を学習する。

３年次の長期就業訓練は２年次と同様に，学校設定科目である「工業実践基礎」，

「工業実選応用」，「工業実践発展」の３科目により構成されている。

長期履修訓練先の企業は，企業，生徒ともにマッチングが取れない場合を除き，基

本的に２年次に参加した企業となる。また，自由選択としての長期就業訓練を履修し

ない場合には，学校での実習の授業を受けることになる。

１年次のインターンシップと２年次の長期就業訓練，そして３年次の自由選択を含

む長期就業訓練の履修をすると，企業での訓練は最大 29 単位，約１年分の単位に相
当する。デュアルシステム科の生徒は，最大，在学中の約３分の１という長期にわた

って学校に登校せずに，企業の作業現場で過ごすことになるのである。

3.4.2 昼間定時制から全日制への転換

六郷工科高校は，2012 年度より在校生も含め，全面的に昼間定時制から全日制に
移行された。東京都立学校設置条例施行規則により，2012 年 3 月 31 日において昼間
定時制のデュアルシステム科に在学する生徒で，2012 年度以降も在籍する場合は，
無条件に昼間定時制のデュアルシステム科から全日制のデュアルシステム科の生徒と

なるため，制度上の負担が加わることになるのである。

六郷工科高校デュアルシステム科の募集人員は，開校時の 2004 年度から 2011 年
度まで 30人であった。しかし，全日制となった 2012年度においては５人増員され 35
人となった。六郷工科高校に既存していた全日制課程のプロダクト工学科，オートモ

ビル工学科，システム工学科，デザイン工学科の募集定員が 35人であったことから，
全日制課程に課程変更したデュアルシステム科も他の全日制課程と募集定員の整合を

図るためと考えられる。

3.4.3 高校でのデュアルシステムの課題

(1) デュアルシステム運営の教員の負担と多忙化
2004年度に開校した六郷工科高校デュアルシステム科に伴い校内分掌として「デ

ュアルシステム部」が設置された。デュアルシステム部は，デュアルシステム科担



*54 東京都立六郷工科高校，2003，『都立六郷工科高校のデュアルシステム実践報告概要』，
東京都立六郷工科高校，p.4

*55 デュアルシステム研究開発推進委員会，2005，「デュアルシステム実践資料集」，東京都
立六郷工科高校，p160-164より作成。

*56 六郷工科高校の全日制課程・昼間定時制課程の管理運営規定（2011）では，両課程とも
単位制であるにもかかわらず，「第１学年，第２学年，第３学年を置く」と記されており，

学年が存在している。
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当副校長，工業科の教員３人，普通科の教員２人の計６人で運営された *54。

表 7.12 は，この６人の教員がデュアルシステム運営のために訪問した関係団体数を示
しており，非常に多くのインターンシップ先への巡回訪問，インターンシップや長期就

業訓練先開拓のための企業訪問や関連団体への訪問，中学校への広報活動などが行われ

ており，デュアルシステム科担当教員に著しく過大な負荷がかかっていることがわかる。

表 7.12 2004年度にデュアルシステム部教員６人が訪問した関係団体 *55

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計

インターンシップ
59 56 58 173

巡回企業訪問回数

提携企業・開拓企業
7 5 3 5 9 5 6 23 1 16 16 96

訪 問 回 数

開拓企業支援団体
12 18 2 2 5 11 6 2 2 7 76

訪 問 回 数

中学校訪問回数 6 16 2 2 61 25 17 8 137

2004 年度は開校最初の年度であるため，生徒は１年生 *56
のみであったが，2005

年度以降は２年生，３年生の長期就業訓練も加わる。デュアルシステム科の教員は，

デュアルシステム科の生徒の授業だけでなく，デュアルシステム科以外の全日制の

他学科の授業も担当しており，これらの授業の合間をぬって，１週間に一度，長期

就業訓練を受けている企業訪問を行い，生徒の状況を把握，確認，企業との連絡調

整を図っている。

デュアルシステム科は，2012 年度より全日制に変更となったのを機会に，入学
定員を 30 人から 35 人とした。定員 30 人でも生徒と企業とのマッチングのための
協力企業数の確保，インターンシップや長期就業体験先の巡回指導等，教員はきわ

めて多忙な状態であるが，デュアルシステム担当教員の加配が十分でない状況での

募集定員の増員は，教員のさらなる多忙化を招き，教育指導の低下につながる。

東京版デュアルシステム導入にあたり参考とされたドイツのデュアルシステムに



*57 寺田盛紀，2009，『日本の職業教育：比較と移行の視点に基づく職業教育学』，晃洋書房，p.110
*58 デュアルシステム科は 2011 年度から学力検査が分割募集となり，事前に募集人員が割り

当てられている。2011年度は昼間定時制課程，2012年度は全日制課程となっている。
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ついて，寺田盛紀（2009） *57 の調査では，ドイツでは連邦雇用庁傘下学校所管地

区職業安定所によって職業カウンセリング・指導，職業訓練紹介が独占的に執り行

われており，そのような考え方・システムは学校現場でも徹底しており，生徒の職

業紹介や職業指導について学校は何もしないとしていることから，六郷工科高校で

のデュアルシステム運用に対して，学校現場，特に実際に業務を担う教員に大きな

負担を強いているといえる。

2012 年度はデュアルシステム科が昼間定時制課程から全日制課程に切り替えら
れたが，全日制課程になっても応募倍率が上昇していたとはいえず，変化の動向は

昼間定時制課程のときと同様の傾向を見ることができる。

表 7.13 デュアルシステム科の入学者選抜の推移
*58

年度
推 薦 学力検査（第一次・分割前期募集） 学力検査（第二次・分割後期募集）

募集人員 応募人員 応募倍率 募集人員 応募人員 応募倍率 募集人員 応募人員 応募倍率

2004 15 14 0.93 15 20 1.33

2005 15 20 1.33 15 31 2.07

2006 15 12 0.80 18 16 0.89

2007 15 17 1.13 15 22 1.47

2008 15 12 0.80 18 19 1.06

2009 15 15 1.00 16 17 1.06 1 1 1.00

2010 15 14 0.93 16 14 0.88

2011 12 28 2.33 13 30 2.31 5 12 2.40

2012 10 18 1.80 22 25 1.14 3 3 1.00

(2) 卒業者数と進路の多様化
2011 年度までは，昼間定時制であるデュアルシステム科であり，その時の入学

定員は 30 人であった。2006 年度から 2011 年度にかけての卒業者数は，表 7.14 に
示したとおり，入学定員よりも 10 人以上少なくなっている。平均すると，半数以上
の生徒が途中でドロップアウトしたことになる。これは，非常に大きな数値といえる。

六郷工科高校（全日制）の学力水準は，全体として高いとはいえない。

進路についても，卒業者の半数以上は就職している。しかし，進学者やその他の

者の存在もあり，卒業までの３年間のうちの最大１年分を，企業でのインターンシ

ップや長期就業訓練に費やし，一般的な高校生が学習する普通教科が著しく少なく，



*59 東京都立六郷工科高校学校要覧より作成。
*60 晶文社が発行する「首都圏高校受験案内・2013 年度用」（2012），及び，「首都圏高校受

験案内・2014年度用」（2013）より作成。

260

登校しての学校内での活動も少ない状況で進学というのは，進学後に大きな学力的

な不利益をもたらす懸念が生じる。大学進学のための教育課程ではないため，進学

を希望する場合は，教育課程枠外での自主的な学習活動を強いられることになり，

学習時間を含め，勉学に対する負担は大きなものとなる。学校での教科・科目の学

習の機会を狭め，柔軟性に欠き，継続教育としての機能を果たせない。学校の目標

が公共職業訓練校のように，学んだ専門知識や技能でもって就職するといった制度

にはなっていないため，デュアルシステムを明確に就職のためと位置づけられず，

生徒の進路希望が進学であった場合に対応できない。

就職から進学への進路変更，退学や転学などの進路変更する生徒にとって有益と

は言えないシステムである。また，学校での学習時間が少ないため，正しい知識と

道理にもとづいた批判できる能力を付ける機会が奪われるばかりでなく，卒業後の

進路を狭めたり，不本意入学の場合には退学につながる可能性が高いといえる。

デュアルシステムの要となる長期就業訓練により教育課程の柔軟性が少なく，多

様な選択科目を特徴とする単位制の利点が生かされていない。

表 7.14 デュアルシステム科の卒業者の進路
*59

卒業年度 卒業者数
就 職 進 学

その他
学校斡旋 縁故 大学 短期大学 専門学校 職業訓練校他

2006 16 8 1 1 4 1 1
2007 20 12 2 4 2
2008 15 8 1 1 5
2009 19 8 1 1 1 2 3 3
2010 12 7 1 1 1 2
2011 20 16 1 1 2

デュアルシステム科が昼間定時制から全日制に課程変更された 2012 年度と 2013
年度入学生の学力水準である全日制各学科の偏差値は，表 7.15 のとおりである。
この中で，デュアルシステム科は，最も低い学力水準にあることが確認される。

表 7.15 六郷工科高校全日制の学力水準（偏差値）
*60

学 科 プロダクト工学科 オートモビル工学科 システム工学科 デザイン工学科 デュアルシステム科

2012年入学生 41 41 43 43 39

2013年入学生 40 40 42 42 38



*61 中西新太郎・高山智樹，2009，『ノンエリート青年の社会空間』，大月書店，p.26-27
*62 東京都立六郷工科高校，2005，「都立六郷工科高校のデュアルシステム実践報告概要」，2005

年 10月 19日現在，p.2
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中西新太郎（2009） *61 は，企業にとって使い勝手のよい流動的労働力編成が前

提とされるなど，実効性を備えた労働政策の欠如を指摘した上で，若年層をどのよ

うな労働力として定着させるかに焦点が置かれている，若者たちに雇用されやすい

力を身につけさせ，労働社会に送り出すことに力点があるとしている。企業の利益

や学校と企業との連携という形式に重点が置かれ，教員の加配，企業との連携体制，

デュアルシステム不適合者や中途退学者などフォロー体制は十分に確立されていな

い。従来にはない新しい学校形態の試みであるにもかかわらず，国の重要な政策と

して位置づけられておらず，社会的認知度もも低いため広く普及の兆しは見えず，

ドイツのような社会的体系化された安定のある継続性にはほど遠く，デュアルシス

テムの目標と実態との間に乖離を生んでいるのである。

高校でのデュアルシステムは，学力的に低位にあり，学力により振り分けられて

入学してきた生徒を，低位のまま固定化する機能として働くものといえる。いいか

えれば，低賃金労働者の育成にほかならない。

(3) インターンシップや長期就業訓練期間中の事故対応
デュアルシステム科の要であるインターンシップや長期就業訓練を実施するにあ

たり，企業の工場内で工作機械等を使用した作業など危険を伴う現場実習が行われ

ることになるため，生徒の負傷，障害，死亡などの事故への対策をする必要がある。

長期就業訓練は，企業との雇用関係にないため，事故が起きて生徒が負傷や死亡，

後遺症障害となっても，労働災害とはならないため，労働者災害補償保険からの給

付を受けることができない。

生徒は，企業での長期就業訓練により，特定技能の習得に従事させられる。イン

ターンシップと異なり，長期の実習で企業の生産活動に関わることから，人員配置，

作業の内容など，生産工程に関わる一連の流れについては学校のコントロール下に

ない。また，教員は週に一度の企業訪問で短時間の懇談しかせず，企業の生産活動

や企業経営の知識や技術の知識を持ち合わせていないことから，生徒の配置や作業

について，企業に対し，綿密な教育的・安全的配慮を求めることは難しいといえる。

東京都立六郷工科高校では，実際にインターンシップや長期就業訓練といった企

業での現場実習で，情報系企業に参加した生徒がプログラム作成に夢中になり過ぎ

て体調不良となる，企業で手を怪我する
*62
などの事故が発生している。

これに対応するものとしては，日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が



*63 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条第７項・第８項
*64 産業教育振興中央会，インターンシップ・ボランティア等体験活動保険（2012 年度）パ

ンフレット
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あるが，この共済の掛け金は生徒が支払うことになっている。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付は，義務教育諸学校，高校，高等専門

学校，幼稚園，保育所などの管理下における災害に対して，災害共済給付として，

医療費，障害見舞金，死亡見舞金の支給を行っている。ただし，高校の災害共済給

付については，生徒の犯罪行為，故意，重大な過失により負傷，疾病にかかり死亡

した場合，災害共済給付は行われない *63ことは，一般の傷害保険と同様である。

また，産業教育振興中央会の賠償責任保険は，小学校，中学校，高校，中等教育

学校，高等専門学校，特別支援学校の管理下で行う職場体験活動，就業体験活動，

奉仕活動中に伴って発生した偶発的な事故に対し，児童・生徒が他人に怪我をさせ

たり，他人の財物を損壊したこと等により，生徒が法律上の法律上の賠償責任を負

った場合に保険金が支払われるものである。また，傷害保険は，学校の管理下で行

う職場体験活動，就業体験活動，奉仕活動中に，児童･生徒が急激かつ偶発的な外

来の事故による怪我が原因で死亡した場合，後遺障害を被った場合，医師の指示に

もとづき入院や通院をした場合に保険金が支払われるものである
*64
。

学校の基本的なスタンスとして，事故等が発生した場合は，学校は企業の現場で

直接指導していないため，原則として生徒と企業との問題であり，学校や教育委員

会に対する責任は基本的にないとしている。事故が発生して生徒が負傷したり就業

訓練先の企業に損害を与えた場合は，生徒が掛け金を支払っている共済や保険で対

応することになっており，学校には責任が及ばない，学校は責任を取らないシステ

ムなのである。入学前に，その説明が生徒や保護者には十分に周知されていない。

3.5 公共職業訓練校でのデュアルシステム

公共職業訓練でのデュアルシステムは，職業訓練校内での職業訓練と，企業での現場

実習を組み合わせたものである。企業での現場実習は，無給の現場実習と，有期の雇用

者として給料を得ながら現場実習を受けるという形を合わせたものとなっている。

厚生労働省の「日本版デュアルシステム協議会報告書」の中で，職業訓練校ではなく，

教育訓練機関という表現をしている。これは，厚生労働省が考える日本版デュアルシス

テムの対象が，公共職業訓練校だけではなく，文部科学省管轄の専修学校や各種学校も

含まれるためである。

厚生労働省では通称である日本版デュアルシステムを委託訓練活用型訓練と位置づけ

ている。厚生労働省では，日本版デュアルシステム協議会を設置し，2004 年に報告書
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が提出された。この報告書に沿って，厚生労働省では 2004 年度から日本版デュアルシ
ステムが推進されることとなった。

厚生労働省の日本版デュアルシステムは，教育訓練機関主導型と企業主導型の二系統

がある。ここでいう教育訓練機関には，公共職業訓練校だけでなく，専門学校や専修学

校，認定職業訓練校などが含まれる。教育訓練機関主導型は，教育訓練機関が訓練生と

して受け入れた若年者について，受け入れ企業を開拓し，企業と共同で訓練計画を立案

の上，Off-JT については自己の施設で実施するとともに，実習訓練を企業に委託する
類型である。企業主導型は，受け入れ企業が雇用者として採用した若年者について，教

育訓練機関を選択し，共同で訓練計画を立案した上で，OJT を自社において実施する
とともに，Off-JTについては教育訓練機関が実施する類型である。
ここでは，高校での日本版デュアルシステムに近い公共職業訓練校・普通課程に対象

を絞り考察を行う。

日本版デュアルシステムの対象者は，① 2012年度時点において概ね 40歳未満の者，
②当該訓練の修了後に常用雇用への就職を希望している者，③現在無業であるか不安定

な就労を繰り返している状態にある者となっており，対象者がある程度限定されている。

訓練コースとしては，訓練機関が１年以上２年以下，訓練時間は１年につき概ね 1,400
時間を目安に訓練期間に応じて設定することになっている。

訓練設定科目の対象となる職種は，実務経験が当該分野への就労の重要な要件となっ

ている分野を中心として，地域における若年等労働者に対する人材ニーズ等を考慮した

上で設定することになっており，単なる長期の就労体験に止まらず，就職の可能性の高

い職種を前提としている。

一単位の訓練生数は 20 人を標準として，概ね 10 人から 30 人の範囲内とし，少人数
とするなど，きめ細かな指導体制ができるように整備されている。

訓練コースの形態としては，図 7.3 のように，公共職業訓練校施設内の訓練（施設内
訓練）で一定の知識及び技能を習得させた後に，事業所等で実施する実習訓練（企業活

用型訓練）の両訓練を同時並行的に組み合わせて実施する形態を基本とする。施設内訓

練と企業活用型訓練の組み合わせは限定されたものではなく，時間単位，１日単位，１

週間単位，１月単位など，訓練職種（分野）の特性や実習先事業主等との調整に応じて

柔軟に設定することができる。

施設内訓練（公共職業訓練校・普通課程）
デュアル訓練企業

委託型実習（企業） 就労型実習（企業）
就職

（実習委託契約） （雇用契約）
他企業

３ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月

図 7.3 教育訓練機関主導型のデュアルシステムの例

評

価



*65 2012 年 3 月 30 日の厚生労働省・通知「日本版デュアルシステム（専門課程・普通課程活
用型）実施要領準則の改定について」による。
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施設内訓練では，既存の能開施設・設備を活用し，一般教養，社会常識，当該訓練職

種に係る知識及び基礎的技能等の習得を中心に職業訓練を行う。企業活用型訓練は，雇

用形態によらない「委託型実習」と，雇用形態による「就労型実習」との２つの形態を

組み合わせることにより実施される。委託型実習の訓練時間数は，個々の訓練コースの

特性等に応じて，委託型実習の期間を設けずに，直接，就労型実習へ移行するなどの柔

軟な設定も可能とされている。委託型実習は就労型実習に入る前の試行的・準備的な訓

練としての位置付けである。訓練時間数は，総訓練時間数の４分の１程度の設定を標準

とし，少なくとも８分の１以上の時間数は確保するとされている。

企業活用型訓練先の選定基準
*65
は厚生労働省の通知により示されており，企業にデュ

アルシステムを行うための環境整備がなされていることだけでなく，労働保険関係が成

立していて労働保険料等の滞納がなく，労働安全衛生法に基づいた安全衛生管理体制が

とられていて，過去３年以内に重大な労働災害が発生していないことが条件とされてお

り，少なくとも，最低限の社会的義務を果たしている企業が対象となっている。また，

労働者災害補償保険の加入も条件となっていることから，補訓練生の労働災害への補償

と安全面に対して，国による全国統一した最低限の基準が設けられている。

また，就労型実習の期間中は企業と雇用契約を結ぶため，給与が支給されることにな

る。給与を含めた訓練生への待遇や勤務時間，業務内容については，公共職業訓練校が

間に入り，訓練生と企業との間で契約が交わされる。

高校でのデュアルシステムとの大きな違いは，現場を支える一人前の職業人を育成す

ることにあるという基本的認識に立ち，最終目的が明確に就職であり，正社員への移行

促進にある。そのために，労働行政の経験と実績を活かした形で訓練生の待遇と安全面

の整えられている環境が提供され，デュアルシステム訓練後に能力評価を実施し，ジョ

ブ・カード（様式４〔評価シート〕）により職業能力の証明を行う。高校では，デュア

ルシステムによる企業実習を受けた生徒であっても，卒業後の進路を就職に限定するこ

とはできず，公式なデュアルシステムの評価制度も確立されていないことから，職業観

・勤労観を育むことが第一義的なねらいであって，実際的・実践的な職業知識と技術・

技能の向上については付随的なものにならざるを得ない。

ジョブ・カードは，2007 年 2 月 15 日に内閣府の「成長力底上げ戦略構想チーム」に
より示された「成長力底上げ戦略（基本構想）」の中で，人材への投資を中心に据え，

職業能力を向上させようとしても能力形成の機会に恵まれない人への支援の具体的な取

り組みの一つとして創設されたもので，通称，ジョブ・カード制度といわれる「職業能

力形成制度」の構築を進めることに始まり，１年間の準備期間を経て 2008 年度より本
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格実施された。ジョブカードは，「履歴シート」，「職務経歴シート」，「キャリアシート」，

「評価シート」で構成されている。ジョブ・カード制度は厚生労働省より運営され，職

業能力の証明ツールとして，求職者にとっては自己のキャリアを整理し，企業にアピー

ルするためのツールとなり，企業にとってはニーズに合った人材採用のためのツールと

いえ，ジョブ・カードが普及し，十分に活用されれば，求職者と企業とのマッチングを

高める効果が期待できるものといえる。ただ，ジョブ・カード自体の歴史が浅く，発展

段階にあることから，制度変更を伴いながら改善され，普及していくものと考えられる。

ジョブ・カードが活用される職業訓練は，雇用型訓練，公共職業訓練，基金訓練の３

つに分類できるが，日本版デュアルシステムは公共職業訓練に属している。

デュアルシステムを修了した訓練生に対する能力評価とジョブ・カード交付は，デュ

アルシステムを実施した企業が行う。ジョブ・カードの交付に際しては，公共職業訓練

校がデュアルシステム実習先の企業と相談した上で，訓練成果が客観的かつ公正に評価

されるよう，実習の内容を踏まえ，公表されている分野ごとの汎用性のある職業能力評

価基準にもとづいて作成される。職業能力評価基準は，中央職業能力開発協会が厚生労

働省から委託を受け作成しているもので，職務遂行するに必要な知識や技術・技能だけ

でなく，職務遂行のための基準についても示されている。公共職業訓練校は，訓練生に

ジョブ・カードの評価項目にもとづき自己評価を実施するよう指導し，訓練生は自己評

価を実習の終了日までに完了させ，デュアルシステム実習先の企業へ提出する。デュア

ルシステム実習先の企業は，職業能力評価基準にもとづき訓練生の能力評価を行った上

で，ジョブ・カードの交付を行う。

ジョブ・カードの様式 4〔評価シート〕には，企業実習・OJT 期間内における職務内
容，職務遂行のための基本的能力，技能・技術に関する能力（基本的事項，専門的事項）

が訓練生の自己評価とともに，企業による評価も記載されており，公式な職業能力評価

として，就職活動に活用することができる。

能力評価の結果は，訓練生に対して能力評価書として「日本版デュアルシステム修了

証書」とともに交付される。また，技能照査も実施され，これに合格した場合は「技能

照査合格証書」についても交付される。これらにより，企業は能力の保証された人材の

採用が可能となり，求人内容の高度化等のニーズにも応えることができる。

4 ものづくりと生産技術・品質管理

4.1 ものづくりの中での生産技術と品質管理

企業での生産，工業製品のものづくりの現場では，単にもの作る技術や技能だけでな

く，製品として世に送り出していくには，安く，高品質のものでなければ，市場のニー

ズや信頼を得ることができず，消費者からも受けいられてもらうことはできない。人件

費の安価な中国をはじめとする東南アジア諸国の台頭で，国内製造業でのコストの削減

には限界があり対抗することは難しい。日本の製品が商品として国内外に受けいけられ，



*66 ものづくり教育推進検討委員会，2007，「ものづくり教育推進検討委員会（最終報告），
工業高校・高専を核とする複線的教育システムの実現に向けて：産業界が求める多様な

人材を輩出するための工業高校・高専の今後のあり方」，東京都教育委員会，p.4
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広く流通していくためには，生産性の向上によるコストダウンと同時に，品質の維持・

向上を図っていくことは，欠かすことのできない「ものづくり」を構成する重要な要素

といえる。

理科教育及び産業教育審議会の 1985 年 2 月 19 日の答申「高等学校における今後の
職業教育の在り方について」の中で，職業学科において取り入れていく必要のある教育

内容として，管理技術やシステム技術に関するものがあげられると指摘している。企業

現場の実状として，「組織化，自動化が急速に進みつつある中で，生産性の向上等の必

要性から，生産・製造技術など各分野固有の技術を一層効率よく機能させるための品質

管理，工程管理，事務管理などいわゆる管理技術や生産活動，事務処理などをシステム

として総合的に取り扱うシステム技術が重要視されてきており，各種検査や作業標準の

作成，更には従業員が主体的に参加する全社的な品質管理活動（TQC）などの実施に
よって業績の向上がはかられている」とした上で，工業に関する学科で，これらの技術

に関する基礎的な教育内容を一層重点的に指導することを求めている。東京都教育委員

会の「ものづくり教育推進検討委員会」が 2007年 8月に出した最終報告の中でも，「日
本のものづくりの優位性として，高度の熟練技能，品質管理能力，多くの工程に対応で

きる技能」
*66
という記述がなされている。

大手企業からや発注を受ける中小企業に焦点をあてれば，発注を受けた部品がどのよ

うな製品や装置のどの部分を担って，どのような機能を果たしているのか詳細を知らさ

れることは希である。大手企業から提示された仕様に従って，要求されたコストと品質

の部品をつくるだけである。大手企業が要求するコストダウンに応えるためには，原材

料の調達や人件費ばかりでなく，製造工程の見直しも必要になってくる。

商品は売れてこそ商品としての価値が生まれるのであり，独自の技術と発想でもって

作られた「ものづくり」としての価値と市場の価値とは異なるのである。最終的に製品

を手にするのは消費者である。消費者にとって，購入した製品が，いかなる高度な技術

や技能でつくられていても，消費者は製品の中身の具体的な詳細まで知ることはできな

い。製品はニーズと欲求に見合った価格と品質であるかないかによって取捨選択されて

いるのである。

4.2 生産技術・品質管理に関する先行研究

製造業で働く現場の技術者や技能者は，ものづくりの技術や技能と同時に，生産技術

や品質管理に対して意識を持ち，ある程度の知識や方法についても知っておく必要があ



*67 藤本真・藤波美帆・稲川文夫，2008，『ものづくり産業における人材の確保と育成：機械
・金属関連産業の現状』，労働政策研究・研修機構

*68 藤波美帆，2008，「回答事業所の経営・主要製品」『ものづくり産業における人材の確保
と育成：機械・金属関連産業の現状』，労働政策研究・研修機構，p.21，図表 3-1-7

*69 同上，p.29
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る。卒業生の多くが製造業に就職している工業高校においては，基礎的な生産技術や品質管

理の知識や技術は，当然のことながら身につけておくべきものといえる。

生産技術・品質管理に関する先行研究として，藤本真ら（2008） *67 の研究がある。

藤本らは，ものづくり産業として，今後に向けた技能・技術の継承や人材の育成が大き

な課題となっている精密機械器具製造，輸送用機械器具製造，電子デバイス・情報通信

機器製造，電気機械器具製造，金属製品，一般機械器具製造，鉄鋼，非鉄金属，工業用

プラスチック製品製造業の 9業種に限定した機械・金属関連産業を取り上げ，2007年 8
月 3 日から同年 9 月 18 日にかけて行った製造部門における請負労働者の活用状況が従
業員 30 人以上の全国の製造業事業所を対象にアンケート調査の結果から，多様な就業
形態の活用が進む中で中核となる技能者・技術者に求められる技能・技術の内容，もの

づくり関連の職場における正社員の育成におけると取り組みを進める上での課題、人材

構成の変化がものづくり関連の職場における人材育成および技能継承に与える影響，も

のづくり関連職場における、正社員以外の人材に対する教育訓練の内容，正社員登用な

ど，正社員以外の人材の職業能力開発に関する取り組みの状況の５項目について明らか

にしている。

事業環境や市場環境の過去３年間の状況で，「製品に求められる品質・精度が高まっ

た」とする事業所は 75.8 ％，「より短納期を求められるようになった」とする事業所は
62.9 ％，「国内・海外企業との価格競争が激しくなった」とする事業所は 59.0 ％ *68

と，

企業は高品質とコストダウンが求められている。事業所側自体の強みとしてあげている

ものは，図 7.4のように，高品質で，短納期，製造現場の技能者が持っている高い技能，
低コスト，高度・高性能な生産設備と続く。短納期，低コスト，高度・高性能な生産設

備は生産技術に由来する。このことから，企業は高い技能に並んで，品質管理と生産技

術について市場の要求に対応することで，それが自社の強みとして位置づけられている。

それでも，主要製品の国内外企業とのコスト競争については約４分の３の回答事業所が

激しいと見ており
*69
，企業にとってコストダウンは大きな課題となっているといえる。

技能系正社員に求められる知識・技能のうち，図 7.5 のように「生産工程を合理化す
る知識・技能」，「品質管理や検査・試験の知識・技能」，「設備の保全や改善の知識・

技能」といった生産技術や品質管理についての技能が上位を占めており，「高度に卓越

した熟練技能」，「単独で多行程を処理する技能」以上に広く求められている傾向があ



*70 藤波美帆，2008，「回答事業所の経営・主要製品」『ものづくり産業における人材の確保
と育成：機械・金属関連産業の現状』，労働政策研究・研修機構，p.23，図表 3-1-9 より引
用。データは，複数回答による結果である。

*71 藤波美帆，2008，「技能系・技術系正社員の新卒採用」『ものづくり産業における人材の
確保と育成：機械・金属関連産業の現状』，労働政策研究・研修機構，p.90
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るといえる。このことは，事業所側自体の強みとしてあげているものと重なるもので，

熟練工・多能工といったものと同時に，生産技術や品質管理についても企業は重要視し

ているものといえる。

図 7.4 同業種同規模の事業所と比べての自事業所の強み
*70
〔％〕

技能系正社員の新規卒業者の採用状況について，採用した企業は 68.0 ％，採用しな
かった企業は 30.9 ％である。また，従業員規模が 29 人以下では 44.4 ％，従業員 30 人
から 49 人では 54.4 ％，従業員 300 人以上では 89.7 ％となっており，従業員規模の大
きな事業所ほど新規卒業者を採用した割合が高い *71。

また，技能系正社員の新規卒業者の最終学歴は，図 7.6のように工業高校卒業者が 72.0
％と最も多くなっていることから，今後も工業高校の生徒の進路先として，技能系企業

を中心に進路指導を行っていく方向でよいものといえる。

このように，ものづくり産業として技能・技術の継承や人材の育成が大きな課題とな

っている機械・金属関連産業では，ものづくりのための高度に卓越した技能や多行程を

処理できるオンリーワンやナンバーワンの技能だけでなく，生産技術や品質管理の知識



*72 稲川文夫，2008，「求められる技能・技術」『ものづくり産業における人材の確保と育成
：機械・金属関連産業の現状』，労働政策研究・研修機構，p.73，図表 5-3-1 より引用。

*73 藤波美帆，2008，「技能系・技術系正社員の新卒採用」『ものづくり産業における人材の
確保と育成：機械・金属関連産業の現状』，p.92，図表 6-1-3 より引用。データは，複数
回答による結果である。
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や技能を持った人材が求められていること，技能系正社員の新規卒業者は工業高校卒業

者が多いことを明らかにしている。

図 7.5 技能系正社員に求めている知識・技能
*72
〔％〕

図 7.6 新卒技能系正社員の最終学歴
*73
〔％〕



*74 佐藤義雄，2003，「これからの工業教育」『工業教育資料，』287，実教出版，p.1
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工業高校では，「ものづくり」という言葉がよく使われている。佐藤義雄（2003） *74

は，「ものづくりは依然として我が国の基幹産業であり，工業高校においてはものづく

りを重視した実践的な技術者養成を行い，生徒の進路希望の実現と地域産業からの期待

に応えていかなければならない」としている。一方で，生産技術や品質管理に関する教

育についての意識についてはあまり見られず希薄な状況である。

工業高校への求人は製造業が多く，卒業後の就職先も製造業が最も多いため，工業高

校では製造段階に重点を置いた「ものづくり」を強く意識した教育が行われている。し

かし，企業から社会へと供給されている製品は，「ものづくり」という技能生産の営み

だけで生み出されているわけではない。技能生産のみを重視するならば，人件費の安い

国外の地域に生産拠点がシフトしていくであろう。

工業高校での専門教育の中で，ものづくりを含めた生産技術や品質管理についてはほ

とんど見られない。一方で，全国工業高等学校長協会は 2012 年度時点において，日本
品質管理学会が認定し，日本規格協会により実施されている品質管理検定の協賛団体と

なっていること，品質管理検定がジュニアマイスター顕彰制度の顕彰に関わる資格・検

定等の区分表の中でも取り上げられており，品質管理について一定の認識を持っている

ものといえる。

4.3 工業高校での生産技術と品質管理に関する教育の現状

1999 年 3 月 29 日に告示された高等学校学習指導要領の中にある工業の科目数は 60
科目である。専門教科の標準単位数は普通教科のように学習指導要領では定められてお

らず，設置者が定めることになっている。したがって，公立高校の場合は教育委員会が，

私立高校では学校法人が定めることになる。しかし，各工業科目の想定している単位数

の幅は，「高等学校学習指導要領解説・工業編」で示されているため，設置者が定める

専門科目の標準単位数は，基本的にはこの範囲にとどまるものと想定される。

専門学科である工業科において，すべての生徒に原則履修させる科目として「工業技

術基礎」及び「課題研究」があり，各学科に共通的な基礎科目として，「実習」，「製図」，

「工業数理基礎」，「情報技術基礎」の４科目がある。また，各学科において選択的な

基礎科目として，「材料技術基礎」，「生産システム技術」，「工業技術英語」，「工業管理

技術」の４科目がある。

高等学校学習指導要領解説・工業編の中で，教科「工業」の目標中の「現代社会にお

ける工業の意義や役割を理解させるとともに，環境に配慮しつつ，工業技術の諸問題を

主体的，合理的に解決し」の解説として，「工業生産においては，ものづくりに関する



*75 伊理正夫・岩本洋，2002，『生産システム技術』，実教出版
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基礎的・基本的な基盤技術を重視し，これまで以上に安全性を優先した工業製品の生産

や社会基盤整備などを進めていく必要があり，・・・」とあり，作業の安全衛生と工業

製品の品質管理の重要性を説いている。

原則履修科目，共通的基礎科目，選択的基礎科目の中で，品質管理，生産工程に関す

る科目は，工業技術基礎，生産システム技術，工業管理技術の３科目で，共通的基礎科

目に分類される。原則履修科目の課題研究や実習の中でも生産技術や品質管理について

取り上げることができるが，高等学校学習指導要領の中では具体的に項目が示されてお

らず，内容の詳細については各学校，実質的に各学校におけるそれぞれの学科を担当す

る教員に委ねられているため，ここでは取り上げないものとする。

生産システム技術は，1989年告示の高等学校学習指導要領での工業科目「電子基礎」
と「セラミック技術」の重複した内容を整理統合して，電気系以外の学科で，「電気と

電子に関する基礎的な知識と技術」，及び，「計測・制御，機械設備，生産管理とシス

テム技術の基礎」を修得できるように再構成した科目である。1998 年の理科教育及び
産業教育審議会の中でも，教科「工業」の整理する科目として「生産システム技術」が

取り上げられており，「「電子基礎」の電気・電子技術に関する内容を基礎的、基本的

な内容に厳選し、機械技術や生産方法をシステム化する技術を取り入れ、名称を「生産

システム技術」に変更する」としており，内容の改善の提案がなされている。

生産システム技術の教科書の例として，2002年検定の実教出版「生産システム技術」*75

があるが，副題として「電気・電子の基礎から生産管理まで」とあり，第１章から第９

章で構成されており，生産技術分野は第９章「生産管理とシステム技術」のみで取り上

げられている。内容は，生産の仕組み，生産管理，生産の合理化とシステム技術となっ

ており，生産技術の概要が一通り学べるようになっている。しかし，電気・電子系の学

科では教育課程上に電気・電子関係の科目が編成され，「生産システム技術」と電気・

電子関係の科目との内容には多くの重複が生じる。実際に，2002 年検定教科書の実教
出版「生産システム技術」の第１章から第８章までの多くに電気・電子系の科目の内容

と重複があるため，電気・電子系の学科で「生産システム技術」を学校での必須科目と

して教育課程上に置かれる可能性は少ないと考えられる。したがって，「生産システム

技術」は取り上げないものとする。

このことから，工業高校で生産技術分野と品質管理分野の学習を行う工業科目とし

ては，「工業技術基礎」と「工業管理技術」の２科目ということになる。

工業技術基礎の生産技術に関する学習内容は，表 7.16 のように生産技術に関する基
礎的な知識と技術を習得させることをねらいとしているため，概略的な内容となって

おり，科目全体の中での割合も極めて少ない。また，品質管理分野の内容はない。
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表 7.16 高等学校学習指導要領（1999）で規定されている生産技術分野と品質管理分野の内容を含む工業科目

科 目 名
学習指導要領で示されている内容の項目 科目全体の 科 目 の

生産技術分野 品質管理分野 想定単位数 位 置 づ け

(3) 基礎的な生産技術

工業技術基礎 ア 生産の流れと技術 ２～４ 原則履修

イ 基礎的な分析及び測定技術

(1)工業管理技術の概要 (3)工程管理と品質管理

(2)生産の計画と管理 イ 品質管理

ア 生産の計画

イ 生産の管理

(3)工程管理と品質管理

ア 工程管理

工業管理技術 (4)安全管理 ２～８ 選択的基礎

ア 生産現場における災害とその防止

イ 環境の保全

(5)工場の経営

ア 人事管理

イ 工業会計

ウ 工業関係法規

工業技術基礎の実際の運営は，主に各小学科での基礎的な実習という位置づけが行わ

れることが多く，内容の項目としては「 (2)基礎的な加工技術」が中心となり，表 7.17
のように，高等学校学習指導要領の内容で示された項目をすべて実施している高校は少

ないのが現状である。また，2012 年度における富山県立魚津工業高校で設置されてい
る小学科は，機械科，電気科，情報環境科の３学科であるが，各学科の教育課程の中で

設けられている「工業技術基礎」の中で，機械科と電気科は，機械科は「機械実習」，

「自主教材等」，電気科は「電気・電子実習」と「工業技術基礎」の教科書を使用して

いない。1999年文部省告示の高等学校学習指導要領で定められている「工業技術基礎」
の目標「工業に関する基礎技術を実験・実習によって体験させ，各分野における技術へ

の興味・関心を高め，工業の意義や役割を理解させるとともに，工業に関する広い視野

を養い，工業の発展を図る意欲的な態度を育てる」といった，工業全般についての意識

付けではなく，学科の分野についての実習としての役割を担わせてしまっている。

表 7.18 から，東京都立，及び，神奈川県立の高校の全日制工業科のシラバスを調査
したところ，表 7.18 のように，「(3)基礎的な生産技術」に関連する内容が明確に記述さ
れている高校は少ない。「工業技術基礎」が各学科の基礎的な実習としての位置づけと

なっている。



*76 文部科学省，2011，『高等学校用教科書目録』，文部科学省
*77 2013 年に発行された 2014 年度使用の教科書が掲載されている高等学校用教科書目録でも同

様である。2009 年告示の高等学校学習指導要領に対応した教科書についても同様である。
*78 小林一也・山下省蔵，2006，『工業技術基礎』，実教出版
*79 同上，p.4
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文部科学省発行の「高等学校用教科書目録」 *76 によれば，工業技術基礎の教科書を発

行している出版社は実教出版の一社のみで，発行されている教科書も一冊だけであり，

実質的に学校で教科書を選択できる余地はない状況にある *77。工業技術基礎の教科書で，

生産技術に関する分量がどの程度あるのか，2006年発行の実教出版の「工業技術基礎」*78

の内容を確認すると，学科に則した基本作業や製作がページ数の９割以上を占めており，

小学科相互に関連する実験や実習の内容が含まれていない。また，生産計画や工程管理

に関する具体的な内容を見いだすことはできなかった。この教科書「工業技術基礎」の

中での基礎的な生産技術の取り扱いは，目次中に「本書は，実験や実習を通して，工業

のいろいろな分野の基礎的な技術をみずから具体的に体験しながら，工業の生産のしく

みやシステムを学び，工業技術に対する関心と広い視野を養うことを目的としたもので

ある」
*79
とあり，製作実習の中で基礎的な生産技術を学び取るという形式を取っている。

授業の中で生産計画や工程管理に関する内容が行われるかどうかは，学校や学科，担当

の教員にゆだねられた形になっており，確実に指導が行われるかどうかは，各学校や学

科の教員によるのである。表 7.17 の富山県立魚津工業高校での「工業技術基礎」の事
例からも，いくつかの小学科が設置されている高校では，工業科目「実習」と同様の位

置づけになってしまっている場合が多く観察される。

さらに，工業管理技術については文部科学省発行の「高等学校用教科書目録」の中に

存在しない。文部科学省著作教科書としても存在が確認できない。

教科書は，2011年 6月 3日改正の学校教育法でいうならば，第 34条・第１項，及び，
第 62 条の定めにより，文部科学省の教科用図書検定を経て合格したものでなければな
らない。教科書は，出版社などの教科書発行者が教科書としたい図書の検定を文部科学

大臣に申請して，文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会の検定審査

を受け，修正が必要であれば必要な修正を行った後，検定にかけられ合格を得るという

手順を踏んで教科書として発行され，学校で使用することができるようになるのである。

表 7.18は，工業科目である「工業技術基礎」のシラバスの中に「基礎的な生産技術」
についての記載を調査の有無をしたものであるが，ほとんどの工業高校で記載がないと

いう結果であった。工業高校の多くが，「生産技術」に関心を示していないということ，

工業高校での工業技術基礎の中で「生産技術」に関する内容の指導が行われていないと

いうことになる。



*80富山県立魚津工業高校の 2012年度シラバスより作成。
*81 全日制課程のみ示す。シラバスは，2012年度のものである。
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表 7.17 富山県立魚津工業高校での「工業技術基礎」の内容
*80

学 科 教科書・副教材 学習項目（単元名） 学 習 内 容

副教材：
旋盤加工１

簡単な製品の加工，基本操作（外周切削，端面切削），

機械実習 作業の安全

自主教材等
フライス加工１

基本操作（正面フライスによる平面加工，角出し），

機械の理解，作業の安全

手仕上げ実習
文鎮の製作，手仕上げ用道具（弓のこ，やすり）

機 械 科 の正しい使い方，タップ・ダイスによるねじ立て

情報処理１ BASIC演習（簡単なプログラムの作成）
旋盤加工２ 段付き丸棒の製作，溝加工・センター穴加工，加工工程

フライス加工２ 簡単な製品の加工，角出し・溝加工・寸法公差

鋳造実習 生砂による鋳型の成型，亜鉛合金の鋳込み

情報処理２ コンピュータによるワープロ・表計算

副教材：
オリエンテーション

実験・実習を行うにあたり、基本的な心構え、計器・

電気・電子実習 機械器具の取り扱い、配線の仕方、レポートの作り方

第１ローテーション
オームの法則，ホイーストンブリッジ，・電子回路の基

電 気 科
礎（論理回路），電卓・ポケットコンピュータの使用法

第２ローテーション
電気工事Ⅰ，各種抵抗測定法，インターフェースの製

作，情報処理Ⅰ（Ｃ言語によるプログラミング）

第３ローテーション
電気工事Ⅱ，電気工事Ⅲ，ポケコン制御，情報処

理Ⅱ（Ｃ言語によるプログラミング）

教科書： 機械加工１（旋盤） 旋盤の基本操作，端面切削、側面切削

工業技術基礎 機械加工２（フライス盤）フライス盤の基本操作，平面切削，角出し作業手順

化学工業１
廃油から石けんを製造，ガラス細工（ガラス棒と

情報環境科
スポイトの製作）

化学工業２
蒸留により液体中の混合物の分離，硫酸銅を製造

し化学変化の様子を観察

総合実習（文鎮の制作）
真鍮材の切削加工，ねじ切り加工（タップ），バフ

研磨加工，メッキ加工

表 7.18 工業技術基礎での「(3)基礎的な生産技術」に関するシラバスへの記載 *81

学 校 名 シラバスへの記載 学 校 名 シラバスへの記載

中野工業高校 なし 多摩工業高校 なし

杉並工業高校 なし
東 京 都 立

田無工業高校 なし

練馬工業高校 なし 府中工業高校 なし

北豊島工業高校 なし 多摩科学技術高校 なし

東 京 都 立 荒川工業高校
*1

なし 川崎工科高校 なし

足立工業高校 なし 神奈川工業高校 なし

墨田工業高校 一部あり
*2

神奈川県立 商工高校 なし

葛西工業高校 なし 横須賀工業高校 なし

町田工業高校 なし 磯子工業高校 なし

*1 情報技術科１年次の一部で工場見学を実施。

*2 一部，教科の教育内容として示されているが，具体的な授業計画の中には見えてこない。



*82 2006年 12月 22日改正。
*83 各高校の 2011年度，2012年度の学校要覧より作成。

「工業管理技術」の有無は，全日制課程のみ示す。表中の年度は，入学生の年度を示す。
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教科書として発行するためにはコストと時間がかかり，発行部数が少ない科目の場合

は利益を十分に得るすることができないという経営的な側面により，教科用図書として

申請が行われない科目があることことは十分にあり得る。そのため，「工業管理技術」

は民間の出版社から発行されていないと推察される。特に，工業など産業教育に関わる

教科書については，産業教育振興法
*82
・第６条で「産業教育に関する教科用図書の編修，

検定及び発行に関しては，産業教育の特殊性に基き，特別の措置が講ぜられなければな

らない」という条文により，本来ならば文部科学省が発行されるよう手立てをしなけれ

ばならないが，表 7.19 のように，工業管理技術を教育課程上に置いている工業高校は
非常に少ない状況で，十分な教科書の需要が期待できないため，民間の出版社では取り

扱いが難しい。そのような場合には文部科学省が著作者となって教科書が発行されるよ

う手当を講じるべきであるが，工業管理技術については文部科学省著作の教科書さえ存

在していない。

表 7.19 教育課程上の工業科目「工業管理技術」の設定状況
*83

学 校 名 2011年度 2012年度 学 校 名 2011年度 2012年度
総合工科高校 なし なし 府中工業高校 なし なし

中野工業高校 なし なし 六郷工科高校 なし なし

杉並工業高校 なし なし 東京都立 科学技術高校 なし なし

練馬工業高校 なし なし 多摩科学技術高校 なし なし

工芸高校 なし なし

北豊島工業高校 なし あり
※ 1

神奈川工業高校 なし なし

東京都立
蔵前工業高校 なし なし 商工高校 なし なし

荒川工業高校 なし なし 磯子工業高校 なし なし

足立工業高校 なし なし 川崎工科高校 あり
※ 3

あり
※ 3

墨田工業高校 なし なし 神奈川県立 向の岡工業高校 あり
※ 4

あり
※ 4

葛西工業高校 なし なし 横須賀工業高校 なし なし

町田工業高校 なし なし 藤沢工科高校 なし なし

多摩工業高校 なし なし 平塚工科高校 あり
※ 5

なし

田無工業高校 あり
※ 2

なし 小田原城北工業高校 なし なし

※ 1 2012年度入学生の機械設計類型で設定がある。
※ 2 2010年度，2011年度入学生の機械科で選択科目として設定がある。
※ 3 2011年度，2012年度入学生ともに，機械系のコースで選択科目として設定がある。
※ 4 2011年度，2012年度入学生ともに，機械科で選択科目として設定がある。
※ 5 2011年度入学生の理工系コース（2012年度から廃止）で設定がある。



*84 2012年 3月 30日改正のもの。
*85 2012年 12月 20日改正のもの。
*86 外国語の教科は，具体的な科目の提示がされていないため，省略している。
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このような特別の事情のある場合，学校教育法施行規則 *84 第 89 条から，教育委員会
の定めるところにより，学校は他の適切な専門書や独自で作成したプリント教材など，

教育委員会の承認を得た上で，準教科書として使用することができることになっている。

たとえば，東京都の場合は，教育委員会規則である東京都立学校の管理運営に関する

規則
*85
第 19 条で「校長は，教科書の発行されていない各教科・科目の主たる教材とし

て使用する教科用図書（準教科書）については，使用開始期日 30 日前までに，委員会
の承認を求めなければならない」と定められている。

旧来より，産業関連教科の科目数は普通教科の科目数よりも多い。たとえば，1951
年 7 月の学習指導要領一般編・試案・改訂版の中で示されている特に工業科目は 43 科
目と最も多くなっている。そのため，1952 年 8 月 8 日に産業教育法が改正され，第３
条の４として，「産業教育に関する教科用図書の編修，検定及び発行に関しては，産業

教育の特殊性に基き，特別の措置が講ぜられなければならない」という条文が追加され

たのである。この条文は 1985 年 7 月 12 日の改正で第６条となり，2006 年 12 月 22 日
の改正の産業教育振興法でもそのまま引き継がれている。この法律の主旨からすれば，「工

業管理技術」の教科書は文部科学省の責任において発行されるべきものであるといえる。

図 7.7 1951年 7月の学習指導要領一般編・試案・改訂版での科目数 *86

表 7.20 は，岐阜県立岐阜工業高校機械科の３年次で行われている「工業管理技術」
の内容を示している。実教出版から副教材として出版されている「工業管理技術」を教

科書として用いており，自作プリントとともに指導を行っている。



*87 岐阜県立岐阜工業高校・機械科の 2012年度「工業管理技術」シラバスより作成。
*88 早川豊彦（監修），2004，『工業管理技術』，実教出版
*89 実教出版編，2003，『工業教育資料』291，実教出版，p.30
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表 7.20 岐阜県立岐阜工業高校機械科での工業科目「工業管理技術」の内容
*87

学 科 ・ 学 年 機械科・３年

使 用 教 科 書 工業管理技術（実教出版）

副 教 材 等 自作プリント

学 習 計 画

学 期 学 習 内 容 主 な 学 習 内 容 （ 指 導 内 容 ）

職業と産業 職業の分類、産業・製造業について理解する。

１ 学 期 企業のしくみ 企業の役割・形態、管理組織について理解する。

工業管理技術の概要 生産活動から工業管理のしくみを探求し理解する。

生産管理、工程管理 生産・行程管理の必要性と意義を理解する。

２ 学 期
工程分析と作業研究 工程図記号を使い工程分析を作成ができる。

品質管理 品質管理の意義と手法を学び管理図の作成ができる。

安全衛生管理 労働災害の防止と安全衛生管理の知識を理解する。

３ 学 期
環境管理 公害対策と地球的環境問題を探求し理解する。

人事管理 人事管理と人材育成について理解する。

2012 年現在において，高校工業科の教科書を発行している出版社は，実教出版，コ
ロナ社，オーム社，東京電機大学出版，海文堂出版の５社がある。しかし，どの出版社

からも「工業管理技術」の教科書は発行されていない。この５社の中で，唯一，実教出

版だけが副読本として「工業管理技術」
*88
を発行しおり，「工業管理技術」が教育課程

上に編成されている学校では，この副読本を使用するか，市販の専門書を使用するか，

独自のテキストやプリント等を作成して授業が展開されることになる。

1978 年の高等学校学習指導要領において，工業科目「工業経営」が，1989 年の高等
学校学習指導要領で「工業管理技術」へと再編され，この学習指導要領の改訂に伴い工

業管理技術の教科書は発行されてこなかった。しかし，実教出版では，「本科目を履修

したいという現場の意見も多くいただき，（平成）16 年度用として新刊発行することに
いたしました」

*89
として，準教科書という位置づけで「工業管理技術」が発行されたも

のである。表 7.21 から，副読本としての「工業管理技術」の構成は，高等学校学習指
導要領（1999）の内容をほぼ網羅していることが確認できる。
表 7.22 は，1956 年からの工業科目「工業管理技術」の変遷を示したものである。科

目名が「工業経営」から「工業管理技術」へと変わり，内容の若干の変更も得て，概ね，

生産技術（生産計画，生産管理），品質管理，安全管理，工場経営の４分野に整理され

ていることがわかる。

民間企業経験の有する教員であっても，製造に関する業務に携わらなければ，生産技

術や品質管理の経験を経ることは少ない。したがって，工業科の教員に生産技術や品質



*90 副読本「工業管理技術」の構成については，実教出版，2003，「平成 16 年度用準教科書
および工業科実習書」『工業教育資料』291，実教出版，pp.30-31より引用。
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管理に関する教育をしても，企業の生産現場に即さない表面的な知識の伝授で終わるこ

とになる。

現実的な方策としては，民間企業の生産現場や教育センター等で工業科の教員に対し

て生産技術や品質管理に関する研修を受講させ，生産技術や品質管理のリテラシーを習

得させることであるが，各教育委員会が主催している教育センターなどでは工業をはじ

め，他の職業に関する専門学科の研修が十分に準備されていない。

表 7.21 高等学校学習指導要領と副読本「工業管理技術」の構成
*90

学習指導要領（1999）での工業管理技術
副読本「工業管理技術」の構成

構 成 内 容

(1)工業管理技術の概要 工業生産の管理技術の意義と工業生 第１章 職業と産業

産に関する組織の概要を扱う。 職業とは，産業とは，製造業とは

第２章 企業のしくみ

企業とは，管理組織，管理業務

(2)生産の計画と管理 第３章 工業管理技術の概要

ア 生産の計画 需要予測と生産数量及び生産方式の 生産のしくみ，工程管理の役割

選定の概要を扱う。 第４章 生産管理

イ 生産の管理 生産にかかわる全般的な管理の概要 生産管理の役割と意義，生産形態，

を扱う。 生産計画，工程管理

(3)工程管理と品質管理 第５章 工程分析と作業研究

ア 工程管理 生産工程の計画や作業日程などを扱う。 工程分析と作業管理の役割と意義，

基本的な品質管理方法の原理及び活 工程分析，作業研究

イ 品質管理 用方法を扱い，統計学的な内容に深 第６章 品質管理

入りしない。 品質管理の手法，品質検査，品質保

証，品質管理の問題解決と意志決定

(4)安全管理 第７章 安全衛生管理

ア 生産現場における 安全管理の意義，目的及びその手法に 安全衛生管理の役割と意義，労働災害，

災害とその防止 重点を置いて，災害防止の概要を扱う 安全衛生活動，安全衛生管理組織

イ 環境の保全 生産活動における公害発生とその防 第８章 環境管理

止の概要を扱う。 環境管理の役割と意義，企業と地域住民

の環境問題，新しい環境保全への取組

(5)工場の経営 第９章 人事管理

ア 人事管理 人事管理の進め方，賃金，福利厚生， 人事管理の役割と意義，人材育成，

労使関係などの概要を扱う。 人事考課と処遇

イ 工業会計 工業会計の基礎的な内容を扱う。 第 10章 企業会計

また，原価計算についても簡単に扱う。 企業会計の役割と意義，原価管理，

ウ 工業関係法規 工場経営に関連する基本的な法規の 財務諸表

目的と概要を扱う。 第 11章 工業経営関連法規



*91 依田有弘，1987，「高校職業教育の現状に関する教職員の意識」『千葉大学教育学部研究
紀要・第 2部』35，p.252，図６・図７を引用。
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表 7.22 工業科目「工業管理技術」の変遷と内容

科 目 名 工場経営 工業経営 工業経営 工業経営 工業管理技術 工業管理技術

学習指導要領 1956 1960 1970 1978 1989 1999

(1)生産と工場経営 (1)生産と経営 (1)企業の組織と運営 (1)企業の組織と運営 (1)企業の組織と運営 (1)工業管理技術の概要

(2)工場組織 (2)生産管理 (2)生産計画 (2)生産の計画 (2)生産の計画と管理 (2)生産の計画と管理

(3)工程管理 (3)安全管理 (3)工場の施設・設備 (3)工程の管理 (3)工程管理 ｱ 生産の計画

(4)作業研究 (4)人事管理 (4)工程管理 (4)品質の管理 (4)品質管理 ｲ 生産の管理

(5)品質管理 (5)工場経理 (5)作業の改善 (5)安全の管理 (5)安全管理 (3)工程管理と品質管理

(6)工具管理 (6)工業関係法規 (6)品質管理 (6)人事の管理 (6)工場の経営 ｱ 工程管理

(7)運搬管理 (7)その他 (7)安全管理 (7)原価計算 ｲ 品質管理

内 容
(8)倉庫管理 (8)人事管理 (8)営業 (4)安全管理

(9)賃金制度 (9)原価計算 ｱ 生産現場におけ

(10)原価計算 (10)情報処理 る災害とその防止

(11)労務管理 (11)工業関係法規 ｲ 環境の保全

(12)安全管理 (5)工場の経営

(13)色彩管理 ｱ 人事管理

(14)監督者 ｲ 工業会計

(15)工場の経営 ｳ 工業関係法規

(16)労働関係法規

図 7.8 と図 7.9 は，依田有弘（1987） *91 が 1986 年に実施した農業科，工業科，商業
科，水産科，家庭科のある高校の教員に対して行った職業教育のあり方に関する意識調

査において，各専門学科での共通科目に関する結果である。工業科については，共通基

礎科目が必要だと答えた割合が 31.1 ％と最も低い割合になっている。また，共通基礎
科目の単位数については，工業科の場合，現行よりも減らすべきと答えた割合が 34.3
％と最も多くなっている。

このことからいえることは，工業科は，共通基礎科目への意識は低く，学科の専門性

を高めたいという傾向がうかがえる。これは，工業科の中の機械科，建設科，電気科な

ど学科間の独立意識が強く，共通基礎科目の指導方針も学科によって異なるためである。

生産工学，品質管理というものづくりの重要で共通した基本的要素について，職業学

科を担当する教員は認識が不十分であるといえる。



*92 ここでは，最終改正年月日が 2012年 3月 31日（厚生労働省令第 67号）のものを前提とする。
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図 7.8 各学科教員の共通科目の必要性の認識〔％〕

図 7.9 各学科教員の共通基礎科目の単位数の認識〔％〕

4.4 公共職業訓練の中での生産技術，品質管理

本稿では，高校段階での技術教育という観点から，工業高校と職業訓練校との比較を

行うものであるため，ここで取り上げる職業訓練校は，普通職業訓練普通課程の中の工

業系の訓練科について取り上げるものとする。

普通課程訓練科の教科・科目については，職業能力開発促進法施行規則
*92
第 10 条，

及び，別表第二（第 10条関係）によって示されている。



*93 職業能力開発促進法施行規則（最終改正年月日：2012年 3月 31日）・別表第二により作成。
*94 http://www.takumi.ac.jp/mokko/kentiku/kentikucourse/kentiku.html（検索日 2012 年 11 月 1 日）
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表 7.23 のように，別表第二（第 10 条関係）で示されている訓練科 57 訓練系 144 専
攻科のうち生産技術関係の科目がない訓練系は，通信系，オフィスビジネス系，流通ビ

ジネス系，写真系，社会福祉系，理容・美容系，接客サービス系，調理系，保健医療系，

装飾系，第一種情報処理系，第二種情報処理系となっており，工業系専攻科のほとんど

の系に共通の系基礎学科に生産技術に関する科目「生産工学概論」，または，「建築生

産概論」が組み込まれている。これらの科目の訓練時間数については，各職業訓練校の

専攻科の訓練目標や方針，企業からのニーズ，地域性などにより異なる。

表 7.23 各訓練系での生産技術・品質管理に関する科目の状況
*93

訓 練 系
系基礎学科

生産工学概論 建築生産概論

園芸科サービス系，森林系，金属材料系，金属加工系，金属表面処理系，機

械系，電気・電子系，電力系，第一種自動車系，第二種自動車系，航空機系，

鉄道車両系，船舶系，精密機器系，製材機械系，機械整備系，縫製機械系，

製織系，染色系，アパレル系，裁縫系，帆布製品系，木材加工系，紙加工系， ○

印刷・製本系，プラスチック系，レザー加工系，ガラス加工系，窯業製品系，

食品加工系，設備施工系，設備管理・運転系，揚重運搬機械運転系，化学系，

工芸系，塗装系，デザイン系，義肢・装具系，メカトロニクス系

石材系，建築施工系，建築外装系，建築内装系，建築仕上系，土木系 ○

表 7.23 で示した系基礎学科の科目「生産工学概論」を有する訓練系から工業関係の
訓練系とは関連が薄いと考えられる園芸科サービス系，森林系，食品加工系を除いた訓

練時間と教科の細目の比較を行ったのが表 7.24である。
訓練系により同名の教科･科目でも訓練時間や教科の細目に違いがあることが確認で

きる。同じ科目名であっても，訓練系の性質により重きを置く教科・科目があることは

訓練系の性質がそれぞれ異なるため理に適うことであり，内容が異なることも自然なこ

とであるといえる。

系基礎学科の科目である建築生産概論の内容については，岐阜県立木工技術スクール

の建築コースで実施されている建築コースで示されている
*94
。建築コースは普通課程１

年間の職業訓練で，職業能力開発促進法施行規則別表第二（第 10 条関係）の中の建築
施工系木造建築科となる。



*95 職業能力開発ステーションサポートシステム(TETRAS)，職業能力開発総合大学校基盤整備セ
ンター，http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/Futsukatei/（検索日 2012年 11 月 1日）より作成。
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表 7.24 生産工学概論・建築生産概論の訓練時間数と教科の細目 *95

教 科 ・ 科 目 訓 練 系 訓練時間 教 科 ・ 科 目 の 細 目

金 属 材 料 系 20 生産の合理化，計画と統計，品質管理，工程改善，設備保全

金 属 加 工 系 20 生産の合理化，計画と統計，品質管理，工程改善，設備保全

金属表面処理系 20 生産と工場，生産の合理化，生産活動の分析，計画及び統制，作業の改善及び標準化，原価計算

機 械 系 20 生産の合理化，計画と統計，品質管理，工程改善，原価管理

電気・電子系 20 職場と組織，工程管理，作業研究，品質管理，実験計画法

電 力 系 20 職場と組織，工程管理，作業研究，品質管理

第一種自動車系 10 生産と工場，生産の合理化，作業改善，在庫管理，品質管理，原価計算

第二種自動車系 20 生産と工場，生産の合理化，作業改善，在庫管理，品質管理，原価計算

航 空 機 系 40 生産及び工場，生産の合理化，作業改善，在庫管理，品質管理，原価計算

鉄 道 車 両 系 20 品質管理，工程管理，機械・工具・資料管理，運搬管理，設備保全

船 舶 系 20 工場組織，工程管理，品質管理，資材・む運搬管理，原価管理

精 密 機 器 系 30 作業の改善と標準化，品質の保証，職場規律

製 材 機 械 系 40 品質管理，工程管理，機械・工具・資材管理

機 械 整 備 系 20 生産及び工場，生産の合理化，作業改善，在庫管理，品質管理，原価計算

縫 製 機 械 系 40 生産と工場，生産の合理化，作業改善と標準化，品質の保証，原価計算，設備の保全

製 織 系 30 品質管理，工程管理，機械・工具・資材管理

染 色 系 10 企業組織，生産の合理化，計画と統制，作業の改善と標準化，品質の保証，設備の保全

ア パ レ ル 系 20 生産システム論，品質管理，原価管理，工程管理

生産工学概論 裁 縫 系 20 工程管理，品質管理，機械及び用器具の管理

木 材 加 工 系 20 生産と工場，生産の合理化，生産活動の分析，計画と統制，作業

の改善と標準化，品質の保証，運搬管理，原価計算，設備の保全

紙 加 工 系 40 生産の形態，生産と工場，生産の合理化，計画と統制，生産活動の分析，日程計画，工程計画，品質管理

印刷・製本系 30 品質管理，工程管理

プラスチック系 30 生産及び工場，生産の合理化，生産活動の分析，生涯計画及び生産統制，作業

の改善及び標準化，品質の保証，運搬管理，原価計算，設備の保全，職場規律

レザー加工系 30 品質管理，工程管理

ガラス加工系 30 工程管理，品質管理，原価管理，生産システム管理

窯 業 製 品 系 30 生産と工場，生産の合理化，生産活動の分析，計画と統制，品質の保証，原価計算

設 備 施 工 系 20 品質管理，工程管理，機械・工具・資材管理，コスト管理，環境管理

設備管理・運転系 40 工程管理，品質管理

揚重運搬機械運転系 20 品質管理，工程管理，機械・工具・資材管理

化 学 系 20 作業の改善と標準化，品質の保証，職場規律

工 芸 系 40 品質管理，工程管理，品質の保証，作業改善と標準化

塗 装 系 20 材料及び機械の管理，工程管理，品質管理，運搬管理

デ ザ イ ン 系 10 職場と組織，工程管理，作業研究，品質管理

義肢・装具系 10 企業組織，工程管理，品質管理，職場規律

メカトロニクス系 30 生産の合理化，計画と統計，品質管理，工程改善，設備保全

石 材 系 40 建築生産の歴史，特質，生産過程，工程管理，品質管理，労務管理，近代化

建 築 施 工 系 20 機械，工程管理，資材管理，生産管理，契約事務

建築生産概論
建 築 外 装 系 30 建築生産の特徴，建築施工計画，建築施工法，機械，工具管理，資材管理，契約事務

建 築 内 装 系 20 工程管理，資材管理，生産管理

建 築 仕 上 系 20 建築史，建築の概要，建築物の種類

土 木 系 40 建設の生産プロセス，施工管理
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表 7.25 のように，建築生産概論の訓練時間数は 20 時間で，訓練内容は生産設備（機
械），工程管理，品質管理，生産管理となっており，生産技術と品質管理についての学

習を行う。また，系基礎学科では安全衛生について，系基礎実技では安全衛生作業法に

ついての職業訓練が行われ，ものづくりの職業訓練だけでなく生産技術や品質管理，安

全衛生についての訓練が行われていることが確認できる。

表 7.25 岐阜県立木工技術スクール建築コースでの生産技術と安全衛生関係の科目

訓練コース 教科の区分 科 目 名 時間数 内 容

建築生産概論 20 生産設備（機械），工程管理，品質管理，生産管理

系基礎学科
安 全 衛 生 20

産業安全と労働衛生，安全衛生管理の実際，具体的労働災害防

建築コース
止対策，整理整頓と清潔の保持，応急処置，安全衛生関係法規

服装，装具及び保護具の取り扱い，作業場の整理整頓，手工

系基礎実技 安全衛生作業法 20 具作業、機械作業及び電気の取り扱い，建設機械作業の災害

防止，足場と高所での安全作業，応急処置，その他の災害

5 小括

工業高校の教育課程は，10 年に一度程度改訂される高等学校学習指導要領にもとづい
て教育委員会が作成した教科編成指針を基軸にして，各学校の目標，地域性，生徒の実態

などに照らしあわせ，定められることになっている。学習指導要領は 10 年という比較的
長いスパンで改訂されること，生徒の在籍期間が３年であるため，一度定めてしまうと大

きな変更を加えることは容易でないことから，産業界の求める人材の変化に追随して変更

を加えていくということができない。公共職業訓練校の訓練課程は，その基となる訓練基

準が概ね４年計画で分野別に順次見直されていくことと，普通課程の職業訓練生の一般的

な在籍期間が１年であるため，地域産業のニーズに応えやすいといえる。

工業高校では，細分化された特定の技術・技能のための教育は実施されていない。生徒

のニーズや進路も多様で，生活指導的な側面を抱えていることも要因一つとなっている。

工業高校が地場産業のニーズを取り入れて学校教育に反映させ，地域の担い手の育成を

育てていくために，地方産業教育審議会の設置が義務づけられていた。工業高校での教育

施策を策定し，実施していく方向性を決定していく目安となるものに，地方産業教育審議

会の報告，建議，答申がある。しかし，報告，建議，答申などにより，工業高校の教育内

容が即座に変更されるということはない。また，専門高校には，専門科目の基礎的・基本

的な知識や技術・技能の定着，マナー，コミュニケーション能力，他人を思いやる心，生

命（いのち）や自然環境を大切にする心といったことが求められており，地域産業の即戦

力となるような確かな専門的知識と技術・技能を持ち合わせた人材の育成という明確な目

標や概念はない。
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企業での人材育成として取り上げた日野工業高等学園では，生徒は正規の社員としての

身分で，就業時間中は完全に企業の管理下に置かれる。社員として採用するため，企業方

針に沿った選考試験が課せられている。生徒は企業内の職業訓練生であり，通信制の高校

生でもある。生徒は学園での生活に専念することができるため，企業内職業訓練と高校教

育を融合させた教育が実践されている。

一般的な工業高校と異なり，ほとんどの生徒がドロップアウトすることなく，修了後に

工場での実戦技術者となり，即戦力に近い形で活躍している。また，授業を受ける態度，

来賓への挨拶，教室や実習場の整理整頓も良好である。

職業訓練校と高校との技能連携とともに，敷地内での現場作業実習も課せられることか

ら，デュアルシステムも実施していることになる。人材育成を単なる OJT にとどめるの
ではなく，職業訓練と高校教育の技能連携，職業訓練と工場での現場実習のデュアルシス

テムといった複合した教育訓練システムにしていることで，生徒の責任感とモチベーショ

ンを引き出し，実戦的技能者の養成につながっている。

技能連携とデュアルシステムについて，神奈川県の技術高校制度と，東京都立六郷工科

高校を事例として考察を行った。

神奈川県の公共職業訓練校と定時制高校，民間企業を融合させた技術高校制度は，一つ

の組織体だけで運用されていなかったこと，教員に過大に負担をかけたこと，創設するに

あたり十分な検討もなされず，システムに欠陥があり，違法性があったこと，施設・設備

が不十分だったことなどから，10年余りで破綻した。
東京都立六郷工科高校のデュアルシステムは，退学者が多いこと，３年間のうち最大 1

年間近くも企業での現場実習があり，進学希望者にとっては不利に働くことから，六郷工

科高校型のデュアルシステムでは，生徒に職業意識を身につけさせることや，技術・技能

を身につけさせることに十分な効果が得られず，進路に大きな制限が伴う。また，教員に

過大な負担があること，事故が発生しても学校や教育委員会に責任が及ばないシステムで

あることが明確となり，デュアルシステムの運用に大きな課題が内在しているといえる。

２つの事例とも退学者が多く，十分に機能しているとはいえない状況にあるが，共通点

として，入学してくる生徒の学力が低いこと，教員に過大な負担をかけていること，責任

体制が曖昧で，企業での現場作業実習で発生した事故については，あくまでも生徒と企業

との問題として，教育委員会に責任が及ばないシステムであることがあげられる。また，

どちらもドイツのデュアルシステムをモデルとしている。

工業高校では，「ものづくり」教育が重視されているが，調査の結果，そこには製造業

として欠かせない生産技術，品質管理の授業がほとんど実施されておらず，工業科の共通

的基礎科目である「工業管理技術」の文部科学省検定材の教科書も存在していないことが

明らかとなった。

公共職業訓練校・工業系専攻科のほとんどの系に共通の系基礎学科に生産技術に関する

科目「生産工学概論」，または，「建築生産概論」が組み込まれていることが確認できた。
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第８章 結 論

1 分析結果から見出された工業高校のあり方

最初に，先行研究の調査を行い，同様の論文や研究手法が確認されなかった本研究にお

ける特徴的な独自性の箇所を示すことにする。

第３章の「3 電気主任技術者認定校での教育課程編成の自由度と生徒の多様性に対す

る影響」の中で，年間行事予定表から実授業時間数を推計する方法の開発と，年間授業週

数を計算するための定義式の考案，年間授業週数と高等学校学習指導要領上での標準授業

週数とから，教育課程上にある科目の単位数の補正を行う手法を考案した。また，教育課

程編成の自由度の定義の考案した。

第５章の「1.2 新しいタイプの工業高校と類型」の中で，新しいタイプの高校を工業

高校に限定した「新しいタイプの工業高校」を，類似性・共通性から類型化を試みた上で，

その対象となる工業高校の抽出を行った。また，同章の「3 中高一貫教育の中での技術教

育」の中で，中学校の技術・家庭の技術分野が，連携型中高一貫教育と中等教育学校の高校

段階に継続して展開されているか調査を行い，高校普通科での工業教育の可能性を探求した。

第６章の「職業教育機関としての工業高校と職業訓練校との比較」では，工業高校と類

似した工業系の公共職業訓練校普通課程と対比させることで，工業高校の専門性，指導体

制，生徒の質的評価を行うことを試みた。「3 工業高校での専門科目の時間数」では，

工業高校での職業人の養成について，授業時間数に着目して，就職を目的として職業訓練

を実施している公共職業訓練校との比較を行い，職業教育としては不利な状況にあること

を示した。「6 産業教育手当と職業訓練指導員手当」では，各自治体に課せられている

包括外部監査の結果を用いて，その有効性の検討を図っている。

第７章の「4 ものづくりと生産技術・品質管理」の中では，工業高校で重要視されて

いる「ものづくり」の中に，企業の生産現場での重要な要素とされている生産技術・品質

管理を含めた考察を，工業科目の検討とともに，教育課程と教科書の状況調査との組み合

わせにより検証していった。

1.1 工業高校の歴史的展開と高校改革の中での工業教育

第２章では，戦後，ＧＨＱの指導の下，教育の民主化と機会均等を実現するために，

単線型の新制高校である総合制高校が創設された。しかし，戦災により施設・設備は荒

廃し，窮迫する国家財政，教員の大幅な不足，地域の実情を無視した総合制高校への強

引な転換があり，生徒や保護者の要望，平和条約の発効で独立国となり，占領時の教育政

策に対する批判と戦前の懐古的な複線型の教育への傾向を強め，座業界の要望と経済復興

の必要性から，総合制高校は急激に縮小され，普通教育と職業教育の分離へと向かわせた。

高度成長期における高校教育政策の焦点は，産業界の労働力の要請を取り入れる形で，
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階層的な技術・技能へ労働者を位置づけるためのハイタレントから現場の技能労働者に

対応すべき人材の育成のための多様化にあるとして教育内容の細分化が進められた。

経済成長に伴い家庭に経済的な余裕も生まれ，高校進学率が急上昇する中，企業現場

の働き手は中学校卒業者から高校卒業者へとシフトしたため，産業界では工業高校の増

設を求めたのである。経済成長は高校進学率をさらに押し上げ，普通科志向をもたらし

た。同時期に戦後第一次ベビーブームにより生まれた子どもたちが高校進学の年齢に迫

り，全国で高校増設が行われ，工業高校についても産業界の要請に合わせるように増設

され，高校教育の大衆化をもたらした。その結果，工業高校には多様な生徒が入学して

くるようになった。高度成長と高校進学者の急増のピークは過ぎ，職業的に多様化した

教育内容から，過度に専門分化した学科の統合生徒の実態に合わせた基礎・基本に立ち

返った教育の実施や多様な学校制度が提案されるなど，能力主義的な教育政策が進んで

いくことになる。その多様化路線は政策的課題として臨時教育審議会へと引き継がれ，

議論されることとなり，1990年代の高校教育改革へとつながっていくことになる。
これに引き継いで，第５章では，1990 年代以降に急速に進む高校教育改革の中での

工業高校について考察した。高校教育改革は，臨時教育審議会の答申で，公立高校を設

置する自治体の財政状況と合わせて，再編・統合を伴いながら改革が進行していった。

1994 年には普通科と専門学科に次ぐ第三の学科としての総合学科の設置，1999 年には
新しい体系の学校として，中等教育学校が創設された。また，1993 年には，学年によ
る教育課程の区分を設けない単位制高校も全日制まで拡大された。

工業系の中高一貫教育としては，1959 年 4 月に開設された東京都立世田谷工業高校
と，その附属中学校があった。学習指導要領の縛りで思うように中高一貫の工業教育は

できず，大学への進学者が増えていった。高校進学率の上昇と，普通科志向の流れによ

り，入学希望者は減り続け，1973年 3月末に附属中学校は廃校となった。
全日制で新しいタイプの工業高校としては，単位制型と，大学進学型が顕著に類型化

できた。生徒の学力や進学実績から，水平の多様化の中に学力という縦の多様化が依然

としてついてまわることが確認できた。

工業系の系列を持つ総合学科高校での工業教育の可能性としては，履修希望者が少な

いということと，卒業後の進学先として工業系を選択する者は少ないということがわか

った。しかし，工業高校のように女子生徒が少ない場合，女子生徒全体としては工業教

育の機会が得られないのに対して，総合学科では選択履修するかは不確定であるが，選

択できる機会が与えられていることは重要であるといえる。

中学校から高校への技術教育の接続について，「技術・家庭」（技術分野）を中高一

貫教育の中で検討した。中高一貫教育のうち中等教育学校は進学校であるため，高校段

階に相当する後期課程で教育課程上に工業科目が置かれる可能性は小さい。連携型中高

一貫教育では，連携している中学校からの入学者が少なく，６年間一貫した教育課程の

編成や運営には相当の困難が伴うということがわかった。
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1.2 工業高校の課題

第３章では，高度成長により，国民の所得水準が向上に伴い高校進学率は上昇し，高

校は量的な発展都ともに大衆化していき，多様化政策により，高校に序列ができ，高校

間格差が見られるようになったことを示した。高校進学率の向上とともに普通科志向が

強まる中で，専門高校の相対的な選択の低下傾向が生まれ，工業高校には成績による振

り分けで入学してきた生徒が多く，学力的に劣り，工業高校を本来志望していない不本

意入学者が存在している。学力の低い高校ほど退学率は高い傾向にある。工業高校は就

職には有利であるが，学力が低い生徒が集まる傾向が強いため，中途退学者も多くなっ

ている。また，工業高校が就職が有利に見えるのは，女子生徒が１割程度と少ないため，

性差による優位性の可能性を指摘した。

工業高校では資格取得ができるということが大きな特徴の一つであるが，資格取得を

前提とした細分化された専門性の高い教育課程は，科目選択の自由度を奪い，生徒の選

択科目に制約を加えるということが明らかになった。このような特定の専門性を追求す

る教育課程では，興味・関心を感じない生徒にとっては苦痛となり，資格が強調された

指導が行われれば，不本意修学から不登校や中途退学にもつながる可能性がある。

工業科で設置している学科と，地域産業の主要産業との整合性が取れていない。これ

は第７章で述べる産業教育審議会でも，企業の求める人材について，強く要望した答申

や建議を出していないことから，企業は工業高校に即戦力となり，高度な技術・技能を

持った人材を期待していないということにもつながるものと考えられる。

産業教育予算は 1960 年頃から急激に上昇したが，2005 年度より小泉政権下の三位一
体改革により地方交付税交付金等という形で一般財源化が行われ，各自治体の裁量で予

算配分が可能となり，以後，産業教育予算は減少し続けている。神奈川県内の公立Ａ工

業高校では生徒一人あたりの公費である実験実習費が１年間で 1,400 円にも満たない状
況で，「ものづくり」系の実習をすることは生徒・保護者の負担を増やさない限り不可

能に近い。

第４章では私立高校での工業教育の現状について考察を行った。私立高校が少子化，

普通化志向など経営上の問題で工業科を縮小，廃止している。私立高校の教員の研修は

法定研修がない。私学研修福祉会などの私立学校団体などが実施しているが，全私立高

校教員の１割程度にしか過ぎず，特に工業に関する教科の研修はなく，研修の機会は非

常に限られているといえる。経営的な側面から考察すれば，十分に生徒を集められない

地域では，今後も工業科は縮小していくものといえる。

1.3 企業で活躍できる生産技術・技術者の養成機能

第６章では，職業教育という観点から，工業高校と公共職業訓練校との比較を行って

きた。工業高校との比較であるため，専門教育の訓練課程を取り扱う場合には工業系の

ものを対象として取り扱い，また，工業高校に近い新規学卒者の入校が多い普通課程の



*1 中西新太郎，2007，『〈生きにくさ〉の根はどこにあるのか』，NPO前夜，p.9
*2 小林一也，2003，「パネルディスカッション「輝け，ものづくり日本」」『工業教育資料』292，

実教出版，pp.1-2
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職業訓練を比較対象として用いるものとする。

工業高校３年間の専門教科の時間数は，公共職業訓練校１年間の専門教科の時間数の

７割程度しかないこと，教え手である高校教員と職業訓練指導員の養成と研修の現状に

ついて，高校工業の教員免許の取得に優遇措置が設けられていること，教育委員会によ

る専門教科の研修は非常に少なく，教員の自己研修に委ねられていることから，工業高

校では企業で活躍する人材養成の場として十分な指導体制が整っているとはいえない。

第７章では，地方産業教育審議会での高校工業科に対する要望・意見を見た上で，企

業での人材育成と高校でのデュアルシステム，ものづくりと生産技術・品質管理という

テーマにより，産業の視点で工業高校を捉えてきた。産業への貢献，人材養成という観

点で工業高校を捉えれば，工業高校と工業系の職業訓練校は共に「ものづくり」という

キーワードで結びつけることができる。「ものづくり」と同時に，生産技術，品質管理

は工業系の製造業では重要である。しかし，多くの工業高校では，生産技術や品質管理

については教育課程上に編成されていない。一方で，公共職業訓練校の訓練基準の中に

は，基本的に生産技術や品質管理に関する科目が設けられている。

公共職業訓練校の目的は就職にあるのに対して，工業高校では卒業後の進路を就職に

限定していない。デュアルシステムを導入している高校でも同様である。企業での長期

の就業訓練を行うことにより，学校内での学習時間や部活動などの課外活動についても，

デュアルシステムを導入していない高校と比較して少ない状況にある。卒業後の進路を

大学などの進学にとる場合，学力的な部分で非常に不利といえる。また，工業系以外の

就職の場合でも一般的な高校よりも学校での教科の学習量は少なく，基礎的な学習不足

は就職活動に不利な状態を招くことになる。

中西新太郎（2007） *1 は，1990 年代後半に非常に大きな社会経済的な変動と，それ
に密接に文化的な変動により，単線的ライフコースは描けなくなっているとしている。

このような将来の展望も十分に描けない情勢に加え，専門科目を学習するための基本的

な読み書き計算能力，学習態度や意欲といったレディネスや基本的知識が十分に備わっ

ていない段階で専門教育と労働に関する教育を同時進行していくことは，一部の意欲や

能力を持った生徒には有効に作用しても，全体に対してそのような知識や意識を持たせ

底上げすることは困難といえる。小杉礼子は，先進国型の産業で，世界の中で付加価値

の高い領域に特化していく中で，「産業界が求めるのは，高い付加価値を生める労働力

である」と規定し，それは，高い学歴，学力，経験を持った労働力であるとしている
*2
。

デュアルシステムの中では，そのような人材を育てることは難しいといえる。
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2 知見から得られた結論

工業高校は，役割や性格が多様化し，専門教育の指導体制，産業教育予算の縮小など，

現場の技能者養成としての職業的意義が欠如したシステムとなりつつある状況にあるが，

1950 年代中頃から 1960 年代中頃にかけての高度成長時代に見られる，個人の全人的発達
や価値観を排除した産業界や企業の利潤に隷属する従属的な支配の様相が教育機関として

望ましい形ではない。中学校段階で学力・学習意欲が高く，将来のリーダーとしても期待

できる生徒，特定の職業に強い関心を持ち，将来のスペシャリストとして活躍できる才能

を持った生徒は極めて希な存在である。一般的な中学生は，精神的に不成熟で不安定な発

達段階とともに，高校進学が至上の目的とされている進路指導の中で，将来への明確な展

望を考えたり，自らの個性や能力を見つめ直す十分な機会が与えられているとはいえない。

高校を中学校卒業者のほぼ全員が入学する国民的教育機関と明確に捉えることを前提と

するならば，普通科志向が依然として強い中での工業高校の堅持は，国民全体の志向に沿

わない。中学校での成績による進学先の振り分けにより，学力や学習意欲の欠如した同質

の生徒が集積し，さらに，不本意入学により問題行動や中途退学など，入学後に不適合を

起こす頻度は高くなる。専門の学科別に生徒を育てる従来の体制では多様化する生徒のニ

ーズに十分に応えきれなくなっている現状がある。

工業高校に入学すると，教育課程上の問題もあり，特別な事情が発生した場合でも，普

通科などへの転校・転科は容易ではなく，その結果，中途退学をしていくことにもつながる。

一方で，日本版デュアルシステムや文部科学省の「地域産業の担い手育成プロジェクト」

に見られるような，工業高校を完成教育の場として専門性を志向し，職業的意義を重視す

る学校と生徒の存在も見られることから，高度な職業資格の取得や，複合した専門知識・

技術の習得，専門を深化させる教育も残していかなければならない。

以上のことから，本論文での帰結として工業教育を希望している少数の生徒と産業政策

に対するものと，多様化している生徒に対する２つの方向性が見えてくる。前者は，現行

の工業高校は縮小し，その財源でもって，５年制などの長期の工業高校，専攻科の拡充，ま

たは，高等専門学校化等を行い，工業教育を純真に志向している生徒に対して，実効性のあ

る工業高校制度を確立し，産業界で活躍できる人材の育成を図るというもので，後者は，

工業高校から総合学科高校への転換を促進し，その中の系列の一つとして工業系列を設ける

ことで職業意識の向上を図るとともに，教科の枠を超えた複合的な学習により進路選択の場

としての機能を果たすというものである。

これら２つの結論で共通していることは，現行の工業高校の縮小であり，同時展開しな

がら，その後は地域の実情などを加味した上で，より専門性を高めるものと，生徒のニー

ズや多様化に対応するものとに分化させることにより，現状の工業高校が抱える矛盾を緩

和できるものと考えられるのである。また，２つの結論の大きな違いは，前者が確定的な

進路を目指す複線的完成教育システムであり，後者は自由開放的単線型教育システムであ

るということである。



*3 松原治郎・武内清・岩木秀夫・渡部真・耳塚寛明・苅谷剛彦・樋田大二郎・吉本圭一・

河上婦志子，1981，「高校生の生徒文化と学校経営(1)」『東京大学教育学部紀要』20，p.44
*4 中央教育審議会，2011，「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

（答申）」，p.62
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3 残された継続して検討すべき課題

前者の方向性は，新たな複線化教育システムの創出も含んでいる。松原ら（1981） *3
の

分析では，今の学校に入りたかったとする生徒が最も学校に適応的であるとしている。工

業高校を縮小することで興味・関心のない不本意入学者の減少と，現行の工業高校よりも

学校に適応した質の高い入学者が期待できる。中央教育審議会から出された 2011 年 1 月
31日の答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」の中でも，
専門的な知識・技能の高度化に対する専門学科の高校制度改善の方向性として，「専門学

科を基にした高等専門学校設置の可能性」が示されている *4。

1962 年 4 月に発足した高等専門学校は求人倍率が十数倍あり，工業高校以上に企業か
らのニーズが高い現状がある。地域産業の人材養成を主眼に置くことにより地域産業への

貢献が期待でき，必然的に個性化・特徴化も生まれてくる。しかし，高度成長期の産業界

への人材供給を目的に高等専門学校が創設され半世紀を過ぎ，高等専門学校を卒業後に就

職する者は 2011 年度においては 57.2 ％であったが，39.9 ％が大学に編入学，または，専
攻科に進学している。また，専攻科に進学した者のうち 30.2 ％の者が大学院に進学して
いおり，実践的な中堅技術者を養成する完成教育としての高等専門学校の創設当初の目的

と乖離が生じている。工業高校が高等専門学校化しても，多くの者が実践技術者として就

職せずに大学に編入学してしまうならば，優れた実践的な中堅技術者の育成という主旨に

反し，工業高校を準複線化させ，高等専門学校化する意義がなくなる。また，長期の工業

高校や専攻科の増設は，設備だけでなく，専門性の高い教員の確保が課題となる。いずれ

にしても，大学への進学の間口が広がっている中で，中学生・保護者からのニーズがどの

程度あるのか，養成すべき人材の明確化，卒業後の進路の位置づけについても検討してい

く必要がある。

総合学科については，工業系の系列の設定の地域差，再編前の母体校が工業高校ではな

い場合の工業系の系列の現状とカリキュラムマネジメント，中学生や保護者に対する総合

学科への理解の浸透・定着を図るための政策，中学生・保護者の工業教育に対するニーズ

の把握，再編前の母体行の特性についても，継続して研究を続けていく必要がある。

本研究では，限られた工業高校の事例から導きだされたものであり，調査対象が大都市

圏を中心に偏在する工業高校となっている。地方産業への人材供給の拠点としての役割を

担っている工業高校の存在について，経済地理学の視点での分析を通して，特に従来型の

工業高校の果たしている役割を継続的に研究していく必要がある。
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の本質と有り様を学ばせていただきました。論文執筆のためのご教示や研究資料の提供，

研究に深い関係のあるシンポジウム等をご紹介いただき，多角的な視野から研究の内容を

充実発展せることができました。定年間際のお忙しい時期にもかかわらず，貴重な時間を

割いて終始熱心なご指導とご高配を賜りまして，深く感謝しています。

高橋寛人先生には，常にぶれない論文の理論的な枠組みの基礎となる文献の読み方と論

文分析の手法を伝受していただきました。そして，先行研究の重要性と，研究の発展のさせ

方を学ぶことができたことは，理工系の論文とは異なり，社会系研究の積み上げを重視し，

修正・発展を繰り返して進歩させていく研究スタイルを身につけることにつながりました。

長谷川真里先生には，データの分析手法と解釈をご教授いただきました。論文の中では，

高度な統計解析による分析や，その解釈的な意味づけにまで至ることができませんでした

が，丹念なデータ処理によって心理現象に意味づけをおこなう姿勢，実態を明らかにする

作業過程など，先生から学んだことは，これからの研究活動を大きく発展・飛躍できる強

力な礎となったことは間違いがありません。

影山摩子弥先生には，授業の中で，大学院生間の交流を深めることができるよう配慮さ

れた充実した授業展開の中で，研究発表の手法を体得することができました。また，多く

の意見をいただく中での考察しながら修正していくというプロセスから，研究の課題を再

確認し，新たな発想を導入する機会を与えていただきました。

小野寺淳先生には，博士論文審査の過程で，経済地理学の立場から，高校教育と高等教

育との接続について深い示唆を与えていただき，研究をより発展させ進めていくための糸

口をつかむことができました。

研究仲間で同期生である押田信子さん，三宅育子さん，そして，中西研究室の先輩であ

ります吉本裕子さんから貴重な意見やアドバイスをいただき，孤独になりがちな研究活動

の中で，大きな励ましになりました。

最後に，大学院での研究をとおして，多くの苦労と心配をかけてしまいましたが，常に

温かい励ましで支えてくれた妻・育代に，心から感謝をしたいと思います。
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